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平成１９年第２回名寄市議会定例会会議録

開会 平成１９年５月３１日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名
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日程第３ 議席の変更及び指定
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日程第５ 議案第１号 名寄市特別用途地区建築

条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する条例
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会計補正予算
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人保健事業特別会計補正予算
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易水道事業特別会計補正予算

日程第16 報告第１号 平成１８年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越の報告につ

いて

日程第17 報告第２号 平成１８年度名寄市介護

保険特別会計予算繰越明許費の繰越の

報告について

日程第18 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

報告第４号 専決処分した事件の報告

について

日程第19 報告第５号 公害の現況に関する報告

について

日程第20 報告第６号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第７号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第８号 株式会社ふうれん望湖台

振興公社の経営状況について

報告第９号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

１．追加議事日程

追加日程第１ 請願（陳情）

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議席の変更及び指定

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市特別用途地区建築

条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する条例

の制定について

日程第７ 議案第３号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第８ 議案第４号 調停の申立てについて

日程第９ 議案第５号 専決処分した事件の承認

について

日程第10 議案第６号 専決処分した事件の承認
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について

日程第11 議案第７号 専決処分した事件の承認

について

日程第12 議案第８号 専決処分した事件の承認

について

日程第13 議案第９号 平成１９年度名寄市一般

会計補正予算

日程第14 議案第１０号 平成１９年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第15 議案第１１号 平成１９年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第16 報告第１号 平成１８年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越の報告につ

いて

日程第17 報告第２号 平成１８年度名寄市介護

保険特別会計予算繰越明許費の繰越の

報告について

日程第18 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

報告第４号 専決処分した事件の報告

について

日程第19 報告第５号 公害の現況に関する報告

について

日程第20 報告第６号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第７号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第８号 株式会社ふうれん望湖台

振興公社の経営状況について

報告第９号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

追加日程第１ 請願（陳情）

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君
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経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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ただいまより平成１〇議長（小野寺一知議員）

９年第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２番 植 松 正 一 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月１５日まで

の１６日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より６月１

５日までの１６日間と決定いたしました。

日程第３ 議席の変〇議長（小野寺一知議員）

更及び指定を行います。

今回会派の変更届提出に伴い、議席の指定に関

連し、議席の一部を変更いたしたいと思います。

１番、佐藤靖議員、３番、竹中憲之議員、４番、

川村幸栄議員、５番、大石健二議員、６番、佐々

木寿議員、７番、持田健議員、８番、岩木正文議

員、９番、駒津喜一議員、１０番、佐藤勝議員、

１９番、熊谷吉正議員、２１番、谷内司議員を変

更いたします。

日程第４ これより〇議長（小野寺一知議員）

行政報告を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

本日、平成１９年第２回定例会の開会にあたり、

これまでの主な行政事項について、その概要を御

報告申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成１８年度の各

会計決算の概要を申し上げます。

本日をもって出納閉鎖となります一般会計及び

特別会計の決算につきましては、出納閉鎖後に計

数整理を行うことから、ここでは、概要について

申し上げます。

一般会計については、繰り越しすべき財源を除

いて、概ね３億５００万円の黒字となる見込みで

す。

これは、財政調整基金のこりこし２億 １３０

万円を万んでのもので、万万万な黒字万は ３７

０万円程度となります。歳入で、地方交付税が当

初見込みより伸びたことと、各費目における歳出

削減等不用万が主な原因と思われます。

国民健康保険特別会計の保険事業勘定につきま

しては、概ね ２００万円の黒字となる見込であ

り、介護保険特別会計の保険事業勘定では、概ね

１億３００万円の黒字となる見込みです。

国保・介護の保険事業勘定を除く特別会計につ

きましては、一般会計繰入金で調整しますので、

収支同万となる見込みです。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における５月末現在の基金残高は、２

６億 ５９５万円となり、前年度に６べて１億 

４４３万円の増万となりました。

これは、合こ特例振興基金を５億 ０００万円

積み立てしたことが大きな要因です。しかしなが

ら、財政調整基金、公共施設整備基金、大学振興

基金などをこりこしたことから、合こ特例振興基

金を除け金、４億 ５５６万円の減万となってい

ます。

主な基金の残高は、財政調整基金７億８８８万

円、減円基金１億 ０１６万円、公共施設整備基

金２億 ９２５万円、地金福祉基金２億 ２２９ 

万円、地方交通万保基金１億 １１６万円、合こ

特例振興基金５億 ０００万円となっています。
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このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

基金２億 ７３４万円、介護基付費準備基金 １ 

３８万円となっております。

これらの基金につきましては、今後も、有効か

つ適切に活用して、健全な財政運営に努めてまい

ります。

次に、男女共同参画の推進について申し上げま

す。

男女共同参画社会の総合万なこり組みを進める

ため、男女共同参画庁内ワーキンググループを設

置し、推進計画の見直しと補強のための作業に着

手いたしました。

また、男女共同参画について、広報紙の連載を

はじめイベント等の機会を通じて、広く意識啓発

にこり組んでまいります。

次に、国際交流について申し上げます。

姉妹都市カワーサレイクス市リンゼイとの交流

では、高校生の相互派遣を中心に交流を進めてお

り、本年度はホストファミリーの御協力により、

３名の高校生を６月２９日から８月２４日まで受

け入れて、市内の高校生との交流を行う予定とな

っております。

友好都市ドーリンスク市との交流では、名寄ド

ーリンスク友好委員会の招きで、ドーリンスク市

在住のフルート奏者、ウルバフ・イリーナさんと

ドーリンスク音楽学校長のウバルフ・タチアナさ

んが、５月２１日に市民会館でコンサートを開催

しました。琴の小林社中の皆さんや白樺合唱団の

皆さんとも共演され、市民との交流を深めました。

また、７月にはドーリンスク市訪問団が名寄市

を訪れ、市内の視察やイベント参加などの交流を

行う予定となっております。

次に、国内交流について申し上げます。

山形県鶴岡市藤島や東京都杉並区との交流活動

では、名寄藤島少年少女相互交流事業、杉並・風

連子ども交流会、東京高円寺阿波踊り交流事業な

どの万施が予定されており、交流の輪が広がるよ

うにこり組みを進めてまいります。

また、これら交流活動などの拠点施設として、

歴史万建築物である旧西田邸を改修整備して、北

国雪国ふるさと交流館が完成しました。本年度は

備品及び外構の整備を行うとともに、市民周知と

交流館の利用促進を図ってまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

はじめに、平成１８年度市立総合病院の運営概

要につきましては、こ扱い患者数が、入院で１１

万 １２０名、外万で２５万 ２２２名となり、 

前年度と６前しますと、入院で ５０７名の減少、

外万で １３５名の増加となりました。

収支の概要は、病院事業収収で６４億 ９８９

万円、病院事業費用で６７億 ５７５万円となり、

差し差き、２億 ５８６万円の差年度差差差を計

上しての決算となりました。

収収の主な内訳では、入院収収が前年度に６前

して、 ４１０万 ０００円の増収となり、外万 

収収も、 ０３６万 ０００円の増収となりまし 

た。

一方、費用の主な内訳では、薬品・診療材料な

どの材料購入費の増加により、前年度に６前して、

７４５万 ０００円の増加となりました。 

次に、本年度の診療体制につきましては、診療

科１９科に固定医４６名と研修医１０名の合計５

６名の医師を配置し、ほかに５３名の医療技術ス

タッフと２５８名の看護スタッフにより、地金住

民の健康増進に努めてまいります。

地方においては、拠点病院へ医師の集約化・重

点化が図られていますが、当院では４月から循環

器内科の常勤医師１名と小児科医師３名が増員さ

れ、診療体制の強化が図られました。

これに伴い、一層密度の高い医療の提供が可能

となりますが、特に小児科診療については、２４

時間医師を常駐させる救急体制を敷いて安心安全

な医療の万保に努めているところであります。

病院運営をこ巻く環境は年々厳しさを増してお

りますが、今後も診療体制の充万に努めるととも

に、収収の万保と費用の抑制を図り、病院事業の
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健全経営に努力をしてまいります。

次に、名寄東病院の状況について申し上げます。

名寄東病院は、療養病床として１０５床があり、

うち医療型病床が４５床、介護型病床が６０床と

いう構成になっております。

昨年の医療保険制度改正に伴う療養病床の再編

により、全国の介護型病床が平成２３年度までに

全て廃止されることから、去る３月２８日、東病

院運営協議会を開催し、現在の介護型病床６０床

をこの夏までに医療型病床へ変更することにしま

した。

これに伴い５月１１日、介護病床に入院されて

いる患者の皆様と御家族の方々に説明会を開催し、

適用となる保険が介護保険から健康保険へ変更に

なることと、転院や退院となることはなく、入院

費用などにも特に変動がないことを説明し、医療

型病床への変更に同意をいただいたところです。

今後も、国の療養型病床の削減方針等について、

情報収集に努めてまいります。

次に、介護予防事業について申し上げます。

高齢化の進行とともに、一人暮らしの高齢者や

高齢夫婦世帯を狙った悪徳商法や、様々な要因か

ら発生する高齢者虐待など、高齢者の権利擁護に

関する問題が数多く発生しています。

このような問題に関する法律や制度について、

基本万な知識を普及することで、誰もが安心して

暮らせる地金づくりを目万に、弁護士による講演

会を２月２１日に開催しました。

今後も、成年後見制度の活用や権利擁護事業及

び高齢者虐待防止について、さらに周知を図ると

ともに、地金ネットワークの構築や相談体制の充

万を図り、早期発見、早期対応に努めてまいりま

す。

次に、障がい者福祉について申し上げます。

障害者自立支援法が施行されたことに伴い、身

体障がい者、知万障がい者及び精神障がい者に対

する福祉サービスの一元化を図り、平成１８年度

から平成２０年度までの３カ年間にわたる必要な

福祉サービスの量を見込み、その基盤整備を進め

るための、第１期名寄市障害福祉万施計画を策定

したところです。

また、本年度は、障がい者の自立と社会参加の

促進を図るための施策を総合万かつ計画万に推進

するために、第１期名寄市障害福祉万施計画の基

本計画となる、平成２０年度から平成２９年度ま

でを計画期間とする、名寄市障害者福祉計画を策

定してまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

市内の環境美化活動につきましては、春の清掃

週間を設定し、環境衛生推進員の皆さんを中心に、

各町内会等の御協力により万施したところです。

また、ごみの減量化と３Ｒ運動の推進として、

名寄消費者協会及び環境衛生推進協議会と連携し

て、「ノーレジ袋・マイバック持参運動」の推進

について、モデル町内会の指定や事業所などに対

して、モニター調査などのこり組みを進めてまい

ります。

次に、消防事業について申し上げます。

平成１８年度の火災件数は、１６件で前年６同

数となっておりますが、残念なことに３名の方が

亡くなっております。火災種別では、建物火災１

２件、車両火災４件となっております。

救急件数は、 １０６件の出動で前年６７７件

の増加となっており、事故種別では、急病７２３

件、一般負傷１４１件、転院搬送１１８件、交通

事故６５件、その他５９件となっています。

救急救命士の養成につきましては、５月に２名

の救急救命士有資格者を採用し、救急業務高度化

の推進に努めております。

消防施設整備事業につきましては、昨年１１月

に水槽付消防ポンプ自動車を更新し、さらなる消

防力の向上に努めるとともに、災害時の出動体制

の強化を図ってまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

西町団地建替事業は、木造平屋建て３棟６戸を

７月に着手し、本年１２月に完成の予定でありま
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す。

北斗・新北斗団地建替事業は、住み替え住宅の

準備を７月から始めてまいります。

新規事業であります屋根張替工事は、白か金団

地の３棟９戸、新北栄団地の２棟８戸を６月に着

手いたします。

また、名寄市住宅マスタープランの策定作業に

着手いたしました。

次に、都市計画について申し上げます。

徳田地区の都市計画法による特別用途地区の指

定につきましては、都市機能を集積し中心市街地

の賑わいづくりなど、魅力ある市街地の形成を目

指し、用途指定に沿った適正な土地利用を図るた

め、名寄都市計画特別用途地区の指定を都市計画

審議会の議を経て、４月２６日に特別工業地区と

して決定いたしました。

また、本市の都市基盤整備の基本となる、名寄

都市計画マスタープランの策定に着手いたしまし

た。

市民の皆さんの御提言をいただきながら、本年

度中に策定してまいります。

次に、風連地区の市街地再開発事業について申

し上げます。

事業の推進にこり組んできました「風連地区再

開発事業促進期成会」では、地権者である「ＪＡ

道北なよろ」の事業参画が総代会において承認さ

れたことを受け、新たに事業万施に向け「風連本

町地区市街地再開発準備会」を設立したところで

す。

準備会では、知事に事業の認可申請を行い、許

可後、準備会は解散し、個人施行者が事業を推進

することになります。

市の分担する事業には、推進に向けて補助等の

支援をしてまいります。

次に、水道事業について申し上げます。

安定万な基水を万保するための配水管網整備事

業につきましては、管布設・洗浄及び漏水調査等

について発注を終えたところです。

次に、下水道事業について申し上げます。

雨天時の河川水万汚濁防止対策として、円務負

担行為で滞水池土木建築工事を万施しております

が、差き続き、機械設備工事と下水処理場施設の

老朽化に伴う電気設備更新工事を６月に発注いた

します。

徳田２号線道路改良工事に伴う管渠新設工事で

は、６５メートルの工事を万施しています。

また、個別排水処理施設整備事業では、名寄地

区で３基、風連地区で３基の合こ浄化槽設置工事

を行っております。

次に、道路整備について申し上げます。

国土交通省関連事業は、継続事業で東風連線交

付金事業による、智烈布橋架替下部工事ほか２路

線と、名寄市立大学の周辺環境整備を図るための、

北７丁目道路の改良工事を６月に発注いたします。

新規事業として共和地区１９線道路改良事業の

うち、橋梁新設の万施設計等を５月に発注いたし

ました。

防衛施設周辺整備事業では、内淵地区菊山線舗

装補修工事を万施してまいります。

次に、除排雪について申し上げます。

昨シーズンの降雪量は、前半の少雪の影響もあ

り過去５カ年平均と６前しますと、名寄地区では

２２ー２ントの減少、風連地区では２ ６２ー 

２ントの減少となりました。

除雪出動回数は、名寄地区では市街地・郊外と

もに、過去５カ年平均とほぼ同数の出動回数とな

りましたが、風連地区では、やや下回る出動回数

となっております。

排雪作業では、名寄地区の生活道路９０キロメ

ートルにおいて、カット排雪を１回、幹線道路・

通学路３４キロメートルでは、積込運搬排雪を２

回から３回万施し、あわせて交差点の見通しの万

保を図りました。

また、風連地区では、市街地路線２０キロメー

トルにおいて、２回の排雪作業を万施しました。

排雪ダンプ助成事業につきましては、少雪の影
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響もあり利用件数は５９３件と、前年度対６３

１２ー２ントの利用であり、ダンプ台数で６前い

たしますと ５４１台と前年度対６３ ７２ー２ 

ントの利用にとどまりました。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに、５月１５日現在の農作物及び農作業

の状況ですが、今年の融雪期は、平年より１日早

い４月１４日となりました。その後の気象経過は

５月の連休時に気温が一時万に平年を上回ったた

め、平年並みで推移しています。

各作物の生育状況ですが、水稲につきましては、

移植始が平年並みで順調に生育しております。

畑作物につきましては、秋まき小麦が平年を順

調に上回り、収穫が期待されます。大豆の種まき

やビートの移植期は、５月１１日から１２日と平

年並み、馬鈴しょの植え付けも５月９日から始ま

っています。

また、露地のアス２ラガスにつきましては、平

年並みの５月１８日受入れ開始、２１日から共選

開始となりました。気温が低いことから、昨年同

時期よりやや少ない出荷状況です。５月２８日早

朝の低温・晩霜により、アス２ラガスのほ場で約

１００ヘクタール以上の被害を受けました。

昨年導入した「アス２ラ自動選別施設」の稼働

により、農家労働の負担軽減と消費者ニーズに対

応した有利販売により、産地の万立を図ってまい

ります。

このように、農作物は全般万に平年並みの生育

状況でありますが、今後も関係機関等と連携し、

適期栽培管理の徹底を図ってまいります。

次に、新産地づくり対策について申し上げます。

本年度から始まる新対策への移行を機に、旧市

町の特性を生かした制度に一本化し、「売れる米

づくり」と「産地づくり」を目指し、新たなこ組

みがスタートしました。

交付金の活用計画といたしましては、①生産調

整推進対策、②担い手経営拡大対策、③売れる米

づくり対策、④作物振興対策、⑤土づくり対策、

⑥食の安全・安心推進対策、⑦販売促進対策の７

つの対策等により、交付金の総万は約１１億円を

見込んでおります。水田農業の持続万発展を図る

ため有効活用し、農家経営の安定万立を図ってま

いります。

また、平成１９年度の水稲は、主食米生産数量

で、うるち米 １６０トン、もち米１万６２５ト

ンの配分があり、作付面積では、うるち米４３０

ヘクタール、もち米 １２７ヘクタール、加工米

については、うるち米３２ヘクタール、もち米６

８４ヘクタールとなっており、水稲作付面積総体

では、 ２７３ヘクタールの見込みとなっていま

す。

次に、農業振興２ンターについて申し上げます。

農業技術の研究開発及び普及を図り、体万の強

い農業を目指し、農業生産振興の拠点施設として

設置しており、水稲・畑作・蔬菜園芸等の農家に

対するきめ細かな指導体制を構築するため、営農

技術員等の強化を図ったところです。

本年度も土壌診断、組織培養、各種試験栽培・

展示ほ場、アス２ラガス大苗の供基等を万施して、

農家のさらなる利用を促進してまいります。

次に、農地・水・環境保全向上対策について申

し上げます。

北海道における本対策の推進母体となる「北海

道農地・水・環境保全向上対策協議会」が、４月

１６日に設立されました。

本市の平成１９年度申請地区も内定を受け、４

月２７日に「風連西資源保全活動組織」が設立さ

れ、現在、共同活動内容を具体万に定める「活動

計画」を作成しています。

活動組織は、市と活動内容を万認しあう協定を

締結し、北海道協議会へ採択申請等を行い、７月

上旬に採択の予定となっています。

今後、先行地区をモデルに、平成２０年度申請

地区の地金との協議を進めてまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

公共牧場につきましては、名寄市営牧野と合わ
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せて母子里地区共同牧場においても、本年度から

指定管理者制度を導入し、「ＪＡ道北なよろ」を

指定管理者に指定し、万施しています。

なお、本年度も受精対象牛を中心に、名寄市営

牧野が５月２５日から入牧し、２２６頭を受け入

れております。母子里地区共同牧場については、

１３０頭の申込みがあり、融雪の関係から６月１

０日入牧の予定となっています。

関係団体や酪農家の協力を得て、牧場利用の促

進を図ってまいります。

次に、名寄市立食肉２ンターについて申し上げ

ます。

道北の広金公設食肉２ンターとしての役割を担

い、消費者への食肉の安心・安全・安定供基と畜

産の振興を目万に設置運営しており、衛生管理に

配慮した施設整備に努めてまいりました。

５月に厚生労働省の指導に基づき、従万のピッ

シング方式による衛生上の問題のため、代替施設

として不動体化施設を整備いたしました。

このことにより、施設の安全な作業環境と適正

な食肉処理業務を万立し、安全・安心な食肉供基

体制の万立と、畜産農家の経営の安定に努めてま

いります。

次に農業・農村整備事業について申し上げます。

継続中の「道営畑地帯総合整備事業」の智恵文

地区、「道営地金水田農業支援事業」の名寄地区

及び風連地区、「道営経営体育成基盤整備事業」

の瑞生地区において、それぞれ暗渠排水心土破砕、

石礫除去、整地工等の工事を万施しております。

差き続き、効率万・安定万な生産基盤の整備を

図ってまいります。

また、財団法人北海道農業開発公社が事業主体

である「畜産担い手育成総合整備事業」では、農

業用施設整備として堆肥舎等の整備を万施してい

ます。

本年度が事業最終年度となり、今後とも畜産経

営の合理化と生産性の向上に努めてまいります。

次に、林業の振興について申し上げます。

６月２４日に苫小牧市において、「第５８回全

国植樹祭」が天皇皇后両陛下をお迎えして開催さ

れます。

道民に親しみがあり、北海道にゆかりのある樹

種の苗木を植樹することとなっており、本市は、

健康の森で育てたミズナラ１９本、オニグルミ２

０本を提供し参加してまいります。

また、この植樹祭が、森林づくり活動の大切さ

を再認識する場となることを願っています。

次に、商工業関係について申し上げます。

景気は、道外において回復基調が長期万に推移

してきているものの、道内、特に道北地方におい

ては依然として低調に推移しており、本市におい

ても厳しい状況が続き、各業種についても新たな

事業展開に向けたこり組みが、求められています。

４月より中小企業振興条例に基づく補助制度を

一部改正し、新たにチャレンジ支援事業を創設い

たしました。新規開業を万め、既存の事業とは異

なる観点から事業展開をはかる事業者に対し、店

舗設備等の支援を行うものであります。

街なかにぎわい事業では、差き続き中心市街地

の商業支援をしてまいります。

同じく、４月より受付を始めております住宅リ

フォーム促進助成事業につきましては、既に５０

件を超える申請があり、本助成制度により建設産

業の振興や雇用の安定に期待するところです。

物産振興事業では、物産振興協会に委託してお

ります畑自慢倶楽部において、名寄ブランドの推

進と名寄特産品のＰＲを目万に６月４日から６日

まで、東京渋谷市場にて、アス２ラ販売の出店を

行う予定となっています。

丸鱗名寄魚菜卸売市場株式会社の昨年度の万績

につきましては、こ扱量が４５５万 ６５１トン、

前年度６８ ９２ー２ント、こ扱高は、１４億 

８２８万円、前年度６９ ０２ー２ントとなった

ところであり、差き続き厳しい状況にありますが、

同社も内部努力と販路の拡充を図っており、一層

の支援に努めてまいります。
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次に、労働関係について申し上げます。

季節労働者冬期援護制度が平成１８年度で終了

したことにより、この制度に代わる新しい制度と

して、通年雇用促進支援事業が創設されました。

具体万には、５月２３日の北海道及び北海道労

働局合同会議において示されたところであります。

募集期間は６月、事業計画は７月、協議会の設立

は９月上旬というスケジュールになっております。

広金でのこり組みが求められますので、近隣市

町村とも充分な協議が必要であり、北海道や名寄

公共職業安定所との連携を図り対応してまいりま

す。

次に、観光について申し上げます。

ピヤシリスキー場の平成１８年度のリフト輸送

人員は、５５万 ２６２人、前年度６１０ ９２ 

ー２ントとなりました。当初、積雪不足でオープ

ンの遅れが懸念されておりましたが、その後、例

年どおりの積雪があり予定通りオープンすること

ができました。

シーズンを通しての「スキーこどもの日」に合

わせたイベント、未就学児のリフト無料化やスノ

ーモビルランド開設等の浸透もあり、利用の増加

につながったものと考えております。

なよろ温泉サンピラーの利用につきましては、

各種企画プランの導入効果もあり、総利用者数で

８万 ２７０人、前年度６９ ８７２ー２ントと 

なり、ほぼ前年度並みの万績を万保しました。

ふうれん望湖台自然公園の利用につきましては、

総利用者数で１万 ６８８人、前年度６１０ ３ 

２ー２ントとなり、前年度の万績を上回りました。

スキー場、なよろ温泉、ふうれん望湖台とも差

き続き、利用者万保に向け両公社と連携してこり

組んでまいります。

初夏のイベントとして定着しております「ふう

れん白樺まつり」は、６月１７日に開催されます

が、これにあわせて風連地区では、従前同様、市

街地で前夜祭を開催し、名寄地区においては、

「なよろのおどり」に代わる新しいイベントとし

て、６丁目商店街区で「なよろアス２ラまつり」

を開催いたします。

智恵文ひまわり畑については、平成９年度から

夏の観光スポットとして、数多くの観光客を受け

入れてきましたが、馬鈴しょに寄生する病害虫の

影響が心配されることから、現在のほ場での開催

を本年は、休止といたしました。

万年度以降、代替地の選定とあわせ、観光名所

の代名詞であるひまわり畑の灯を消さぬよう、作

付けするひまわり畑への支援にこり組んでまいり

ます。

なお、ＭＯＡ名寄農場では、従万からひまわり

を作付けしておりますが、本年度は、作付け面積

を拡大する旨、連絡をいただいております。

次に、社会教育について申し上げます。

名寄ピヤシリ大学は、男性７名、女性９名の新

入生１６名と１２名の大学院生を、風連瑞生大学

は、男性２名、女性１０名の新入生１２名と４名

の大学院生を迎え、４月２４日と２７日に入学式

を行ったところです。

高齢者が、現代社会に対応するための学習機会

の提供と、自主運営による自治会活動を通じて、

社会参加を促進する運営に努めてまいります。

生涯学習情報の提供につきましては、３年ごと

に発行する団体サークル紹介情報紙「サークル・

サー万る」改訂版第７号が、昨年度完成いたしま

したので、利用促進を図ってまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月２３日から５月１２日までの「こどもの読

書週間」にちなみ、「こどもとしょかんまつり」

を年齢別に２回に分けて開催し、多くの子どもや

保護者の参加をいただき、読書の普及に努めてき

たところです。

また、期間中は、児童文学者「石井桃子」１０

０歳記念ミニ展示を万施しました。

今後も、子どもが本に親しめるよう、子どもの

読書活動推進に努めてまいります。

次に、プラネタリウム館、市立木原天文台につ
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いて申し上げます。

プラネタリウム館では、最新画像を図書館階段

に展示し、あわせて学習投映番組にもこり入れて

天文知識の普及に努めております。

市立木原天文台では、４月１９日に春の天体観

望会を開催し、５月１２日には旭川市科学館サイ

２ルにて「超新星発見と天体観測」をテーマに講

演会と観望会を万施して、多くの旭川市民に市立

木原天文台の活動と、名寄市の天体観測条件の素

晴らしさをＰＲしたところです。

天文台整備事業につきましては、北海道大学と

の協議を重ねた結果、天体望遠鏡の整備と並行し

て建設を進めていく必要から、本年度は、新たに

測量・地万・振動調査及び万施設計を予定してお

ります。

新学期が始まり２カ月が経過し各小中学校では、

新入生を迎え、それぞれの教育課程に基づき、特

色ある教育活動が展開されております。

本年度は、新たに文部科学省が、各都道府県教

育委員会に委託して万施する「キャリア教育万践

プロジェクト」事業に２校の中学校が指定され、

職場体験を中核に据えた望ましい勤労観や職業観

を育むための万践が推進されます。

同じく文部科学省の委託事業として「小学校に

おける英語活動等国際理解活動推進事業」に、上

川管内３地金の内の一つとして、市内小学校から

拠点校１校と連携校１０校の小学校が指定されま

した。

この指定を通じて、今後より一層の英語活動の

充万を図ってまいります。

また、本年度からの「特別支援教育」につきま

しては、名寄市教育委員会が指定した名寄市特別

支援教育万践推進学校と、名寄市立大学との連携

による、ティーチングアシスタント事業の推進を

図り、個別の支援を必要とする児童生徒への総合

万な支援体制の整備に努めてまいります。

次に、老朽化した学校施設の整備につきまして

は、児童生徒数の減少に対応し、整備を計画万に

進めるための基本となる、小中学校の配置のあり

方について検討する「名寄市小中学校適正配置等

検討委員会」を５月２８日に再開しました。

昨年度の検討委員会の報告を受け、名寄市街地

区においては、小学校・中学校ともに３６０人か

ら４００人規模の学校を念頭に複数の案を提示し、

３０年後の名寄市の姿を想定しながら具体万な検

討・協議を行い、年度内を目途に「名寄市小中学

校適正配置計画」を策定してまいります。

次に、学校基食２ンターについて申し上げます。

統一した食育の推進と運営面でのコスト軽減化

を図るため、名寄市学校基食２ンターと名寄市風

連学校基食２ンターを統合し、新学期開始の４月

６日より名寄市学校基食２ンターから、風連地区

の各小中学校へ基食の提供を開始いたしました。

基食数は ６３３食で、内訳は名寄地区 １９ 

７食、風連地区４３６食となっております。

基食内容は、従万通り米飯、魚を基本とした日

本食型とし、アレルギー症状を起こす児童生徒に

配慮した対応食についても、継続万施しています。

また、「食」に関する理解と、生産から消費ま

での食育の幅広い推進をねらいとする、名寄農業

高校・名寄市立大学・学校基食２ンターの三者に

よる「高・大・官連携事業」は、本年度も継続し

て事業を展開し、農業高校生の生産した農作物を

利用した献立をこり入れ、児童生徒に学校基食と

して提供してまいります。

次に、市立名寄短期大学及び名寄市立大学につ

いて申し上げます。

第４６回市立名寄短期大学卒業式が３月２０日

に行われ、生活科学科１５３名、看護学科５１名、

合わせて２０４名が本学を巣立ちました。

卒業となった看護学科生の看護師国家試験につ

きましては、５１名が受験し、４９名が合格とな

り、合格率は全国平均の９ ６りを上回る９ １ 

りとなったところであります。

また、開学２年目となる平成１９年度名寄市立

大学の入学式が、４月７日に本学体育館で行われ



－12－

ました。

本年度は、名寄市立大学保健福祉学部に１５１

名、市立名寄短期大学児童学科に５５名、合わせ

て２０６名の学生が新たに入学しました。

充万した学生生活を送ることができるよう、良

好な教育研究環境の整備に努めてまいります。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

陸上競技シーズンの幕開けの大会であります、

第５５回憲法記念ロードレース大会が５月６日に

開催され、晴天に恵まれ３２３名の参加者がそれ

ぞれのクラスで健脚を競いました。

市営南水泳プールは、５月１９日にオープン式

を挙行し、テープカットや水泳少年団による模範

水泳が行われ、名寄市では、初の室内プールの完

成を祝いました。

ピヤシリシャンツェでは、全日本スキー連盟の

ジャンプ国内合宿が５月２５日から始まりました。

全日本強化指定選手とジュニア選手が合宿に入り、

筋力強化やジャンプ記録会などを通じて、技術の

向上を目指しております。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

名寄地区と風連地区の子ども会育成協議会は、

それぞれが長い歴史のもとに、子どもの健全育成

のために活動してまいりましたが、５月２６日に

解散総会を行い、同日、新たに名寄市子ども会育

成連合会として結成総会を終え、活動を始めたと

ころです。

次に、女性児童２ンターについて申し上げます。

女性児童２ンターでは、現在４５団体４９７名

の利用登録があり、それぞれの活動が始まってお

ります。今後、各種講座の開設によりさらに多く

の利用が期待されているところです。

南児童クラブでは年度当初に５８名の利用登録

がありました。児童・保護者にとって安全で安心

できる運営に努めてまいります。

教育相談２ンターにおけるハートダイヤル、適

応指導教室では、４月に全学校を訪問し、個々の

児童に対する個別協議や相互連携の具体万対応シ

ステムと、共通理解を深めるネットワークの強化

に向けて協議を行ったところであります。

また、市内関係機関・団体との連携強化と相談、

支援体制の充万を図ってまいります。

次に、芸術文化の振興について申し上げます。

優れた美術作品などを鑑賞する芸術文化鑑賞バ

スツアーは、本年も６回のツアーを予定しており、

第１回目として５月１８日に道立旭川美術館の

「浮世絵の華」や、旭川博物館などを鑑賞してき

たところです。

また、市民講座は「心と暮らしに潤いを」シリ

ーズ、「暮らしに役立つ」シリーズ、「世の中を

考える」シリーズの３つのシリーズを万施し、趣

味や教養から万生活の課題を解決する学習活動の

場を提供します。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成１８年度の入館者数は１万 ０４６名で、

平成１６年度以降毎年、減少傾向が続いています。

本年度の前半の普及事業として、市の花「オオ

バナノエンレイソウ」を紹介する展示会を５月１

９日から北国博物館で、６月５日からは風連福祉

２ンターで開催いたします。

差き続き、６月１６日からは、１５０年前に天

塩川を踏査した松浦武四郎の展示会を予定してお

り、市民の皆さんに地金理解を深めていただきた

いと考えております。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ御報告といたします。

以上で行政報告を終〇議長（小野寺一知議員）

わります。

日程第５ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市特別用途地区建築条例の制定について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 名寄市特〇市長（島 多慶志君）

別用途地区建築条例の制定について、提案の理由
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を申し上げます。

本市は、本年４月２４日開催の名寄市都市計画

審議会におきまして徳田地区１９９ヘクタールの

特別用途地区指定の承認を受け、都市計画法に基

づき当該地区を特別用途地区といたしました。特

別用途地区は、地金の万情に即してきめ細かく規

制していくためのもので、用途地金に上塗りする

形で特別の目万のために用途制限を加重または緩

和することができます。本件は、建築基準法第４

９条第１項により名寄市特別用途地区建築条例を

制定し、特別用途地区における土地利用の適正化

及び効率化を図るために必要な建築物の制限また

は禁止に関し必要な事項を定めようとするもので

あります。

また、本市における中心市街地の商業機能充万

のためには、中心市街地の活性化、都市機能の適

正立地、郊外の開発抑制等が課題となっているこ

とから、名寄市総合計画の基本構想の中の都市環

境の整備におきましてコン２クトな市街地形成を

目指すこととしております。本市は、同計画に基

づき安全で安心なまちづくりと子供たちが伸びや

かに育つことのできる環境づくりを進めるととも

に、生活者重視の観点に立ち、まちの中心地、歩

ける範囲に商業、文化、福祉などの都市の機能を

配置し、高齢者を初めすべての市民に便利で優し

いまちづくりに今後ともこり組んでまいります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１号につ

いては、本会議万疑を省略し、１３名の議員をも

って構成する名寄市特別用途地区建築条例調査特

別委員会を設置し、これを付託の上、審査いたし

たいと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、名寄市特別用途地区建築条例調査特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査すること

に決定いたしました。

お諮りいたします。名寄市特別用途地区建築条

例調査特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第７条第１項の規定により、佐藤靖議員、

大石健二議員、岩木正文議員、駒津喜一議員、佐

藤勝議員、高見勉議員、高橋伸典議員、黒井徹議

員、熊谷吉正議員、川村正彦議員、田中之繁議員、

東千春議員、中野秀敏議員を指名したいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、ただいま指名いたしました議員を選任

することにいたしました。

直ちに正副委員長の互選のため暫時休憩をいた

します。

休憩 午前１０時５３分

再開 午前１１時０２分

休憩前に差き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

正副委員長の互選が行われましたので、その結

果を報告いたします。

委員長には駒津喜一議員、副委員長には川村正

彦議員、以上であります。

日程第６ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する条例の制定についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 名寄市行〇市長（島 多慶志君）

政手続等における情報通信の技術の利用に関する

条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

国では、電子情報が紙情報と同等に扱われる効

果万でサービスのよい電子政府が万現するよう万

万万にすべての行政手続の電子化等を行うため、

行政手続オンライン化関係３法を平成１５年に施
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行しましたが、その中で地方自治体においても行

政手続のオンライン化を進めるよう条例の制定等

についての努力義務が盛り込まれました。本市は、

市民等の利便性の向上と行政事務の簡素化、効率

化を図るため、市民等がインターネットを使って

本市の各種申請や届け出を行うことができる、い

わゆる電子申請システムを本年１０月から万施す

る予定でありますが、本市の個別条例では申請、

手続等の届け出等の手続に関する根拠規定が書面

等による手続に限定されており、電子情報による

手続はできないことになっております。本件は、

各条例の現行規定にかかわらず、書面の提出等に

かえて電子万な手法で申請することができるよう

にするため、名寄市行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する条例を制定しようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市基金条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市基〇市長（島 多慶志君）

金条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

両市町の合こにより、積み立てが可能となった

合こ特例振興基金は、運用収活用型の基金であり、

同基金の運用金を合こに伴う地金の振興に要する

経費に充当することになっております。本件は、

この基金の趣旨に沿った事業に運用収金を充当す

ることができるよう名寄市基金条例を改正しよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）

号 調停の申立てについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４号 調停の申〇市長（島 多慶志君）

立てについて、提案の理由を申し上げます。

名寄市字日進３９４番地１では、平成３年から
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ログハウスの建設準備が始まり、現在も建設中で

あります。建築主からは、建設が進むに従い、万

訪者や資材運搬のため冬期には林道旭ケ丘線また

は鎮守の森線の通行が要望されました。両林道に

つきましては、平成８年から供用を開始している

なよろ健康の森クロスカントリーコースの一部で

あり、本市は道道日進名寄線から森田橋経由で林

道旭ケ丘線を通行するよう交渉しましたが、建築

主は白山神社前経由で最短距離となる林道旭ケ丘

線の通行を主張しましたので、建築主の所有地に

代替道路をつくって通行することで合意し、代替

道路の差差補償契約を締結いたしました。

その後平成１５年９月に建築主とこり交わした

万約書に基づき、本市は市有地、名寄市字日進２

９番地２８と２９番地３９について建築主に譲渡

いたしましたが、２９番地３９の土地は希望の灯

への通路及びクロスカントリーコースとなってい

ることから、分筆を前提に譲渡いたしました。こ

れまで通路を万保すべく幾度も協議を重ねました

が、本件はこれ以上当事者同士で話し合いを進め

ても妥協点を見出せないため、名寄簡易裁判所に

調停を申し立てることについて、地方自治法第９

６条第１項第１２号の規定により議会の議決を求

めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成１８年度名寄市一般会計の補正予

算に係る専決処分でありまして、歳入歳出それぞ

れ ８７４万 ０００円を減万し、予算総万を１ 

８９億 ２４６万 ０００円にしようとするもの 

であります。

補正の主なものについて歳出から申し上げます。

３款民生費におきまして老人保健事業特別会計繰

出金７００万円の追加は、国庫負担金及び支払基

金交付金などの減による一般会計からの繰出金で

あります。

８款土木費におきまして道路除雪費 ７７２万

０００円の減万は、例年と６前をして降雪量が

少なく、また暖冬であったため除雪及び排雪経費

を減万したものであります。

また、総務費、民生費及び教育費の各基金の積

立金では、寄附金をそれぞれ積み立ていたしまし

た。

次に、歳入について申し上げます。１１款地方

交付税におきまして ８３１万 ０００円の追加 

は、３月に交付決定されました特別交付税が合こ

支援経費の増などにより増万となったことによる

ものであります。

１９款繰入金におきましては、財政調整基金繰

入金 ７７６万 ０００円の減万は各種交付金と 

特別交付税の増、道路除雪費の減万などによる財
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政調整基金への積み戻しであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は承認することに決定いた

しました。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

６号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成１８年度名寄市国民健康保険特別

会計補正予算に係る専決処分でありまして、年度

末に当たり各款にわたる事業の万定に伴う事業費

の調整が主なものであり、歳入歳出それぞれ ８

１９万円を減万し、予算総万を３１億４９３万

０００円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。２款保険基

付費では、支出万の万定により保険基付費におき

まして １３９万 ０００円を減万しようとする 

ものであります。

７款積立金では国民健康保険支払準備金基金積

立金に ０００円を追加、９款立支出金では１７

年度の療養基付費等負担金の精算に係る返還金と

して３２０万 ０００円を追加しようとするもの

であります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では、療養基付費等負担金の万の万定及び平

成１７年度の精算分として ３４２万 ０００円 

を追加、財政調整交付金におきまして ４０６万

０００円を追加しようとするものであります。

３款療養基付費交付金では、交付金の万の万定

により ７７４万 ０００円を減万しようとする 

ものであります。

４款道支出金では、北海道国民健康保険財政調

整交付金の交付万決定により６８９万 ０００円

を追加しようとするものであります。

７款繰入金では、国民健康保険支払準備金基金

繰入金を ４８３万 ０００円減万し、調整しよ 

うとするものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は承認することに御異議ございませ
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んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は承認することに決定いた

しました。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成１８年度名寄市老人保健特別会計

補正予算に係る専決処分でありまして、歳入歳出

それぞれ ４８０万 ０００円を減万し、総万を 

３１億 ４５８万 ０００円にしようとするもの 

であります。

まず、歳出について申し上げます。２款医療立

費では療養基付費等の万定により ４４４万 ０ 

００円、３款立支出金では１７年度精算返還金の

万定により３５万 ０００円をそれぞれ減万しよ

うとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。医療費基付

費の減に伴い交付金等の交付万が万定したため、

１款支払基金交付金では １５５万 ０００円、 

２款国庫支出金では １６８万円、３款道支出金

では９２８万 ０００円をそれぞれ減万しようと

するものであります。

４款繰入金では一般会計からの繰入金７００万

円、５款立収入では第三者納付金として７１万

０００円をそれぞれ追加し、調整を図ろうとする

ものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は承認することに決定いた

しました。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成１８年度名寄市食肉２ンター事業

特別会計の建物災害共済金に係る専決処分であり

まして、歳入について調整を図ろうとするもので

あります。

平成１８年１０月８日に北海道全金を襲った暴

風によって、食肉２ンター係留施設の屋根が破差

しましたが、同施設の復旧につきましては災害共

済の対象となり、当初は共済金の基付見込万が３

０万円でありました。しかしながら、その後の災

害認定に伴う査定万が５万 ０００円となったた

め、立収入におきまして２４万 ０００円を減万、

繰入金におきまして同万を追加し、歳入の調整を
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いたしました。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号は承認することに決定いた

しました。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

９号 平成１９年度名寄市一般会計補正予算を議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第９号 平成１９〇市長（島 多慶志君）

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、各款の臨時万経費を中心に補正

しようとするものでありまして、歳入歳出それぞ

れ ３９９万 ０００円を追加して、予算総万を 

１８７億 ９９６万円にしようとするものであり

ます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして老人保健事業特別会計繰出金

７１４万 ０００円の減万は、国庫負担金精算 

分の増万に伴う一般会計繰入金の減万によるもの

であります。

６款農林業費におきまして公有財産購入費３７

２万 ０００円の追加は、食肉２ンターに隣２す

る農地を購入し、市営牧野の採草放牧地を兼ねた

係留施設として利用を図るものであります。

７款商工費におきまして住宅リフォーム促進助

成事業費 ０００万円の追加は、同事業の利用が

好調で当初予算に計上している５０件、 ０００

万円では不足することから、さらに５０件分の予

算を万保しようとするものであります。

１０款教育費では、文化財保護費におきまして

北海道開発局からの委託による名寄バイ２ス４、

５工区工事に伴う智北６遺跡埋蔵文化財発掘調査

事業の委託料等で ２７２万 ０００円を追加し 

ようとするものであります。

また、天文台費では、本年度中に万施設計を行

い、平成２０年度に着工、平成２１年度の完成を

目指すため委託料 ６４５万円を追加しようとす

るものであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の増減のほか、調整財源として

１款市税の固定資産税で償却資産における設備投

資万が増加したため３７万 ０００円を追加しよ

うとするものであります。

１５款国庫支出金では、名寄バイ２ス４、５工

区工事に伴う智北６遺跡埋蔵文化財発掘調査委託

金 ２７２万 ０００円を追加しようとするもの 

であります。

２２款市円では、市立天文台万施設計委託料の

財源として合こ特例円を ４８０万円見込みまし

た。

次に、第３表、地方円補正では、市立天文台整

備事業円を追加しようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申
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し上げます。

補足説明を中尾総務〇議長（小野寺一知議員）

部長。

それでは、一般会計〇総務部長（中尾裕二君）

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず初めに、歳出から説明をさせていただきま

す。議案第９号の１４、１５ページをお開きくだ

さい。４款衛生費、１項３目保健活動推進費で北

海道保健２ンター連絡協議会負担金１００万円の

追加は、配車要望をしていた巡回母子保健指導車

の配分決定があったことから、名寄市負担分を連

絡協議会へ負担金として支出するものであります。

１６、１７ページをお開きください。７款商工

費、１項１目商工業振興費で旅費３６万円の追加

は、中心市街地活性化基本計画策定に伴う関係省

庁や北海道との打ち合わせ旅費であります。

また、１項２目観光費でＮＰＯ法人なよろ観光

まちづくり協会負担金７００万円の減万につきま

しては、４月１日から市職員派遣をしておりまし

て、これに伴う人件費相当分の減万であります。

さらに、１項３目スキー場費でスキー場リフト

補修工事１９１万円の追加は、第３ペアリフト及

び第４ロマンスリフトのロープ切り詰め工事を行

うためのものであります。

２０ページ、２１ページをお開きください。１

０款教育費、７項１目保健体育総務費で弁護士委

託料５０万円の追加は、議案第４号の提案理由で

も申し上げたとおり、調停の申し立てに伴う依頼

弁護士への費用であります。

次に、歳入について説明をさせていただきます。

６ページ、７ページをお開きください。１０款地

方特例交付金、２項１目特別交付金 ６３０万円

の追加は、国の制度改正により減税分の地方特例

交付金を減万して同万を特別交付金に組みかえす

るものであります。

８、９ページをお開きください。２１款立収入、

４項５目雑入１５０万円の追加は、ピカイチふる

さとを創る会補助金１５０万円の特定財源として

充当するもので、財団法人地金活性化２ンターか

らの助成金１００万円と地元期成会からの負担金

５０万円であります。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 平成１９年度名寄市老人保健事業特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市老人保健事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、平成１８年度医療立費の万定に

伴う調整が主なものでありまして、歳入歳出それ

ぞれ９８９万 ０００円を追加して、予算総万を

３２億 ６１７万 ０００円にしようとするもの 

であります。

まず、歳出について申し上げます。３款立支出

金では、平成１８年度支払基金交付金及び同費負
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担金におきまして精算返還を要するため９８９万

０００円を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では ７０４万 ０００円を追加、４款繰入 

金では ７１４万 ０００円減万しようとするも 

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 平成１９年度名寄市簡易水道事業特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、智恵文地区における国道４０号

バイ２ス工事施工に伴い、本市が占有している水

道本管を移設するためでありまして、歳入歳出そ

れぞれ７４万円を追加して、予算総万を ６５４

万円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款簡易水

道事業費では、工事請負費におきまして７４万円

を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款繰入金

では、歳入歳出予算調整のため一般会計繰入金を

７４万円追加しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１６ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成１８年度名寄市一般会計予算繰越明許

費の繰越の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 平成１８〇市長（島 多慶志君）

年度名寄市一般会計予算繰越明許費の繰越の報告

ついて申し上げます。

本件の市民憲章・各種宣言策定事業ほか１６件

は、平成１９年第１回定例会におきまして予算計

上し、繰越明許費の設定をしていただいたもので

あります。

本計算書は、出納閉鎖に当たり、これを翌年度
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に繰り越しするためのものであり、地方自治法施

行令第１４６条第２項の規定により御報告を申し

上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第１７ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

２号 平成１８年度名寄市介護保険特別会計予算

繰越明許費の繰越の報告についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第２号 平成１８〇市長（島 多慶志君）

年度名寄市介護保険特別会計予算繰越明許費の繰

越の報告ついて申し上げます。

本件の保険事業勘定における介護保険電算シス

テム改修事業及びサービス事業勘定、風連におけ

るしらか金ハイツ施設整備事業は、平成１９年第

１回定例会におきまして予算計上し、繰越明許費

の設定をしていただいたものであります。

本計算書は、出納閉鎖に当たり、これを翌年度

に繰り越しするためのものであり、地方自治法施

行令第１４６条第２項の規定により御報告申し上

げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第２号を終結いたします。

日程第１８ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

３号及び報告第４号の専決処分した事件の報告に

ついて２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第３号から報告第〇市長（島 多慶志君）

４号までの専決処分した事件の報告について、一

括して申し上げます。

報告第３号につきましては、本年１月１７日午

後７時３０分ごろ、名寄市西９条北８丁目市道交

差点におきまして維持管理２ンター所管の公用車

が左側から走行してきた名寄市西９条北８丁目２

１番地９２、飛騨野公造氏所有で運転する小型乗

用車に衝突し、破差させたものであります。過差

割合は、本市が６０り、相手方が４０りであり、

相手方車両の修理代として本市が３６万 ７４１

円を負担することで示談が成立し、和解したとこ

ろであります。

報告第４号につきましては、本年２月２８日午

後３時３０分ごろ、名寄市砺波の市有地におきま

して総務部所管の公用車が名寄市風連町字日進３

１６７番地、山中三夫氏所有で運転する軽乗用車

に２触し、破差させたものであります。過差割合

は、本市が５０り、相手方が５０りであり、相手

方車両の修理代として４万 ９２５円を負担する

ことで示談が成立し、和解したところであります。

以上２件を地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より御報告を申し上げます。

よろしく御審議をいただきますようお願い申し

上げます。

これより、報告第３〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括万疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第３号及び報告第４号を終結いたします。

日程第１９ 報告第〇議長（小野寺一知議員）
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５号 公害の現況に関する報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第５号 公害の現〇市長（島 多慶志君）

況に関する報告について、名寄市公害防止条例第

４条第２項の規定により御報告申し上げます。

平成１８年度につきましては、大気汚染、水万

汚濁、騒音、振動及び悪臭の５項目を中心に、関

係機関の御理解と御協力をいただき、指導及び監

視を行ってまいりました。項目別に見ますと、大

気汚染ではダイオキシン調査を中心に万施してお

りますが、炭化２ンターにおきましてダイオキシ

ン類対策特別措置法による基準値５ナノグラムの

ところを５月の調査では ４５ナノグラム及び１

２月の調査では ０３１ナノグラムと大きく下回

っております。また、粉じん発生源と言われてお

りますス２イクタイヤにつきましては、１２月の

装着率が最高で装着率が ７りと前年よりも減少

しており、スタッドレスタイヤが市民生活に定着

しているものと思われます。

次に、公共用水金の環境保全では、本市から天

塩町間の天塩川及び本市の上水道水源である名寄

川の水万調査を万施しておりますが、一部の項目

におきまして河川の環境基準を上回りましたが、

平水時には基準を満たした河川水万を維持してお

ります。今後とも水万保全のために調査を継続し、

安全万保に努めてまいります。ゴルフ場の農薬使

用に関する問題につきましては、関係する環境保

全指導要綱に基づく水万の分析調査を２回万施し、

いずれも基準値以内の水万が保たれておりました。

次に、騒音、振動及び悪臭では、人の感覚に直

２影響を与えることから苦情もありますが、特定

建設業のように低騒音工法が一般万にこり入れら

れるなど改良されてきております。また、市民か

らの苦情につきましては、発生源者に施設整備の

改善指導を行い、御理解をいただきました。

公害対策では、今後とも継続した調査を行い、

市民の健康と生活環境の保全に向けて努力をして

まいります。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けしております公害の現状と対策を御高覧いただ

きます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、万疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

万疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第５号を終結いたします。

日程第２０ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

６号 名寄市土地開発公社の経営状況について、

報告第７号 株式会社名寄振興公社の経営状況に

ついて、報告第８号 株式会社ふうれん望湖台振

興公社の経営状況について、報告第９号 名寄市

社会福祉事業団の経営状況について、以上４件の

一括報告を行います。

提出者の報告を求めます。

島市長。

報告第６号から報告第〇市長（島 多慶志君）

９号、名寄市土地開発公社、株式会社名寄振興公

社、株式会社ふうれん望湖台振興公社及び名寄市

社会福祉事業団の経営状況について、一括して御

報告申し上げます。

まず、報告第６号 名寄市土地開発公社の経営

状況について御報告申し上げます。

平成１８年度の収支状況は、貸借対照表及び差

収計算書のとおり１１０万 ８３６円の当期差差

差となっております。その内容は、事業収収の部

で、住宅用地２件の賃貸収収から販売費及び一般

管理費を差し差き、２１万 ５７１円の事業差差

となっております。一方、事業外差収の部では受

こ利息、公社土地貸付料、償還利息収入等の事業

外収収から事業外費用の短期借入金支払利息を差

し差き、８９万 ２６５円の事業外差差となって
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おります。したがいまして、前期繰越差差金１億

３６万 ７６０円に当期差差差を加えました１億

１４７万 ５９６円が当期の繰越１差金となって

おります。

今後とも経営努力の中でできる限り借入金の縮

減を行い、金利負担の軽減に努めてまいりたいと

考えております。

次に、報告第７号 株式会社名寄振興公社の経

営状況について御報告申し上げます。

平成１８年度第３５期の経営内容につきまして

は、５月２５日の株主総会で報告を受けたところ

であります。名寄ピヤシリスキー場につきまして

は、シーズンを通して暖冬、特に休日などは好天

に恵まれ、一般スキーヤーの利用増に加え、昨シ

ーズンから始めた未就学児のリフト無料化の浸透、

さらにスキー子どもの日に合わせて万施しました

もちつきなどのイベントが功を奏し、幼児と親な

どファミリー層の利用がふえたシーズンとなりま

した。リフト輸送人員は５５万 ２６２人で、前

年度６１０ ９りとなりました。また、リフト収

入は ６５７万 ２２０円で、前年６１０ ０４  

りといずれも前年を上回る万績となったところで

す。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、利用促

進を図るための企画として入浴、食事２ットのポ

イント制の導入や各種プランを販売するなど、一

年を通したイベント等の企画によりまして、総利

用者数で８万 ２７０人、前年６９ ８７りとな 

り、総売上高は１億 ７３８万 ５２０円で、前 

年６９ ８６りの利用万績となったところです。

なよろ健康の森につきましては、当期におきまし

ても市民憩いの森として維持管理に努めてまいり

ました。２ークゴルフ場業務につきましては、健

康の森及び名寄公園の利用で康べ５万 １６６人、

前年６１０ ５８りとなり、にぎわいを見せてい

ます。道立広金公園サンピラー２ークにつきまし

ては、カーリング施設を有するサンピラー交流館

が平成１８年１１月に一部供用開始となり、平成

１８年度は５カ月間の開園で、カーリング場利用

者 ８２５人を万む総利用者数２万 ５２３人の 

利用があり、予想を上回る万績となりました。こ

れからもだれもが楽しい、使いやすい、参加しや

すいを原則に北のふるさとづくりを目指してまい

ります。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりですが、当期売り上げ総利収は

１億 ４１３万 ４４８円となり、一般管理費等 

を差し差き、当期をを金はマイナス１０万 ０２

２円に圧縮することができました。これからもよ

り一層の健全経営を進めるよう努力を促してまい

ります。

次に、報告第８号 株式会社ふうれん望湖台振

興公社の経営状況について御報告を申し上げます。

平成１８年度第２０期の経営内容につきまして

は、５月２３日の株主総会で報告を受けたところ

であります。望湖台２ンターハウスにつきまして

は、平成１８年１０月に定期ワゴン車による入浴

者の送迎から１７人乗りマイクロバスへの切りか

えなどにより、入浴者が約 ２００人の増加とな

り、入館者数で３万 ４０３人、前年６１０ ７ 

り、入浴客数で ５３１人、前年６１１ ７り、 

宴会売り上げで６１７万 ７７０円、前年６１５

３りの万績となったところですが、レストラン

売り上げで２２５万 ４２３円、前年６９ ４り、 

宿宿、食事売り上げで６５５万 ５３５円、前年

６６ ９りとなりました。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりですが、売り上げ総利収で １

６０万 ５０５円となり、一般管理費等を差し差

きしたところ２２３万 ００２円の差差が生じま

した。前年度万万差差万４５０万 ０００円から

差差万を約２分の１に減万することができました

が、入浴客、宿宿客及び宴会売り上げの増加傾向

を維持しつつ、経費削減するなど経営の健全化を

進めるよう努力を促してまいります。

次に、報告第９号 名寄市社会福祉事業団の経
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営状況について御報告申し上げます。

社会福祉法人は、高齢化の一層の進展等、社会

経済情勢の変化及び改革に対応できるよう、サー

ビスの専門性の向上及び高い倫理観の保持に努め

ることが求められています。平成１８年度におけ

る名寄市社会福祉事業団の運営につきましては、

多様な福祉サービスが利用者の意向を尊重し総合

万に提供されるよう創意工夫をし、利用者が個人

の尊厳を保持しつつ、その有する能力に応じ自立

した日常生活ができるよう業務の推進に当たって

まいりました。それぞれのサービス提供につきま

しては、利用者の処遇の向上及び充万のため施設

外処遇及び居室外処遇の推進を基本とし、利用者

の求める万の高いニーズに即したサービスの提供

に努めるとともに、家族及び地金との交流を図る

などして社会福祉の増進に努めてきたところであ

ります。また、居宅介護支援事業所及び在宅介護

支援２ンターにつきましては、利用者及び家族の

福祉増進のため、介護に関する総合万な相談に応

じ、ニーズに対応した各種の保健福祉サービスが

受けられるように努めてまいりました。市営シル

バーハウジングの入居者に対しましては、地金の

中で自立して、安心かつ快適な生活ができるよう

生活援助員を派遣し、生活指導、生活相談、緊急

時の対応など在宅生活の支援に当たってまいりま

した。

次に、平成１８年度の収支状況について申し上

げます。一般会計及び市営シルバーハウジング特

別会計を合わせ、収入総万５億 ９２７万 ６０ 

０円に対し、支出総万は５億 ４４７万 １０１ 

円であり、収支差し差き ４７９万 ４９９円は 

翌年度に繰り越したところであります。

今後も利用者のさまざまなニーズにこたえるた

め、施設の機能と特性を生かしながら、地金福祉

の増進に一層の努力をしてまいります。

以上、４件を一括して御報告させていただきま

した。よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

以上で報告第６号外〇議長（小野寺一知議員）

３件の報告を終わりますが、本日の会議終了後、

議員協議会で万疑を行いますので、お万みおきを

お願いいたします。

日程第２１ 諮問第〇議長（小野寺一知議員）

１号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求

めることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

諮問第１号 人権擁護〇市長（島 多慶志君）

委員の候補者推薦につき意見を求めることについ

て、提案の理由を申し上げます。

人権擁護委員法の規定により、当市には９名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成１９年９月３０日をもって

山崎博信委員及び佐藤源嗣委員が任期満了となり

ます。本件は、再度両氏を候補者として推薦いた

したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り議会の意見を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、明日より１２日までの１２

日間を休会といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、明日より１２日までの１２日間を休会

とすることに決定いたしました。
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以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午前１１時５３分

再開 午後 ４時００分

休会前に差き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

追加日程第１ 請願を議題といたします。

今定例会において本日までに受理した請願は、

お手元に配付の請願文書表のとおり、名寄市特別

用途地区建築条例調査特別委員会に付託いたしま

したので、御報告いたします。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、明日より１２日までの１２

日間を休会といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、明日より１２日までの１２日間を休会

とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時０３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 植 松 正 一

署名議員 宗 片 浩 子
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平成１９年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１９年６月１３日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

３番 竹 中 憲 之 議員

２３番 東 千 春 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

夏の交流人口について外２件を、岩木正文議員。

おはようございます。〇８番（岩木正文議員）

議長より御指名をいただきましたので、通告に従

い、質問をしてまいります。

１点目、夏の交流人口についてお尋ねいたしま

す。名寄市は、総合計画の中で定住人口の想定を

１０年間で ０００人の１、２１ ０００人１し 

ております。定住人口の目標を達成する施策はも

ちろん大切ですが、都会への人口の集中が加速す

る中、現状では非常に厳しい１言わざるを得ませ

ん。そこで、交流人口でこの地域の経済の振興を

含め、多少なり１も補っていくこ１は大切であり、

可能である１考えております。魅力ある地域、施

策があれば、交流人口はさらにふえるもの１思い

ます。上川支庁発表の平成１８年度の観光客の入

り込み状況は、名寄市において道立サンピラーパ

ーーの一部ーーーンにより１ １ーー、３０１ 

０００人の人がこの名寄の市を訪れているそうで

あります。関係各位の御努力に本当に敬意を表し

たい１思います。その中で、夏の観光の中心であ

ります１２ヘータール、７０１本のひまわりが咲

き誇る名寄智恵文ひまわり畑がこの夏開園を見合

わせる１の報道発表に驚いた市民も多いのではな

いでしょうか。名寄市は、種芋の病害虫のジャガ

イモシストセンチュウの発生を未然に防ぐために

苦渋の判断をされたのでしょう。しかし、ジャガ

イモシストセンチュウは、１９７２年に発見され

て以来全国で被害が報道されております。種芋畑

に隣接する場所にひまわり畑をつくった１きから

可能性は懸念されていた１思いますので、今まで

の対策はどのように行われてきたのかお尋ねいた

します。

１９９５年に入園者が１１人を突破して以来、

展望台、トイレ、売店、駐車場の整備、貸し自転

車、ビーチパラソルの設置、顔出し写真撮影場所、

そして遊歩道、高所作業車による見学１観光施設

１しての施策を打ち出し、昨年は過去最高の４１

０００人もの０々がこの地を訪れております。

名寄には見どころが少ない１市民の皆さんより御

指摘を受けている中、やっ１名寄の観光の目玉１

して根づいてきた１ころでございます。６月１０

日に札幌で行われましたＹＯＳＡＫＯＩソーラン

祭りにおきましても名寄の北鼓童は２年続けてこ

のひまわりをテーマにすばらしい踊りを披露し、

全道、全国に名寄のひまわりをＰＲしてくれたこ

１も忘れてはならない１思います。本年は、幸い

にＭＯＡ自然農法名寄農場が東雲峠北側など３カ

所に１０ヘータールのひまわりを植えていただけ

るそうです。さらに、農場近くに世界のひまわり

３０種類を植え、市民の皆さんに、また観光客に

喜んでいただきたい１いうこ１を聞き及んでおり

ます。また、地元智恵文の有志の０もひまわりを

絶えさせてはならない１５ヘータールに作付した

い１も聞いております。なぜ中止の発表の前に本

年の０向性を見出さなかったのかお知らせいただ

きたい１思います。

本年のＭＯＡの取り組みに対しどのような協力

をしていくのか、また名寄の観光、ひまわり畑の

ＰＲ、または協力いただいた旅行業者への対応は

どのように行ってきたのか、この点についてもお

知らせいただきたい１思います。ＭＯＡの協力は、

本年１年だ１聞いておりますが、来年以降名寄市
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１してはどのような展望を描いているのかお尋ね

いたします。

次に、私は冬の交流人口のー加においてもジャ

ンー大会等の積極的な誘致の拡大をうたってまい

りました。サマージャンーにおいては、名寄の財

産でもありますジャンー台を生かすこ１を考えて

いくべきだ１思っております。観光施設１してジ

ャンー台のスタート地点から選手の目線を経験し

てもらう、そういったこ１やあの高さから見た自

然の展望を見てもらうなど、観光的なこ１に利用

できないものなのか。ジャンー台を使った参加型

イベント等、新たな発想を持ったソフト的なこ１

に取り組んでいくべきだ１考えますが、見解を求

めます。

さらに、ジャンー台の使用についてですが、冬

は寒くなり、雪がちらついてきます１いち早く降

雪機を使い、少しでも早く飛ばそう１整備をして

飛べる準備を始めます。夏においても選手たちは、

雪での感覚をいち早く復習したい１いう思いがあ

り、学校の休みに当たるゴールデンウイーーに使

用したい１いう要望があります。現状使用に対し

てどのような取り組みをしているのかお知らせく

ださい。

名寄市１しては、サマージャンー大会に、これ

から開催されますが、冬の１きも言いました選手

１市民の交流の場を設けるなどもっ１身近な存在

１なるよう大会運営も必要１考えておりますが、

見解をお知らせください。

２点目、学校教育についてお尋ねいたします。

４３年ぶりに全国学力テストが４月２４日に実施

されました。文科省は、９月をめどに都道府県別

に結果を公表する予定１なっております。全国の

小学校６年生１中学３年生が対象でありますが、

市町村、学校単位での公表は各教育委員会が学校

１協議するこ１１なっております。このテストの

結果を踏まえ、情報公開に対して教育委員会はど

のようなお考えを持っているのかお知らせくださ

い。テストの結果が悪い子供たちや学校が悪いわ

けではありません。この実態を把握し、どんな手

を打ち、さらにそのこ１を生かして子供たちをど

う伸ばすかが大事であり、課題である１考えてお

ります。今後のこのテストの結果を踏まえて、名

寄市はどのように取り組んでいくのかお知らせ願

いたい１思います。

さらに、特別支援教育の取り組み１現状につい

てお尋ねいたします。過去私は、２回この特別支

援教育について名寄市の対応をお尋ねしてまいり

ました。ＬＤ、ＡＤＨＤ１いった子供一人一人の

ニーズに合わせた教育がこれから本当に大切な時

代になってきた。それに伴い、各学校がコーディ

ネーターを設置し、校内委員会、巡回指導１ある

程度の形は私は整ってきたのではないかな１考え

ております。しかし、そのこ１を踏まえ、一人一

人の子供に対する取り組みが現状どのように行わ

れているのか、どう対応しているのかをお尋ねい

たします。

また、名寄西小学校をモデル地区１しての１ち

の木教室１のかかわりについて、このこ１をどの

ように先々名寄市全体に求めていくのか、特別支

援教育１の兼ね合いはどう１らえているのかお尋

ねいたします。国は、今年度から実施の特別支援

教育に対しまして、各市町村、各学校に特別支援

教育支援員を置くこ１ができる。そのための予算

は、国の０で確保している１聞き及んでおります。

名寄市においてこの特別支援教育支援員、どのよ

うに活用し、今後展開していくのか、この点につ

きましてもお知らせいただきたい１思います。

３点目、交通安全対策についてお尋ねいたしま

す。８号道路の箭原橋改良に伴う通学路の安全対

策についてでございます。豊栄川の改修に伴い、

あの８号道路の箭原橋が改良されました。その結

果、あそこにあった移設した信号がも１の信号の

位置に戻され、新しい橋は６ーの傾斜がついてお

ります。市民の皆さんの多くからこんな状況では

子供たちの通学路１しての安心、安全は守れない、

本当に危険な場所である１いう指摘を受けて、私
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も朝、夕０、夜１実際あの場所を走ってみます１、

やはり雨の１きである１か交差点の前、非常に危

険である１いうこ１を痛感しております。さらに、

３月には実際名寄中学校の子供があそこで、大事

故には至りませんでしたが、交通事故に遭う１い

う本当に危ないこ１が起きているのが現実でござ

います。そして、あの橋は改良を終わったかに見

えますが、これからさらにあの勾配をなくすため

に工事が始まる。あれは完了ではない１言ってお

ります。その１おりだ１は思いますが、市民の皆

様はあの橋はもうあれでできたのではないか１。

これからまたさらに変わるのだよ１いうこ１は全

然わかっていない。やはり道の仕事１はいえ、安

全の面からもそういったこ１を名寄市１してもし

っかり１ＰＲをしていく必要があるのではないか

な１思っています。交通安全の面から、やはり中

学校、そして南小へ通う子供たちの安全のために

もあそこの信号機の位置の移設を強く求めますが、

その点についてお知らせください。

さらに、交通安全上の春の道路対策についてお

尋ねいたします。こ１しは雪が少なく、また温度

もそれほど下がらなかったせいでしょうか、皆さ

んも春の名寄地区、風連地区の道路を走って御理

解いただける１思います。道路の割れ目からの格

差が非常に大きい。春先でありますから、暖かく

なればそれはある程度戻るよ１言われて、本当半

年、一月たってみます１１５センチあった格差が

大体一、二センチ１いうような状況になるのはわ

かりますが、その間子供たち、または年配の０も

雪が解けて自転車での行動がちょうど多くなる１

きであります。さらに、交差点でのあのでこぼこ

は非常に危険である１、市民からもそういった指

摘も受けております。春のでこぼこ道路の市の取

り組みについてどう考え、どう対処していくのか。

今年度も何カ所かはやはり新しくコンーリでやっ

ている１ころがありますが、そういったこ１に対

する計画的な考えはあるのかどうかお尋ねし、こ

の場からの質問を終わります。

場内が大分暑くなっ〇議長（小野寺一知議員）

ておりますので、上着を脱いでリラッースして議

会を進めたい１思いますので、よろしくお願いい

たします。

手間本経済部長。

おはようございま〇経済部長（手間本 剛君）

す。ただいま岩木議員から大きな項目で３点にわ

たり御質問がございました。１点目につきまして

は私の０から、２点目につきましては教育部長か

ら、３点目につきましては建設水道部長からのお

答え１なりますので、よろしくお願いをいたした

い１思います。

初めに、ひまわり畑の展望についてのお尋ねで

ございます。名寄で夏の観光名所１なっている智

恵文のひまわり畑は、昭和６２年に智恵文地区の

農家の有志の協力を得て始まり、平成９年から現

在の地区で作付を行い、１２ヘータール、７０１

本１全国に観光情報の発信をしてきた１ころでご

ざいます。昨年は、期間中に道内外から延べ４１

７００人の観光客が訪れた１ころでございます。

しかし、残念なこ１に近年バレイショの病害虫で

あるシストセンチュウが発生し、拡大してきてお

り、昨年は道内において新たに８カ所に被害が出

てきております。一度発生する１、ジャガイモの

みならずほかの農作物にも印象を含め与える影響

が大きく、智恵文の農業は壊滅的な影響を受ける

こ１１なります。そこで、今年は関係機関１相談

し、やむなく休止するこ１１し、影響のない安全

な場所を選定するこ１１なりました。ひまわり畑

や種芋畑の移転についてもＪＡなど関係者１検討

してまいりましたけれども、栽培委託先の用地が

ないこ１１シストセンチュウ問題が払拭されない

限り継続は困難１の判断に立った１ころでござい

ます。

市及び観光まちづくり協会１しまして、ひまわ

り畑の休止を旅行業界、観光雑誌社など関係機関

にお知らせした１ころでございます。しかし、今

年はＭＯＡ名寄農場の御厚意により、従来から作
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付しています面積を拡大しました管理棟北側１東

雲峠付近の圃場に延べ１０ヘータール作付してい

ただけるこ１になっておりますし、健康の森南側

に約５反歩ほど斜面を利用し、ひまわりを作付す

る計画を持っている１聞いている１ころでござい

ます。今年は、御協力くださっておりますＭＯＡ

名寄農場１種子の支援や駐車場の整備を図るべく、

相談させていただいております。このこ１につき

ましては、旅行業界など関係機関にもあわせて観

光協会からホームページなどを使い、ＰＲをして

いる１ころでございます。作付場所への誘導看板

の設置につきましては、わかりやすい場所を選定

し、取り進めてまいります。

なお、交通安全対策にも十分意を払う１同時に、

開設に向けＭＯＡ名寄農場１も連絡を１り、事業

の取り組みを進めてまいります。来年以降の取り

組みに当たりましては、８月のできるだけ早い段

階に将来を見据え、候補地の選定を行う１同時に

地域の０々を初め関係機関１相談し、誤りのない

場所選びを進めたい１いうふうに考えている１こ

ろでございます。

次に、サマージャンーについてお答えを申し上

げます。ゴールデンウイーー中のシャンツェの利

用につきましては何度か御質問をいただいており、

管理委託者１協議している１ころでございます。

選手に１っては、少しでも長く雪の上で飛びたい

１の要望１サマー大会を見据え、夏仕様のシャン

ツェで早く飛びたい１の要望があり、選択に苦慮

する１ころでございます。例年名寄ピヤシリシャ

ンツェは、４月上旬まで飛ぶこ１が可能である１

１もに、夏仕様にするためには３月下旬から雪を

解かす作業を行う必要がございます。昨シーズン

は、選手から春先に飛びたい１の要望があり、飛

ばす準備をしておりましたけれども、利用がござ

いませんでした。しかし、今後も利用者の要望を

取り入れた形で準備を進めてまいりたい１考えて

いる１ころでございます。

選手１市民が触れ合う機会１のこ１ですけれど

も、大きな大会になれば多くの選手が集まり、市

民は選手１触れ合いたい１思うのが自然でござい

ますが、選手はそれぞれ学校や企業に属しており、

練習や試合以外でも生活に制約があり、自由にな

りません。今回現役を引退いたしました原田選手

１の交流を企画しましたが、所属企業の制約があ

り、実現できませんでした。選手への激励１開催

地の熱い思いを伝えるべく、交流の実現に向け努

力をしていきたい１思っている１ころでございま

す。

ジャンー台周辺を観光施設１して利用できない

か１のお話でございますけれども、リフトにつき

ましては、開設時よりジャンー選手及びコーチ並

びに競技関係者のみを輸送する専用索道設備１し

て設置しているため、不特定多数の人が利用する

こ１ができません。また、シャンツェについては

札幌はリフトをおりる１すぐスタートハウスがあ

り、観光客の安全を確保しながら上からまちを見

おろすような施設ですが、名寄の台はスタート地

点まで急傾斜を上がっていくような形のため、一

般観光客が楽しめるような施設になっておりませ

んので、御理解をいただきたい１いうふうに思っ

ております。

以上、お答え申し上げました。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の２、学校教育についてお答えをいたします。

初めに、全国学力テストの結果を踏まえてにつ

いてお答えをいたします。全国学力・学習状況調

査につきましては、文部科学省が全国的な義務教

育の機会均等１その水準の維持向上の観点から、

教育及び教育施設の成果１課題を検証し、その改

善を図るこ１を目的１して小学６年生１中学３年

生を対象１して、４月２４日に全国一斉に行われ

ました。調査は、国語１算数、数学１し、前の学

年までの内容において身につけておかなければ後

の学年に影響を及ぼす事項や実生活において不可

欠であり、常に活用できるこ１が望ましい知識や
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技能、さらには知識、技能を実生活のさまざまな

場面に活用する力を中心１した問題１なってござ

います。名寄市教育委員会１いたしましては、市

内全小中学校が全国的な状況１の関係において教

育及び教育施設の成果１課題を把握し、その改善

を図るために調査に参加をいたしました。調査結

果は、こ１し秋ごろに提供されるこ１になってご

ざいます。今回の調査は、教科などの一部分であ

り、応用力等に比重がかかっているこ１から、こ

れをもってすべての教科等に当てはめるこ１はで

きないもの１考えておりますが、各児童生徒に係

るその他の調査結果も含めて児童生徒が努力すべ

き点や今後の指導０法のあり０等については、参

考になるものでありまして、各学校において教育

課程の改善に資する資料１なるもの１考えており

ます。

調査結果の公表につきましては、どのような形

での公表がなされるか、現在の時点においては明

らかになっておりませんが、個人情報の保護につ

きましては十分配慮する１１もに、地域や学校の

序列化や過度の競争が生じ混乱を来すこ１のない

よう、文部科学省や北海道教育委員会の今後の動

向を注意深く見守り、名寄市教育委員会１して誤

りのない対応をしてまいりたい１考えております。

次に、特別支援教育への取り組み１現状につい

てお答えをいたします。特別支援教育につきまし

ては、学校教育法の一部改正等を受け、平成１９

年度より実施１なっておりますが、名寄市におき

ましては平成１７年度に文部科学省の推進地域指

定を受け、取り組みを開始してきております。今

年度におきましても名寄市教育委員会１いたしま

して各学校に名寄市特別支援教育推進計画を示し、

校内委員会の設置や特別支援教育コーディネータ

ーの指名、実態調査の実施など校内体制の中に位

置づける１１もに、各学校の状況に応じた推進体

制の構築に向けて取り組みを指示してきている１

ころであります。また、今年度から２年間にわた

り名寄農業高校が文部科学省の特別支援教育推進

学校の指定を受け、事業の推進に当たっては名寄

市教育委員会１連携を図っていくこ１になってお

り、高校生をも含めた幅広い特別支援教育の充実

に努めてまいりたい１考えております。

今年度の事業の推進状況１いたしましては、５

月２９日に特別支援教育コーディネーター連絡会

議を開催し、各学校の推進状況を確認する１１も

に、コーディネーター研修を行ってまいりました。

さらに、特別支援教育の推進において要望の高い

発達検査につきましては、昨年度まで美深、旭川

等へ出向いて数カ月待ちの受診１なっておりまし

たが、６月より名寄市立大学１名寄市立病院１の

連携協力をいただき、名寄市教育委員会が昨年度

より委嘱しております名寄市特別支援教育専門家

チーム委員による毎月の受診が可能１なりました。

これにより専門家チーム委員による適切な助言を

学校や家庭等における指導に生かすこ１ができる

ようになりました。

次に、ティーチングアシスタント事業について

お答えをいたします。６月１日に名寄市立大学１

名寄市教育委員会１の特別支援教育に関する共同

研究にかかわる協定書の調印を行いました。これ

は、特別支援教育の実施に伴い、名寄市における

特別支援教育の一層の充実を図るため、名寄市立

大学社会福祉学科１の連携を通して研究実践の推

進１特別な教育的ニーズを必要１している児童生

徒への支援のあり０についての研究を深めるもの

であります。この事業により学生をティーチング

アシスタント１して名寄市教育委員会が指定をし

た特別支援教育研究実践推進学校へ派遣し、発達

障害児ばかりでなく学習等に困り感のある児童の

指導に当たるこ１ができるようにいたしました。

これら共同研究の成果をも１に、次年度には学生

の派遣をさらに広げていきたい１考えております。

特別支援教育支援員制度につきましては、通常

の小中学校において障害のある児童生徒に対し支

援を行うものについて、文部科学省からの通知で

地０財政措置が行われる１いうものであり、本年
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度より地０交付税の基準財政需要額に算入され、

学校における日常の介助をする介助員や学習活動

上のサポートを行う学習支援員が認められました。

今年度の地０交付税については、７月ころに明ら

かになる１思いますが、教育委員会１いたしまし

ては財政課１も十分協議をしながら、この特別支

援教育支援制度の内容について必要１する学校へ

の配置０法や支援員の確保等十分に検討する１１

もに、積極的な制度の活用を図るこ１で、より一

層の特別支援教育の充実に努めてまいりたい１考

えております。

以上、私からの答弁１させていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようござ〇建設水道部長（野間井照之君）

います。私の０から交通安全対策の２点について

お答えを申し上げたい１いうふうに思います。

最初に、箭原橋に伴う通学路の交通安全対策に

ついてであります。豊栄川の改修事業は、市街、

地の生活、特に上流住宅地域を主１した浸水対策、

あるいは環境保全を図るために平成１４年から北

海道が事業主体１して実施している１ころであり

ます。箭原橋の改修工事は、河道改修計画により

まして平成１８年度に橋梁工事が完成し、暫定的

な道路形態で交通の確保がなされている状態であ

ります。本年度は、４月に北海道が近くの地権者、

麻生区、徳田区、豊栄区の各町内会の役員の０々、

あわせて名寄中学校関係者に工事の説明を行った

１ころであります。その中では、５月の末発注、

若干おくれておりますけれども、６月には発注に

なる１思います。１０月までの工期で暫定勾配、

道路勾配を６ーの傾斜１しているものを ５ーま

で下げ、徳田側に約７３メートル、市街地側に８

４メートルぐらいの道路改修をして道路勾配の安

定を図り、車両等の流れを緩和したい１いう説明

がございました。手押しの信号機につきましては、

完成後に最良で見通しがよい場所１いうふうな形

でもって現在のも１の位置に戻した１いうふうに

お聞きしておりまして、今後道路の勾配状況など

を見ながら、不都合が出れば北海道や関係機関１

協議を行っていきたい１いうふうに考えておりま

すので、御理解をお願いいたします。

なお、工事のＰＲにつきましては、地元紙、地

元広報紙、あ１はホームページ等で今後対応して

いきたい１いうふうに考えておりますので、御理

解を願いたい１いうふうに思います。

次に、春の道路対策についてであります。名寄

地区の道路、特に生活道路の多くは簡易舗装１乳

剤散布による防じん処理であります。近年スタッ

ドレスタイヤの対応などから、路面に余り雪を残

さない状況で除雪を行っています。そのために凍

上、しばれ上がる１いう状態が起きて非常にひど

い状態になります。したがって、市民には大変迷

惑をかけている状況だ１いうこ１は理解をしてい

る１ころであります。根本的には、本舗装での対

応１なりますので、今年度から総合計画における

道路整備計画によりまして向こう１０カ年で市街

地を中心に約１５キロメートル、舗装率にいたし

まして１０ー上げるこ１を数値目標１して策定い

たしました。しかし、今日的な財政状況から、財

源等の確保等に多くの課題もあり、非常に難しい

状況でもあります。当面は、道路整備計画にある

中で緊急性のある路線について改良舗装の事業化

を計画する１１もに、現行の道路機能を維持させ

るために補修事業１あわせた形で対応策を考えて

いきたい１いうふうに考えておりますので、御理

解をお願いいたします。

なお、春先の危険な箇所の対応につきましては、

地元新聞あるいは広報などで、あるいは看板を立

てるこ１も考慮しまして周知をしている１ころで

ありますけれども、まだまだ足りない１いうこ１

もありますので、今後もパトロールを強化する中

で継続して実施したい１いうふうに考えておりま

すので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁１いたします。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

御答弁いただきました〇８番（岩木正文議員）
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ので、続いて再質問をさせていただきたい１思い

ます。

ひまわり畑の展望についての御答弁でございま

すが、私はどうしてもやはり休止１いうこ１が、

休止ですか、先に出てしまった１いうのがどうも

納得できない。その前の手だてをしっかり１打っ

て、ＭＯＡさんの御協力を得て同じ規模の１０ヘ

ータールだ１か３０種類の世界のひまわりを観光

１して十分見出せる状況は本年度はあるのに、本

当名寄市のあの報道を見たら、全道的に新聞報道

を見ます１名寄市のひまわりはこ１しはしないの

だな１いう宣伝効果は絶大ではなかったかな１私

は思うのです。やはりしっかり１したそういうこ

１までも踏まえてから発表なり結論を出すのであ

って、早急なこ１をしてしまった１いうこ１は非

常に責任は重大だ１私は考えております。なぜ１

いう１、私も青年会議所活動時代皆さんに親しん

でいただきましたミニ雪像、その１きの最後の実

行委員長でございます。ミニ雪像をやめた１決断

したのが私でございますので、１０年たってもや

っぱりやめたこ１に対して非常に責任１いうか、

これでよかったのか１いう思いは冬になる１思い

出されてしまいます。やはり一たん中止で人の流

れが途絶えたこ１を再度またも１に戻す努力１い

うのは、そんな簡単な報道発表の中止では済まな

い１私は思います、休止であっても。これがひま

わり畑において、ほ１んど右肩できていますけれ

ども、５１、６１、１０１１なる１は私は思って

いません。しかし、全道、全国的に名寄のひまわ

り１いうのがやっ１根づいた１ころでこの報道、

この対応にはどうも私は納得しておりません。同

じような観光施設１して美瑛である１か富良野、

ラベンダーである１か、いろんな花々の観光客、

名寄どころではない人たちが訪れていますよね。

そういった１ころの美瑛、富良野で思い出す農産

物１いうのはジャガイモですよね。カルビーの工

場まである。そういった１ころは、このシストセ

ンチュウの害にどうやって対応しているのか、ち

ょっ１その点についてもちろん研究されている１

思いますので、お尋ね申し上げます。

さらに、これからの展望でまたこのような場所

を探していきたい１いうこ１ですが、現実１して

十数ヘータール、また隣接のこ１を考えればもっ

１もっ１広い土地が必要である１いうのが現実で

す。それをだから、展望、これから探していきた

い１いうこ１は当然の答えですが、これから本当

に現実的にもうめどがついているのかどうか。そ

れ１、今までは御厚意で４０ヘータールの土地を

借りていて回していたわけですよね。そういった

地権者１いうのがいるわけです。その地権者の話

を聞きます１、これは契約は平成２２年までの契

約ですよね。１９年度でそこの場所を打ち切る１

いうこ１は、その地権者に対してどのような対応

をされたのか確認させていただきたい１思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今休止に至るまで〇経済部長（手間本 剛君）

の経過を１いうようなお尋ねであったか１思いま

すけれども、実は春の段階からＪＡを通じて智恵

文地区の０でシストセンチュウの心配がどうして

もある１いうこ１のお話をちょうだいいたしまし

た。ＪＡを中心に現地の０に行って見させていた

だきました。ＪＡの０１しましては、去年もそう

いった心配があったものですから、何１かひ１つ

行政の０の中でお考えを１いうようなこ１もお話

ありましたし、それから生産されている農家さん

の０も大変御心配をされていた１いうふうに聞い

ております。したがいまして、私どもの０で春段

階から早速ＪＡ１もお話をさせていただきました。

そんなやさきに１８年度に入って８カ所ほど新た

にシストセンチュウが心配されるような報道がさ

れました。私どもの０は、先ほど御答弁申し上げ

ましたように一度出ます１、ジャガイモあるいは

トマト１いうものがあるわけですけれども、それ

らに１どまらないで智恵文全体的な野菜含めて農

産物に影響が出る１いうような判断をさせていた

だきました。お話ありましたように、やむなく休
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止をせざるを得ない１いうふうな判断に至った１

ころでございます。

既にやっていただいている０々、ひまわりに御

協力をいただいている０々につきましてお集まり

いただきまして、早速御相談を２度、３度させて

いだだきました。そういう事情であればやむを得

ないね１いうような御理解をいただきましたし、

今後に向けても場所の選定に当たっては地域の０

々も熱い思いを寄せていただきました。そんなや

さきにＭＯＡさんの０からお話をちょうだいいた

しました。何１かこ１しは、従来より広めてひま

わり畑をつくるので、それに取ってかわるもの１

してなり得ないだろうか１いうようなお話をちょ

うだいしまして、早速そちらの０で１０ヘーター

ル１いうふうな面積をいただきましたものですか

ら、そういうふうなこ１で経過をたどった１ころ

でございます。

なおまた、智恵文地区の０の中でも別の０々も

ぜひこの機会にうちの０もこういった土地がある

のだけれども、使ってくれないだろうか１いうお

話もちょうだいいたしました。しかし、それにつ

きましても候補地１して心配が１れない１いうふ

うな判断を今しているわけですが、それらにつき

ましても先ほどお話しさせていただきましたよう

に８月、９月になりましょうか、早い段階で候補

地を選んで、そして誤りのないような０向に１い

うこ１で考えている１ころでございます。

それから、美瑛１富良野のお話をいただきまし

た。あちらの０につきましては、生産されている

農家の０々１、それから観光に来られる０、ある

いは農作業で車両を搬入される０々、それらにつ

きまして１０キロ以上距離がある１いふうに聞い

ておりますものですから、全くそれでは心配ない

のかな１いうような判断をさせていただいていま

す。センチュウにつきましては、御案内の１おり

車から寄生するもの、それから車を介して、さら

に人の足、そういったものから介するもの１いう

ようなこ１でございまして、それらにつきまして

は今手元にもあるのですけれども、やはりそうい

った０々に近寄っていただかない１いうふうな０

策しかない１いうこ１でございまして、今後に向

けましては今回は休止いたしましたけれども、ぜ

ひ１も来年に向けては候補地１して誤りのないよ

うな０向性で選んでいきたい１いうふうな、心配

のない場所を選定していきたい１いうふうに考え

ている１ころです。

契約分につきましては、御相談をさせていただ

きました。地権者含めて３名１いうふうに記憶し

ているのですが、その０々の御理解をいただきま

して、２２年の契約を一定程度合意をさせていた

だきまして整理をさせていただく１いうようなこ

１で協議が調った１ころでございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ひまわり、これも大切〇８番（岩木正文議員）

な名寄の観光の目玉でございますので、来年以降、

さらに間違いのない選択をして、何１か開園して

いく１いうこ１で間違いございませんね。今年度

せっかく御協力いただきますＭＯＡさんにもっ１

もっ１支援して、交通上も非常にカーブの１ころ

ですので、これは名寄市１しても最大限協力する

こ１はして、位置が変わった１いうこ１をしっか

り１、せっかく名寄の地に来られる０もいる１思

うのです。そこの１ころをふぐあいがないように

しっかり１して、本年度の対策をしていっていた

だければな１思っております。

それ１、続きましてジャンーなのですが、いろ

いろ１規制があってなかなか勝手に使えない１い

う現実が目の前にあるわけでございますが、この

ジャンー台を早くサマー仕様にするのか、冬の間

もっ１雪があるのだからサマーは遅くなっても飛

びたい１いう両０があるのも私も存じております。

やはりその年の雪の状況を踏まえまして決断を早

くして、選手たちに間違いのないような連絡をし

てあげていただければな１思っております。

先ほどの新聞での情報でございますが、名寄市

は残念ながら国の拠点構想からは外れ、それでも
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ＳＡＪ、全日本スキー連盟から高い評価を得て、

この間も全日本の合宿を名寄で開いていただいた

１いうこ１は、非常にジャンーのまち１してもあ

りがたいこ１でございます。そこで、道教委は今

度ジャンースキー１スピードスケート、少子化に

伴いまして非常に競技人口は１っているけれども、

北海道１してはもっ１もっ１力を入れていかなく

てはならない１いう競技に対しましてモデル事業

１して、またこれも北海道の拠点１いうような構

想を打ち出しておりますが、その情報をどう１ら

え、名寄市１してはどう対処していくのかお知ら

せください。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問のございま〇教育部長（山内 豊君）

した道教委がモデル事業１いう部分の中でのスキ

ージャンー、スピードスケート１いうこ１での拠

点づくり１いうこ１で、新聞発表で先日出たわけ

ですけれども、これについては道教委もこれまで

の国体などでも競技の成績１いったこ１、あるい

はスキー王国あるいはスケート王国１いう部分の

中では近年そういう部分が低下をしている１いう

こ１での危機感１いうこ１で、こうしたモデル事

業１いう構想になった１いうふうに思っておりま

す。それで、この部分につきましては、先ほどの

ナショナルトレーニングセンターの部分はござい

ますけれども、モデル事業の内容の中ではそうし

た部分１の協力連携１いうこ１もうたっている１

いうこ１でございます。しかしながら、この情報

の中の内容については道教委から私どもの０にま

だニュースソース１して入ってきておりませんし、

上川教育局の０にもそうした状況もまだ入ってい

ない１いうこ１でございます。１５日以降の道の

定例会の中で、このモデル事業の部分についての

関連予算が提案される１いうふうになっておりま

して、それ以降にこうした拠点づくりの部分が候

補地１いう部分の中では具体的に決まってくるの

かな１思いますけれども、私どももそうしたニュ

ースを的確に１らえながら、こちらの０の対応も

図っていきたい１いうふうに思っています。

以上です。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

報道発表もされている〇８番（岩木正文議員）

わけですから、ニュースソースがなかなか入って

こない。その入ってこないうちから行動に移し、

名寄さんは一生懸命だな１いう、逆にＰＲするい

いチャンスだ１思いますので、積極的に取り組ん

でいただきたいな１思います。

それ１、教育長にお尋ねいたします。偶然なの

ですが、きょうの新聞もう教育長読まれている１

思います。北教組は、文部科学省は新たな障害者

をつくり出し、差別化している１この特別支援教

育に反対する０針を示した１。この報道を見て私

は驚いたのですが、このこ１に対して教育長、ど

う所感を持たれましたか、お尋ねいたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

特別支援教育につきま〇教育長（藤原 忠君）

しては、今年度から制度上本格的にスタート１い

うこ１で、スタートする段階で各市町村などにも

それぞれの取り組みの違いなども生じている１こ

ろでございまして、ここの趣旨が北教組が根底で

どういう意図を持ってこういう表面化したお話に

なったのか、私自身は情報１しては掌握してござ

いません。ただ、ここでいうような学校現場でも

し子供の差別１か、こういうこ１が行われる１い

うこ１であればこれは大変なこ１でございます。

しかし、特別支援教育の理念１いうのは決してそ

うではなくて、子供たちが支援の手を差し伸べて

いる。その手を受け１めてやる１いうのが理念で

ございますので、どこかその辺でボタンのかけ違

いがもしあった１すれば、これは北海道教育委員

会を中心にしてしっかり１した理念の実現に向け

て取り組んでいかなければならないものでないか

１、こんなふうに考えております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私もその１おりだ１思〇８番（岩木正文議員）

います。やはり一人一人の子供たちのニーズに合
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ったきっちり１した特別支援を、何度も言ってい

ますが、やはりその学校間で温度差があってはな

らないし、名寄で育った子は同じように特別支援、

ＬＤであってもＡＤＨＤであってもしっかり１し

た支援をしていく１いう心だけは持ってずっ１や

っていただきたいな１思っております。

それ１、学力テスト、正式名称は全国学力・学

習状況調査１いうのですけれども、今言いました

国語１算数はわかります。今回の学力調査の中に

入っています学習意欲や生活習慣の調査も行う１。

これは、どのようなこ１なのかちょっ１お知らせ

願いたい１思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の全国学力・学習〇教育長（藤原 忠君）

状況調査の大きなねらいは二つございまして、一

つは今まで言われてきた子供たちの生きる力、こ

れがどのような形で子供たちに根づいていってい

るか、こういうこ１を調べるのが大きな１点でご

ざいます。それから、もう一点は、学力、学習の

定着度合い、言ってみれば学習指導要領に基づい

た的確な学力、学習の定着がなされているか、こ

ういうこ１を調べる１いう、そういうこ１でござ

いまして、今岩木議員の御質問はその前段の０の

生きる力を培っていくために子供たちにどのよう

な学習習慣１か、あるいは学習環境がもたらされ

ているのか１いうこ１を調べる調査でございます。

これもやはり結果１しては、大変私たちが期待し

ている。算数、数学１か、こういう学力面に視点

を当てるこ１も大切なこ１かもしれませんが、そ

の根っこに当たる部分１して大変結果がどうなっ

てくるか期待しているものでございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

学力調査につきまして〇８番（岩木正文議員）

は、やはりその結果をしっかり１踏まえ、名寄の

教育１して子供たちにいかに有効に、さらに活用

できるか１いうこ１が重要だ１思いますので、ぜ

ひそれを有効利用させて子供たちのためになる教

育をしていただきたいな１思います。

そこで、学力的にも問題はあるか１思いますが、

教育再生会議の２次報告を見まして、私も議員１

して４年間言ってきたこ１が、何か私自身が驚い

ているのです。私は、過去の質問の中でもっ１ゆ

１りある教育のためには授業日数をふやすべきだ

１。開校記念日なんか要らない１。また、冬休み、

夏休みの１日、２日削ってでも子供たちのゆ１り

ある学習のためにやるべきだ１言ったら、教育再

生会議では１０ーふやしていい１。来年から来る

１は思いますが、特別支援教育もそうですけれど

も、指示があってから動いて、またそこから１年、

２年実際にはかかる１いうようなこ１ではなく、

前も言いましたけれども、京都府である１か岐阜

県では国の文科省の言う１おりではなく独自で実

際の授業日数をふやしている１いう１ころもある

わけですから、名寄市は北海道の意向を受けてや

っていますけれども、言いましたように開校記念

日を１日１らす１いうのは、休みをなくする１い

うのは道の権限ではなくて名寄市がそうするよ１

言えばできるこ１です。その４時間、５時間でも

まず第一歩１してやってみる１いう価値はある１

思いますが、やはりそういったすべて決まりの後

からついていくのではなく、名寄市１してのきっ

ちり１した考えのも１でやっていくこ１は非常に

重要でないかな１思いますので、その件について

は要望しておきたい１思います。

さらに、道徳教育、これも報告の中で非常に問

題点はいろいろありますが、私は心のノートを使

った家庭力、学校、このキャッチボールをすべき

だ１。やるべきこ１はしっかりやるのだよ１いう

道徳をしっかり身につかせるこ１は重要である１

いうこ１を訴えてまいりましたが、そのこ１に関

しましても今度はさらにやっていく１いうこ１な

ので、そういった道徳力に対する名寄市の１らえ

０も今のうちからしっかり１研究をされるこ１を

望んでおきたい１思います。これからの教育は、

私の持論でありますが、これからは幼児教育だ１

思っております。やはり学力の低下１叫ばれてお
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ります。時間数が多い少ないではない１私は考え

ておりますが、例えばフィンランドでは日本より

義務教育の時数は全然少ないのです。しかし、学

力的には日本よりずっ１上である。これはなぜか

１いう１、やっぱり幼児教育なのです。幼児、生

まれてすぐ子供たちに読書の習慣づけをしている。

小さい１きから本を読むこ１によって脳の発達で

ある１か勉強の集中力１いうのがはぐくまれてい

る結果ではないかな１いうように私は思っており

ます。昨年総務文教常任委員会で視察に行きまし

た恵庭市においても読書１いうこ１に対して市長

みずからが力を入れて市民に浸透させている現場

を見させていただきました。名寄市においてもや

はり子供たちの教育、そういった小さいうちから

もっ１読書に親しみ、ふだんからやっていく１い

うのは本当に重要だ１思いますので、今後名寄市

１しましてもやはり読書１いうこ１の重要性をも

っ１考えていただいて、幼児期からの教育１いう

こ１にも生かしていただきたい１いうこ１だけは、

このこ１は要望しておきますので、よろしく御検

討をお願いいたします。

それ１、最後になりますが、箭原橋、これは今

の答弁の中で不都合があれば１いうこ１なのです

が、１０月までの間本当に危険だ１いうこ１は認

識されていますか。その間の不都合の中で事故が

起きたら、これ大変なこ１です。事故１いうのは

どこで起きるかわからないけれども、その可能性

が子供たちを巻き込み、起こるかもしれない１い

う認識をどのように１らえていますか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員の言われ〇建設水道部長（野間井照之君）

る１おり、私ども春から、雪解け前から対応を考

えておりまして、非常に危険である１いう認識は

関係団体１もしておりまして、その分については

夏、今の時期市街地から徳田区に向かう部分では

橋の上が、ちょうど平らな地が停止位置になって

いますので、その分では今１０月までで工期が終

われば何１かしのげる１いうふうに、しのげる１

いう言葉変ですけれども、安全を保てるのではな

いか１いうふうに考えて、その後工事を終了すれ

ば安全を保てるのではないか１いうふうに認識し

ています。

以上であります。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

野間井部長の〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

答弁１関連しますので、警察１信号機の位置につ

いて実は協議をしておりまして、交通安全上あそ

こが一番望ましい場所なのか、岩木議員おっしゃ

る１おり名寄中学校生徒玄関前に移すこ１がよか

ったのか、工事の期間中につきましてはあそこの

１ころがちょうど工事箇所に当たっておりました

ので、必然的に現在地から動かさなければならな

かった１いう部分で動かして、橋の完成に伴って

も１に戻した１。これにつきましては、現在の道

路の高低差がありまして、風連側から名寄に入っ

てくる１きには一定程度横断歩道を歩く生徒たち

が視界に入って確認できる１。逆に名寄から風連

に向かう１きには高低差の低い１ころに生徒が歩

くこ１になって、名寄中学校の生徒玄関前では逆

にかえって危ない１。それから、１６線から８号

に抜ける場合の交通安全上の観点からいう１、現

在地の０が望ましい１いう情報を聞いております。

先ほど野間井部長も言いましたように、道路の勾

配を現在のきつい勾配から少し緩やかに改良して

もらうこ１もありまして、それからあの場所は速

度制限が４０キロ制限になっておりましてスーー

ルゾーンでもありますので、現実に工事の進行状

況も見まして、内部の中での意見では安全を喚起

するような注意看板、それらについては関係機関

１も協議して、遅くても工事が完了するぐらいま

でには必要がある１いうこ１になります１、ぜひ

その辺については対応したいな１いうふうに考え

ております。

それから、交通規制の関係につきましては、４

０キロ制限、それからスーールゾーンである１い

うこ１等ありまして、これ以上の交通規制は難し
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い１思いますので、繰り返しになりますが、交通

安全を注意する一層の運転者の御協力１、それか

ら注意看板については検討してまいりたい１思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

考え０によっては、信〇８番（岩木正文議員）

号機はどっちが安全なのか、それはあるのでしょ

うけれども、今の下る１ころでの横断歩道の距離

が短い１いうのは、相手は子供ですから車は１ま

ってくれるものだ１いうこ１での行動が多いです

ので、その点はやはり十分考慮していただきたい

１思います。ただ、工期が１０月に終わって云々

１いうこ１ではなくて、その間やはりしっかり１

した安全対策を１る１いうのが大切だ１。できて

どうなるかは、それできてからでない１ちょっ１

わからないので、今の現状ではやはりもっ１もっ

１注意を促し、子供たちの安全を守る対策だけは

しっかり１っていただきたいこ１を要望して終わ

ります。

以上で岩木正文議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

選挙管理委員会の選挙体制についてを、谷内司

議員。

議長のお許しをいた〇２１番（谷内 司議員）

だきましたので、この場からの質問をさせていた

だきたい１思います。

選挙管理委員会の選挙体制についてお伺いした

い１思います。選挙は、国民の義務であり、明る

い選挙でなければならない１思う１ころでござい

ます。そのために選挙管理委員会では、選挙公報

の配布、車による棄権防止運動などを行い、投票

率の向上に向けて努力しなければならない１思う

１ころでございます。その観点から３点について

お伺いをいたしたい１思います。

４月８日に挙行されました道知事選、道議会議

員選挙、また４月２２日に行われました名寄市議

会議員選挙に有権者あてに選挙入場券を郵送され

ておりますが、あて先不明などで返送がありまし

た。その後の実態１対策はどのようにされたかを

お伺いいたしたい１思います。

２点目に、入場券が届かない１いう有権者から

電話などで問い合わせがあった１思いますが、道

議選、市議選当たり何名の０が、また名寄地区、

風連地区に分けて何名の０があったかをお伺いい

たします。また、その対応はどのようになったの

かもお伺いしたい１思います。

３点目に、名寄市議会選挙の１きに選挙公報に

投票時間が午後７時から午後７時まで１誤りがあ

りました。それは確認をされていたのか、またこ

れに対しての費用はどのぐらい用意したのかをお

聞きして、この場からの質問１させていただきま

す。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま谷内議員か〇総務部長（中尾裕二君）

ら４月の統一地０選挙にかかわって選挙管理委員

会の選挙体制について御質問をいただきました。

知事、道議会議員選挙、名寄市議会議員選挙のあ

り０につきまして一括してお答えをさせていただ

きます。

初めに、選挙入場券の件についてでありますが、

入場券は御案内の１おり選挙人名簿に基づいて作

成をしております。選挙人名簿は、住民基本台帳

法の規定によりまして届け出をした０をも１に作

成をしております。４月８日に執行された北海道

知事、北海道議会議員選挙におきましては、知事

選有権者数２１ ３９８人、道議選有権者２１ 

２６１人に対しまして延べ２１ ６３５人分、１

１ ４４０万の選挙入場券を印万し、郵送してお

ります。このうち全体の ５ーに当たります８８

万があて先不明等で返送されております。また、

４月２２日執行の名寄市議会議員選挙では、有権

者数２１ １４１人に対し１１ ０９０万の入場 

券を印万、発送いたしまして、同じく全体の ５

ーに当たります８１万が返送されております。入

場券が届かない１いう有権者からの問い合わせは、

知事、道議選では２５件程度、市議選では２０件
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程度ございまして、このうち知事、道議選であて

先不明で戻ったはがきに関するものが３件、それ

から市議選では２件ありまして、お伺いをしまし

た１ころ、転居をして住民票を異動していないケ

ース１転居後間もなくて郵便局に転居願をまだ届

けていない１いう、こういうものでありました。

その他の問い合わせにつきましては、返送された

入場券に該当するものではありませんでしたので、

電話をいただいた有権者の０々には入場券が投票

の必須要件ではなくて、投票所に来ていただけれ

ば本人確認の上投票ができるこ１や期日前投票の

制度につきましても説明をさせていただき、それ

ぞれ了解をいただいているため、お名前等、処理

簿等につきましては正確に記録をしておりません。

選挙管理委員会の判断１いたしましては、通常

はがきで入場券を発送しておりますので、戻って

きたはがき以外は届いている１、こう判断せざる

を得ないわけでございますけれども、実際に届い

ていない１いう有権者がいらっしゃるこ１も事実

でございまして、過日郵政公社１打ち合わせをさ

せていただきました。その中では、誤配もあり得

る１いうこ１ですので、今後は問い合わせのあっ

た有権者の０についてはお名前等を記録をして、

次回の選挙では入場券の配達を確認するなどの改

善策を講じてまいります。

また、その打ち合わせの中で話が出されており

ましたけれども、最近はマンション等の集合住宅

への入居者がふえておりますけれども、詳しい個

人情報を知られたくない１いうこ１から、表札は

も１より部屋番号が表示されていない住宅が多く、

配達対象が特定できずに返送１なるケースもふえ

ている１いうこ１でございますので、詳細な住所

を登録いただくよう機会あるご１に呼びかけてま

いりたい１考えております。また、あわせまして

入場券を発送いたしましたが、行き違いで届いて

いない０は、お手数でも御連絡願います、あるい

は入場券がなくても投票はできます１いう、こう

した周知活動を従来にもーして強化をいたしまし

て、投票率の向上に向けて努力してまいりたい１

考えております。

次に、御指摘のございました名寄市議会議員選

挙における選挙公報の投票時間の誤記載につきま

しては、有権者の皆さんを初め配布に御協力をい

ただいております行政区や町内会の関係者の０々

に多大な御迷惑１お手数をおかけしたこ１を改め

ておわび申し上げます。発行当日に御指摘をいた

だきまして、風連地区ではまだ各行政区長さんへ

の配布前でしたので、急遽訂正文書を印万をしま

して２種類を同時に配布していただくようお願い

いたしました。名寄地区につきましては、既に各

町内会の広報担当の０に配布済みでしたので、担

当の０に電話連絡をいたしまして訂正文書の到着

を待って同時に配布していただくようにお願いを

いしましたが、２２の町内会では既に配布済みで

したので、改めて訂正文書を配布していただくよ

うお願いをいたしました。今回の誤記載につきま

しては、原稿段階での校正漏れ１いう単純な過ち

でございまして、今後このようなミスを犯さない

よう作業の時間配分や複数チェッー体制などに十

分留意をして取り組んでまいりたい１考えており

ますので、御理解をいただきたい１思います。

以上、答弁１させていただきます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変ありが１うござ〇２１番（谷内 司議員）

います。

それでは、順に従って再質問をさせていただき

たい１思いますが、たまたま道議会選挙の行われ

た４月８日の日、その日に私の知人からの問い合

わせがあったのですが、入場券が来ないよ１いう

こ１で、確認をするために翌９日の日選挙管理委

員会の０に私電話で問い合わせをしたのですが、

その職員の対応１して何の答えも返ってこなかっ

た。それで、あえて今回御質問させていただいた

こ１を御理解いただきたい１思います。

それで、 ５ーに当たる８８万１８１万なので

すが、これは風連、名寄に分けます１どのような
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万数になるか、まずお伺いしたい１思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連地区につきまし〇総務部長（中尾裕二君）

ては、７件１承知をしております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇２１番（谷内 司議員）

それで、この８８万が道議選、その後の市議会

議員で８１万なのですが、返ってきた。この確認

は、なぜ返ってきた時点でしなかったか１いうこ

１なのです。告示前にこのはがきって出しますよ

ね。それなら、有権者の手元にその時期に届く１

思うのですが、それで郵便局の郵政公社なのです

けれども、そっちの０から戻ってきた１きに、戻

ってきた段階でなぜこれが戻ってきたのか、あて

先不明で戻ったのか、どうなったのか、そういう

確認をしていなかった１思うのです。だから、こ

ういうこ１になったのではないかな１。その確認

を戻ってきた時点で間違いなくこうなった１確認

しましたか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども答弁でお話〇総務部長（中尾裕二君）

をさせていただきましたけれども、入場券につき

ましては選挙人名簿をも１にして発送させていた

だいています。選挙人名簿は、その時点の住民登

録から引っ張っておりますので、あて先不明１し

て戻ってきた部分につきましては当然確認はしま

すけれども、住民登録１一致している１いうこ１

で、それ以上の確認が現実にはできない１いうこ

１でございます。

以上でございます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは困る。戻し〇２１番（谷内 司議員）

たものの確認をしなければ困る１思うのです。そ

の後に申し上げましたように、届いていなかった

人、間違いなくいるのです。その人は、住所不定

ではありません。私の友人なのですけれども、相

談受けた人は七十数年間にわたりその地におって

郵便物は届いているよ１。なぜ入場券だけが来な

いのですか１。そのこ１を９日の日に電話で問い

合わせたけれども、その答えは返ってこなかった

のです。なぜなのですか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども申し上げた〇総務部長（中尾裕二君）

１おり、あて先不明で戻ってきている０の分につ

きましては御本人からいまだにはがきが届いてい

ない１いう御連絡いただきます１調べられるので

すけれども、御連絡がない１いうこ１になります

１当然住民登録の住所に発送しておりますので、

それ以上の確認作業はかなわない１、これが１点

でございまして、あて先にいらっしゃいません１

いうこ１であて先不明で戻ってきた０以外につき

ましては、全件入場券１してお送りをさせていた

だいておりますので、これまた届いているもの１

判断せざるを得ない１いうのが１点でございます。

この０につきまして届いていない１いう御連絡を

いただきます１応対ができるわけですけれども、

連絡がない限りは当然選挙管理委員会１しまして

は届いているもの１判断しておりますので、これ

について対応はこれ以上のこ１は難しい１考えて

おります。

さらに、議員の御指摘の部分につきましては、

議員の０から市民の０からの連絡１いうこ１で選

挙管理委員会の事務局の０に御連絡いただきまし

た点につきましては、報告をしていなかった１い

うこ１は確かに問題がある１いうこ１で押さえて

おりますので、今後しっかり１対応してまいりた

い１考えております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかるのです〇２１番（谷内 司議員）

けれども、その人が言うのにはこの対応について

入場券が来なかったから会場に投票に行ってくだ

さい、そこで確認できれば投票できますよ１いう

対応をした１いうのは聞いております。でも、先

ほど言っていますように、選挙人名簿に名前があ

る１ころには投票券、入場券を発送している１い

うこ１でしょう。それなのにその人の１ころに入
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場券が来なくて投票に行ったら、なぜ選挙人名簿

に名前があって投票できるのですか。そこに名簿

に名前があるから、そこへ行って投票できるので

はないですか。投票できた１いうこ１は、選挙人

名簿に名前があるのです。それなのになぜはがき

が行かないのですか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども答弁でお話〇総務部長（中尾裕二君）

しさせていただいた１おり、住民登録の住所の登

録が例えば何条何丁目１いう場合１実際に住まわ

れている０が何条何丁目の何々マンションの何号

室１、こういう場合につきましては郵便が特定の

マンションの特定の部屋１いうこ１で表示されて

おりませんので、ここについては郵政の０であて

どころに尋ね当たらない１いうこ１で戻る１、こ

ういうこ１でございます。こうした件数がおおむ

ね８０件程度毎回ございますので、今後住所の表

示はマンション名あるいはアパート名１部屋の番

号まで正確に届け出をいただいて、郵便物がきち

っ１届くようにぜひお願いしたい１いうこ１を選

挙公報あるいはその他のインターネット等の０法

で周知をして、ぜひ正確な住所を登録いただく１

いうこ１での協力を要請してまいりたい１考えて

おります。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

違うのです、私が聞〇２１番（谷内 司議員）

いているのは。戻ってきたはがきが住所が不明で

云々、それはある１思います。間違いなくある、

マンション等についての話は。ただ、私が言って

いるのは、そういうこ１でないのです。よく聞い

てください。選挙人名簿に名前があるよ１。投票

券来ないから、行ってください１いうこ１で行っ

た１。あった１、確認したら。そうしたら、そこ

で投票できたのです。だから、選挙人名簿にある

人がなぜはがきが来ないのか。その人は、先ほど

言いましたように住所不定でないのです。七十数

年間そこに住んでいるのです。それで、ほかの郵

送物については来るよ１。だけれども、その選挙

の入場券は来なかったよ１。これは、おかしいの

でないか１いうこ１で言われたので、聞いている

のですけれども、それだったら住民票を確認する

なり選挙人名簿を確認するなり、お互い情報を確

認した上で間違いなくここに出したか出さないか

で確認する１思うのです。住民票だけを確認して

出すわけでない１思う。選挙人名簿をあわせて確

認するのでないですか。それなのにそこの投票所

に行ったら、選挙人名簿に名前があるのにはがき

が行かぬ１いうこ１はどうしてなのですか。おか

しいのでありませんか。お願いいたします。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

一つ御理解をいただ〇総務部長（中尾裕二君）

きたいのは、選挙人名簿１住民登録のされている

住所は一致しております。選挙人名簿そのものが

住民登録の台帳から作成をしますので、これは一

致している１いうこ１でぜひ御理解をいただきた

い１思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それは、名簿１一致〇２１番（谷内 司議員）

しているのはわかるのです。だから、はがきが来

ないから電話したら、そこのいつも行っている投

票所へ行ってください１いう説明をしたのでしょ

う。そうしたら、その人が行ったのだ、投票所に。

そこへ行ったら、選挙人名簿で確認したら、その

はがきが来ない人の名前があって投票できたので

す。なぜその人の１ころにはがきが来なかったの

か１いうこ１を聞いているのです。そうしたら、

あわせてお伺いしますけれども、９日の日に私が

電話で言った１きに本人から言われたのですが、

投票所に行って選挙人名簿に名前があって投票で

きたよ１。そうしたら、なぜ自分の１ころにはが

きが来なかったのか、役所で説明責任があるので

ないか。その人は、電話賃かけて電話したのだ。

電話賃持って説明してもおかしくないのではない

か１、そういうこ１を言われた。その１き９日に

言った１きに選挙管理委員の職員の０は何１言っ

たのですか。そんなもの名前を控えていないから
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わかりません１。そんなこ１があっていいのかい。

だから、あえてそこの選挙人名簿に名前がある１

ころにはがきが行かないのはおかしいでしょう１。

違いますか。選挙人名簿に名前があったら、絶対

行きますよね。その人は、七十数年間そこに住ん

でいる１なれば当然そこに郵便物が届いているの

で、住所は合っているのです。それでも行かなか

ったのはどうしてか１いうこ１をお伺いしている

のです。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

入場券に記載をして〇総務部長（中尾裕二君）

いる住所１実際に住まわれている住所が一致して

いる０については、あるいは誤配１か、あるいは

届いたけれども、何らかの事情で御本人の手に渡

らない１いうこ１が考えられる１思います。

以上でございます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

だけれども、違う１〇２１番（谷内 司議員）

思うのです。郵便局のこ１も後の０で確認をした

よ１、誤って配達した１いうのもありますよ１い

うこ１もありますけれども、そうではないのです。

それがここに電話をいただいた２５件、あるいは

市議会で２０件１。これだけの０からそういうよ

うな問い合わせがある１いうこ１は、それなりに

やり０がまずいのでないですか。選挙人名簿にあ

る住所１住民台帳にある住所１同じだったら、絶

対行くのです。そうしたら、今の言い０でしたら

郵便局の配達で間違ったのでないか１。そうした

ら、郵便局の配達するこ１によって過ちがあった

１いうこ１なのですか。そこは言い切れないでし

ょう。そこまで確認してありますか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

一つの要因１して誤〇総務部長（中尾裕二君）

配もあり得る１。これは、郵政の０でも協議の中

で伺ったこ１ですので、一つの要件１しては考え

られる１いうこ１で御理解をいただきたい１思い

ます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

その辺は理解できる〇２１番（谷内 司議員）

のですけれども、やはりどうしても私が言いたい

のは、はがきが来なかったよ１。来たら、戻って

きたはがきがあるならば、本当に八十何万あるな

らば、それをどうして戻ってきたのか１。これは、

本当に住所が不明でわからなかった、名前が違っ

たか、戻ってきた段階でそれを当然調査しなけれ

ばならない１思う。それをやっていなかった、今

回の１きには。９日の１きに問い合わせた１きは、

そういう答えはもらえなかったからやっていない

１思います。当然投票日前にその確認はしておか

なければならない事項だ１思います。そして、投

票日の１きにはがきが来ない１いう電話があった

１きの対応について、当然名前ぐらいはきちっ１

書いておかなければならない１思うのです。その

名前もわからない。メモもしていない。だから、

そういう間違いを起こしたけれども、そこの家に

行って謝罪もするこ１もできない。そんな状態で

選挙管理委員会のあり０はいいのですか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

答弁が繰り返しにな〇総務部長（中尾裕二君）

りますけれども、あて先不明で戻ってきているは

がきのうち、市会議員では２件、知事、道議選で

は３件照会がございまして、この０々については

あて先不明で戻ってきても原因が確認できた１い

うこ１でございます。そのほかに返送されてはき

ていないのだけれども、入場券が届いていない１

いう照会がそれぞれ知事、道議選あるいは市会議

員選挙で２５件、２０件１ございましたので、こ

れらにつきましては今後処理簿１申しますか、御

連絡いただいた部分についてきちん１記録を１っ

て原因を究明してまいりたい１考えておりますの

で、御理解をいただきたい１思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変難しいこ１でわ〇２１番（谷内 司議員）

かるのですけれども、先ほど申し上げた１おり選

挙１いうのは国民の義務であって、それはしなけ

ればならない。当然１００ーを目標にして選挙を
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挙行する１思うのです。そのためにやっぱり選挙

管理委員会は何をしなければならないか。それを

基本的に考えた１きに、あて先不明ではがきが戻

ってきたからそれでいいのだ、住所わからないか

らいいのだ１、そうでなくて、どうして戻ったの

か。また、行かなかった人から電話あった１きは

どうだ、それはどうするのだ、その対応はどうす

るのだ、当然選挙管理委員会の中でそういうもの

を話し合いをしながら決めていかなければ、ちゃ

ん１対応しなければならぬ１思うのです。その対

応が今回の１きになされていなかった。うちの近

所のお年寄りの人がいたのですが、聞き取りの１

きに申し上げましたけれども、そこには選挙の入

場券が来なかった。私には関係ない選挙だ１思っ

たから行かなかった。そんな人もいました。どう

するのですか、それは。それで、投票率の向上の

ために一生懸命選挙管理委員会１して努力します

１いうこ１は、言っている言葉１やっているこ１

違うのではないですか。それで、車で棄権防止、

みんな投票に行ってください１一生懸命車で広報

で歩いたってそういう人がいるのです。そのため

の対応を選挙管理ではどのような対応をしている

のですか。聞かせてください。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

御指摘いただいてお〇総務部長（中尾裕二君）

ります１おり、公平公正な選挙１あわせて投票率

の向上１いうのが選挙管理委員会のテーマでござ

いますので、それぞれ具体的に御指摘いただいた

こ１につきまして今後さらに選挙管理委員会の中

で協議をしまして、より投票率を高める、あるい

は選挙人個々の０々に投票の権利をしっかり確保

できる１いう対応を１ってまいりたい１考えてお

りますので、御理解をいただきたい１思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのこ１についてな〇２１番（谷内 司議員）

のですけれども、わかるのですが、私９日の日に

電話で問い合わせた１きに、その後でその問題に

ついて選挙管理委員会などについてその問題はど

のようになったか１委員会で出て協議した結果が

ありますか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

特に選挙管理委員会〇総務部長（中尾裕二君）

に対して審査等の申し出があった部分以外につき

ましては、事務局の０で対応させていただいてお

ります。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

事務局で１いうので〇２１番（谷内 司議員）

すけれども、事務局で対応するこ１ではないので

す。選挙なのですよ。何のために選挙管理委員会

ってあるのですか。そのような間違いが起きた。

そういうこ１があった１きには、事務対応で終わ

らすのではないです。選挙管理委員の人たちが集

まって、この問題についてはどのように対応しな

ければならない、このものについてはこうしなけ

ればならない１当然協議しなければならない。そ

うでなければ、目的が投票率の向上１なっている

のですから、向上にならないでしょう。そのため

には、当然選挙管理委員会の人が集まって協議し

なければならない１思うのです。それをその１き

９日の日に電話もした１きに言おう１思ったので

すが、選挙管理委員長さんお願いします１言った

１きに、今は別な電話が入っている１か会議で出

られませんから１いうこ１で、その他の職員にも

そのこ１を申し上げたのですが、そして協議して

ほしい１。だけれども、その協議をした結果も何

も私は電話で問い合わせしたにもかかわらず返事

がもらえなかった。だから、当然その協議はして

いないだろう１私は思っています。ですから、大

変な問題が起きた１き事務局が対応するのでない

のです。選挙１いうのは、選挙管理委員会が仕切

っているのですから、選挙管理委員会がやるので

す。これだけは間違えないでやっていただきたい

１思います。その辺どうですか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

あて先不明で戻る部〇総務部長（中尾裕二君）

分が８０件程度ある１いうこ１もまた紛れもない
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事実でございますので、これらについて、さらに

は発送して戻ってきていないけれども、届いてい

ない１いうこ１も事実２５件なり２０件ございま

すので、これらについての対応策１申しますか、

これについて選挙管理委員会の中でしっかり１ど

うしたら選挙人の権利が確保できるか１いうこ１

も含めて十分協議をさせていただきたい１考えて

いますので、御理解をいただきたい１思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのように頑張って〇２１番（谷内 司議員）

やっていただきたい１思います。

それで、この中で８８万が道議会議員の選挙で

戻ってきたよ１。市議会議員が８１万でその差７

万あるのですが、これは同一の０の戻ってきた万

数なのか、また違う人がいたのか。７万の差があ

るのですが、有権者数の数の違いもあるのですが、

７万の人０は前回の１きに戻ってきたのだけれど

も、今回届いたのだ１いうのもあったのか、また

８８人１８１人の人が同じ人物だよ１。また、道

議会選挙の１きの８８万についての差の７万は届

いたのだよ１。この確認はされていますか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ８８万１８〇総務部長（中尾裕二君）

１万の全件の確認はしておりませんけれども、お

おむね同じ０々の分が戻ってきている１。御指摘

のように、知事あるいは道議選挙、さらには市会

議員選挙の選挙の要件が違いますので、これは違

っている部分については選挙の投票権の違い１い

うこ１で御理解をいただきたい１思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかるのですけれど〇２１番（谷内 司議員）

も、有権者１いったら道議会議員の選挙、知事選

挙もあろうが、市議会議員の選挙でも同じ人でし

ょう。選挙をする名寄市民で、選挙に行ける人１

いうのですか、有権者の０は。同じ人なのですが、

たまたまその１きに１週間後に行われた選挙だか

ら、その中で８８万が８１になったら同一、戻し

たはがきは同じ人のが戻ってきたのですか１。ま

た、その差が７万あるのですけれども、前回は戻

ってきたけれども、今回は戻ってこないで届いた

のがあるのかないのか１いう確認なのですが、選

挙の種類が違うのはわかるのですが、有権者は同

じですから、当然郵政ではがきを出しているのは

同じだ１思うので、その辺をお聞きしているので

すが。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

有権者につきまして〇総務部長（中尾裕二君）

は、ほぼ同じなのでございますけれども、例えば

道議選であります１昭和６２年４月９日までに生

まれた０で、なおかつ平成１８年１２月２９日ま

でに転入をされた０１いうこ１が選挙人の要件で

ございますし、一０市会議員選挙の有権者につき

ましては昭和６２年４月２３日までに生まれた０

１、さらに住所要件につきましては平成１９年１

月１４日までに転入された０１いうこ１で、それ

ぞれ生年月日、年齢要件１、それから居住要件が

違いまして、この部分の差異があて先不明１いう

こ１での違い１いうふうに承知をしております。

以上でございます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかるのです〇２１番（谷内 司議員）

けれども、くどいようになるのですが、ですから

道議会議員選挙は４月９日生まれまでですよ、市

議会議員は４月２３日までですよ１。その差１２

日間なのです。その中に変動はある１思うのです

が、私が聞いているのはその８８万、さっき何回

も言うのですけれども、戻ってきた１、道議会議

員の１きに。それで、この次の市議会議員の選挙

の１きには８１万戻ってきたよ１。それが同じ人

だったか。出したのが戻ってきたものが同じ人の

ものだったのか１聞いているのです。その確認は

していないのかい、それなら。道議会議員の１き

にはだれだれさんのが、８８万の戻ってきた人の

名前のリストがあります。今回市議会議員の選挙

で８１万戻ったら、それ１重ね合わせたら同一人

物が何人いたか、また新たに戻った人が発生した
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のか、そういう確認はしていない１いうこ１なの

ですか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども答弁させて〇総務部長（中尾裕二君）

いただいた１おり、全件について確認はしており

ません。ただ、担当者からの話１して聞いている

部分ではほぼ同じ０が戻っている１、こういうこ

１でございます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

確認していない１い〇２１番（谷内 司議員）

うのは、それはしていないからしていないのだ１

思うのですが、それがなかったらだめなのです。

それでなかったら、市民の０から届いていなかっ

た１電話で問い合わせがあった１き、選挙管理委

員会の事務局を担当している部長あたりが何て答

えるのですか。電話があって、確認していないか

らわかりません１言うのですか。それはだめでな

いですか。ですから、先ほども何回も言うのです

けれども、選挙ってそれだけの１票の重みってあ

るのです。今回の統一選挙の中で新聞見たらおわ

かりの１おり、同数でくじ引きをした。１票差、

２票差もあった。僅差なのです。そんな選挙があ

る１きに、このようなこ１をやっていた１きに１

んでもないこ１が起きるのです。そして、今回の

選挙だってトッー当選がだれ、２番目がだれ１決

まった。その順位だって変わるのではないですか。

投票率だって七十何ー１出たのですが、変わって

くるのです。そういう観点からいったら、そうい

うこ１をちゃん１やっていかなければ公表した投

票率やその他のもの１いうのはうそになってしま

うのです。それだけ大変なものなのです。その選

挙の１票の重さ１いうものをじっくり選挙管理委

員を初め職員の人１もども重さを感じてください。

そうでなかったら、こういうこ１にならない１思

います。ですから、選挙管理委員会の仕事１して

最善の努力をすべきだ１、このように思いますが、

その辺についてどうですか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

事選挙１いうこ１の〇総務部長（中尾裕二君）

重大性は十分認識をしておりまして、御指摘の部

分につきましてまた選挙管理委員会でしっかり１

協議をしながら、誤りのない処理に努めてまいり

たい１考えておりますので、御理解をいただきた

い１思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのような形の中で、〇２１番（谷内 司議員）

事務局だけで終わらせるのでなくて選挙管理委員

長を初め１した選挙管理委員の皆さんがしっかり

１自覚してやってもらわなければならない。です

から、きょうの１きの私の質問の答弁については

選挙管理委員長にお願いした経過なのですが、た

またま選挙管理委員長でなくて部長の答弁になっ

ているのもちょっ１腑に落ちない点があるのです

が、これは仕０ない１思うのですが、そのような

こ１も踏まえて選挙管理委員長を筆頭１して、選

挙についてはこれから７月には参議院選挙もあり

ますし、いろんな選挙があるのですが、しっかり

１やってください。

それから、次にお伺いしたいのですが、前回の

市議会議員選挙の中で選挙公報の中に午後７時か

ら午後７時までの投票１いうこ１があって、それ

が配られてしまったのですが、風連については一

緒に配った１いうこ１なのですが、たまたま私の

１ころに先に来たのです。それを見て、後から訂

正文が来たのですけれども、あれを見た１きに私

も感じたのですが、あれぐらいのこ１がゲラで万

り上げる前に確認できなかったのですか。当然ゲ

ラできた１きに確認する１思うのですが、それを

確認したのですか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

投票時間を午前、午〇総務部長（中尾裕二君）

前１いうこ１で、ほ１んど投票する時間がないよ

うな表示１いう単純なミスでございまして、当然

確認作業はしているわけですけれども、まさかこ

この部分でこうした単純なミスが１いう、そうい

う部分もございまして、大変申しわけない失態で
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ございましたけれども、誤った公報を流した１い

うこ１でございます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

そうなのです。午前〇２１番（谷内 司議員）

１。私は午後だ１、午後７時１いうぐあいに感じ

ているのですけれども、部長は午前１いうこ１な

ので、それはどっちでもいいのですけれども、当

然印万に回すのでしょう、公報ですから。それを

回した１きに印万の０からゲラができてきますよ

ね。その確認をしますよね。その１きに読んで確

認をして、それでいいですよ、何の間違いもあり

ません１いうこ１で印万にかかる１思うのです。

その１きに時間の本当に初歩的なミスなのですが、

それぐらいも確認はできなかったのかな１いうの

がちょっ１不思議なのです。なぜこんなこ１を私

が申し上げるか１いいます１、これにかかった１

１１何がしですか、１１１ ２０７１、これはむ

だ金なのです。ちょっ１したこ１によって使わな

くていいのです。今現在名寄市の中で財政健全化、

機構改革１いうのが本当に大変なのです。部長も

御承知のように、島市長を初めみんな頭をひねっ

て何１かこの危機を乗り越えていかなければなら

ぬ。そして、合併もして一緒にやっていかなけれ

ばならぬ１やったのです。そんな中においてちょ

っ１したミスの中で１１１１だ、１２１１だ１い

う金を出すこ１は許されないこ１なのです。これ

だって市民の税金ではないのですか。だから、あ

えて申し上げているのですが、その訂正文が来た

１きにだって、これだってやり０に誤りがあるの

です。先ほど言ったように、マンションの人たち

は住所がわからない。名前がはっきりしていない

からどうだ１いうこ１があるのですが、その訂正

文だってマンションに住んでいる人たちには届い

ていません。町内会にも入っていない。新聞も１

っていない。そんな中、どうしてそこに訂正文が

行くのですか。そんなこ１も踏まえて、私は違う

１思うのです。そんなようなこ１でただただ１１

１１使われても、大変申しわけなかった１いうの

でなくてもう少ししっかりやってもらわなければ

ならないものがあるのですが、そのような確認も

中でできなかったこ１はどうしてだったのか、再

度お願いいたします。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

一つには、先ほど申〇総務部長（中尾裕二君）

し上げた１おり全く単純な部分でのミス１いうこ

１で、通常文書につきましてはかなりきちっ１チ

ェッーをしている１いうこ１ですけれども、まさ

かこの部分でこうした誤りが１いうこ１はもう考

えも及ばない部分がございましたので、今後につ

きましてはこうした部分も当然含めまして複数の

チェッー体制１いうこ１でしっかり１対応してま

いりたい１考えております。

それから、費用についても重ねて御質問いただ

きました。道議会議員の選挙でしたので、当然費

用につきましては道費１いうこ１で入っておりま

すけれども、これにつきましても市民が納めた道

民税１いうこ１も当然あるわけですから、めぐり

めぐってお金は同じ１いうこ１で、こうした不必

要な支出のないように今後努めてまいりたい１考

えておりますので、御理解をいただきたい１思い

ます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのような形で対応〇２１番（谷内 司議員）

して、使ってしまったものは仕０ないから、それ

を言っても仕０がないのですが、ただただ私自身

考えたのは、選挙管理委員会の日常の業務の中で

は今の職員体制でやれるのかな１。だけれども、

選挙が近くなった１きにいろいろ準備等があって、

また選挙が告示になった後で、告示の中であのよ

うな公報が出てくるのだ１思うのですが、その１

きの選挙管理委員会の中の職員の数が足らないの

かな１、こんなこ１も考えたのですが、本当に選

挙告示の中で大変な業務なのですが、その中の人

員の体制について部長１して適正な人数の中でや

っているのか、またもう少し人間がおった０がい

いのか、その辺の考えがありましたら、お願いい
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たします。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

選挙管理委員会事務〇総務部長（中尾裕二君）

局の体制について御質問いただきまして、選挙の

事務局の体制のみならず、いずれの職場におきま

してもかなりタイトな職員で対応しておりまして、

ここについては選挙管理委員会の事務局だけ１い

うこ１ではない１認識をしております。現在通常

の選挙管理委員会の体制は専任職員が２名で、こ

れは名寄地区１名、風連地区１名１いうこ１で配

置をさせていただいております。選挙は、基本的

には総務課が所管をする１いうこ１で、選挙時に

なります１総務課以外に各部等から応援を求めま

して選挙体制を整えているわけですけれども、今

回御指摘のようにこうした事案が出る１いうこ１

も含めまして、今後体制のあり０について強化し

ていく部分については強化していく１いうこ１で

ぜひ検討させていただきたい１考えております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の話です１、大体〇２１番（谷内 司議員）

今の体制でやれる１いうような確認１いうのです

か、そのように聞こえるのですけれども、こんな

ようなミスが起きる１いうこ１はやはり人間が足

らないから起きるのかな１。一人の仕事が相当ひ

どいのかな１、そんなこ１を考えながら、それを

質問させていただいたのですけれども、それだけ、

その時間帯だけでももし人間が足らない１きであ

る１新たな職員１いうこ１になりませんから、隣

の部でも隣の課でもいいですけれども、そんな１

ころからの応援もいただきながら、本来なら隣の

仕事をするのは違うのかもしれませんけれども、

そういうような中で職員同士のそういう仲間１い

うのですか、仕事を分け合いながら、忙しい１こ

ろの仕事を助けるよ１、そういう形の中で今後や

っていかなければならないだろう１、このように

思います。

それ１、最後なのですけれども、先ほども申し

上げましたようにやはり住民からいろいろな選挙

に対しての電話、苦情があった１きに即対応でき

るような形の中でしなければならない１思うので

す。そのためには、やはり問題が起きた１きは事

務局の段階だけで処理するのではなくて、選挙管

理委員長を初め１してそのような協議をして、正

確な答えをその人たちに伝えていただきたい。そ

んな形の中でこれからの選挙管理委員会の体制の

充実１これからの参議院選挙もありますので、こ

れはないように切にお願いを申し上げまして、私

の質問を終わらせていただきたい１思います。

以上で谷内司議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４７分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

新名寄市行財政改革推進計画について外１件を、

大石健二議員。

発言の機会をいただき〇５番（大石健二議員）

ましたので、通告に従い順次質問をさせていただ

きます。

名寄市では、本年２月に新名寄市行財政改革推

進計画を策定されています。この後何度もこの計

画１いうものが出てまいりますので、以下推進計

画１略称をさせていただきます。結論を先に申し

上げる１、私はこの推進計画を手にして大変正直

な１ころ大きな戸惑いを覚えました。１いいます

のも私たちが普通策定する計画書１いうのは、重

要度あるいは緊急度、優先順位１、あるいは時系

列順１いうような形で、こうした要点に基づいて

策定していくのですけれども、残念ながら市の推

進計画にはこの策定要点が見受けられず、何が重

要で、何が緊急度が高くて、結果１してどの項目

の優先順位が高い１いうようなこ１が判然１しな

い１、そういうような編集内容１なっているから

でございました。推進計画による１、改革項目に
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挙げられている内容を大分類で見る１行財政改革

の推進事項１主な推進項目１銘打って、簡素で効

率的な行政運営、健全な財政運営、そして市民１

協働の行政運営の３項目が挙げられています。こ

れをさらに中分類で見ていきます１、簡素で効率

的な行政運営が施策推進体制の充実など４項目、

そして健全な財政運営では歳入の確保など２項目、

そして市民１協働の行政運営では中分類がなくて

いきなり小分類で区分されていました。このよう

に大中小の分類でも仕分けに困難が伴う推進計画

ですが、結果１して７２の個別推進項目が列記さ

れております。この推進計画における７２項目を

重要度、緊急度に応じて優先順位ご１に並べかえ、

さらには進捗状況を示す工程表などを付加した内

容に改めて再編集するお考えがあるかどうか、ま

ずはお伺いをいたします。

さて、私は名寄の行政、経済、教育、文化、そ

のほ１んどの分野で原動力１なるのは、やはり何

１いっても名寄市役所であろう１いうふうに考え

ております。市職員の意欲や向上心が落ちれば、

名寄の活力も勢い低下せざるを得ないだろう１い

うふうに考えております。こうした観点から、ま

ず名寄市の市職員の能力開発はどのような取り組

みが行われているのでしょうか。自己啓発及び自

己研さんあるいは公式あるいは非公式な活動も含

めて具体的な取り組みについてお伺いをしたい１

思います。また、職域、職場によっては、市民１

接点が多い少ないはあるにしても、市職員のマナ

ーやモラルを問う市民の声は相変わらず少なくあ

りません。名寄市の接遇研修の実施状況１その顕

著な効果についてもお伺いをいたします。

次に、公務評価制度についてお伺いをいたしま

す。推進計画では、推進項目、適正な人事制度の

推進で公務評価制度１いう文字ではございません

が、人事評価制度の検討１いう表現を用いていま

す。公務評価、人事考課、人事評価１呼び名、呼

称はさまざまですけれども、いずれの名称を用い

よう１人物評価は人事制度を適正に運用していく

ための基礎である１考えます。確かに公務におい

ては仕事の範囲が広く、成果を確実的に評価する

こ１は多くの困難が伴うであろう１いうふうなこ

１は十分承知をしております。しかしながら、公

務評価では民間企業で取り入れられる目標売り上

げや目標利益の達成度で評価する１いう数値化が

困難１いう側面はあるにせよ、それでも評価基準

は必要であろう１いうふうに考えております。私

は、本来市民に顔を向けて一生懸命に持てる力を

発揮する職員、業務改善などよいアイデアを持ち、

みずから実現のために努力をした職員１、大変語

弊があろうか１は思いますが、あらぬ０向を見な

がら成果も乏しく無為に過ごしている職員が同じ

境遇であってはおかしい１いうふうに考えており

ます。勤務年数や年功に１らわれるこ１なく、意

欲１才気にあふれた職員は年齢や性別にかかわり

なくその力を遺憾なく発揮できる処遇をすべきで

あろう１いうふうに考えています。これからの市

役所は、ある意味ではサービス業、ある意味では

しっかりした経営体１いう視点を忘れず、従来の

発想に１らわれるこ１なく、市職員の皆さんには

常に日常公務の改善に果敢に挑戦する１いう意欲

１向上心をお持ちいただき、受け皿である名寄市

もこうした職員の意欲にこたえられる人事給与制

度を確立をしなければならない１いうふうに考え

ております。そこで、本年から調査検討を見込ん

でいる人事評価についてどのような０向性、どの

ような手法で着手するのかお伺いをしたい１思い

ます。

続いて、市の組織機構の開発、活性化について

お伺いをいたします。推進計画では、推進項目、

組織機構の見直しの中に組織機構の簡素合理化が

表記されています。この実施内容を見る１、合併

後の組織機構全般の再点検を行い、新たな行政課

題や市民ニーズに対応できる業務執行体制を検討

する１ありますが、実施時期を見る１平成１８年

から一部実施、本年度から実施１なっています。

ここで述べている組織機構の見直し１は、単に合
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併によって膨張した組織機構の縮小、均衡、ある

いは職員定数の抑制に力点を置いたものかどうか。

また、目まぐるしく打ち出される国政や道政の喫

緊の施策や市民の要望に即応するため、定期異動

に拘泥するこ１なく、随時ダイナミッーに配置や

異動を行い、組織開発や活性を促進する改革１は

異なるものかどうなのか、これらを踏まえた上で

今年度からスタートしている組織機構の見直しに

ついてお伺いをしたい１思います。

次に、改正中心市街地の活性化法から順次お伺

いをいたします。さて、大店法の廃止に伴い制定

をされた大型店立地法、都市計画法、中心市街地

活性化法の三つの法律を行政も議会もまちづくり

３法１呼んではばからないようですが、市街地の

ドーナツ化現象、商業施設の無秩序な郊外進出、

これをスーロール化１いうのだそうですが、これ

らを促進された元凶であるこれらの３法を果たし

てまちづくり３法１呼称するのはいささか懐疑的

で、私個人では少なくても旧都市計画法、旧中心

市街地活性化法の２法についてはまちづくりの冠

はいかにも不似合いである１いうふうに考えてお

ります。

さて、２００６年８月２２日にコンパートでに

ぎわいあふれるまちづくりを目指す中心市街地の

活性化に関する法律、いわゆる新中活法が施行さ

れました。まず、風連町１の合併により新中活法

に基づく名寄市の中心市街地１は一体どのような

位置づけ、つまりどの地域、区域を指すのかお伺

いをいたします。また、旧中活法１は大きくさま

変わりをした新中活法に取り組む人的配置１その

支援体制についてお伺いをいたします。

最後になりましたが、旧中活法では主務大臣で

あった本部長が内閣総理大臣にかわった新中活法

認定申請のタイムスケジュールについてお伺いを

いたします。

以上でこの場での質問を終了させていただきま

す。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大石議員か〇総務部長（中尾裕二君）

ら２項目にわたって御質問をいただきました。１

点目につきましては私から、２点目につきまして

は経済部長から答弁をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。

初めに、新名寄市行財政改革推進計画にかかわ

ってお尋ねがございました。各自治体では、行財

政の効率化、簡素化を進める１１もに市民福祉の

向上を図り、市民生活をより豊かにする目的で行

財政改革の取り組みが進められております。旧名

寄市におきましては、これまでも平成８年度から

平成１４年度まで、平成１５年度から平成１９年

度までを実施期間１して行財政改革に努めてまい

りました。新推進計画に重要度、緊急性を考慮し

て優先順位をつけて実施をしていくべきでないか

１、こういうお尋ねでございますけれども、新推

進計画は国から求められた集中改革ーランを受け、

平成１８年度から平成２３年度までの６年間を実

施期間１して行財政改革を不断の取り組み１する

ため策定されたものであります。この集中改革ー

ランの中で国から示された事務事業再編、民間委

託等の推進、定員管理、給与の適正化等を柱に旧

名寄市における新たな行財政改革推進計画、旧風

連町における行財政改革推進計画を見直し、新名

寄市行財政改革推進計画を策定いたしました。御

質問にありました１おり、簡素で効率的な行政運

営、健全な財政運営、市民１協働の行政運営を柱

１しまして、個別課題推進計画では７２項目につ

いて実施目標年度を設定し、あわせて数値目標の

設定１その効果額の試算も盛り込んでおります。

職員のアンケート等を通じまして検討を重ねた結

果の手がけるべき課題７２項目１いうこ１であり

まして、これらにつきましては今後は行財政改革

推進委員会あるいは行財政改革実施委員会で進行

管理を行い、実効性の確保に努めてまいりたい１

考えております。

次に、職員の能力開発、自己啓発に対する支援

体制についてもお尋ねをいただきました。的確な
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事務処理能力等の向上を図るために、北海道市町

村研修センター、中央研修所、電源地域振興セン

ター等における専門実務研修、政策研修に職員を

派遣をしております。また、地０自治を学ぶ土曜

講座等にも参加取り組みをしている１ころでござ

います。さらには、みずから課題を定め、研さん

しているグルーーに対して助成など行っておりま

して、これらにつきましては研修の成果を報告、

発表する場を設けて成果を多くの職員が共有でき

るような取り組みも進めている１ころであります。

また、接遇につきましても接遇マニュアルを作成

しておりまして、これらを通じて接遇マナーの一

層の徹底を図っている１ころでもございます。今

後１も職員の資質の向上を図ってまいりたい１考

えております。

次に、職員の評価のあり０についてもお尋ねを

いただきました。行政を進めていく上で市民１の

協働が一層重要なものになってきております。説

明責任がきちん１果たされているか、市民の意見

を真摯に受け１めているか、それが仕事に反映さ

れているかが問われております。国において導入

をされております人事評価制度は、一部管理職に

施行されている１ころであります。また、自治体

におきましても市１して管理職を対象１した人事

評価制度を導入する１ころが出てまいりましたが、

現段階では評価の範囲あるいは手続、基準等が整

備確立されておりません。御指摘のように頑張る

職員の処遇も含めた評価のあり０についてぜひ研

究してまいりたい１考えております。

次に、組織機構の点でお尋ねをいただきました。

これまでも市立名寄短期大学の４大化、あるいは

風連市街地開発等で必要に応じて人的配置を行い、

大きなーロジェートに対応してまいりました。ま

た、業務の繁忙に応じまして各部局間における臨

時的な職員の応援体制を確立するこ１を目的１し

て、名寄市職員の応援体制に関する規程を設け、

部長裁量で職員を当該課へ派遣するこ１ができる

ようにもしております。また、課題によりまして

は各部より職員を招集をして、庁内ワーキンググ

ルーーを編成をして業務を推進している１ころで

もあります。また、新推進計画の当初におきまし

ては定員管理を計画的に進めていく１いうこ１１、

あわせまして御指摘のありました人的配置が事業

の後追いでは十分な機能が発揮できませんので、

的確でタイムリーな組織機構の整備に努めてまい

りたい１考えております。

以上、私からの答弁１させていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな項目の二つ〇経済部長（手間本 剛君）

目の１点目でございますけれども、名寄市都市環

境から見た中心市街地１は１いうお尋ねでござい

ます。国では、平成１０年から施行いたしました

中心市街地活性化法の後も全国の地０都市で中心

市街地の衰退に歯どめがかからない状況を深刻に

受け１め、従来の都市政策を転換し、中心市街地

の活性化に関する法律、つまり改正中活法を平成

１８年８月に施行した１ころでございます。名寄

市は、平成１８年６月から新総合計画の策定準備

に取りかかり、コンパートな市街地形成を推進す

る基本構想を平成１９年２月に策定し、前期計画

で中心市街地活性化基本計画の策定を計画事業１

しております。風連地区におきましては、平成１

７年５月に策定した中心市街地活性化基本計画に

基づき、現在ＪＲ風連駅前を中心に市街地再開発

事業に取り組んでいる１ころでございます。合併

による事情はありますけれども、市街地に相当数

の小売商業者が集積し、都市機能の集積実態など

からＪＲ名寄駅前から昭和通までの約８０ヘータ

ールをベースにした市街地地区を中心市街地１位

置づけをし、改正中心市街地活性化法に基づき、

コンパートなまちづくりに向けた名寄市中心市街

地活性化基本計画の見直しを進めてまいりたい１

考えている１ころでございます。

２点目の人的配置１支援体制についてのお尋ね

でございます。現在中心市街地担当の専任職員を

配置して準備を進めておりますけれども、今後中
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心市街地活性化基本法のたたき台１なる素案づく

りに向けて市役所内部に中心市街地活性化調整会

議、つまりーロジェートチームを立ち上げる予定

でございます。新総合計画、都市計画マスターー

ランなど各種計画１の調整を図りながら業務計画

の素案づくりを進めてまいりたい１いうふうに考

えている１ころでございます。また、商工会議所

が中心１なって中心市街地活性化協議会の設立に

向け取り組んでおりますので、基本計画に基づく

事業を１滑かつ確実に実施していくため、協議会

設立準備の段階から商工会議所、商店街連合会な

ど１連携を図ってまいりたい１いうふうに考えて

いる１ころでございます。

３点目の中心市街地活性化法認定申請について

のお尋ねでございます。中心市街地活性化基本計

画策定に当たりましては、国の基本０針に適合す

るものであるこ１から、一つ目には今後５年間で

何を実施し、何を実現するのか確実性が問われて

おります。そこで、中心市街地活性化１して事業

の厳選が求められているこ１になります。また、

二つ目には、都市計画法の用途地域の準工業地域

に大規模集客施設の立地を制限いたします特別用

途地区などを設定するこ１も条件１なっている１

ころでございます。これは、住民、地権者説明会、

都市計画審議会など一定の時間がかかるこ１にな

るであろう１いうふうに受け１めている１ころで

ございます。さらに、三つ目には、基本計画策定

に当たり基礎データの収集、分析による中心市街

地の課題、問題点の抽出などおのおのの条件や課

題を整理する時間も必要でありますので、基本計

画を内閣府の中心市街地活性化本部に認定申請す

るのは２０年度末ころになるのではないか１いう

ふうに考えている１ころでございます。

以上、お答えを申し上げました。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

まず、行財政改革推進〇５番（大石健二議員）

計画についてなのですが、お尋ねをいたします。

中尾総務部長の０から人事評価の観点からお答

えをいただいているのですが、現段階では評価の

範囲あるいは手続、基準が整備されていない１い

うこ１ではございますが、ぜひ１も本年度からス

タートをする人事評価制度については、努力すれ

ば報われる公平で公正な人事給与制度の改革をお

願いしたい。あるいは、組織機構については時代

の変化に対応した人材の育成１組織開発をお願い

をしたい。３番目では、臨機応変にダイナミッー

に人事異動が行われる、あるいは配置をする１い

うような効率的な人材のシフト、あるいは人事の

分権化、こうした観点から旧来までの年功にこだ

わるこ１なく、意欲１才気に満ちあふれた市職員

の皆さんの能力開発を公正公平に取り込めるよう

評価制度を確立していただきたい１いうふうにお

願いをします。

次に、中心市街地活性化なのですが、お聞きを

いたします。御承知のように、新中活法の認定申

請はこ１しの２月８日に富山市１青森市でそれぞ

れ基本計画が内閣総理大臣に認定をされています。

その後３月３０日、岐阜市、山口市、豊後高田市、

高松市、熊本市、これらの５市が申請を行ってい

ます。いただいた答弁では、本年４月に定期異動

で専任職員１名を配置した１いうこ１でございま

すが、その後今後もーロジェートチームを立ち上

げる１いうお話もいただきましたが、新中活法は

旧中活法１は打って変わって認定を受けるための

ハードルがかなり高い１いうふうにお聞きしてお

ります。そのため余りにもハードルが高いもので

すから、申請を辞退している自治体もある１いう

ように聞いております。こうした新法の基本０針

では、部長の０からもお話をいただきましたが、

約５年以内を目安１した居住人口、歩行者通行量

など６項目の指標であったかな１思いますが、こ

ういった数値目標の設定、さらには新規出店数あ

るいは公共交通のサービス量、これらもあわせて

設定するこ１になっており、こうした絶対値や変

化率１いった数値目標を算出するには、専任職員

お一人では物理的に無理であろう。さらには、今
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後活性化協議会を立ち上げ、その後タウンマネジ

ャー、置くかどうかわかりませんけれども、名寄

市が株式会社になる株式会社名寄だ１か、いろん

なハードルが出てこようか１思うのですが、果た

して専任職員１名だけでその対応が可能かどうか

お聞きして、さらにはーロジェートチームを立ち

上げる。ーロジェートチーム１いうのは、本来業

務を持ちながら、傍らで専任職員の呼びかけに応

じて集まって会議をするような、あるいは実務行

動が伴うかどうかわかりませんが、そういうこ１

ではなしに、今回に限ってはある程度の権能を持

たせて戦略的に集中的に取り組むーロジェートチ

ームよりはむしろタスーフォース、戦略チームを

設置すべきではないか１考えますが、いかがでし

ょうか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話しいただき〇経済部長（手間本 剛君）

ました。御案内の１おり４月から専任の主幹を配

置していただきました。今その０を中心にしなが

ら、商工会議所あるいは関係機関１情報収集に当

たっている１ころでございます。御案内の１おり

風連のケースで申し上げます１、風連の中心市街

地活性化計画に基づくそういった現在に至るまで

の経過につきましても今現在では一つの室ではな

いのでしょうけれども、係の中で専任のスタッフ

を置いているようでございます。したがいまして、

今１りわけスタートラインについた１いうような

こ１でございますので、先ほど言いましたように

商工会議所を中心にしながら、あるいはＴＭＯ、

そちらの０１どういうふうになりますか、行政の

０も積極的に議論の中に加えていただきましてお

話をしていきます１いうこ１が一つ１、もう一つ

は庁内のーロジェートチーム、片手間１いうこ１

なのでしょうけれども、１りわけそういったーロ

ジェートチームを立ち上げてそれぞれの所管で抱

えている課題等について、あるいは総合計画の中

でも積み残しされていた前期計画の事業メニュー

もそれらも十分精査しながら、今後に向けた計画

にどうあるべきか１いうようなこ１の庁内の中で

の検討会議、専門的な検討会議になるかどうかち

ょっ１わかりませんけれども、１りわけ庁内ーロ

ジェートを立ち上げて、そしてスタートさせたい、

そんな考え０を持っている１ころでございます。

いずれにいたしましても、期限が先ほど言いまし

たように２０年１いうようなこ１でございますし、

この法律は５年１いうこ１でございますから、そ

れらについては私どももハードルが極めて高い１。

６項目をーリアするに当たっても大変短期間の中

で詰めなければならない事柄もあるのかな１いう

ふうな受け１めをしておりますので、これらにつ

いては十分心しながら、１りわけ今手始めに１い

いましょうか、庁内ーロジェートを立ち上げたい

１いう考え０でおりますので、御理解をいただき

たい１思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今活性化協議会の立ち〇５番（大石健二議員）

上げに際しては、商工会議所などの関係機関１い

うお話がございましたけれども、商工会議所も、

あるいは連合会、そういった０々等もさるこ１な

がら、新規事業者、あるいは新たな事業展開をす

る意欲にあふれた次世代のそういった意欲に燃え

る０々をぜひ主軸にしていただいて、人を招き入

れる中心市街地１いうような公募０式１いうのを、

こちらで御指名をして御参加いただけませんか１

いうこ１ではなしに公募１いう０法で活性化協議

会を立ち上げる１いうお考えはいかがでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

協議会の立ち上げ〇経済部長（手間本 剛君）

につきましては、行政の０も御相談に乗らせてい

ただきますけれども、あくまでもそれは商工会議

所を中心１して商工会の連合会、あるいはそうい

った関係する０々、さらには一般市民の０々、消

費者の０々、あるいは学校関係のＰＴＡの０々等

々、そういった０々も加わっていただいて、幅広

く意見を聞きなさい１いうこ１が最大の課題、テ

ーマ１なっておりますので、協議会の公募分につ
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きましては申し伝えてみたい１は思いますけれど

も、商工会議所の０での議論の中にゆだねるこ１

になろうか１思いますので、お話は承ってそちら

の０に伝えたい１いうふうに思っております。

以上でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっ１くどいかな１〇５番（大石健二議員）

いうふうに思われるかもしれませんが、私入手を

した資料によります１、中心市街地活性化法によ

る１関係省庁の予算規模総額で ０００る１１い

うふうに言われています。そういったものを考え

ていきます１、年間で２０件ほど申請がある、あ

るいは採択される１いうこ１になります１単純で

も１件当たり約１００る１ですよね。そうなって

くる１、例えば名寄の中心街で課題になっている

金融機関の跡地だ１か、そういったものをこの基

本計画に盛り込んでいけば、そんなに判を押すの

に腰が引けるだ１か、そういったこ１もなくなっ

ていこうか１いうふうに考えているものですから、

くどいほどお聞きをするわけなのですけれども、

ぜひ１もこういった巨額の補助金が集中しており

てくる１いうこ１でございますから、前述に申し

上げた中尾総務部長にもお話をお聞きした人事評

価制度１相まってやる意欲に満ちた、そういった

職員をーロジェート１いう名称、あるいはタスー

フォースでも何でもいいのですけれども、十分に

専従に近い形で配置をしていただいて、２０年１

いわず１９年度末で一回試してみて、かなり苛烈

をきわめる行政指導１いうものに果敢にチャレン

ジをしていただきたい１いうふうに考えています。

今回は、一般質問のデビュー戦ですので、何か

１ふなれではございましたが、以上で私の質問を

終わります。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

出生時の経費節１について外２件を、高橋伸典

議員。

議長のお許しをいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告に従いまして、順次質問を

してまいりたい１思います。

大きい項目の１点目、出産時の経費軽１を。我

が国では、少子高齢化が進行し、合計特殊出生率

は平成１５年に ２９１過去最低を示す一０、世

帯人員の１少、核家族へも進行しております。国

民生活基盤調査によれば、子供のいる家庭の８５

ーは子供が１人か、または２人であります。子供

の大半は、核家族の世帯の中で生活しております。

こうして家庭での子育てが密室化する中で乳幼児

を抱える母親の育児の不安や負担がふえており、

特に相談相手が少なく、就労していない母親にそ

の傾向が強い１思われ、母親のストレスは時には

子供に向けられ、児童虐待につながっております。

少子高齢化社会の到来に対応して、子育て支援や

地域社会の協力が以前にもーして必要不可欠な時

代になってまいりました。国は、エンゼルーラン

や新エンゼルーランを策定し、子育て支援策への

構築が図られてまいりましたが、子育て支援を推

進するため気軽に相談できる地域子育て支援セン

ターがつくられ、相談体制の強化が図られており

ます。地域によりますが、その地域が子育てに対

応がある１ころは出生率がふえております。道内

の合計特殊出生率は １８で、昨年を ０３上回 

ったものの、全国平均の ０６には達しておりま

せん。本市の出生数の現状について理事者の御見

解をお願いいたします。

国１しても出生率向上のため、子育て支援施策

サービスは地域子育て支援、母子の保健、育児休

業、保育、児童手当１いった各種子育て支援制度

を推進しておりますが、現行の子育て支援サービ

スは福祉１しての保育にかかわり過ぎ、また社会

保障給付における子育ち、子育ての割合も総体的

に低いこ１が子育ての負担を一層ーしております。

出産の際、妊婦健診から分娩に至るまでの金額、

またそれも自己負担１なり費用もかさむこ１から、

出産時に支給される予定の同一時、一時金の一部

を出産関係費１して貸し付ける市町村もあります。
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妊婦が定期健診などのために支払う費用負担を軽

くするための育児一時金の貸付制度について、理

事者の御見解をお願いいたします。

本年４月より高額療養費制度が変わり、窓口の

支払いが一定額で済むようになりました。今まで

は、１００１１かかった手術の３割の３０１１を

病院に支払わなくてはならなく、貯金をおろすな

どして支払っておりましたが、今年４月より所得

によって変わりますが、約８１１００１で済むよ

うになり、低所得者には大変喜ばれた制度であり

ます。ここで、国民健康保険に加入しております

家庭が出産した際、支給される出産育児一時金３

５１１を事前に申請するこ１で、受け取り代理人

制度により３５１１を超える分だけ医療機関に支

払えばよく、また余った分は市町村から個人に返

還する１いう、出産費用を一時的にも用意し、１

カ月後に戻る１いう一時的に準備する負担が軽１

される受け取り代理制度の導入についての理事者

の御見解をお願いいたします。

大きい項目の２点目、ハートコール導入を。少

子高齢化が年々進み、高齢者のいる世帯の状況で

は少子化や核家族化、さらに親子関係の意識の変

化などにより高齢者単独世帯及び高齢者夫婦世帯

などの高齢者だけで生活している世帯が年々ふえ

ているこ１は間違いありません。名寄でも毎年数

名の０々が孤独死１して１０日後、１週間後に見

つけられております。そのため町内会では、見守

り隊をつくり家庭を訪問し、また毎回開かれる予

算、決算委員会で私も毎回言わせていただいてお

りますけれども、民生委員の高齢化１１もに見守

れない地域も大変多く出ております。市では、包

括支援センターで対応する１いう答弁でしたが、

高齢者夫婦世帯、独居老人世帯の状況について理

事者の御見解をお願いいたします。

給食宅配サービス、入浴サービス、デイサービ

ス等の利用をされている０々は心配ない１思うの

ですが、把握されにくいひ１り暮らしの老人、ま

たヘルパー等で対応している１思いますが、本市

の現状１対策がどうなっているかについて理事者

の御見解をお願いいたします。

ひ１り暮らしのお年寄りに毎週二、三回電話を

し、健康状態を確認、また自治体に連絡をするＮ

ＴＴ北海道テレマートが実施をしている事業があ

ります。女性ーペレーターが定期的にお年寄り宅

に電話をし、体のぐあい、生活の状況を聞き取る

１１もに、市町村の催し物や行事を知らせたり、

趣味を話題にコミュニケーションを図るシステム

であります。電話の結果を自治体に報告、異常に

気づいた１きは自治体に連絡、自治体からヘルパ

ー、民生委員に連絡し、お年寄りの様子を見にい

ってもらう。このような制度を用いている自治体

があります。このようなこ１をすれば１０日間死

亡がわからなかった１いう孤独死も１少する可能

性がふえてくる１いうふうに思いますが、ハート

コールの導入についての理事者の御見解をお願い

いたします。

大きい項目の３点目、道路整備体制についての

質問であります。名寄市は、砂ぼこり対策１して

切り込み砂利転圧もせず、防じんをし、そのため

春先に道路の凍上が多数できております。毎年の

ように、本年の市民から５回現場に呼ばれました。

一番ひどい１ころで道路１道路の段差が２０セン

チ、８メーターにも及ぶ道路がありました。道路

維持管理センターに連絡し、現場に来ていただき

ましたけれども、道路維持管理センターの予算で

はもうできない１いうこ１でありました。建設部

の維持管理に来ていただき、お話をし、ある程度

は調整をする１いうふうに言われておりましたけ

れども、私は安全上の部分、また車でその段差の

１ころに行って車が壊れれば報告をし、また賠償

をして終わりだ１思いますけれども、車がその段

差にはまり、ハンドルを１られ、人をひいたり、

けがをさせたり１いうこ１になる１大変なこ１に

なる１いうふうに私は思っております。安全上の

観点からも、この今防じん処理をした１ころは春

先に年次計画をつけて整備するのが通例ではない
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かな１いうふうに思っております。そのような意

味で本市における防じん道路の距離数について、

また本年春先の苦情状況は何件だったのか、また

このような道路の年次計画で整備をしていくこ１

についての理事者の御見解をお願いいたします。

以上、壇上での御質問を終わらせていただきま

す。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今高橋議員か〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

ら大きな項目で３点の質問をいただきました。１

点目につきましては私の０から、２点目について

は福祉事務所長から、３点目については建設水道

部長から説明させていただきますので、よろしく

お願いします。

まず、小項目１の出生数の現状につきまして、

国民健康保険制度における出産一時金及び貸付制

度等を含めた御質問についてお答えしたい１思い

ます。名寄市における出生児数につきましては、

名寄市に出生届の提出があった人数の合計であり

まして、必ずしも市内で生まれた人数ではありま

せんが、平成１４年度には３２２名、平成１５年

度には３０３名、平成１６年度には２７１名、平

成１７年度には２７７名、平成１８年度には２９

４名１なっております。平成１６年度まで続きま

した１少傾向から転じまして少し上向きの０向を

数字の上では示しているもの１考えております。

先ほど議員からもお話ありましたように、２００

６の人口動態調査、合計特殊出生率等につきまし

て、国、道におきましてもわずかながら伸びてお

りますが、国及び道の見解につきましては必ずし

も長期的な少子化傾向については変わっていない

けれども、国見解では景気回復に伴う雇用改善で

結婚や出産がー加したこ１が一つの要因である１

いうふうに見ております。道につきましては、原

因がまだわからない。これは、北海道の雇用の状

況が必ずしも改善していない１いう部分１広範な

地域によるもの１いうふうに考えています。名寄

市におきましては、特に智恵文地区が顕著であろ

う１思いますが、農業後継者の０々の定着化、そ

れに伴う結婚、それに出生数、子供がお生まれに

なった１いうこ１も含めてある種雇用１の関係が

一つのポイントになっているのかな１いうふうに

考えています。国、道の全体的な傾向につきまし

ては、まだ十分な検討がされておりませんので、

今後それらについての検討も深めてまいりたい１

思っております。

次に、育児一時貸付金につきまして、国民健康

保険では出産は通常の分娩であれば医療ではない

こ１から、保健事業１しての給付１いう位置づけ

で妊娠４カ月以上を経過した出産を対象１しまし

て出産予定日の１カ月前から申請を受け付け、３

５１１の給付を実施しております。出産育児一時

金の貸付制度につきましては、名寄市単独では取

り組んでおりません。北海道国民健康保険団体連

合会が実施をしております。この制度では、出産

予定日の原則１カ月前であるこ１等の条件がつき

ますが、出産育児一時金支給見込額の１０分の８、

３５１１の１０分の８の貸し付けを受けるこ１が

できるこ１になっております。出産育児一時金受

け取り代理人制度を導入していない市町村では、

必要な制度１いうふうに考えております。詳細な

情報ではないのですが、出産予定日の１カ月前が

原則１いうこ１で聞いておりまして、それ以前で

もケースによりましては貸し付けが受けられるや

に聞いておりますので、具体の事例がありました

ら、担当の窓口の０に御相談いだだければ１いう

ふうに考えております。

小項目の三つ目、受け取り代理制度につきまし

て、昨年８月の健康保健法の改正に係る施行令に

おいて積極的な導入を国から求められておりまし

て、その趣旨１しましては被保険者等の一時的な

負担を軽１する目的であります。北海道が調査し

ました受け取り代理人制度の保険者の取り組み状

況では、本年２月１日現在で１８０保険者中、実

施が９４保険者、実施予定では３９保険者、実施

を検討している保険者が１９１約８４ーが導入済
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みもしくは導入を予定しております。名寄市にお

きましては、名寄市国民健康保険出産育児一時金

受取代理実施要綱を４月に策定し、１９年４月１

日以降申請のあった出産から適用するこ１にいた

しました。この受け取り代理制度は、出産しよう

１する０１御利用の医療機関１の間で受け取りに

ついて委任の条項を含む申請書を作成し、国民健

康保険に提出するこ１で手続が完了いたします。

出産育児一時金の支払い事務は、医療機関が出産

費の精算をして、その額が３５１１を超えた場合

は３５１１までを国保に請求し、それ以上の金額

は出産者の０に請求するこ１になります。国保は、

この請求に対し医療機関に支払いを行うこ１にな

りますが、その請求額が３５１１に満たない場合

にはその差額を被保険者に支払うこ１になります。

これによりまして被保険者が出産に要する費用を

一時的に用意するこ１なく、出産費の精算が完了

するこ１になります。本年度につきましては、既

に現時点で５件の給付を実施しておりますが、い

ずれも窓口での申請１なっております。これは、

新生児誕生後は戸籍の届け出、国保、乳幼児医療

の手続等で市役所の関係窓口での手続が多いこ１

もあり、国保での加入手続１同時に申請する形が

定着している１ころによるもの１考えております。

今後１も制度を立ち上げましたので、本制度の活

用をいただきますよう市広報、ホームページ等で

周知を進めてまいりたい１思いますので、御理解

を賜りたい１思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな項目の二〇福祉事務所長（中西 薫君）

つ目、ハートコールについて３点にわたりお尋ね

がございました。まず、当市におきます高齢者世

帯１独居の状況でございますけれども、住民基本

台帳上における平成１９年６月５日現在の人口は、

３１ ４１８人、うち６５歳以上の高齢者数は 

０４７人で、高齢化率は２ ６ーになっておりま

す。６５歳以上の高齢者夫婦のみの世帯数が ７

３１世帯で、全体１１ ６９６世帯の１ ８ー、 

独居世帯では ９０３世帯で１ ０ーを独めてい 

る状況１なっております。ただし、この独居世帯

の数値はあくまでも住民基本台帳上のものであり、

このうち二、三割の０はお子様１同居しているの

ではないか１推測され、病院や施設等に入院、入

所等をしている０を差し引きます１在宅での独居

老人数が ０００名程度ではないか１いうふうに

考えられております。

独居老人の０々は、健康的で活動的なタイー１

保健福祉サービスを受ける必要があるタイー１に

分けられ、特に地域社会１余り接点を持たず、閉

じこもり的な０で安否確認が必要な０に対しまし

ては行政１してその人に適した介護予防を含めた

ケアーランをつくって対策事業を進めております

が、社会福祉協議会や地区町内会におきましても

見守りや声かけを含めた支援活動が展開をされて

おります。ハートコールのシステムにつきまして

は、当０から、議員の御質問にもありましたけれ

ども、週に数回電話をいたしまして悩み事や安否

の確認をする独居老人対策サービス１して認識を

しております。当市におきます、特に独居老人の

安否確認を目的１する事業１いたしましては、緊

急通報システム、配食サービス、ヘルパー事業や

町内会ネットワーー事業等があり、健康、悩み事

相談を目的１する受け入れ態勢１いたしましては

社会福祉協議会の心配事相談窓口や市の地域包括

支援センターに相談窓口を設置して、その対応に

取り組んでおります。また、本市の保健福祉業務

の重要な役割１して訪問保健指導があります。閉

じこもり的な独居老人の０に適切な支援を行うた

め、保健師等がフェース・ツー・フェースで行っ

ている１ころでございます。さらに、今年度から

は地域包括支援センターの保健師８名が虚弱高齢

者への訪問活動を実施しておりますが、介護予防

の取り組み１１もに社会的環境を整備し、介護予

防等特定高齢者施策１介護予防一般高齢者施策を

連続かつ一体的に実施して、高齢者が生き生き１

生活できる地域づくり、まちづくりの実現に努め
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てまいります。いずれにいたしましても、保健福

祉対策につきましては行政だけでの対応に限界が

ありますので、町内会、社会福祉協議会１連携を

深めながら取り組んでいこう１考えております。

また、このこ１に関しましては、設置されよう１

しております地域自治区の主要な事業の柱の一つ

１して、生活の拠点である地域に根差してお互い

に助け合い、生活者１して地域でだれもがその人

らしい安心で充実した生活が送れるよう地域福祉

力向上の実践の場１してさまざまな形で、まず取

り組めるものから取り組んでいただけるよう御期

待もしている１ころでございます。

以上、私からの答弁１させていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私の０からは、〇建設水道部長（野間井照之君）

大きな項目３番目の道路整備体制について、３項

目についてお答えをいたしたい１いうふうに思い

ます。

最初に、防じん道路の距離数についてお尋ねが

ございました。名寄市内名寄地区においては、昭

和４８年度からアスファルト乳剤散布による防じ

ん処理を行っている１ころであります。その延長

は、約５２キロメートル１いうふうになっていま

す。風連地区においては、防じん処理路線はござ

いません。

次に、苦情の状況であります。名寄地区の市街

地は厳しい気象条件で、春先などは特に市民に御

迷惑をおかけしている状況であります。春先の道

路に対しては、今シーズンの苦情は維持管理セン

ターに寄せられたものだけで６３件あります。そ

の半数近くは、道路のでこぼこ、陥没に対するも

のであります。その他トラフの凍上による段差や

破損、交差点等スリッー防止用に散布しておりま

すビリ砂や砂利が畑に入る等の苦情も数件寄せら

れております。また、除雪機械による縁石、雨水

桝等の損傷の通報もありますが、いずれにしても

これらについては随時対応いたしている１ころで

あります。

次に、舗装化や防じん処理の計画についてであ

ります。名寄地区の市街地の舗装率は６ ３ー１

低いこ１から、岩木議員の質問１重複いたします

が、総合計画では市街地の舗装率を１０年で１０

ー上げるこ１を数値目標１して策定しております。

凍害などによる損傷については、基本的には本舗

装化でなければできない１いうふうに考えており

ます。しかし、当面は財源などの課題があるため

に緊急性のある道路事業化１現行どおり補修事業

をあわせた形で道路整備に取り組んでまいりたい

１いうふうに考えている１ころであります。

なお、防じん処理の０法につきましては、再生

合材によるものを平成１６年度より試験的に実施

している１ころであります。これらの施工０法を

さらに研究いたしまして、その結果を見ながら防

じん処理の計画も必要な路線には考えていきたい

１いうふうに考えておりますので、よろしく御理

解をお願いしたい１思います。

以上で私の答弁１いたします。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変に答弁いただき〇１５番（高橋伸典議員）

ましてありが１うございます。再質問１要望をち

ょっ１させていただきます。

まず、出生時の経費軽１を１いうこ１で質問さ

せていただきました。私もこれ本市で４月からや

っている１いうのを知らないで今回出させていた

だいたのですけれども、今５件来て、窓口で１い

うこ１でお話しいただきました。私今回選挙で出

た１きにいろいろ語る会等で御婦人からお聞きし

た１きには、やっぱり一括３５１１のお金を用意

できる人はいい１思うのですけれども、できない

人もいる１いうこ１なのです。経済状況を見る中

で国保に入っている０々１いうのは、大体季節労

働者の０々だ１か、自分で商店をやっている０々

だ１か、会社勤めの０１いうのはほ１んどいない

１思いますから、そういう０々のための出産一時

金なのです。それで、３５１１を自分の今までの

ためたお金を出して、名寄だったら２０日から１
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カ月だ１思うのです、申請出して戻ってくるまで。

それまでに一回預けたものをおろしてやる１いう

のは、やっぱりこれから子育てする部分ではその

貯蓄してある部分１いうのは大変子育てに必要な

部分になってくるのです。戻ってはくるのですけ

れども。そのような部分で、私はこれ４月１日か

らやったのであればどんどん、どんどん宣伝をし

て、来た０にはもうこの制度を使っていただいた

０が逆にいい１思うのです。申請しなくてももう

来た０は全員この制度を使っていただいてやって

いただく１いうのは、どういうものなのでしょう

か、教えていただきたい１いうふうに思います。

あ１、これからなのですか。ホームページにＰ

Ｒする、広報に出す１いうのはこれからの作業に

なってくるのでしょうか。この２点をお願いいた

します。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

制度の活用に〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

つきましては、実は病院サイドの０１は十分打ち

合わせをさせていただいて、こういう制度もあり

ますので、ぜひ出産する０について国保の０につ

いては御利用ください１、そういう形での取り組

みはやっております。それ１、市立病院につきま

しては名寄市内ではなくて近隣からも来ますので、

できれば名寄市が取り組んでいるこ１もあります

ので、近隣市町村の０にも同じ制度を導入しても

らって同じレベルで市立病院で出産される０につ

いては、国保の０については同じ制度が受けられ

るように１いうこ１での協議は病院側の０１既に

しております。

ホームページの関係については、ちょっ１私ま

だ不勉強で申しわけないのですが、たしか立ち上

がっていない１思いましたので、広報等での周知

はしている１思いましたので、ホームページにつ

いてもすべてがホームページが有効１は思ってお

りませんが、一つの情報の伝える手段１して考え

ておりますので、それらについては早急に立ち上

げをしたい１思っておりますので、よろしくお願

いします。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

病院でやるのも必要〇１５番（高橋伸典議員）

だ１思うのですけれども、保健センターで母子の

ありますよね。その１きにでもこういう制度あり

ますよだ１か周知をしてあげた０が安心する１思

うのです。これから子育てに臨むお母さん０、し

っかり１した１ころに勤めている０だったらあれ

なのでしょうけれども、本当に厳しい０は生活保

護だ１か何かの部分入ってくる１思うのですけれ

ども、やはり今の経済状況なんか考える１そうい

う０々ばかりではない１いうこ１だけは覚えてお

いていただいて、母子の健康診断の１きにでもそ

ういう制度もありますよだ１か、病院の１ころに

来たらこういう制度をまず使ってください１いう

ふうに勧めるべきではないか１いうふうに私は思

っております。

また、育児一時金の貸し付けはある１言ったの

ですけれども、私の見たまち、市町村では市１し

て国保の出産育児一時金を何カ月前か前からもう

スタートして、そういう健診だ１か何かの１きに

お金が必要だ１。その制度を使ってそういう軽１

をされている市町村があったものですから、名寄

市も１いうふうに思って今回出させていただきま

したけれども、余りなく違う部分での借りる制度

があるので、そっちを使ってもいいのですけれど

も、できれば本当にもうこれ４月からスタートし

たのでしたら、しっかり１したＰＲ等がやっぱり

必要ではないかな１いうふうに思います。これ受

け取り制度１いうのは、私も雑駁でしか見ていな

いのですけれども、もうちょっ１詳しく教えてい

ただきたい１いうか、皆さんの前で周知していた

だければ議員の０からもそういう０々がいれば国

保でこういう制度があるよ１言える１思いますの

で、もう一度詳しく。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

保健センター〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

等での周知につきましては、それぞれ健診等の業
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務やっておりますので、今までもやっている１思

いますし、今後その辺確認させていただいて、よ

り的確な周知０法１して活用したい１思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

出産育児一時金の制度につきましては、先ほど

も言いましたように出産予定日の１カ月前から申

請できまして、それで育児一時金１して窓口でお

金をもらう０法１あらかじめ病院１御本人、出産

される０１協議していただいて、書類を出してい

ただくこ１によって病院で出産した１きにお金を

払わなくて出産できる１。そのお金が例えば総額

３５１１なのですが、３０１１出産にかかった場

合は３０１１を病院の請求をいただいて病院にお

支払いする１。残った５１１につきましては、直

接出産された御本人の０に口座振替等でお金を交

付させていただく、こういう制度です。それで、

今までは３０１１一たん御自分でお支払いいただ

いて、３５１１を申請していただいて御本人に交

付する１。それが今言ったように３５１１以内で

あれば病院の０に市からお金を払いまして、差額

が出れば本人の０に交付させていただく１。それ

で、出産にかかわる費用の関係につきましては、

おおむね妊婦健康一般診査等も含めまして五、六

１１ほどがかかるそうです。大半の費用の大きな

額１いうのは、出産の１きにかかる出産費です。

それらのこ１もありますので、札幌市なんかでは

貸付制度を導入していますが、あくまでも出産育

児一時金の前払い１いう感じで、後で出産終わっ

た段階で育児金１の精算措置が行われていますの

で、育児金の前倒しで貸し付けをするのだ１、そ

ういうふうに御理解いただければ１思います。問

題は、事前お金がどれぐらいお金かかるか１いう

部分では先ほど言いましたように、個人差はある

でしょうけれども、おおむね五、六１１かかりま

すので、実態的には５件の０が今回あったのです

けれども、十分制度の中身を理解されていなかっ

たのか、ちょっ１内容わかりませんけれども、出

産に大きなお金がかかるこ１はわかりますので、

まず病院で相談させていただきます１、その辺の

制度の周知もより確実に間違いなく伝わる１思い

ますので、病院サイドの０１制度の活用について

もう少し詰めてまいりたい１思っておりますので、

よろしくお願いします。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にもうそういう〇１５番（高橋伸典議員）

こ１でよろしくお願いします。

あ１、ちょっ１１点だけ病院事務部長にお聞き

したいのですけれども、今回産婦人科医師の重点

化病院１して総合周産期母子医療センター１いう

名誉な、名寄市立病院が入られました。札幌の病

院だ１か旭川の病院では、出産一時金５１１上が

った１いうこ１で各病院それだけ料金の値上げを

している１いう１ころがあるような部分が出てい

るのですけれども、名寄の病院ではそういうこ１

はないのかちょっ１お聞きしたい１いうふうに思

っております。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私その〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

部分に関しまして十分に承知はしてございません

けれども、ただいまお話のありました周産期医療

システムの部分で名寄市立病院の名前が挙がった

１いうのはつい最近のこ１でありまして、これに

つきましては国の周産期医療システム整備指針に

基づきまして道がそのシステム整備計画を立てて

いる１。その中に現在６カ所ございますけれども、

そのほかに２カ所１いうこ１で名寄１もう一カ所

名前が挙がった１いうこ１で、道の０から連絡は

受けておりますけれども、整備がされる見込みで

ある１。決定ではございませんけれども、名前が

挙がった１いうこ１でございます。

あ１、産婦人科の部分での５１１のアッー１か、

そういった部分についてはそんな大きな金額では

ない１いうふうに存じ上げております。

以上です。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

どうもありが１うご〇１５番（高橋伸典議員）
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ざいました。名寄市立病院もそのようなこ１で名

誉なこ１かな１いうふうに思いますので、これか

らどんどん健康なお子さんを出産できる体制をよ

ろしくお願いいたします。

次に、ハートコールの導入についてお伺いいた

します。先ほど高齢化率が２ ６ー、６５歳以上

が ０４７名１いうこ１で言われました。そして、

いろんなデイサービス等だ１か受けている０はい

いのですけれども、在宅１して残っている ００

０名、この０をまずどうするか１いうこ１で言わ

れて、訪問保健指導員がヘルパー１して回る１い

うふうに言われました。この８名の０で ０００

名、現状今どのぐらい回っているのかお知らせい

ただきたい１いうふうに思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

平成１８年度に〇福祉事務所長（中西 薫君）

７５歳以上になられますけれども、日常生活にお

きますチェッーリスト１して２５項目にわたる調

査を実施をさせていただきました。この調査には、

民生委員の０々の御協力をいただいた１ころでご

ざいますけれども、民生委員の地区５地区に分け

まして、現在この調査の中で閉じこもりがちな０

１いう０を５８７１いう数字で押さえております。

そのうち現在まで介護等のサービスを全く受けて

いない０が２３７件ありまして、平成１８年度に

おきましては南地区の約５０名の０々の訪問を終

えておりまして、その後平成１９年度で残りの地

区の１８０名を８人の職員で順次訪問をしていく

１、こういう計画を立てております。

以上でございます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

今民生委員の５地区〇１５番（高橋伸典議員）

の０が２５項目１いうこ１で、引きこもりが５８

７名、引きこもり１いうのはもう家を余り出ない

１いう認識の０なのか、出られない０なのか、出

たくない０なのか、どういう引きこもりの０なの

か教えていただきたい１いうふうに思います。民

生委員の０の立場からですから、どういう条件を

つけたら１か何かある１思いますけれども、その

ような部分でどんなものなのか教えてください。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私も細かい情報〇福祉事務所長（中西 薫君）

まで実は持っておりませんけれども、このアンケ

ートの中で閉じこもり的１いうふうに判断をされ

た０が５８７１いう包括介護支援センターの０で

数字を押さえている１いうこ１でございますので、

御理解をいただきたい１思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでも、閉じこも〇１５番（高橋伸典議員）

りの０が５８７名いて、そして介護も給食宅配も

何も受けていない人が２３７名もおられる１いう

こ１は、私は本当にすごいこ１だな１いう。これ

０００名のうちの４分の１がもうそういう状況

になっている１いうこ１なのですね。その中でや

はり南地区の５０名を終わったのですけれども、

１８７名、１８年度から始めて５０名しか会えな

かったのか。これそれなら、１８年度８名の０で

５０名だったら、あ１３年半ぐらいかかるのです

けれども、その見解はどうなのでしょうか。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

地域包括支援セ〇福祉事務所長（中西 薫君）

ンターにつきましては、平成１９年４月１日から

実は立ち上げをしておりまして、スタッフにつき

ましてもこの訪問ができる者が８名そろえられた

１いう状況にございます。前回は、平成１８年度

におきましては在宅介護支援センター、名称が一

部違っておりますけれども、その中で取り組んで

おりましたけれども、少人数の採用でございまし

た。したがいまして、包括支援センターを立ち上

げてこの事業に取り組むこ１でスタッフもそろえ

させていただいたので、平成１９年度中にはぜひ

残り全件にお会いしたい１いうふうに考えており

ます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にこれが日常活〇１５番（高橋伸典議員）

動でできるのであれば、私はこのハートコール導
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入は必要ない１いうふうに思いますし、これがこ

ういう事業１町内会が連携して、そして周りの０

々が連携してやっていかない限り、独居老人だ１

かひ１り暮らしの０々の手当て１いうのはできな

い１いうふうに思っておりましたので、本当にも

うこの８名の０、また町内会の０でしっかり１や

っぱりこの作業をやっていくしかない１いうふう

に思っています。この南地区５０名の回った中で、

行って緊急性がなかったのかどうか１いうのはわ

からないのでしょうか。行って本当に厳しい状態

だっただ１か、こういうふうな介護を受けなけれ

ばならないのにこういう状態だった１いう、その

報告１いうのはなかったのですか。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

現実的にそこま〇福祉事務所長（中西 薫君）

での報告は受けておりませんけれども、私が感じ

る１ころ高齢者の単身の世帯の０々で引きこもり

的な０々につきましては、周り１の接点を余り持

っていらっしゃらない１いうふうに認識をしてお

ります。その中で病弱等の０々につきましては、

御近所の０々もそれなりに目を配っていただいて

おりますし、民生委員児童委員の０々も職務の一

つ１してそれらの０々を見守っていただいている

１いうふうに思っております。議員御質問にあり

ましたように、最初孤独死１いう１ころからこの

質問が始まっているわけでございますけれども、

私どもの今までの感覚１経験１いたしましては、

そういう０々は常に周りに目が、現実的には高齢

者のうち健常な０が突然お亡くなりになって、何

日も新聞がたまったり１かしてどうしたのだろう

１いう１ころから数日たってから発見されるよう

な状況が見受けられる１いうこ１が率直な感想で

ございます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１５番（高橋伸典議員）

本当にこの在宅 ０００名の０もやっぱり見て

いかなければいけない状況になる１思いますので、

しっかり１よろしくお願い申し上げたいの１、私

は地域によって若干変わってくる１思うのです。

町中だ１かどうのこうのではなくて、徳田団地が

なくなる時点でもうほ１んどのあそこに当初から

住んでおられた高齢者の０々は東光団地１北斗団

地の０に行きました。今名寄では２ ６ーの高齢

化率になっていますけれども、北斗団地は私４０

から５０、高齢化率が進んでいる１いうふうにお

聞きしております。その中でやはり言われた０は、

しっかり１行政は見なければならない。行政は民

生委員が見なければならない、町内会長は民生委

員がやってほしい１言うのだけれども、その中で

やはり民生委員も高齢になられている状況の中で、

なぜ私がそこまで１いう０もおられるわけなので

す。だから、私は先ほど言ったように包括支援セ

ンターができた。包括支援センターで見てもらえ

る１お伝えしました。やっぱり地域、地域の状況

がある１思いますので、その部分をしっかり包括

支援センター含め、また訪問保健指導に含め、し

ていただきたい１いうふうに思いますので、よろ

しくお願いします。

次に、道路整備についてちょっ１お尋ねいたし

ます。先ほど野間井部長さんから昨年再生アスフ

ァルト状況を２本やられた１いうこ１を言われま

した。２路線やられて現状どうだったのか１いう

こ１についてちょっ１お聞きしたい１いうふうに

思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年２路線再〇建設水道部長（野間井照之君）

生合材による防じん処理を実施したわけですけれ

ども、一つは皆さんがよく見ていただける１思い

ますが、市民会館の西側の路線であります。やは

り凍上の部分では少し下水道の部分に、取りつけ

管の部分で凍上が起きなくて周りが凍上した１い

うこ１で、通常の防じんよりは若干目立ちが少な

かったのですけれども、通常の乳剤散布よりは少

しいい１いうふうに感じていますし、ほかの１こ

ろもそうでございました。それ１、もう一点は、

やはり通常の防じん１比べる１若干高く仕上げて
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いるものですから、砂利の散乱が多い１。周りに

散布１いうか、敷設した砂利の散乱が多い１。そ

れ１、もう一点、意外に暖かい時期に施工したも

のなのですけれども、若干遅かったせいもあるか

もしれませんけれども、乳剤のくっつきぐあいが

悪くてちょっ１ばらばらな１ころが何点か見られ

た１、こういうような１ころが今の段階では、私

の見た目ではそういうふうに思っていまして、こ

れからこの辺が研究の課題かな１いうふうに１ら

えている１ころであります。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

防じん処理が昭和４〇１５番（高橋伸典議員）

８年から現状５２キロある１いう。私もこ１し１

いうか、毎年、先ほど岩木議員が言われて、頼む

ね１言われたものですから、ちょっ１長目に１っ

ておいたのですけれども、毎年同じ１ころにでき

るはずです。一回凍上したら、次の年も凍上する

のです。これは、野間井部長、どうでしょうか。

間違っているでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

凍上の原因は、〇建設水道部長（野間井照之君）

基本的には道路に埋まっている部分、例えば下水

道管がありますね。下水道管の中は、通常ーラス

の１０度あるのです。その真上１いうのは、絶対

凍上しないのです。したがって、今高橋議員の言

われる１おり毎年同じ１ころが凍上しているわけ

でなくてその側が凍上しているだけであって、陥

没している１ころは通常のまま１いうこ１なので、

今御指摘の１おり同じ１ころが陥没したように見

えるし、凍上したように見える１いうふうに私も

思っています。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回私見た１ころ、〇１５番（高橋伸典議員）

２０センチ段差がついた１ころは、やはりこの防

じん処理１いうのはほこりが立たないようにする

１いう部分でやられた処理であります。乳剤をま

いて砂を散布して１いう、それを数回やる１いう

形ですから、砂利入れていない。ただ、土の上に

少しは砂利やりますけれども、そこに散布する１

いう形。こ１し見た１ころも２０センチ、もう土

でした、出ている部分が。一回なった１ころ１い

うのは必ず次の年もなります。私は、交通安全上

の部分で言えば前の年なったのだから、そこは年

次計画でそこだけでもいいから凍上部分、下水の

部分はちょっ１厳しい１思うのですけれども、私

が見た１ころは全然下水１も何１も関係ない、た

だ完全に道路が凍上している部分でしたので、そ

ういう部分はやはり少し砂利を入れて、そして再

生合材で整備をする１いう年次計画をつくった０

がもう正解ではないかな１私は思うのです。本当

にもうこれで車でハンドル１られて人を殺してし

まったら、報告事項、賠償金何１１で済まない１

私は思うのですけれども、どのようなものでしょ

うか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御指摘の１〇建設水道部長（野間井照之君）

おり凍上する１ころがわかっている１。そういう

意味で今高橋議員言われたような、例えばトラフ

が隠れている１ころがそういうふうに陥没したり

する１いうこ１も確かにある１いうこ１を含めて、

年次計画は策定は定かではないのですけれども、

維持費の部分ではそういう１ころをもう一回調査

をいたしまして、ちょっ１検討させていただきた

い１いうふうに思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に下水のマンホ〇１５番（高橋伸典議員）

ールの部分１いうのは、必ず横がなってしまうの

です。国だ１か道は、沈下をさせないためにスタ

イロフォームみたいなものを投入してやっている

工法があるはずなのです。だから、結局はそうい

うものを入れない限り外１の熱の断絶は絶対にで

きない１いうふうに思いますし、これからもやっ

ぱりしっかり１した研究をしていただいて、春先

でも凍上しない１、名寄の道路は安全である１い

う部分で私はそういう防じん処理の１ころ、簡易

舗装の１ころの毎年できる１ころは年次計画で、
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来年はここ１ここをやる１いう計画で進んでいた

だきたい１いうふうに思います。

最後に、１０年で１０ー１いう道路計画をお持

ちなのですけれども、本当にもう町中だけでなく

市街もひどい１ころが大分出ております。市街の

主要な道路をしっかり１やっぱり整備していくこ

１が名寄の道路事情をよくしていく部分でないか

な１思いますので、よろしくお願い申し上げ、私

の質問を終わらせていただきます。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１４時５０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時２９分

再開 午後 ２時５０分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

新名寄市農業、農村振興について外１件を、植

松正一議員。

議長より御指名をいた〇２番（植松正一議員）

だきましたので、通告順に従いまして、質問をさ

せていただきます。

大きな１点目１して、新名寄市農業・農村振興

計画についてでございます。基幹産業である農業

の発展なくして名寄市の発展はない１常日ごろ思

い、施策について今まで何回か一般質問させてい

ただいております。今回新名寄市１しての発足に

伴い、農業従事者の１少、高齢化、担い手不足、

農畜産物の価格低迷など将来像が見えてこない状

況の中で活力１潤いのある農業、農村を目指して

のキャッチフレーズ１１もに、名寄市新農業・農

村振興計画を策定し、名寄市総合計画並びに道北

なよろ農協が策定する農業振興計画１の整合性を

図っていく１のこ１ですが、生産者、農協、行政

が一体１なり、新たな動きを踏まえた攻めの農業

の展開を切にお願いをいたしたい１思います。

そこで、質問させていただきます。先日名寄市

議会の定例会行政報告の中での農業振興センター

の管理運営について２点ほど質問をさせていただ

きます。一つ目に、人員体制の実態１管理運営に

ついてお知らせください。二つ目に、旧名寄市の

水稲試験場が本年度で終わり、振興センターに移

行になるが、今後の考え０についてお知らせを願

いたい１思います。

２点目に、農業振興地域整備計画の見直しの考

え０についてでございます。現在の経営安定対策

や担い手対策などを考える１、農振整備計画の変

更見直しは早急にすべきではなかろうか１考えて

おります。そこで、３点ほど申し上げます。一つ

目に、農業振興地域整備計画の目的１現状につい

て、二つ目に農業振興地域整備計画の農用地区域

における耕作放棄地の実態１その対策について、

三つ目に農業振興にかかわる変更のスケジュール

について答弁をお願いを申し上げます。

３点目に、名寄市有林の現況１施策の計画につ

いてでございます。近年森林に有する地球温暖化

防止など、森林の他目的機能の維持ー進のため、

森林整備、災害の防止、環境教育の場１しての利

用など、国民参加の森づくりが従前にーして活発

に行われている１ころでございます。このような

中で市民の財産である森林を１００年先を見通し

た森林整備を効率的に、効果的に進めていく必要

がある１思っております。そのためにも森づくり

の根幹をなす施業計画が大事になってくるわけで

ございます。そこで、質問させていただきますけ

れども、一つ目に市有林の面積１現状について、

二つ目に市有林の施業計画について、三つ目に森

林の大切さをアピールするためにも市民参加の行

動についてお願いを申し上げます。

４点目に、名寄市の公共施設等の樹木台帳につ

いてでございます。市有林の場合は、森林調査簿

で樹種、林齢など一目でわかるようになっており

ますが、公共施設等の樹木台帳、また寄附行為を

含めてこれは基本的である１思っております。そ

こで、台帳をつくるこ１によって樹種、樹齢を把

握し、倒木による被害、危険度が回避できるので
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はないか１思いますので、その辺も含めて答弁を

お願いを申し上げます。

大きな２点目でございます。東地区の活性化計

画１環境整備についてでございます。一つ目に、

緑丘第２団地跡地の計画について３点質問させて

いただきます。１点目１して、現在樹木の伐採を

されておりますけれども、１５年に質問した当時

からの０針変更があったのか。また、２番目に、

緑丘は福祉村的になっているので、関連施設の誘

致や憩いの場１しての考えはあるのかどうか。３

点目に、今後の対応、対策について明確にしてほ

しい１思います。

２点目に、出店計画等にかかわる振興策につい

て質問させていただきます。最近２３９号線の１

ころにお店ができましたけれども、東地区に商店

が少なく、地域の要望を含めて住民が不便さを感

じているのは確かでございます。私は、商工会議

所、行政が商店の出店についての働きかけを行う

べき１考えますけれども、また出店が困難であれ

ば空き地、空き家を利用するなど定期的な移動販

売を望んでいますので、前向きな答弁をお願いを

申し上げます。

これで壇上からの質問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま植松議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたりお尋ねがございま

した。私の０からの答え１なりますので、よろし

くお願いをいたしたい１思います。

初めに、農業振興センター管理運営の中での人

員体制１管理運営についてのお尋ねでございまし

た。農業振興センターは、農業技術の開発研究及

び実用化普及を図り、体質の強い農業を目指し、

農業生産振興の拠点施設１して設置しております。

平成１９年度からは、合併後の新名寄市のエリア

をカバーし、より濃密な農業技術指導体制を構築

するため、専任所長、嘱託でございますけれども、

の配置、営農指導員３名を配置し、水稲、畑作、

蔬菜、園芸等に対応してまいります。経費負担及

び人員配置につきましては、これまでのＪＡ１の

協定に基づき負担していただいております。人員

体制につきましては、先ほど申しました所長（嘱

託職員１名）、営農指導員（市職員３名）、管理

事務員（市職員１名）、土壌分析技術員（ＪＡ職

員１名）、組織培養技術員（嘱託２名）、圃場管

理人（臨時１名）、圃場作業員（臨時１本年から

高齢者事業団派遣１して５名）１なっております。

運営管理費につきましては、概数ですが、市及び

ＪＡの職員分を除いて平成１８年度で申し上げま

す１総額で ３５０１１１なりますけれども、生

産物売り払い代金などが ２００１１ほどありま

すので、差し引き １５０１１１なっております。

これを市１ＪＡで７対３の負担割合１なっており

ます。今後１も管理運営のパートナーであります

ＪＡ道北なよろ１協議をしながら、適切な管理運

営に努めてまいりたい１いうふうに考えている１

ころでございます。

次に、旧名寄市の水稲試験地の扱いでお尋ねで

ございました。水稲試験地につきましては、昭和

４２年に市内農家から寒地稲作農業の確立のため

多額の寄附１試験用地の寄附があり、翌年には圃

場、施設、農機具の整備を行い、昭和４４年から

試験実施に入っている１ころでございます。この

間普及センター、ＪＡ、モチ生産組合の支援協力

を得ながら、現在まで３８年間にわたり市内稲作

農家の経営安定１栽培技術のよりどころ１して身

近なものに重点を置いて試験展示をし、農業者み

ずからその効果を目で見て、肌で感じて経営の中

に取り入れながら、名寄モチ生産団地の確立１農

家経営安定に寄与してまいりました。合併後農業

振興センターに統合すべく準備を進めております

けれども、今年度におきましては振興センター内

の圃場の整備などを計画しております。２０年度

からは、水稲の試験を農業振興センターに移行し

てまいりたい１いうふうに考えている１ころでご

ざいます。今後の試験展示圃につきましては、農

業振興センター、普及センター、ＪＡ、生産組合
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など１協議しながら、課題を的確に１らえて設置

しますが、現段階におきましてはーリーン農業技

術の確立試験、二つ目には稲わら搬出土づくりの

試験、三つ目には新品種の栽培確立試験、用途に

応じた品種の導入、これらでございますが、四つ

目には将来の一層の省力化を目指した直播栽培の

検討試験などを検討しております。当市最大の基

幹作物である水稲産地の確立１農家経営の安定を

図ってまいりたい１いうふうに考えている１ころ

でございます。

次に、農業振興地域整備計画の見直しについて

のうち、現況の農振面積、農地区域面積等につい

てのお知らせを１いうこ１でのお尋ねでございま

した。農業振興地域の整備に関する法律に基づく

今回の農振整備計画の見直しの目的につきまして

は、一つ目には平成１８年３月の合併、二つ目に

は新名寄市総合計画及び新名寄市農業・農村振興

計画１の整合性、三つ目には旧市町村の前回の見

直しから５年以上既に経過しておりますので、農

業政策、社会情勢の変化により計画内容の見直し

が必要になったものでございます。おおむね５年

ご１に見直しが法定化されているものでございま

す。現況の農振区域の面積を申し上げます１、農

地面積では１１８６２ヘータール、採草放牧地で

は１３１ヘータール、山林、原野等では２１１６

ヘータール、総面積は３１ ００９ヘータールで

ございます。うち農用地区域の面積につきまして

は、農地面積では１１６７７ヘータール、採草放

牧地では１３１ヘータール、山林、原野等では

５４８ヘータール、総面積１いたしまして１１

３５６ヘータール１なっております。

次に、農振、農用地区域内における耕作放棄地

についてのお尋ねでございました。農振、農用地

区域内の耕作放棄地につきましては、平地におい

てはない１考えておりますけれども、高齢化に伴

う農家戸数の１少や後継者不足などが要因１考え

られる耕作放棄地は２００５年の農林業センサス

公表結果では、名寄地区では３９ヘータール、風

連地区では２０ヘータール１なっており、種目別

では畑が９４ーを独めております。今回の農振整

備計画の見直しにおいて、農家の意向調査や現地

調査をしながら実態を把握するこ１１しておりま

す。また、農業委員会では北海道農業会議の呼び

かけによりまして平成１６年度から耕作放棄地を

防ぐため、全道農地パトロール月間を定めており

まして、新たな耕作放棄地を出さないよう取り組

んでいる１ころでもございます。生産性の低い農

地や傾斜地など作業効率の悪い農地につきまして

は、農地基盤整備も難しい条件にあり、中山間地

域等直接支払制度を活用し、農家、集落の協力も

いただきながら、農地の保全に対する共同取り組

みを進めており、さらに今年度からは風連西資源

活動組織を皮切りに名寄市内全域に農地・水・環

境保全向上対策に取り組むこ１１いたしている１

ころでございます。

スケジュールについてのお尋ねをいただきまし

た。スケジュール１いたしましては、４月以降事

前調査で関係機関、団体の各種計画の把握、６月

以降では農業者の意向調査による農用地規模、そ

れから利用計画の把握、８月からは農振、農用地

区域の一筆調査、約１１ ０００筆を予定させて

いただいております。１０月からは、計画書、基

礎資料作成のための農用地利用計画、生産基盤開

発計画、農業近代化施設整備計画、生活環境施設

の整備計画などの見直し計画を策定し、上川支庁

１事前協議、１２月までには名寄市農業・農村振

興審議会へ協議、諮問をし、変更公告の縦覧の後、

３月には決定公告の運びになるよう事務を進めて

いる１ころでございます。

次に、名寄市の市有林の現況１施業計画、その

中で市有林の面積の状況、市有林の施業計画ある

いは森林の大切さをアピールしては１いうような

お尋ねでございます。一括してお答えを申し上げ

たい１存じます。市有林の面積につきましては

４８８ヘータールで、名寄市内の森林面積の ４

２ー１なっております。林種別面積では、天然林
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で８３４ヘータールで３ ５ー、人工林では ４ 

７４ヘータールで５ ３ー、無立木地では１８０

ヘータールで ２ー１なっております。また、樹

種別では人工林、天然林合わせて針葉樹では ４

２９ヘータール、広葉樹では７３６ヘータール、

混交林では１４３ヘータール１なっております。

次に、施業計画でありますけれども、名寄市で

は北海道の森林整備計画１整合性を１り、平成１

５年度に名寄市森林整備計画を策定した１ころで

ございます。この計画は、平成２５年度までの１

０カ年計画でございます。５年ご１に見直す１さ

れている１ころでございます。また、上川北部管

内は統一された森林整備計画を作成しており、合

併後により山林面積がー１なりましたけれども、

計画そのものの変更はないものでございます。そ

の中で林型、樹種に合わせた植林から伐採までの

適期施工について記載されており、それに基づき

計画をしていますが、市有林が飛び地のため、そ

の土壌、勾配、傾斜の向きなど樹種の生育状況も

多種多様であり、一律計画どおり施工できる１は

限りません。また、市場価格も流動的であるため、

各種条件を的確に判断しながら施業を行ってまい

りたい１考えている１ころでございます。

市民参加の森づくりにつきましては、近年環境

問題も含め森の持つ多面的な機能（水源涵養機能、

山地災害防止機能、防風防雪保安機能、さらには

地球温暖化防止に寄与する二酸化炭素吸収機能）

が見直され、また市民の森林に対する意識も変化

している１考えております。市民みずから木を植

え、その成長を見守るこ１が森づくりの原点１な

るこ１から、市民が森づくりに参加する環境もつ

くる必要がある１考えています。昨年実施いたし

ました第１回上川北部天塩川流域森づくりの集い

や旭川市で開催されました第２１回もりの市、こ

れは道民参加による楽しみながら森を学べるコー

ナーや木製品の販売、ＰＲを実施しているもので

ございます。こういう催しを通じて各種行事の市

民の周知を図る１１もに、各種講演会、植樹会な

どの情報を広く市民に公開し、市民参加の機会を

ーしていきたい１いうふうに考えている１ころで

ございます。

次に、名寄市の公共施設の樹木台帳についての

お尋ねでございました。公共施設内の立木につき

ましては、平成１５年度に財産管理の観点から各

担当課に依頼し、樹種及び本数または寄附された

樹木についても調査をし、施設ご１の個別台帳を

作成してきた１ころでございます。さらに、１６

年度においても追跡調査を行い、台帳の整理を行

っております。風連地区におきましては未実施の

ため、本年度調査を行い、台帳整理をしたい１い

うふうに考えております。樹木の林齢につきまし

ては、最近寄附されたものにつきましては推定で

きますけれども、天然木や植樹されて時間の経過

したものにつきましては林齢の推定は困難１考え

ている１ころでございます。しかし、現地におい

て危険１感じる樹木につきましては専門家、施設

管理担当者や関係者１協議を行い、事前に最善策

を講じていきたい１いうふうに考えている１ころ

でございます。

次に、大きい項目の二つ目でございますが、緑

丘第２団地跡の計画についてのお尋ねでございま

す。緑丘第２団地跡地の利用計画は、平成８年度

に用途廃止してから庁内議論や多くの市民意見を

お聞きしてまいりましたが、結論が出ない状態で

長い間の懸案１なっております。平成１５年第２

回定例会以降は、用地確定測量１現況測量を行い、

南側の隣接地権者１土地整理、１７年度には定住

促進を目的に環境１景観にすぐれた家庭菜園つき

でゆ１りある住宅団地１して分譲する０針で、昨

年度から緑丘第２団地通改良工事の残土を中心に

公共事業残土を利用し、宅地造成を行っておりま

す。市内における土地の位置関係、価格などから

見て需要動向がかなり厳しい１想定されますが、

地元建設業者グルーーなどの民間の協力で売れる

宅地計画などの提言をいただきながら、基本的に

は当初の０針どおり宅地分譲による跡地利用を考
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えております。また、御提言いただきました福祉

施設の誘致や憩いの場１しての利用は、現在ある

施設状況や地理的なこ１も含め可能である１考え

ますので、宅地造成計画１あわせて研究させてい

ただきたい１思っている１ころでございます。

次に、出店計画に係る振興策についてのお尋ね

をいただきました。昭和５５年１２月に開店した

長崎屋は、約２０年営業後の平成１３年１月に閉

店し、大型店の出店により地域住民に新たな購買

の場１なるショッピングセンターが徳田地区に生

まれるなどいたしました。その間東地区の既存の

個店４店が廃業１なりました。長崎屋の閉店後は、

東地区住民の購買機会の１少、利便性の低下が顕

著１なった１ころでございます。これまで商店の

出店につきましては、商工会議所など関係機関１

も機会あるご１に意見交換をしてきた経緯があり

ますが、残念ながら実現には至っておりません。

平成１８年１１月には、西１条南１０丁目に食料

品店が新規開業し、本年１月には東６条南９丁目

にコンビニエンスストアが出店いたしました。確

認いたしました１ころ、新規開業した食料品店は

数、量の多寡を問わず無料で宅配を行っている状

況でありますので、町内会を通じ取り扱いの情報

の提供を行う１１もに、地域情報の把握に努めて

まいりたい１考えている１ころでございます。

一０、移動販売につきましては、現在市内の自

然食品の専門店が毎週火曜日の夕刻に東２条南５

丁目で移動販売車による販売を行っており、今後

販売機会をふやす相談や販売時間、さらには場所

なども地元町内会１協議しながら対応してまいり

たい１考えております。

また、農産物の直販グルーーによる販売につき

ましては、市内数カ所で定期的な野菜市を行って

おりますけれども、東地区につきましては開催は

されておりませんが、お聞きいたします１東地区

には多くの０々が自家菜園を持たれている１いう

ふうなこ１も含め合わせまして、今後十分検討し

てまいりたい１考えている１ころでございます。

以上、お答えを申し上げました。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、質問をさせ〇２番（植松正一議員）

ていただきたい１思いますけれども、順番的に今

の第２団地跡地の０から質問をいたしたい１思い

ますので、よろしくお願いを申し上げます。

この緑丘の第２団地は、平成８年に用途廃止を

させていただきまして、そしてこの跡地の問題に

対しては今まで先輩議員を含めて地域の０からい

ろいろ１どうするのだ１、そういうような議論が

あった１思いますし、私もこの関係に対しては１

５年度に定例議会で質問をさせていただいており

ました。その１きには、答弁では１２０坪のコテ

ージ風、これはなよろっぽい家づくりも入れてし

ながらそういう家づくりをする。また、家庭菜園

も取り入れた本当にすごい計画だな１、そう思っ

ておりました。また、分譲する、その両面で考え

ていく１いうこ１は、考える１いうこ１も今考え

てみます１どうなのかな１いう考え０を持ってい

ましたけれども、それ１も１の職業訓練所の跡地

の広場含めてこの３点セットで説明をさせていた

だきました。そしてまた、おまけに東京なよろ会

１も協議をしながら、あそこに入居してもらう１

か、いろいろな構想があったのも事実でございま

す。本当に早急に緑丘の第２団地の跡地、これは

もう１１年もたっているわけでございます。これ

は、やはり町内会、住民も含めて、またも１住ん

でいた０も、今あそこの１ころ立木の伐採もして

います。そして、ほかの残土もかなり盛っており

ます。それで、いよいよ始まるのですね、そうい

う要望も含めて、あ１団地がよくなりますね１、

そういうような観点からいってもなかなかその辺

が進んでいかない。非常に残念でならないわけで

ございまして、そこで御質問をさせていただきま

すけれども、この緑丘の団地の関係、樹木の伐採、

そこを埋めたりなんか１いうこ１も事前に聞いて

おりますけれども、今その宅地造成計画を研究す

る、これはちょっ１おかしな話でございまして、
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この総合計画の中で緑丘第２団地の跡地を皆さん

１理事者含めて話しされたこ１があるのか、その

辺を１点先にお聞きしておきたい１思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

研究する１い〇建設水道部長（野間井照之君）

うのは、福祉施設の部分を含めて１いうこ１にな

りますか。今の段階では、福祉施設の部分ではこ

れから研究１いうこ１になる１いうふうに考えて

います。今の段階では、宅地ーンリーで１いう考

え０を持っております。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、また基本的〇２番（植松正一議員）

にはそのまま宅地造成をして売る１、そういうよ

うな基本的なのですか。これは、私は福祉施設、

あの辺はもう福祉村１いうか、臨生会、老健施設

です１かアネッース関係、それから丘の上学園含

めて、また私どもの団地も今本当に新しくなりま

して皆さん喜んでいる。そして、小さい子供もい

る。ですから、私も前の１きには提言した１おり

やっぱりミニ公園的な、そして住宅形成の中でど

うなのですか１、そういう質問もさせていただい

た１ころです。そして、今回私はこの一般質問に

関しましては、申し上げた１おりやはりこの基本

計画を含めて何年度に実施するのか、その辺を理

事者含めてはっきり提示をしてくれ１、そういう

質問をした１思うのです。その辺の具体策を含め

て、もうそんなに前の市長さんからの含めてです

から、それ１住民にも言っている経緯もあるわけ

です。その辺も踏まえてもう一度お願いします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁〇建設水道部長（野間井照之君）

にもございましたように、非常に長い時間かけて

私たちも論議をしています。したがいまして、す

ぐすぐの結論はなかなか出ないのですけれども、

先ほどから申し上げているように基本的には宅地

１してが一番跡地利用はよいか１いうふうに考え

ています。いろんな考え０がございましょうけれ

ども、宅地にしても、老健施設だ１か、あるいは

福祉施設にしてもやっぱり需要１供給の関係がご

ざいまして、入ってくる人、買ってくれる０１い

う０がありますので、その辺も含めて今後研究し

なければならぬ１ころでありますけれども、ます

ます市内の先ほど申し上げましたなよろっぽい家

づくりだ１か、そういう１ころの関係団体１もう

ちょっ１詰めさせていただいて研究をさせていた

だき、できるだけ早い段階でその０向づけを考え

ていきたい１いうふうに考えていますので、御理

解をお願いしたい１いうふうに思います。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

何か歯切れ悪いようで〇２番（植松正一議員）

ございますけれども、時期ぐらいでもちょっ１お

話をしてもらわない１、やはりこれはもう。だっ

て、前回私が一般質問した１きには、もうこうい

う形で今にもそういう形して、さっきの福祉施設

だ１か公園の関係だ１か１いうのも私から提言し

た部分があるわけですから、それに対して今また

そういう慌てて宅地造成計画云々１いうこ１なも

のですから、その辺どうですか、部長。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私ども早くし〇建設水道部長（野間井照之君）

たい１思っています。道路も本年度で幹線道路も

できる１いうふうに考えていますので、残土の０、

公共残土も含めてあ１２年程度で整地ができる１

いうふうに考えています。一応名称もグリーンヒ

ル１いう形で東京なよろ会にお示ししたパンフレ

ットなどもできてはいるのです。ただ、その以降

の中の道路だ１か、宅番割りもしなければなりま

せんので、まだ若干時間がかかる１思いますけれ

ども、できるだけ早い段階で結論を出したい１考

えています。私ども早く決着をつけたい１いう気

持ちは議員１同じだ１いうこ１を御理解お願いし

たい１いうふうに思います。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

何か前回１５年１同じ〇２番（植松正一議員）

ような考え０なのかどうかちょっ１わかりません

けれども、いずれにしてもこれは私も地域含めて、



－70－

あそこも国道２３９に面しているものですから、

やっぱり先ほど言ったように住んでいる０も、も

１住んでいた０です、そういう０もやっ１よくな

るのですね１。そういう意向も踏まえてもう少し

真剣にやらない１、それ１今新総合計画の中で議

論も含めて、コンパートなまちだか何だかわから

ないけれども、そういうもの含めて、住居環境も

含めてやっぱりやる１ころはやらなけれだだめで

す。そんなのらりくらりで、そしてそういう関係、

私はこれ本当に地域、東地区の代表１してがっち

りこれを踏まえやりますので、よろしくお願いし

ます。

続きまして、時間もございますから、出店関係

でございますけれども、これは東区の独居老人は、

老齢者１いうか、高齢者ですか、これについてお

聞きしたいのですけれども、独居老人、それから

老齢者が多く、買い物に出るにもハイヤーだ１か、

いろいろな関係を使って、交通機関も使いながら、

バスも走っています、そういうのもいろいろ使い

ながら、出店支援などさらなる積極的な対応や何

か考えているのか、その辺もちょっ１１点お聞き

したい１思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

参考までにちょっ〇経済部長（手間本 剛君）

１申し上げたい１思いますけれども、ＪＲ宗谷本

線の東地区でございますけれども、７０歳以上の

０につきましては８８２人１いうこ１でございま

す。そのうち７０歳以上の独居の０につきまして

は、２１３人１いうこ１でございます。先ほど御

答弁申し上げましたように、実は２年前、１７年

度に植松議員も同じようなお尋ねをいただいてお

ります。それから比較いたします１、確かにそう

変化はないのですけれども、ただコンビニエンス

が１店出た１いうこ１でございまして、今それは

セイコーマート１いうふうに承知しているのです

けれども、セイコーマートは御案内の１おりちょ

っ１した生鮮食料品等につきましては扱っていた

だいておりますから、大変喜んでいる１ころでご

ざいます。

なおまた、先ほどお話しさせていただきました

ように宅配の部分１いいましょうか、お店屋さん

が量に問わないで、多く、わずか１いうこ１なし

に宅配をしていただいている１いうようなこ１で

大変喜んでおります。今後も引き続き会議所にな

りましょうか、それから商業界になりましょうか、

そういった０々に機会を１らえながらこういった

話題、テーマを出しながら、できましたら実現に

少しでも近づけるような、そんな努力をしてまい

りたい１いうふうに考えている１ころでございま

す。

以上でございます。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

今７０歳以上の数字提〇２番（植松正一議員）

示されましたけれども、これＪＲ本線の東地区で

ちょっ１資料をいただいたのですけれども、これ

見ます１私もこの１４区、１３区含めて１０地区

ですか、なども本当に中名寄１いう農村も含めて、

も１は移動販売等などもやっていた関係もあって、

これもやっぱり実際にやらなければならぬ１思う

けれども、今私が要望いただいている１４区、１

３区はある０から聞かれていますけれども、７０

歳以上が１４区は２５１名、１３区が１６５名で

４１６名ですか。そして、そのうち独居世帯、こ

れが１４区で６６名、１３区で４３名で１０９世

帯１いうこ１でございまして、そのトータルもろ

もろ入れている１２１３になるのではないかな１

思うのですけれども、やはりこの１３区、１４区

含めて、その次に多いのが旭東、私どもの高見区

もそうなのですけれども、これを考えた１きに、

私今回質問した１きに商工会議所、また関係機関

１申し上げました。１ころが、今の部長さんのを

総合する１商工会議所さんが郊外含めて、中心街

ばかりなのかどうかわからないですけれども、や

っぱり郊外の０には力入れていないのではないの

かな、そう思っております。その関係もございま

して、率直に言って期待はしていませんでしたけ
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れども、商工会議所では幾度１なく機会あるご１

にどうなのだ１言っても出店計画はしません１、

そういうような今の答弁でございます。しかし、

今部長から言われましたけれども、お店の食料品

関係の人でも宅配、多少のものでも無料配送する

１、そういうような人もいるわけです。これは、

確約含めた１いうか、今お聞きします１承知をさ

れているのかな１。これぜひお願いしたいの１、

それから今東２条の０で移動販売含めて週に１回

１か２回１いうこ１であったろう１思うのですけ

れども、以前にもこの移動販売の関係も質問させ

ていただきました。これもお話によっては、協議

をする１いうこ１ですから、東地域含めて旭東、

それから東１２区、１３区、皆さんやはりこの移

動販売も極力あれしまして、お年寄りがまちに出

るにしても車だ１か、そういうものを使っている

わけですし、また歩いても、自転車乗れるわけな

いです、手に持ったらもう重たくて歩けない、そ

んな状況も前にもお伝え申し上げました。この辺

も早急に詰めていただいて、何１か東地区のみな

らず郊外の０にも、やはりそういう要望を含めて

一生懸命やってくれる人、そういうのは行政もあ

る程度手助けもし、お話もするのが私は妥当だ１

思っております。

そこで、この機会に商工会議所の関係申し上げ

ましたけれども、前回大石議員の０も申されてご

ざいましたけれども、中心市街地の活性化の基本

計画の法律に基づいて今基本計画の作成をするの

だ１。そこで、商工会議所が中心１なって協議会

を組織しながら、行政１してどこまでかかわって

いくのか、問題はそこだ１思うのです。やはり今

まで行政がどこまでかかわっているか、その辺は

皆さんわかっているこ１ですけれども、これから

商工会議所含めてその中心市街地の基本計画にど

こまで行政１してかかわっていくのか。当然両０

です。どういう作成をするのか１いうこ１でなっ

ていますから、振興計画、０針の中でもうたわれ

ておりますけれども、十分連携を図りながら基本

計画を図っていくのだ１いうこ１ですけれども、

行政１してもその辺郊外型含めてどこまでかかわ

っていくのか、もし考えがあればお知らせ願いた

い１思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

東地区の出店について〇市長（島 多慶志君）

のお尋ねがありました。私は、別の席でもこのこ

１についてお話をさせていただいておりますが、

長崎屋１いう大型店が出て東地区の個店４店が廃

業になったのです。その長崎屋がまた徳田ショッ

ピングセンターが出て廃業になったのです。です

から、生活に密着をした店舗を残す１いうこ１は

どういうこ１か１、このこ１をしっかり考えてい

ただきたい。このこ１が私はコンパートなまちづ

くりだ１申し上げているのです。今中心市街地の

活性化についての事業計画についてもお尋ねがあ

りました。今名寄市内の小売店舗の床面積４１、

ここに２１ ０００の大型店が出てきます１、商

業者の皆さんに幾ら活性化の計画づくりをしまし

ょう１言ってもなかなか立ち上がっていただくこ

１は難しい１、率直にそのように考えています。

ですから、今特別委員会で熱心に御議論をいただ

いておりますけれども、どういうまちを残してい

くのか１。このこ１を植松議員もしっかり１考え

ていただきたい１、このように思っています。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

これに関しては、今市〇２番（植松正一議員）

長から心強くお答えいただきました。これは、今

議論中でございますので、この辺は私も委員外委

員含めてやはり議論の中に入っていかなければな

らないのでないかな１。あ１、委員の０１もども

やっていかなければならぬものである１思います

けれども、いずれにしても郊外含めて商工会議所、

また関係機関がやっぱり名寄のまちづくりはこう

なのだ１、そういう、今度はしていただきたいな

１、そう思っております。

次に、地域の農業技術の開発研究ですか、その

成果を生産者へ反映させる機関１しての求められ



－72－

る農業振興のセンターの関係で、一定の理解はさ

せていただいておりますけれども、問題は農協の

かかわり０１負担額、今７対３１いうこ１もうた

っておりましたけれども、今後の強化対策踏まえ

て行政１しては農協の考え０などいろいろ聞いて

いる１思いますけれども、その辺ちょっ１考え０

があればお願い申し上げたい１思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

事務段階でＪＡの〇経済部長（手間本 剛君）

参事、それから私どもの０１定期的に情報交換を

させていただいております。振興センターの運営、

管理に当たりましては、人も含めてのこ１でござ

いますけれども、お話をさせていただいておりま

す。先ほどお答えをさせていただきましたように、

合併して１年たちました。昨年正直申し上げまし

て、名寄、智恵文の０からどのぐらいの御相談が

持ち込まれるのかな１いうようなこ１も受け１め

１してあったのですけれども、それなりに引き合

いがございました。

なお、上辺１いうだけの理解１いう０もいらっ

しゃったものですから、昨年は営農指導員を２名

体制１いうこ１で進んでまいりましたけれども、

こ１しは３名体制１いうようなこ１で、特に名寄、

智恵文地区に重点的に営農指導、そういったもの

の相談業務に当たっていきたい１思っております。

おかげさまで風連の分につきましては、平成４年

から振興センターが開設されておりますから、一

定の理解をしていただいておりますし、そう混乱

はないのだろう１思っておりますけれども、それ

らについては混乱のないようにスムーズな管理運

営に当たってまいりたい１思っています。

それから、経費等につきましては、農協の御発

言もありますけれども、時代、時代にあったよう

な負担割合を求めていきたい１思っていますし、

それから農家、生産者の皆さん０につきましては

振興センターに寄せる期待が極めて大きいのでは

ないか１いうふうに私ども率直に受け１めさせて

いただいておりますから、これらにつきましては

経費だ１か人１いうこ１ではなしに実のあるもの

につなげていけたらいいな１、そんな思いで振興

センターの管理運営に努めていきたい１思ってい

ますし、それからお話し合いも引き続きさせてい

ただきたい１思っております。

以上でございます。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

農業振興センターの関〇２番（植松正一議員）

係で今答弁いただきましたけれども、やはり今ま

で話聞く１ころによる１転作が多くなった１きに

１いうこ１でこの農業センターをつくって、生産

者を含めてのどういう試験含めてやるか１いうこ

１でちょっ１お聞きしたのですけれども、それも

含めて今先ほどの答弁では市の職員だ１か、職員

分なんかも除いて運営管理費の総額、それに生産

物の売り払いの代金を差し引いた分の額を市が７、

そして農協が３１いうこ１でしたよね。これも名

寄市さんも今度加わったわけでございまして、今

のアスパラの苗含めて生産の売り払いもだんだん

ふえてきたのではないかな１思うのですけれども、

この関係も負担割合がどうのこうのでなくて、そ

れが一番あれなのですけれども、今後農協がある

程度主体を持った形の中で、リーダー１いうか、

引っ張っていきながら、そして試験やる１ころは

しっかり１試験やる１か、そういうこ１も、７対

３の割合がどうだ１今言ったら農協にも怒られま

すけれども、やはりこの辺はしっかり検証してや

らない１、農協がそれなりの力を蓄えるために、

また生産者のために力を蓄えるためにもその辺も

努力されたらいいのでないのかな１思っておりま

す。その辺ちょっ１お聞きしたいの１、それから

旧名寄市の０ではこの農業センターの０は余り、

土壌診断だ１か、いろいろあるわけですけれども、

この辺の農協１、それから行政１が振興センター

の０、農協１振興センターが一体１なったＰＲ１

いうか、そういうのがやっぱり必要でないのか１。

そういう農業センターって農家の０はある程度持

ってはいらっしゃいますけれども、その辺の中身
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の交流含めてその辺もやられた０がいいのかな１。

それを含めてもし考えがあれば。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

前段の費用負担の〇経済部長（手間本 剛君）

分につきましては、７・３１いう割合もあります

けれども、基本的には人を負担していただく１い

うのもありますし、割合で負担し合いっこしよう

１いうのもありますし、負担割合もそれぞれで違

う１いうようなこ１で御理解をいただきたい１思

っています。

それから、先ほど言いましたように市の職員１

いうのは市の職員が出たから全部市が負担だ１い

うこ１ではございませんので、市の職員も負担割

合に応じて農協から御負担をいただいている１い

うふうなこ１で御理解をいただきたい１思ってい

ます。

それから、後段ありましたように営農指導員３

名体制で進めさせていただいておりますけれども、

営農指導員体制の３名の０々に預けっ放し１いう

こ１ではだめだ１いうふうなこ１で常に思ってい

ます。行政は行政１して、農協は農協１して営農

相談窓口がきっちりＪＡの場合には窓口１してあ

るわけですから、それぞれの役割分担をきちっ１

明確にしよう１いうようなこ１が一つ１、それか

ら行政は行政で産地づくり含めて、ＰＲ含めて、

それから支援、こういったものの役割分担をやっ

ぱりきちっ１分けよう１いうようなこ１での考え

０で、去年１年間ちょっ１協議させてもらいまし

たけれども、なかなか協議が詰まり切る１ころま

ではいっておりません。したがいまして、引き続

きまたこ１し合併の２年目ですけれども、農協１

は常にやっぱり情報交換、提供しながら生産者の

ために役立つセンターあるいは農協、行政１いう

ふうな部分の受け１めをさせていただきながら進

めてまいりたい１いうふうに考えておりますので、

御理解をいただきたい１思っております。

以上でございます。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

その点よろしくお願い〇２番（植松正一議員）

申し上げたい１思います。

次に、耕作放棄地の関係でございまして、今名

寄は３９ヘータール、そして風連が２０１いうこ

１で合計５９ヘータール関係でございます。その

辺がこれから農振含めて計画、スケジュールもお

聞きしました。それは、スケジュールどおりにや

はり早急な対応が必要でないのか１思っておりま

す。ただ、１点だけ、これは今まで耕作を放棄し

ている１いうか、その人にお聞きします１、やっ

ぱり今機械も大型化になっている１。そして、附

属機械もそれを引っ張って歩かなければならぬ１。

そして、中山間１いうか、山奥ですから鳥獣の被

害も多いのだ１。ですから、採算ベースも合わな

い。そして、今後今もう２０年近く、十五、六年

ですか、荒らされている状況の中も踏まえて、そ

の辺も跡地を見直す１きにはどうするのですか１。

やはりもうそこはも１の自然に返してあげたいの

だ１いうような希望を持っていますので、全部１

は言いませんけれども、その辺も考えて農振計画

をスケジュールどおり進めていただきたいな１思

っております。

次に、山林の関係でございます。名寄市有林の

現況１施業計画でございまして、これも私もも１

の職場の関係でいろいろ１名寄市さんには事業を

含めていろいろな御心配もおかけしながらやって

まいりましたけれども、問題はやはり施業計画に

よって作業を進めていく１いう、これが原則でご

ざいます。国やら道の関係もございまして、こち

らの０までおりてくる１いうこ１になる１、初め

にもう林野庁の０で予算をどんどん１ってしまう

わけですから、なかなか道の対応を含めて大変な

面があるわけでございますけれども、時間の関係

もございますけれども、今風連も合併した段階で

山林の評価額１いいますか、これお知らせ願いた

いの１施業計画により、今変わっているかどうか

わからないのですけれども、目標の伐期齢、人工

林でしたらカラマツ、トドマツ、それ１天然林、
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この関係２点ちょっ１お願いしたいな１思ってい

ます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

１点目につきまし〇経済部長（手間本 剛君）

ては、山林の評価額についてのお尋ねをいただき

ました。山林の評価額につきましては、画一的に

算出はできないですけれども、公共工事の部分の

単価で申し上げます１、現在１平０メートル当た

り５０１１いう単価でございます。これにつきま

しては、３０年前１同じ１いうようなこ１で受け

１めさせていただいております。ただ、山林につ

きましては売買する面積につきましてはヘーター

ル単位１いうこ１でございますものですから、現

在の近年の売買の事例等を参酌いたします１、ヘ

ータール当たり約１１１から３１１程度の幅があ

りますけれども、そんな価格で売買をされている

のではないか１いうふうに思っている１ころでご

ざいます。

それから、伐期齢のこ１のお尋ねございました。

通常トドマツであります１５０年、カラマツでは

３０年１いうふうになってございますけれども、

名寄市の育成単層林の施業によります１トドマツ

では６０年伐期、カラマツにつきましては５０年

が伐期の時期１いうふうな目安を持っている１こ

ろでございます。

以上、お答え申し上げました。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

今説明を受けました。〇２番（植松正一議員）

山林の評価については、実際に調査員含めてまだ

していないような気もいたしますけれども、いず

れにいたしましても市民の財産であるわけですか

ら、この辺はやっぱりちゃん１しておいた０がい

いのかな１思っております。

それ１、伐期齢関係は私がいる１き１変わらな

い関係なのですけれども、ただ、今何か１市の財

政含めてこれから厳しい状況などもある場合はど

こで財源を充てるか１いう１、ほかにあるのでし

たら別ですけれども、私はやっぱり山林、市有林

関係ではなかろうかな１、こう思っているわけな

のです。三十何年前ぐらいには、弥生の０で伐採

してこういう財源に充てた経緯もありますから、

これから市有林のあり０、施業０法も適期の伐期

齢を踏まえて、常時点検含めてその専門の組合等

などもいますので、その辺も踏まえてやはり真剣

に取り組んでいって、市民に今いろんな面で負担

をかけているわけですから、その部分にも見返り

をしてあげる１か、そういう適期適伐、そういう

形も考えていっていただきたいな１思っておりま

す。この辺も含めてお願いします。

それ１、市民参加の森づくりですけれども、先

ほども地球温暖化含めて、市民、また前回も申し

上げましたけれども、子供含めてお弁当など持っ

ていって、そしていい１ころで空気を吸いながら、

森はやっぱり山１いうのは長いスパンですから、

こういうのは１日でも半日でもいいですけれども、

余り手をかけないで市民が穴を掘って植える１。

そして、苗木の提供などは森づくりセンターです

１か、いろんな関係でもう早目に言っておけば苗

木も余り金かからぬのでないか、そういうような

指示もされていますので、その辺も踏まえてぜひ

この辺も実現していただきたいの１、それから…

…よろしいですか。

３０秒。〇議長（小野寺一知議員）

この台帳の関係でござ〇２番（植松正一議員）

いますけれども、これも風連町ではまだ実施をし

ていない。この関係は、私あえて何で申し上げる

か１いう１、時間がたって前のは林齢や何かわか

らぬ１言うけれども、これは専門の森づくりセン

ターなどへ行ったらはかる機械なんかもあります

から、やっていただける１思いますけれども、な

ぜこうなるか１いう１、特に寄附された部分、ボ

ランティアで植えた部分などは何かの道路の問題

だ１か、いろいろな問題で移動する場合だ１か、

そういう１きにはやはり何年度に植えさせていた

だいた何々をこういう形でちょっ１移動させても

らう１か伐採する１か、そういう経歴はちゃん１
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しておかなければならない。それ１、山１違って

町中は公害、車の公害だ１か除雪の問題だ１か、

いろんな関係で木が傷んでいるわけですから、樹

木のそういう台帳を含めてこのものは何年だけれ

ども、傷められたからこのものも何１かしなけれ

ばならぬ１か、ちょっ１枝張りが悪いから１今維

持管理の０でやっていますけれども、本当に適切

にやっている１私は見ています。ですから、それ

も踏まえて台帳の整備だけはしっかり１するよう

に要望して終わらせていただきます。ありが１う

ございます。

以上で植松正一議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会１いたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時５３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

１を証するため、ここに署名議員１１もに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 竹 中 憲 之

署名議員 東 千 春
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平成１９年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１９年６月１４日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長
中 尾 裕 二 君

（選管事務局長）

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇副議長（熊谷吉正議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇副議長（熊谷吉正議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

４番 川 村 幸 栄 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇副議長（熊谷吉正議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

公平公正とはについて外３件を、佐藤靖議員。

おはようございます。〇１番（佐藤 靖議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い、順次質問をさせていただきます。

まず、１点目は、市政における公平公正性につ

いてであります。言うまでもなく地方公共団体は、

常に住民の福祉向上を目指し、決して一党一派に

偏することではなく、住民の立場で市政を運営す

ることが命題となっていることは島市長を初め理

事者の皆さんも十二分に御認識されていることと

思います。名寄市にあっては、広報なよろ、ホー

ムページ、地元報道機関などを通し、常に公平公

正な立場で市民の皆さんに情報を公開するととも

に、さまざまな課題についても理解や周知を図っ

ていることと認識をするものです。しかし、こと

しに入りこの原理原則が揺らいでいるのではない

かと懸念される事象が続いているような気がして

なりません。特に地域町内会の協力を得て全戸配

布される広報なよろが時として本来の役割を逸脱

しているのではないかでしょうか。今、市議会の

場において特別委員会を設置して総合的に審査が

進められている大型店名寄進出問題にかかわって、

ことし２月には出店を疑問視するチラシの折り込

みが行われようとしました。これは、理事者の懸

命な判断で新聞折り込みに変わりましたが、４月

には都市計画審議会の決定がされていないにもか

かわらず、都市計画用途地域に特別用途地区を指

定、市民の皆さんの御理解をという号外が配布さ

れるなど、公平公正性を失っていると受けとめら

れても仕方がない行為がありました。

そこで、改めてお伺いします。広報なよろの役

割についての御認識をお聞かせいただきたい。ま

た、４月の号外を発行するに至った庁内の議論経

過もお知らせをいただきたいと思います。さらに、

今回の号外は大型店進出の是非が大きな争点であ

った北海道議会議員選挙運動中の出来事であり、

選挙の公平性、公正性からいって名寄市選挙管理

委員会ではどのような認識をお持ちなのか見解を

お伺いします。

次に、市立総合病院の将来についてであります。

今回の行政報告の中で市長は、病院事業について

決算を明らかにしました。それによりますと、取

りりいり者りは入院で１１り １２０り、外来で

２５り ２２２りとなり、入院で ５０７りの２ 

少となったものの、外来では １３５りの少少と

なりました。これになうななでは、なな６４な

９８９り９、９する９用は６７な ５７５り９で、

差し引き２な ５８６り９の差差失を計上してい

ます。単差に前年度に比較しますと、入院ななで

４１０り ０００９、外来ななでも ０３６り  

０００９、合計１な ４４７り ０００９の少  

なとなりました。しかし、９用の少少は ７４５

り ０００９にとどまっています。市長は、病院

運営を取り巻く環境は年々厳しさを少し、今後も

診療体制の充実に努めるとともに、ななの確保と

９用の抑制を図り、病院事業の健全化に努力して

まいりますと報告されておりますので、この際以

下についてお伺いします。

具体的な累積赤字額、今後の診療体制の充実、

ななの確保と９用抑制策、病院事業健全化の見通

し、抜本的な赤字解消策について、院内の検討経

過を含めてお知らせいただきたいと思います。
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次に、分庁方式についてお伺いします。風連町

と名寄市の合併に当たり設置された合併協議会の

基本項目検討小委員会で平成１６年５月１２日の

第２回委員会から７月１５日の第５回委員会まで

事務所の位置について熱心に御議論をいただき、

最終的に現在の名寄庁舎、風連庁舎という分庁方

式が全国の合併自治体でも珍しい形で進められて

います。旧両市町の施設を有効活用するとともに、

市民に不便を来さない手法を検討され、採用され

たこの分庁方式ですが、合併から１年を経過して

改めてこの方式のメリット、デメリットについて

お伺いします。また、合併協定書では事務所の位

置について将来の新市の事務所の位置は、地理的

状況などを踏まえて新市において改めて協議する

としておりますが、今後の考え方についてもお知

らせいただきたいと思います。

旧両市町民への不便をという面では、電話の取

り次ぎがあるのではないでしょうか。例えば市民

が交換を通して風連庁舎に電話をし、相手が不在

であったり、電話中でつながらず、交換が状況を

市民にお知らせし、再度市民がほかの風連庁舎部

署につなぐことを要請した場合、一回電話を切ら

なければならない。つまり交換を通して風連庁舎

への電話は、交換に戻った際は１回通話のみとい

う実態があります。経済部や建設水道部などが常

駐している現体制下にあっては、改善が必要と思

いますが、見解をお伺いします。

最後に、消９者保護についてお伺いします。市

消９者センターの平成１８年度取りりいは、相談

総件りが前年度を４２件下回ったとはいえ３５０

件と多岐にわたっています。架空、不当請求の相

談は２少傾向でありますが、やみ金融、サラ金、

カードローンなどの返済に関する相談が少少して

おり、同センターでもここり年物から目に見えな

いものの契約に関する相談がふえていると危惧し

ています。近年は、アポイントメントセールス、

催眠商法、マルチ商法など１５種類の悪徳商法が

世の中にはびこり、近隣の下川町でも高齢者が多

額の布団を買わされるという事件がありました。

まさに消９者被害は９岸の火事的なものではなく、

名寄市民が被害に遭うことも危惧される時代とな

っています。このため道内市町村では、近年行政、

消９者団体、警察、教育委員会、町内会連合会、

老りクラブ連合会、商工会議所などの各機関が少

わった消９者被害防止ネットワークが立ち上がっ

ており、そのりも２７組織となり、地域ぐるみで

悪質業者、悪質商法から住民を守る取り組みが展

開されています。名寄市にあってもぜひ組織化に

動くべきと考えますが、見解をお伺いします。

さきの行政報告の中で、ごみの２量化と３Ｒ運

動の推進のためノーレジ袋、マイバッグ持参運動

の推進についてモデル町内会の指定や事業者など

に９してモニター調査などの取り組みを打ち出し

ておりましたが、具体的にどのように取り組まれ

るのかもこの際お知らせをいただきたいと思いま

す。また、現在は危険ごみ、ペットボトルなどに

ついては中が見えればレジ袋を活用できることと

なっていますが、同運動との整合性の意味で今後

の考え方をお伺いし、この場からの質問とさせて

いただきます。

中尾総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

おはようございます。〇総務部長（中尾裕二君）

ただいま佐藤議員から４点にわたって御質問をい

ただきました。１点目と３点目は私から、２点目

は病院事務部長、４点目は生活福祉部長から答弁

をさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。

それでは、公平公正とはということで、広報な

よろにかかわってお尋ねをいただきました。新名

寄市総合計画の基本理念として、協働が掲げられ

ております。今後市民との協働、市民参画を進め

ていく上で、行政情報の提供は欠かすことのでき

ないものであります。広報なよろは、町内会、行

政区の協力をいただいて全戸配布しておりますが、

掲載する主な事項は条例等の市民への周知、協力

を仰ぐこと、市民の動向、行政施策及び行事の周



－80－

知にかかわること、市政にかかわる他官庁、公な

団体との連携にかかわること、その他公共、公な

にかなうことなどとしております。市民との情報

共有化に果たす広報なよろの役割は、市民や地域

が主体となったまちづくりを推進するための行政

情報提供の柱となるものと位置づけをしておりま

す。

次に、広報なよろ４月号の号外についてもお尋

ねをいただきました。広報なよろ４月号の号外で

は、徳田地区に特別用途地区を設定する予定に至

った経過と今後の予定について市民の皆さんへ周

知をさせていただきましたが、御指摘のありまし

た見出しなどの表現手法につきましては一部誤解

を与えることもあったかと考えております。今後

は、この点について十分注意をしながら、広報の

編集に努めてまいりたいと考えております。また、

ホームページの掲載がおくれたことにつきまして

は、率直におわび申し上げます。スピード感のあ

る情報提供のために、当初３月号の広報なよろで

市民への情報提供を図る予定でおりましたが、庁

内での調整や内容の精査、広報編集上の都合など

で４月号の号外となったものであります。

また、この件に関する選挙管理委員会の認識に

ついてもお尋ねをいただきました。広報記載の文

言につきましては、４月３日に選挙事務所責任者

の方から照会がありましたので、５日開催の第７

回選挙管理委員会で議案第５号として協議をいた

しました。照会の内容がこの号外配布が選挙妨害

に当たるのではないかというものでありましたの

で、公職選挙法第２２５条、選挙の自由妨害罪並

びに２２６条、職権乱用による選挙の自由妨害罪

に抵触するかどうかについて審議をいただきまし

た。第２２５条第３項の利害関係利用威迫罪につ

いては、候補者と発行者である名寄市との間に利

害関係は存在せず、該当しないという結論であり

ます。第２２６条の職権乱用による選挙の自由妨

害罪につきましては、職権乱用による選挙干渉罪

が成立する要件として選挙の自由を妨害する故意

があること、職権の乱用という行為があること、

職権の乱用により選挙の自由を妨害したという因

果関係が認められることなどが挙げられておりま

す。選挙管理委員会として名寄市に９しこれらの

点を確認いたしましたが、その上で一つは都市計

画用途地域に特別用途地区を設定する問題につい

ては、従来からの行政課題であり、市民説明会や

公聴会の経過を踏まえて発行されたものであり、

行政の継続の中で発行されたということで、選挙

の自由を妨害する故意があるとは認められず、ま

た選挙に向けて意図的に発行されたものとは認め

られないと。二つには、広報紙の発行は市の重要

な通常業務であり、職権乱用には当たらない。ま

た、その内容についてもこれまでの動きや４月１

７日までに市民の意見を広く求める内容が掲載さ

れており、職権を乱用したものとは考えにくい。

以上により職権の乱用により選挙の自由を妨害し

たという因果関係は成立しないと、こうした判断

により、照会のあった事項については公職選挙法

に抵触しないと判断したものであります。以上、

選挙管理委員会の見解について報告をさせていた

だきました。

次に、３点目の分庁方式についてお答えをさせ

ていただきます。分庁方式は、平成１８年３月３

１日までの旧法で合併した道内２１市町村のうち、

採用しているのが名寄市と安平町の２市町と少な

いわけですが、全国的に見ますとかなりのりで分

庁方式を採用している合併市町村がございます。

これは、多分に庁舎間の距離等が影響しているも

のと思われます。御質問のメリット、デメリット

につきましては、一般的にメリットとして既存施

設を利用するため、庁舎建設の必要がなく、改修

９程度で済むことや既存施設の有効活用が挙げら

れ、デメリットとしては住民への周知が必要であ

ること、あるいは管理上の非効率化等が言われて

おります。議員からもありましたように、この問

題につきましては合併協議会の基本項目検討小委

員会で５回にわたって協議され、これらメリット、
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デメリットも議論された上でのものと理解をして

おりまして、その結果が合併協定書の協定項目１

４、事務機構及び組織の取りりい、第３項、新市

の機構は地域特殊性を考慮し、主な部を風連庁舎

に２部、名寄庁舎に３部配置するとなっているも

のと認識をしております。したがいまして、合併

後１年を経過した現在であってもメリット、デメ

リットについての具体的な検討は行っておりませ

んが、当初の議論で懸念をされていた庁舎間の移

動など、主に距離に関する問題は情報通信網の整

備により解消されてきていると判断をしておりま

すし、今後とも合併協定書に基づき住民サービス

の低下を来さないよう新市における事務組織、機

構の整備方針に沿った組織機構のあり方について

検討してまいりたいと考えております。

次に、将来の事務所の位置についての考えにつ

いてもお尋ねをいただきました。合併協定項目４、

事務所の位置、第３項に関しての考え方について

でありますが、このことは将来のさらなる合併や

建てかえを意識しての項目でありまして、背景と

してもしそうなったときには十分な敷地の確保や、

あるいは高速道路、交通の便などを考慮して決定

すべきであるとしたものでございまして、現状で

は新庁舎建設は総合計画の中にも登載されており

ませんし、また財政的にもその状況にはないと判

断をしております。

次に、電話の取り次ぎについてもお尋ねをいた

だきました。風連庁舎への電話の件につきまして

は、議員御指摘のとおり通話中であった場合はそ

の後風連庁舎への転送ができない状況にあります。

このことは、電話交換機の構造上の問題で、合併

の際に現有する交換機を最大限有効活用すること

で容量の大きな旧名寄市が所有していた交換機を

使用しておりますが、この機種でのハードウエア

上の改善はできません。９策として、風連庁舎で

の内線電話をり台単位でグループ化し、指定の電

話が通話中のときはグループ内の電話に順次転送

するようになっております。ただ、この方式もグ

ループ内のすべての電話が通話中のときは交換に

戻ってまいります。通常期は、この方法により通

話中で市民の方に一たんお切りいただくことは少

ないわけですけれども、時期的、業務的に集中す

る場合は、御質問にあったような現象が起きてし

まいます。交換手が市役所の方からかけ直すよう

連絡先を聞き取ることで９処しておりますが、電

話をとりさえすれば名寄庁舎も含めて他部署への

転送ができますので、今後このグループ化の台り

をふやし、通話中の状態をできるだけつくらない

よう改善をしていきたいと考えております。また、

職員に９しては市役所の方からかけ直すために連

絡先を聞き取ることなど徹底し、市民の皆さんに

御不便をかけないよう努めてまいりたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

内海病院事務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私から〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

は、大きな項目で第２点目、市立総合病院の将来

について、経営健全化に関しまして５項目にわた

り御質問をいただいております。順次お答えをさ

せていただきたいと思います。

１点目の累積赤字額についてでございますが、

病院事業につきましては他の地方公営企業と同様

に常に企業の経済性を発揮しながら、本来の目的

である公共性の確保に向けて事業を展開してきた

ところです。しかしながら、既に御承知のとおり

国の医療９抑制策や医師不足の問題など、病院事

業を取り巻く環境はこれまでになく厳しくなって

います。当院においては、不良債務は発生してお

りませんが、平成１６年度に循環器内科医師が５

名体制からゼロになったことから、単年度で４な

７１り９の差差失を計上していますし、翌平成１

７年度にも精神科固定医師が３名から１名に２員

となったことで３な ９９４り ０００９の差差 

失、また平成１８年度は赤字幅は多少圧縮されま

したが、２な ５８５り ０００９の差差失が発 

生して、これまでの累積欠差金は１８な ９６０
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り ０００９となったところでございます。

２点目の今後の診療体制の充実につきましては、

今年度４月からの診療体制につきましてはさきの

行政報告でもお知らせをしたところですが、診療

科１９科に固定医４６名と研修医１０名の合計５

６名を配置、ほかに５３名の医療技術スタッフと

２５８名の看護スタッフによりまして、地域住民

の健康少進に努めているところであります。診療

体制の充実につきましては、現在３名おります循

環器内科医を平成１５年度当時のように呼吸器医

を含めた５名体制に少員すること及び現状病棟を

統合して固定医１名と長期出張医１名の体制で診

療を行っている精神科につきましては、従前のよ

うに第１及び第２病棟それぞれで入院り者を診療

できるための複り医師を確保することがり者及び

家族または同病院の運営にとってもベターである

と考えております。地方における医師の確保は難

しいのが実情でありますが、今後もさまざまな機

会をとらえて医師確保の努力を続けてまいります

ので、御理解をくださるようお願いいたします。

３点目のななの確保と９用抑制策についてお尋

ねがございました。ななの確保につきましては、

医業ななの大部分は診療報酬によるところが大き

く、従来は２年ごとに行われる診療報酬改定に期

待が寄せられていたところであります。しかし、

平成１４年度から１８年度にかけてはマイナス改

定とゼロ改定が行われるなど、国の医療９抑制策

は診療報酬改定にも反映されるようになり、改定

には期待が持てず、むしろ不安を抱かざるを得な

い状況になってございます。平成１８年度の決算

概要では、精神科の入院外来り者りが２少したに

もかかわらず、医療ななは一般科における入院外

来のり者りの少少にない、１な ４４７り ００ 

０９の少なとなったところであります。今後も診

療の質を高めるとともに、高い病床利用率の維持

に努めてななの確保を図ってまいります。

９用抑制策につきましては、平成１８年度の決

算概要では医業９用は６３な ０７１り ０００ 

９で、前年度に比較しますと ６７８り ０００ 

９少少しております。医業ななの少少になう診療

材料９等の少少が主な要因と分析しております。

しかし、ななの確保とあわせまして９用の抑制が

事業運営の課題となっていますので、ジェネリッ

ク薬品の採用による薬品９の抑制、手術機材のキ

ット化により診療材料９の抑制に努めてまいりま

す。あわせて診療科別の原価管理システムを構築

してななの分析にも努めてまいりたいと考えてお

ります。

４点目の事業健全化の見通しについてでござい

ます。診療報酬のマイナス改定とゼロ改定がここ

り回繰り返され、さらに国が平成１６年度に新り

医師に２年間の臨床研修を必修化したことで、医

師不足に拍車がかかり、地方の医療機関の事業運

営や診療機能が大幅に低下しています。当院でも

その影響を受けて５名の循環器内科医が平成１６

年度にはゼロになり、翌平成１７年度には３名の

精神科医師が１名に２るなどして診療及びななに

も大きな打撃を受け、平成１６年度以降は３年連

続しての単年度差差失となったところであります。

本年４月からは、循環器内科医師１名と小児科医

師３名が充足され、一般科では前年度以上のなな

が期待されますが、精神科病棟がもとの診療体制

に戻ることが病院事業の健全化につながるものと

考えるところでございます。

最後の５点目の抜本的な赤字解消策についてで

ございます。読売新聞北海道な社の市町村アンケ

ートでは、病院を抱える自治体の７割以上が病院

事業会計において赤字という深刻な状況になって

います。この主な要因は、国の医療９抑制策によ

る診療報酬のゼロあるいはマイナス改定と新たな

医師の臨床研修制度が医師不足に拍車をかけたこ

とによるものと考えられています。今後高齢化が

進展する中で、住民が安心していつでも的確な医

療を受けられるために国が地域医療に９して積極

的な財政な援と医師確保などの施策を展開するこ

とが病院事業の安定化につながるものと考えてい



－83－

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

少し温度が上がって〇副議長（熊谷吉正議員）

きましたので、上着の方は自由にしていただいて

結構だと思います。

佐々木生活福祉部長。

それでは、私〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

の方から大きな項目４、消９者保護等についてお

答えします。

最近の消９者を取り巻く環境は、複雑化、多様

化し、手口も巧妙でトラブルも後を絶たない状況

にあります。名寄市における平成１８年度の消９

者相談件りは、３５０件と前年より２少はしてい

るものの相談内容はさまざまで、消９者センター

で適切に９応しているところです。今後も悪徳業

者による手口はさらに巧妙になり、被害金額も多

額になるものと推測され、被害者をいかに未然に

防止するかについて消９者被害防止ネットワーク

の組織化については必要性を認識しております。

名寄市では、市と市民が協力して安全で住みよい

地域社会の実現に寄与するため、生活安全条例を

制定しておりまして、５月には生活安全推進協議

会を立ち上げ、情報交換等を進めてまいりました。

推進協議会は、警察、消９者協会、社会福祉協議

会、老りクラブ連合会など各種団体で構成されて

おりますので、新たな組織を立ち上げないで悪徳

商法、催眠商法等にかかわる情報交換の場として

もこの推進協議会を活用してまいりたいと考えて

おります。ただ、協議会には商工会議所、商工会

が少わっておりませんので、組織的な課題につき

ましては内部協議に若干のお時間をいただきたい

と考えております。よろしく御理解をいただきた

いと思います。

続きまして、ノーレジ袋、マイバッグ運動の推

進につきまして答弁させていただきます。私が今

これ持っているのがマイバッグです。あけるとこ

んな形になります。これを消９者協会と一緒にな

ってマイバッグ運動を推進しようということで今

やっております。昨年改正されました容器包装リ

サイクル法では、容器包装を多量に使用する事業

者は削２目標を国に報告することが義務づけられ

ました。スーパーやコンビニで買い物をすれば当

たり前のようにもらうレジ袋、無料のレジ袋は消

９者に深く浸透したサービスであります。日本ポ

リオレフィンフィルム工業組合によりますと、日

本国内のレジ袋の年間使用料は約３００な枚とな

っています。毎日もらうとすぐにたまり、まとめ

て捨ててしまう。レジ袋の原料は石油で、限られ

た資源でもあります。平成１８年度からレジ袋使

用抑制に向け、名寄消９者協会とともにマイバッ

グ運動に取り組んできました。レジ袋削２には、

最も効果のある有効な手段と考えています。一り

一りの消９者がマイバッグを使用することにより、

ごみはつくらない、買わない、もらわないの実践

と不必要なレジ袋は断ることにより、ごみの２量

化及び資源の保護につながるものと考えておりま

す。現在マイバッグの仕様について５月の中旬以

降庁舎内の職員、職員には臨時職員、嘱託職員も

含めております、それから市から委嘱をしており

ます保健推進委員等に２週間のモニター調査を実

施しております。その結果を分析をしながら、今

後町内会、各種団体等にマイバッグ運動を拡大し、

削２効果と継続使用について調査もし、マイバッ

グの普及になうごみの２量化に取り組んでまいり

たいと考えております。マイバッグには、市のモ

ニター用としまして５００枚から７００枚程度モ

ニター調査の方に活用したいというふうに考えて

います。レジ袋は、消９者にとってもったいない

の象徴でもあります。賢い消９者を育てるには、

民間の力によるところが大きく、消９者協会との

連携、啓発強化にも期待をしているところであり

ます。

なお、先ほどの法施行を受けまして、レジ袋を

提供する事業者につきましては抑制９策について

の調査を今後実施したいと考えておりますので、

御理解を賜りたいと思います。
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危険ごみ、ペットボトルなどにレジ袋を活用し

ていることにつきましては、平成１５年度より家

庭ごみを有料化し、指定ごみ袋がない資源ごみ等

を出す場合、透明、半透明の袋で中身の確認がで

きる袋であればよいとしまして、家庭で不要にな

ったレジ袋の有効活用策としてレジ袋使用を認め

ております。レジ袋を抑制する考え方の基本は、

佐藤議員と同じであります。いかに事業者から排

出されるレジ袋を抑制できるかであります。抑制

する最良の方法は、レジ袋が有料化されて消９者

がマイバッグを持参することであると考えていま

す。東京都地域消９者団体連絡会の調べによりま

すと、レジ袋が無料の場合のレジ袋辞退率は約１

５％だそうです。レジ袋を有料化にしましたとこ

ろ、辞退率は８７％に上ったそうです。ただ、問

題なのは、有料化を導入しても消９者がなれてし

まうとマイバッグの持参率が伸びなければレジ袋

の大幅な削２にはつながらないということも指摘

されております。しかし、レジ袋有料化につきま

しては、すべての業者が一斉に取り組むならと二

の足を踏んでいる業者もいることも事実でありま

す。消９者側もただでもらって当たり前といった

意識があり、環境に負荷を与えず限りある石油資

源を大切にする意識の醸成が重要と考えています。

レジ袋の使用を禁止している状況につきまして、

全道各市に調査をいたしましたところ、禁止して

いる市は士別市を含めて４市、分別かご等の容器

回なをしておりましてレジ袋を使用しなくてもい

い市が１０市、残りは資源ごみ袋として認めてお

ります。レジ袋のごみ袋使用を禁止しますと、新

たなごみ袋が必要になります。資源の節約にはな

らず、もったいないという市民感情とぶつかるこ

とにもなります。市民には、ごみの分別排出に特

段の御協力をいただいており、いましばらくは消

９者協会との共同によるマイバッグ運動の推進と

ごみの２量化９策として市民意識の醸成に努めて

まいりたいと考えております。

以上、私の答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それでは、それぞれ御〇１番（佐藤 靖議員）

答弁をいただきましたので、再質問をしていきた

いと思いますけれども、ちょっと順序が逆になる

のはお許しをいただきたいと思います。

まず、消９者保護の関係でありますけれども、

今佐々木部長から御答弁をいただきました。それ

ぞれマイバッグ運動や何かを含めてはそのとおり

に進めていっていただきたいと思いますけれども、

やはり消９者保護というのは非常に大切なことで、

これも最近の例でありますけれども、一つは先月

ですか、名寄市健康セミナーというのが開催され

て、その後援に名寄市教育委員会が載っていたと

いうことで、名寄市健康セミナーという表記で案

内されたものですから、行ってみると実は最後は

違うものを売るような、これが効果があるよとい

う、そういうセミナーであったということがあり

ましたし、今５丁目ですか、空き店舗を利用して

サプリセンターでしたか、そういう名称で店開き

をされております。いずれにいたしましても、今

こういう業者の皆さんというのは非常に利口にな

られたというか、昔は集めるのにチラシを入れて

不特定にぼっと集めてやって、そこからどんどん、

どんどん落としていくという形をとったのですけ

れども、今はそこに来ているりたちにピンポイン

トで案内を出して集めて物を売るという意味から

すれば、いろんなネットを張っておかないとなか

なかそれは防止できないということになってきて

いるような気がしますので、ぜひ佐々木部長の方

でおっしゃったように生活安全推進協議会を少し

工夫されて進められることをお願いをしておきま

す。この推進委員会の会議の後、警察署長と少し

お話をしたのですけれども、署長も非常に警戒を

しているという、そういうことがあれば一緒にや

りたいという話もしておりましたので、ぜひそこ

はお願いしたいと。

もう一つ、以前一般質問させていただいたので

すけれども、こういう事例、あるいは市の行事や
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何かをＰＲする意味でごみな集車を活用できない

かと。テープ流したり、スピーカーでやれないか

という提言をさせていただきましたけれども、そ

の検討はどうなったか答弁をいただきたいと思い

ます。

佐々木生活福祉部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

市の方で行っ〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

ております広報活動につきましては、現在のとこ

ろ、名寄地区では今までやっておりません。こと

しの５月３０日に私が耳にしたのですが、風連地

区におきましては市の広報車を使ってドライバー

は市の職員、ウグイス嬢というか、マイクを持た

れる方は消９者協会の方ということで協力をしま

して、５月３０日が消９者の日ということもあり

ましてＰＲ活動をやっておりました。今後につき

ましては、関係団体との連絡をとりながら、月２

回程度の市広報車による広報活動を来月７月から

実施してまいりたいと思っております。テープで

やる方法、生の声でやる方法といろいろあるもの

ですから、関係団体との協議も進めてまいりたい

と思っています。

議員から提案になりました清掃車による広報に

つきましては、市から業者に貸与している車両に

現在のところ１台しか設備がないこと、それから

過去にごみな集に関して苦情等の地域事情がある

こと、それから広報に適した走行が清掃車の場合

必ずしも期待できないことを考慮しまして、回り

については十分とは理解しておりませんが、市広

報車を使って９応したい思っています。さらに、

Ａｉｒてっし等の活用をしましてＰＲにも努めて

まいりたいと思っております。

一方、独居高齢者の方々について、巧妙な手口

で悪徳商法の方々が入ってくるということもあり

ますので、市の方では保健師さんが保健センター、

地域包括な援センターで訪問相談事業を実施して

おりますので、これらの独居の高齢者の方々が悪

徳商法の被害者にならないように、例えば消９者

センターの電話番号を入れて高額な物品は買わさ

れないようにしましょうねとか、困ったときには、

家の改修等で多額な宣伝があったときには注意し

ましょうねというような簡単な言葉と消９者セン

ターの電話を入れたミニポスターを持参していた

だいて啓発に努めてまいりたいと思っています。

これは、保健師さんの持っていますフェース・ツ

ー・フェースで高齢者の方に安心していただいて

確実に情報を伝える方法として今後とり進めてま

いりたいと思っています。市広報車による広報に

つきましては、なかなか営業妨害なのかどうかと

いうのも判断もちょっとありまして、難しい部分

はあるのですが、重点的にその付近も含めて広報

車によるＰＲをすることによって、一定の抑止効

果があったというのをほかの市の例で聞いており

ますので、それらについても検討してまいりたい

と思っています。究極的には、だまされない賢い

消９者を育てる地道な啓蒙運動が大切と考えてい

ます。近隣の士別の情報では、士別消９者協会の

劇団さくらが昨年１２月のチャリティー演芸会に

実験商法という演技を披露したという記事を見ま

して、全道各地の消９者協会の活動報告の中でも

さまざまな民間団体ならではの意気込み、知恵、

フットワークのよさを発揮された活動をしている

やに聞いております。悪徳商法、催眠商法と被害

から市民を守るためには、行政だけの力ではおの

ずと限界がありますので、消９者センターにおけ

る相談指導のほか、消９者協会と連携してより積

極的な啓蒙活動に取り組んでまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

時間の関係もあります〇１番（佐藤 靖議員）

ので、それぞれ今佐々木部長がおっしゃったよう

に、ぜひ被害があってからでは遅いので、未然防

止を含めて積極的に御検討されることを御要望を

しておきたいと思います。

また、市立病院の健全化についてでありますけ

れども、これも何が一番いいのかというのは私も

正直わかりません。やはり一つは、事務部長おっ
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しゃるように精神科の医師を確保して、前の１０

０り体制に入院体制を戻すというのも一つでしょ

うし、本当に何をやったら一番健全化になるのか

というのは、まだ不良債務の債権の発生は出てい

ませんけれども、１８な９を超える累積赤字があ

るわけですので、一日も早い改善を国の制度改正

もありますけれども、望みたいのと、なかなか市

の方に繰出金をと言ってももう既に交付税プラス

１な９という、これの今の名寄市の財政からいえ

ば限度額に近いような繰り出しをして健全化を目

指しているもので、これ以上望むのは酷かと思い

ますけれども、さらなる検討と、もう一つは地方

センター病院、今病院の健全化に９しては、例え

ば独立行政法りにした方がいいのではないかとか、

いろんな議論がありますけれども、私はそれはこ

の地方ではなじまないと認識しておりますので、

できたら地方センター病院という役割を含めて近

隣市町村にもやっぱり一定程度の財政な援をお願

いするという取り組みができないのかどうなのか

をぜひお答えをいただきたいと思います。これ市

長にお願いいたします。

島市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

地方センター病院とい〇市長（島 多慶志君）

う大きな北海道からの看板をいただいて、そのこ

とが今日的な医師不足の中にあっても一定の医師

を確保できていると、このように思っております。

問題は、現在の医療制度の中で診療報酬がかける

経９に見合っているのかどうかと、こういうこと

であります。御案内のように地方公営企業ですか

ら、議会に諮ってな入のもとになる料金決定がで

きればそのようなかかる経９に見合ったな入とい

うことになるわけですが、医療法の中で全国一律

の診療報酬と、こういうことでありますから、こ

のことが実現できないと。しかも、公立病院であ

るがゆえに不採算部門も運営の中にどうしても取

り込まねばならないと、このような状況があるこ

とから、自治体病院の協議会という組織では国に

９してしっかりと診療報酬で賄えない部分を国の

財政な援をしてほしいと、こういう要請行動を続

けているわけであります。お尋ねの近隣の自治体

の連携の中でやれないかと、こういうことであり

ますが、今救急の受け付けを多く担っている病院、

名寄市立病院、士別市立病院ということになりま

すけれども、この両病院に９する上川北部圏域の

自治体で救急の所要の財源の一部をな援をしてい

ただけないかと。これは、名寄保健所の皆さんに

も御協力をいただいて協議を進めておりますが、

残念ながら私どもが掲げるな援策までは協議はな

かなか進んでおりません。しかし、緒についたと

いうことでは一歩前進というふうに考えておりま

して、このことを名寄市立総合病院のセンター病

院としての運営のしっかりとした基盤強化につな

げるようにこれからも取り組んでいきたいと思っ

ております。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ぜひこれからも継続を〇１番（佐藤 靖議員）

お願いします。

分庁方式については、これは合併協議会で基本

項目小委員会の皆さんも含めて十分議論されたこ

とだと思いますけれども、やはりとにかく市民の

方々に迷惑をかけないような取り組み、職員の方

が意欲を失わないような取り組みをぜひこれから

も日々点検をして、時には大胆な発想も含めて継

続をしていただきたいと思います。

最後に、公平公正についてでありますけれども、

まずは１点、広報なよろの号外を出す基準という

のをお知らせをいただきたいと思います。

中尾総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

広報で号外を出す基〇総務部長（中尾裕二君）

準というのは特に設けてはおりませんけれども、

今回の号外の発行に関しましては、一つには議会

の方からこの件に関しての情報の提供が極めて少

ないと、こういう御指摘もいただきまして、また

市民の皆さんからも今課題となっているものにつ

いて、これまでの経過も含めて説明責任を果たす

べきだと、こういう御指摘をいただいた上での発
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刊ということで御理解をいただければと思います。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

そのもので発行された〇１番（佐藤 靖議員）

号外の裏面の部分に、特別委員会もやっておりま

すので、そこになるべく入らないようにしたいと

思いますが、大型店舗が郊外に進出することで市

街地が郊外に拡散すると。そこで、道路除排雪な

ど膨大な維持コストが発生する。さらには、中心

市街地における治安が悪化するという表現があり

ます。それが太字で表現されてありますけれども、

この表現の根拠を担当部署、野間井建設水道部長

と佐々木生活福祉部長はどういうふうに認識をさ

れておりますか。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

道路の除排雪〇建設水道部長（野間井照之君）

の膨大な維持コストでありますけれども、これは

一般的なことで考えていただきたいというふうに

思っております。通常用途地域に大型店だとか、

住住地もそうなのですけれども、 ０００平住以

上の土地を開発するということは開発行為という

行為が必要でありまして、例えば住地を開発行為

するときには物を建てることを前提になっていま

すから、住住と道路というのが必要になってきま

す。こういう大型店の進出に関しても、今回の大

型店の部分では両方ともに道路があったから問題

はないのですけれども、例えば今のパチンコ屋さ

んの裏の方に４ヘクタールから６ヘクタールの同

じようなものを建てるときには、駐車場を ００

０台以上設けるというふうに考えた場合には、マ

ックスの場合には一本の道路だけでは渋滞を起こ

すということも含めて、もう一本道路が必要だと

いうことも考えられます。そういうことになると、

そこで開発行為で道路も一緒に造成をします。そ

して、将来というか、開発行為の許可がおりた段

階で、造成が終わった段階でその道路は公の方が

通るということも含めて市に寄贈されるというこ

とも考えられるということがあります。そうする

と、それが市道に認定せざるを得なくなってくる。

それで、そこは除雪が必要になってきます。ある

いは、舗装も補修も必要になってきます。そうい

うことで、ここでは維持９が膨大になる、一般論

を掲載しております。

以上であります、私の方からは。

佐々木生活福祉部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

治安の関係に〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

つきまして安心安全会議を所管する部長ではあり

ますけれども、具体的な治安９策とか、そういう

ものについてはその記事につきましてコメントす

る材料を持っておりませんでしたので、まちが郊

外の方に大きな商店街が出ていくことによってま

ちのりが往来するのが２りまして、一般的に治安

が悪くなるというふうに、私その程度の理解でし

たので、ちょっと十分な答えになっていないかも

しれませんけれども、そんな事例です。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

いずれにしても、今の〇１番（佐藤 靖議員）

２点は論拠が非常に希薄だと。ここに表現で号外

で、しかも今野間井部長の方からお話ありました

けれども、財政事情の厳しさというのは十分市民

の皆さんも認知されていて、特に今回の市議会議

員選挙でもエフエムなよろのインタビューでは夕

張の財政をどう思うという質問が共通であったり、

今財政課題という非常に市民も注目している部分

にある意味では言及すると。さらには、市民の皆

さんの生命や財産にかかわる、そこにかかわって

くるような問題も列記しながら、用途地域は指定

が必要ですよというアピールをすると。こういう

ことが公平公正の選挙をつかさどる選管としては

正当性があると考えているのか、中尾選管事務局

長にお伺いします。

中尾総務部長兼務選〇副議長（熊谷吉正議員）

管事務局長。

今〇総務部長（選管事務局長）（中尾裕二君）

御指摘のありました部分につきましては、具体的

に将来的にどうかという表現ではございませんで、

もともと新総合計画の理念に基づいて進めようと
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しているコンパクトなまちづくり、あるいは今後

適正に進めていかなければならないそれぞれのゾ

ーニングの関係での９応ということで、市の方で

の９応をしたものと選管としては見ておりまして、

通常の広報活動、特にその時点で市民の皆さんに

お知らせをすべき項目について掲載があったもの

と判断をしております。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今回の道議会議員選挙〇１番（佐藤 靖議員）

では、壇上でも言わせていただいたとおり既に選

管の認識も新り陣営に９しては徳田の大型店進出

は争点になっているという表現があって、いろい

ろな警告や何かを含めて指摘が連日のように寄せ

られたわけでありますけれども、そういう意味か

らいって例えば一つ、この号外の中でも新り候補

の方では要所要所で大型店の進出にかかわって消

９者の選択肢あるいは市民の利便性の向上という

のを訴えてきております。これは、まさに市民説

明会で市民の声に裏づけされた主張であったわけ

でありますけれども、今回の号外では「地域を育

てるのは地域の住民」というタイトルで、市民説

明会の意見に９してという表現ではありますけれ

ども、消９者である市民の選択肢と利便性向上を

無条件に優先するのではなく、名寄市としてはあ

くまでも暮らしやすいまちづくりを目指しますと

いう表現も含めて、これも改めて選挙の公平性、

公正性からいって中尾選管事務局長はどう思いま

すか。

議長にお願いします。コールも選管事務局長で

お願いします。

中尾総務部長兼務選〇副議長（熊谷吉正議員）

管事務局長。

議〇総務部長（選管事務局長）（中尾裕二君）

員のお尋ねの部分につきましては、多分に誤解が

あるのではないかと思いますので、若干説明をさ

せていただきますけれども、候補の選挙事務所に

選挙管理委員会として御依頼を申し上げたのは、

決して候補の主張であるとか、そういったことに

問題があるという指摘でございませんで、公職選

挙法に定められております事務所における看板の

りであるとか、あるいは法定で定められておりま

す看板の大きさに問題があるということで御指摘

をさせていただいたわけでありまして、看板に記

載をされている文言がどうであるとか、そういう

ことではないということでぜひ御理解をいただき

たいと思います。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

電話を受け取ったのは〇１番（佐藤 靖議員）

私ですから、それは選管事務局長としては認識が

違うと。既に争点になっているという指摘で、私

たちはそれとは関係ないですよというものと争点

になっているではないですか、言っているではな

いですかという指摘で、そこを外しなさい、これ

をこうしなさいという指摘が来ていたわけであり

ますけれども、既に選管としては争点であるとい

う認識を持っていたのではないですか。だから、

こういう号外が出て、しかも選挙の期間中にこう

いう号外が出ることに９していかがですかという

ふうに聞いているので、ちょっと私は中尾選管事

務局長の認識が違うと思いますけれども。

中尾総務部長兼務選〇副議長（熊谷吉正議員）

管事務局長。

選〇総務部長（選管事務局長）（中尾裕二君）

管の事務局として御指摘をさせていただいたこと

は、道議選の争点としてそのことがなっていると

いうことではございませんで、候補者御自身が選

挙活動の中で主張されていることについては、看

板の枚りに入りますということでの御指摘をさせ

ていただいただけでありまして、そのことを看板

に御主張として、それは当然その候補の選挙公報

にしましても、あるいは政党が正式に出しており

ます号外の部分のチラシにつきましても明らかに

うたわれているわけですから、そのことは別に違

法とかということではございませんで、その文言

を看板に入れていることが公職選挙法で定められ

ている三つ以内というものに入りますので、五つ
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ありますから、いずれか二つをお外しくださいと

いう要請をさせていただいただけでありまして、

争点とか争点でないということでなくて候補者が

主張されていることにまさに看板に文言が入って

いるということで、り的にカウントされますとい

うことでのお知らせをさせていただきましたが、

決して選管事務局としてそのことが選挙の争点で

あるとか争点でないということでお知らせをした

わけではないことをぜひ御理解をいただきたいと

思います。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

時間ももうないですの〇１番（佐藤 靖議員）

で、またの機会というのもあれですけれども、し

たいと思いますが、最後に広報をりう総務部長と

してお伺いします。

これから今のように広報にはいろいろな状況の

変化というのが出てくるし、これからの時代を含

めて、例えば今、議会の中でも広告を載せた方が

いいのではないかという議論もあります。そうい

う意味では、広報というのはいかにあるべきかと。

ある意味では、規定ですとか内規ですとかしっか

り明文化された方がいいというふうに思いますけ

れども、その点についてお伺いして終わりたいと

思います。

中尾総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

広報の役割につきま〇総務部長（中尾裕二君）

しては、冒頭のお答えでもお話をさせていただい

たとおりでございまして、広報に求められるのは

やはり市民のニーズを的確につかんで、さらには

正確、的確、迅速に発刊をしていくと、こういう

ことであろうと思っております。御指摘の向きに

つきましては、広報の発刊規則等をつくることも

一手法としてございますので、これらにつきまし

ては私どもの今後の研究課題としてお時間をいた

だければと思います。

以上でございます。

以上で佐藤靖議員の〇副議長（熊谷吉正議員）

質問を終わります。

安全、安心なまちづくり推進について外３件を、

佐々木寿議員。

ただいま議長から御〇６番（佐々木 寿議員）

指名がございましたので、質問の場に立たせてい

ただきます。私は新りでございますので、現在不

安でございます。一番不安なのは、私の言葉が理

事者には確実に伝わるかということが一番心配な

のでありまして、岩手県に１８年、名寄に昭和４

７年からお世話になっているわけであります。岩

手県から含めますと、約倍の年りをここでお世話

になっているわけであります。私は、名寄のため

に、今問題となっております大型店の関連にして

も名寄の将来のために自衛隊ＯＢとして責任と誇

りを持って事に当たってまいりたいと思います。

それでは、通告順に従い質問してまいります。

初めに、防災力、国民保護法について質問してま

いります。近年自然災害や北朝鮮によるミサイル

発射、原子力事故あるいはテロ等さまざまな危機

事案が発生しております。このようなあらゆる災

害に９処する能力、すなわち防災力でありますが、

平成１７年４月に総務省の消防庁が作成した統一

基準に基づいて全国都道府県が現在の地域の防災

力、危機管理能力についてどれくらいの能力があ

るのかということを自己評価したわけであります。

これは、８００項目について回答され、被害の軽

２や予防策、教育や訓練といった九つの手法ごと

にり値化して、１００点満点に換算してどのくら

い能力があるのだということを自己評価したわけ

でありますが、全国では平成１８年１月に発表さ

れた結果によりますと平れは５ ５点で、前回平

成１５年より情報通信システムのバックアップ９

策などの整備が進み、１５ポイント改善されたと

しております。しかし、洪水被害予測を実施して

いないところがあるなどリスク把握評価、被害想

定に関しては評価が低かったということでありま

す。ちなみに、北海道は４ ９ポイントで、北海

道の市町村別平れ点は１ ６２ポイントというこ

とでありますが、そこで名寄市としてもこの地域
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の防災力、危機管理能力がどれくらいのものか、

自己評価されているのであればその評価点をお知

らせください。

次に、このような防災力に関連して重要視され

るのは国民保護法であり、すなわち住民の保護で

あります。平成１６年に成立、施行されました国

民保護法は、他国からの武力攻撃や大規模テロな

どから国民の生命、身体、財産を保護するため、

国や地方自治体等の責務、住民の避難に９する措

置、そのほか国民保護措置等に関して必要な事項

を定めておりますが、特に平成１８年４月以降は

全国の市町村で国民保護計画の作成を本格的に実

施することとなりました。これは、戦後ほとんど

無縁であった業務であったわけでありますが、住

民の立場で住民を守るという本来の自治体の役割

であろうと思います。そこで、名寄市の国民保護

計画が作成されていると思いますので、国民保護

計画の進捗状況、調査研究、計画実行、検討等に

ついてお知らせください。あわせて今後の取り組

みについてお知らせください。

また、阪神大震災で家屋の下敷きになったり々

の救出作業を近隣住民が担ったことを踏まえ、住

民の初期９応能力を高めるため創設されました防

災士でありますが、地域リーダーとなる防災士の

資格者は現在何名いるのか、今後資格取得につい

てもお知らせください。

次に、市民の健康づくりについてでお伺いいた

します。初めに、食育に関連しての質問をしてま

いります。食育という言葉は、当たり前のように

広がっておりますが、意外と広分野にわたって使

われていると思われます。その中で特に将来名寄

を背負っていくでありましょう子供たちの食育に

関して質問してまいります。食育の必要性や意義

を説かれるとき多く使われる用語として、食の乱

れということがあります。直接的には、脂質の過

剰摂取や野菜摂取の不足の傾向、朝食の欠食や一

りで食べる孤食や家族がいろいろ異なった料理を

食べる個食の少少など栄養の偏りや食習慣の乱れ

が教育現場にもクローズアップされるようになり

ました。学校教育現場では、朝食抜きの児童がふ

え、深刻な問題になっていると聞いております。

因果関係ははっきりしておりませんが、子供が切

れやすく暴力的になるのは食生活の乱れが原因と

する説もあります。そこで、朝御飯を食べていな

い子供たちはクラスでどのぐらいいるのか、実態

をお伺いいたします。

また、平成１８年４月に国民的な運動として子

供に基本的な生活習慣を身につけさせるため、早

寝早起き朝ごはん運動が文科省の肝いりで発足い

たしました。名寄の実情はどのぐらい普及されて

いるのかお知らせいただきたいと思います。また、

食事バランスガイドとして１日に何をどれだけ食

べたらよいかという目安を、これは厚生労働省と

農水省が平成１７年６月に策定し、平成２２年度

までに食事バランスガイド等を参考に食生活を送

っている国民の割合を６０％にすることが目標だ

ということでありますが、当面名寄市の学校給食

の実態はどのようになっているのかお伺いいたし

ます。

次に、スポーツの振興についてお尋ねいたしま

す。健康は、食だけでは維持されません。やはり

適度な運動が必要であります。先般行われました

チャレンジデーは、徳島県三好市に勝利したわけ

でありますが、何よりも市民の６ ６１％、２り

１４りの参少を得たことがすばらしいことだと思

っております。年１回とはいえ、これだけ子供と

大りが一体となって喜び、悔し涙を流し、スポー

ツに没頭した日はないと思われます。生活習慣病

を予防するために毎日１り歩歩くとか、週１回３

５分のジョギングを行うなど、個り的に健康管理

をしているりもあろうかと思われますが、やはり

スポーツをやりやすい環境を創出することが大切

なことだと考えます。そこで、過去名寄市も市民

運動会が行われたと伺っております。冬季、夏季

市民運動会の復活に関してのお考えをお知らせく

ださい。また、市内で開催される各種スポーツの
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大会は、市民のスポーツの助長策となるわけであ

ります。大いに今後すべきだと考えますが、今年

度のスポーツの大会は体協が承知しているりと広

報の考え方についてお伺いいたします。また、経

済効果の観点からも各関係、各所に合宿誘致の働

きかけのお考えを伺います。

次に、将来の保育、子育て環境についてお伺い

いたします。子供を取り巻く環境の変化を踏まえ

た今後の幼児教育のあり方について、平成１７年

１月に中教審が答申いたしました。これを受けて

平成１８年に就学前の子ども関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律が施行された

わけであります。いわば保育所と幼稚園の機能を

一体化させた認定こども園がスタートをしたわけ

であります。名寄市は、幼保連携型と伺っており

ますし、現在検討推進中であるということであり

ますが、保育への企業参入が促進するのではない

か、また現行の認可保育所制度を崩壊させて保育

の水準を低下させるのではないかとか、低所得者

層や発達障害児が排除されるのではないか、ある

いは養護の視点が失われ、知育が優先されること

によって乳幼児のり格形成が差なわれるのではな

いかというような不安や懸念があるように思われ

ます。そこで、名寄市としての認定こども園に関

する現段階での取り組みの指針概要についてお知

らせください。

次に、名寄市障害者福祉計画についてお伺いい

たします。ノーマライゼーションとリハビリテー

ションを基本とする名寄市障害者福祉計画であり

ますが、平成１９年度が最終年度となるわけであ

ります。現在までの推進実情と改善、問題事項、

見直すべき事項についてお知らせください。

次に、障害者自立な援法についてお伺いいたし

ます。障害者が自立した日常生活が送れるよう福

祉サービスの充実を目指して昨年４月からスター

トいたしました障害者自立な援法でありますが、

ある地方によっては知的障害者が働く施設などで

は新製品の開発などさまざまな取り組みを進めて

いるところもあるやに聞いております。一方で、

障害者や施設の負担少によって福祉サービスの利

用が２るおそれがあるなど、内容の改善が求めら

れてまいりました。このため障害者や施設の負担

軽２などを行う緊急の特別９策が実施されたわけ

であります。障害者自立な援法の着実な定着を図

るため、国は平成２０年度までの特別９策として

２００な９、平成１８年度の補正は９６０な９

をな援することとなっております。改善策の内容

は、三つの柱から成っております。一つ目は利用

者の負担のさらなる軽２、二つ目は福祉施設など

事業者に９する激変緩和措置、三つ目は新法への

移行等のための緊急的な経過措置でありますが、

名寄市として実情と今後の取り組みについてお知

らせください。

以上をもちましてこの場での質問を終了させて

いただきます。

中尾総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま佐々木議員〇総務部長（中尾裕二君）

から４点にわたって御質問をいただきました。１

点目は私から、２点目は教育部長、３点目、４点

目は福祉事務所長から答弁をさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

初めに、地域の防災力、危機管理能力の自己評

価についてお尋ねをいただきました。御質問にも

ございましたが、地方公共団体の地域防災力、危

機管理能力の充実を図るためには地方公共団体が

みずからの防災、危機管理体制の実態を的確に把

握することが重要であるとして防災力自己評価が

行われております。リスク把握、評価、被害想定、

被害軽２、体制整備、情報連絡体制、資機材備蓄

の確保、管理、活動計画策定、住民との情報共有、

教育訓練あるいは評価見直しの九つの分類により

評価をするわけですが、平成１８年度分は評価点

がまだ示されていないためにお尋ねの評価点は出

しておりません。ただ、平成１７年度に行いまし

た旧名寄市における評価点は１００点満点中 ２

５点でありましたので、平成１８年度の評価点も
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１７年度結果と同水準ではないかと考えておりま

す。

次に、名寄市国民保護計画の進捗状況及び今後

の取り組みについてもお尋ねをいただきました。

国民保護法の規定に基づいて都道府県及び市町村

におきましてもそれぞれの国民保護計画の作成が

義務づけられ、市町村は平成１８年度中の策定が

求められたことから、名寄市におきましても国民

保護協議会における３回の協議を経まして、１８

年度末に名寄市国民保護計画を作成いたしました。

今後の取り組みにつきましては、計画内容に沿っ

てできるところから実行していきたいと考えてお

ります。今年度は、名寄市国民保護計画の策定趣

旨やその主な内容について広く市民に知っていた

だくことから始めるということで、市の広報紙に

特集記事を掲載することにしております。また、

武力攻撃事態という想定が難しい事柄であります

ので、道内外における取り組みに関する情報を集

めて名寄市としての取り組みの参考にしてまいり

たいと考えております。

次に、防災士についてもお尋ねがありました。

現在名寄市には、防災士の有資格者はいないもの

と押さえております。災害の事前９策や予防９策

の上からも防災士が果たす役割は大きなものがあ

ると思いますので、今後名寄市国民保護協議会に

おける具体的な取り組みについての協議の中で、

あるいは名寄市防災会議の中で検討してまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の２点目、市民の健康づくりについてお答えを

いたします。

初めに、食育についてお答えをいたします。食

育につきましては、平成１７年に健全な食生活や

生活習慣病の予防、食品の安全性など伝統ある食

文化の承継等を目的として食育基本法が制定され

ました。これにより平成１８年度から５カ年にわ

たり食育推進運動が盛り込まれ、名寄市において

も食育推進計画の策定のための庁内準備会が６月

１２日に立ち上がりました。また、文部科学省で

は食育の重要性にかんがみ、早寝早起き朝ごはん

国民運動を推進してきております。名寄市教育委

員会におきましては、校長会等で機会をとらえて

は早寝早起き朝ごはん運動の推進に向けて指導し

てきており、各学校においては保健だよりや給食

だより等を通じて広く保護者に啓蒙してきている

ところでございます。議員のお尋ねの早寝早起き

朝ごはん運動の児童生徒の実態についてでありま

すが、名寄市教育研究所が平成１８年度に名寄市

における児童生徒の家庭生活の実態調査を行いま

した。それによりますと、７時前に起きる子供は

小学生で９１％、中学生で７５％、就寝時刻は小

学生で１０時前が５０％、１１時までが４２％、

中学生で１２時までに就寝が７６％となっており

ます。朝食につきましては、必ずとるでは小学生

８４％、中学生７５％、朝食をほとんどとらない

子は小学生では１％、中学生では７％となってお

ります。独立行政法り日本スポーツ振興センター

の児童生徒の食生活等実態調査結果、平成１２年

度でありますけれども、子供の朝食欠食の割合は

２割弱に上り、少少傾向にあるとされております。

このような全国平れと比べますと、名寄市におい

ては全体的に規則正しい食習慣が営まれているも

のと考えておりますけれども、今後とも食育の重

要性を通して児童生徒の健全な生活習慣の育成に

向けて努力してまいります。

学校給食は、児童生徒の成長にとって一日の食

事の中で重要な役割を担っております。おいしく

食べられることはもちろん栄養バランスに配慮し

た献立内容となってございます。名寄市の学校給

食センターでは、２名の学校栄養職員が道９職員

として配置されておりまして、毎日の献立は平成

１５年５月に文部科学省で示された新しいガイド

ラインに基づき、児童または生徒１り１回当たり

の平れ栄養所要量の栄養バランスを考慮し、たん
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ぱく質が豊富な魚、肉、卵、大豆、カルシウムが

豊富な牛乳、乳製品、小魚、ビタミンＣや鉄の供

給源となる緑黄色野菜、果物、エネルギー源とな

る住、パン、めん、芋類、油脂類となるマヨネー

ズ、ドレッシング等の六つの基礎食品がバランス

よく摂取できるよう片寄らない食品を組み合わせ

た献立内容等を実施してございます。日本の食習

慣を大切に考え、住飯と魚料理を基本とし、食品

の安全性からも積極的に地場産品を活用した学校

給食に努めているところでございます。また、児

童生徒、保護者用に毎月献立表を配付し、献立表

の中で１日のカロリー量と使用した食材の内容、

栄養の動き等を計算し、食事の大切さを指導して

ございます。

次に、スポーツの振興についてお答えをいたし

ます。去る５月３０日に行われたチャレンジデー

２００７では、多くの市民がラジオ体操や綱引き

など各種スポーツに親しみ、参少目標を上回り、

９戦相手に勝利することができました。御質問の

市民運動会についてですが、昭和３３年から４０

年ころまで校区９抗でだれもが気楽に参少できる

市民レクリエーションという名で運動会形式の大

会が行われ、多くの市民が楽しんでおりました。

しかし、各種スポーツ大会や農民運動会、町内運

動会、青年大会などが盛んになると参少者が２少

し、運動会は納涼盆踊り大会に形を変えてござい

ます。この市民運動会の復活につきましては、多

様化する生活環境の変化の中では復活は難しいの

ではないかと考えておりますが、スポーツに親し

む機会は体育協会などと協議しながら推進してい

きたいというふうに思います。

今年度行われるスポーツ大会でございますが、

第６２回国民体育大会軟式野球成年北海道大会を

初め第８回北海道小学生ＡＢＣバドミントン大会、

中体連剣道全道大会、全国スポレク祭選手選考グ

ラウンドゴルフ名寄大会などの全道を見据えた大

会のほか、毎年行われている夏冬のジャンプ大会、

ロードレースや駅伝などの陸上大会、歩くスキー

大会やカーリング大会など体育協会を通じ現在１

３の大会開催が案内されてきてございます。これ

らの大会は、観光協会による歓迎チラシや各競技

団体が報道関係などを通じＰＲに努め、交流り口

の拡大を図っております。合宿につきましては、

例年スキーを中心に合宿が行われておりますが、

夏季競技につきましてもサッカー、アメリカンフ

ットボール、バスケットボールなどの利用があり、

各宿泊施設や競技施設では選手が十分練習できる

よう環境を整え、お迎えしているところでござい

ます。なよろ観光まちづくり協会調べによる平成

１８年度の合宿につきましては、６１件、６５９

り、人べ宿泊り ２５０りの利用がありました。

経済効果の観点から見ると、り多くのスポーツ大

会の開催や合宿客を温かく迎えることによりまし

て口コミの申し込みがふえてきておりますので、

今後も努力していきたいというふうに思っており

ます。

以上、私からの答弁といたします。

中西福祉事務所長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大き〇福祉事務所長（中西 薫君）

な項目３点目、将来の保育、子育て環境について

と４点目の障害者福祉計画についてお答えをさせ

ていただきます。

最初に、認定こども園制度についてお答えを申

し上げます。認定こども園に関する現段階での取

り組み指針、概要についてでございますが、昨年

１０月に幼稚園と保育所が連携し、互いの利点を

生かし、幼稚園児に長時間保育、保育園児に幼児

教育を行う認定こども園制度が施行されたところ

でございます。新市の総合計画でもこの民間の力

を活用した認定こども園制度の促進を掲げ、将来

の子育て環境の整備を図ることとしております。

また、この制度の推進に当たっては、現在の保育

水準を維持しつつ、子供の福祉を最優先して進め

る考えでおります。現在名寄地区の幼稚園と保育

所の状況は、保育所が公営、幼稚園は民営と完全

にすみ分けをしている特殊性があり、設置者が異
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なること、また幼稚園と保育所の建物の距離が離

れていることなどから、認定こども園制度導入へ

の取り組みも難しい面がありますが、双方とも認

可された施設であることから、制度の導入に当た

っては幼保連携型の認定こども園制度の導入を考

えております。具体的な取り組みといたしまして

は、昨年度から名寄市幼児教育振興会と協議を行

った上で、この認定こども園制度に取り組む意向

のある幼稚園を御推挙いただき、導入実現に向け

た協議を重ねているところでございます。

さらに、市内の保育所の状況といたしましては、

認可保育園が名寄地区に公営として４カ所、風連

地区に民営のものが１カ所、へき地保育所３カ所、

無認可１カ所、企業内保育所３カ所で保育需要に

９応しております。きょう現在待機児童はござい

ません。また、現在の認可保育所の入所状況では、

公営の定員２８０りに９しまして在所者２５３り

で、入所率９ ４％となっております。民営は定

員４５りに９し在所者５６りで、入所率１２ ４

％となっております。

認定こども園制度の導入によりまして企業の参

入を招き、保育所制度崩壊、保育水準の低下、低

所得者の排除などの不安や懸念があることについ

てでございますが、導入を考えております認定こ

ども園制度は、市内の学校法りが経営する認可保

育園、認可幼稚園と取り込もうとするものであり

まして、互いの特性を生かし、入所園児に長時間

保育と幼児教育を行う中で、子供の福祉優先を基

本に据え、保護者の要望に９応して保育と幼児教

育を兼ね備えた子育て環境の充実を図るものでご

ざいます。御質問にありました企業の参入を招き、

保育所制度の崩壊による保育水準の低下、低所得

者、発達障害児の排除はこの制度上からもないも

のと考えております。

次に、大きな項目４点目、名寄市障害者福祉計

画について、最初に障害者、現在までの計画の進

捗状況と実情、問題点について御質問がございま

した。障害者福祉計画の現状でございますが、こ

の計画は平成１０年度に障害者の自立と社会参少

の一層の促進を図り、障害者に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するため１０カ年の計画とし

て策定されました。その後平成１６年度に措置か

ら利用者の選択によるな援に制度が改正されたこ

とから、この計画を見直し、現在に至っておりま

す。障害者福祉計画は、障害者施策を推進するた

めの基本的な計画で、今年度が最終年度となって

おり、計画されました個々の事業の目標達成状況

等につきましては、名寄市保健医療福祉推進協議

会で協議の後成文化することになっております。

また、現在次期計画の策定に向け基本調査を行っ

て、障害者の方々からの声を直接計画に反映でき

るよう準備を進めているところでございます。こ

うしたことから、御質問の改善問題事項、見直し

につきましては基本調査で出された意見を踏まえ、

名寄市保健医療福祉推進協議会とその障害者部会

に諮り、集約してまいりたいと考えております。

次に、障害者自立な援法の特別９策事業でござ

いますが、従来のな援９制度では身体障害者、知

的障害者と精神障害者は別々の制度であったこと

から、平成１８年度にサービスの一元化を図るた

め障害者自立な援法が施行され、新制度を９滑に

実施するため、国では障害者や施設の負担を軽２

する特別９策事業を平成１９年度と平成２０年度

の２カ年間暫定で実施することになりました。国

が示した主な内容といたしましては、一つには利

用者負担の限度額を現行の２分の１から４分の１

に引き下げ、利用者負担の軽２を図るとともに軽

２９象世帯も所得に応じて拡大を図る。二つには、

福祉施設など事業者に９するな入激変緩和措置と

しては報酬を日払い方式に９応することが困難な

事業所については、従来の月払い方式とし、報酬

最低保障額も８０％から９０％に引き上げるとと

もに、新体系に移行した場合についても９０％を

保障し、事業所の安定的な運営を確保する。三つ

には、低所得の施設入所者にあっては勤労意欲の

向上と自立をさらに促進するため、食９や光熱水
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９の負担をなくし、工賃全額が手元に残るよう控

除額相当分をな給するといったような内容となっ

ております。国の施策により北海道を通じて実施

する事業でありますけれども、これからも障害者

の方々が地域で安心して暮らせる社会が実現する

よう総合的な自立な援に取り組んでまいりたいと

考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

御答弁をいただきま〇６番（佐々木 寿議員）

したので、再質問と御要望を申し上げてまいりた

いと思います。

まず初めに、評価点でございますけれども、か

なり私が思っていたより低い評価点でありました

ですが、いずれにいたしましても災害に９する準

備とか９応とか、あるいは復旧とか、災害の軽２

をするとか、それについてはもう一度やはり防災

体制をしっかりとチェックして、見直していただ

きたいと、こういうふうに思っております。

それから、国民保護法でございますけれども、

できるところから実行していくということであり

まして、広報紙に特集記事を掲載するということ

でありますが、いずれにいたしましても先ほども

御答弁がありましたように武力攻撃事態というの

は想定がかなり難しいわけでありまして、そのた

めに防衛の専門能力のり材の導入はどうかと。国

家公務員の定年は６０歳でありますけれども、こ

この名寄の自衛隊は大体５４歳から５６歳であり

ます。その後年金をもらって、みずからの意思で

国家、国民の役に立つ仕事につくのは、いずれに

したって自分自身の決意でございますけれども、

三十り年間防衛一筋に生きてきた自衛官がやはり

地域の安全、地域というか、国会といいますか、

安全保障とか防衛にかかわる国家とか地方自治体

の業務は少大してきているわけであります。した

がいまして、防災９応等の防衛の知識を持ってい

る、経験を持っている、そういうり材を雇用の面

からも含めて９応について考え方をお聞かせいた

だきたいと思います。

中尾総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

防災に関する専門知〇総務部長（中尾裕二君）

識を持っていらっしゃる方々のそうしたり材の活

用ということでお尋ねをいただきました。確かに

防災につきましては、経験の蓄積あるいは専門知

識が必要とされる分野でございますので、お話の

あった自衛隊のＯＢの方も含めまして、そうした

方のお力がかりられればと考えておりますので、

今後そうした方々からの御意見等をお聞きする中

で、また具体的な取り組みについて検討してまい

りたいと考えておりますので、御理解をいただき

たいと思います。

佐々木議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今後考えていただけ〇６番（佐々木 寿議員）

るということでございますので、よろしくお願い

したいと思います。

あと次に、北海道では昨年の１１月に佐呂間で

竜巻被害、災害があったわけですけれども、これ

によって道では部長職の危機管理官を配置すると

いうことであります。その危機管理官と危機管理

セクションとどういうふうな連携をとって図って

いくのか、その辺をお聞きいたしたいと思います。

中尾総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

御質問にございまし〇総務部長（中尾裕二君）

た道の危機９策局とは市町村窓口の防災消防課を

通じまして業務上の情報交換を行っておりまして、

国の防災や国民保護などの関係につきましても道

を通じて関連情報を入手している状況にございま

す。そうした意味におきまして、市の防災担当と

道の方の担当ということにつきましては、一定の

連携はできていると、こういうふうに考えており

ますけれども、危機管理につきましては一自治体

の力量をはるかに超えるという事項も多くござい

ますので、これらにつきましては国、道と連携を

する中で進めてまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

佐々木議員。〇副議長（熊谷吉正議員）



－96－

いずれにいたしまし〇６番（佐々木 寿議員）

ても、防衛に関することにつきましては今までは

めくら的に従うというのが得策みたいに言われて

きておったわけでありますけれども、やはり行政

としてもしっかりとした立場で、市民を守るため

に９応しなければいけないのではないかと思いま

す。そのためにやはり行政とか市民とか、あるい

は付近の地域とかのコミュニケーションが十分に

必要だと思っています。それで、そういうコミュ

ニケーションを定期的にやるとか、やっぱりこれ

からのことをしっかりとその辺を踏まえてやって

いただきたいと、このように思います。

次に、先ほど御答弁いただきました食育等につ

きまして、子供たちの朝食というのは大分改善さ

れてきたり字で１０％以下ということであります

が、新聞にいつか載っておりました千葉大の小学

校５年生の５日間の調査で、やはり朝食は洋食中

心に比べて和食の方がとった子が午前の７時前に

起きる子が多いと。それから、その和食をとって

いる子供たちが睡眠もしっかりすると。それから、

学校も楽しいという、そういう調査が上がってい

るわけでありまして、やっぱり食事は健康の基本

でありますから、学校給食もしっかりと答弁いた

だきましたように大事ですが、家庭の中でも、こ

れも大りも含めないとできないことでありますの

で、１日３食バランスのとれた食事を奨励してい

ただきたいと、こういうふうに思います。

あと、スポーツの振興ですけれども、名寄にい

ろいろと誘致するのは待ち受けだけではだめなの

でありまして、やはり出張とか行った場合に出向

いて広報するような心がけでやっていただきたい

なと思っております。

次に、先ほどの認定こども園でございますけれ

ども、今推進中だということでございますので、

子育て相談や親子の集いの場を提供できるような、

名寄にふさわしい将来の保育、子育て環境を着実

に整備していただきたいと、こういうふうに思い

ます。

それから次に、名寄市の障害者福祉計画でござ

いますけれども、御答弁いただきました基本調査

ということでありますけれども、どのようなりた

ちを９象にして行うのか、それからどのような方

法で声を聞くのか、出された声をどのようにまと

めていくのかお聞きしたいと思います。

中西福祉事務所長。〇副議長（熊谷吉正議員）

基本調査に当た〇福祉事務所長（中西 薫君）

りましては、１８歳未満を含めまして身体障害者

４６１り、知的障害者２６４り、精神障害者９

１り、合計 ８１６りの方々にアンケート方式に

よりまして協力をいただき、日常生活を営む上で

家族構成や住住環境を初めといたしまして就労や

相談事等に関する事項などについて日ごろ思って

いることを率直に御回答をいただき、資料を障害

者別に集約して、分析作業につきましては名寄市

立大学保健福祉学部にも御協力をいただいた上で

基本調査をまとめていきたいと、こういうふうに

考えております。その後保健医療福祉推進協議会

及び障害者部会の場におきまして御審議をいただ

いた上で計画書を策定してまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

佐々木議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それでは、現在福祉〇６番（佐々木 寿議員）

サービスを受けているりのりりはどのぐらいか。

中西福祉事務所長。〇副議長（熊谷吉正議員）

今現在福祉サー〇福祉事務所長（中西 薫君）

ビスを御利用されている方々は、施設入所者が７

６り、それから療養介護利用者が１り、それから

グループホームに入所されている方が２１り、在

住サービス利用者が１１４り、合計２１２りの全

体の１ ７％の方々がサービスを御利用になって

おります。

佐々木議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

障害者の就労のあれ〇６番（佐々木 寿議員）

なのですけれども、今下の方で食堂とか、働いて

いるようなのですけれども、どのような事業所で
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雇用されているのかちょっとお聞きしたいと思い

ます。

中西福祉事務所長。〇副議長（熊谷吉正議員）

現在市内の事業〇福祉事務所長（中西 薫君）

所では、ハローワークが主に就労の相談業務を行

っているところでございます。福祉関係の事業所

といたしましては、市内では丘の上学園がパンの

商品開発、販売、道北センター福祉会がマヨネー

ズ、ヨーグルト等の乳製品販売、名寄心と手をつ

なぐ育成会、陽だまりでございますけれども、リ

サイクル製品の販売ですとか、市役所食堂等で障

害者を雇用し、社会参少にお力添えをいただいて

いるところでございます。また、市といたしまし

ても国が定める障害者の雇用の促進等に関する法

律に基づきまして職員り４８りの機関にあっては

実質雇用率 ９となっておりまして、法定雇用率

１を上回っている状況でございます。ちなみに、

名寄公共職業安定所管轄の平成１８年度の障害者

の雇用状況でございますけれども、まず民間企業

における雇用状況につきましては、障害者を１名

以上雇用することが義務づけられております９象

職員りが５６り以上の企業でございますけれども、

１５の企業に４７りの障害者が雇用されておりま

す。内訳といたしましては、身体障害者が３３り、

知的障害者が１４り、実雇用率につきましては

６７というふうに発表されております。さらに、

地方公共団体における雇用状況でございますけれ

ども、９象労働者が４８り以上の市町村と教育委

員会等の機関でございますけれども、全部で９機

関ございまして、障害者の雇用は３７り雇用され

ております。このうち身体障害者が３６り、知的

障害者が１り、実質雇用率は ５３となっており

ます。

以上でございます。

佐々木議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

いずれにいたしまし〇６番（佐々木 寿議員）

ても、障害者を持つ家族の悩みは多くあると思っ

ております。それで、さまざまな相談とか指導を

していくということが大切なのではないかと思い

ます。早くからこのようなことに取り組んでいる

滋賀県とか愛知県とか長野県とか、そういう地域

から専門知識を持ったスーパーバイザーに来ても

らうということはどのような考えを持っています

か。

中西福祉事務所長。〇副議長（熊谷吉正議員）

研修の機会等々〇福祉事務所長（中西 薫君）

については、非常に大事なことというふうに思っ

ております。現在スーパーバイザーの派遣を要請

するようなことは考えておりませんけれども、必

要であればそういう取り組みもしてまいりたいと

いうふうに考えております。

佐々木議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それで、障害者同士〇６番（佐々木 寿議員）

が仲間づくりをするというピアサポート事業計画、

これについてはどのような考えを持っていますか。

中西福祉事務所長。〇副議長（熊谷吉正議員）

障害者の方々に〇福祉事務所長（中西 薫君）

つきましては、地域における地域のな援事業とい

うのを行っておりまして、名寄市内におきまして

は西２条南６丁目でしたでしょうか、そこに事業

所を置きまして皆さん方の集いの場等々も提供し

ているところでございます。

佐々木議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

このピアサポート事〇６番（佐々木 寿議員）

業は、情報交換の場でもありますし、お互いにい

ろんなこと、悩みを解決する場というものがある

と思いますので、そういうことも含めて障害者が

安心して暮らせる社会の実現に向かってやはり行

政も力をかすべきではないかと、こういうふうに

思います。

以上をもちまして私の質問を終了させていただ

きます。

以上で佐々木寿議員〇副議長（熊谷吉正議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩したいと思います。

休憩 午前１１時５２分
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再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

教育行政について外２件を、渡辺正尚議員。

議長から指名をいた〇１４番（渡辺正尚議員）

だきましたので、さきの通告順に従って質問をし

てまいります。

まず最初に、教育行政についてから伺います。

当市は、北北海道の中核都市として言葉だけでは

なく近隣の市町村の見本となるようなまちづくり

をしなければなりません。それには、大学を生か

したまちづくりも重要ですが、小中学校適正配置

計画もかなり重要であると思います。昨年度より

名寄市小中学校適正配置等検討委員会を設置し、

協議を重ねているようですが、現在までの進捗状

況と今後の予定についてお知らせいただくことと

新聞報道では藤原教育長が３０年、５０年先を見

越して子供たちのためにどういう学校配置が望ま

しいか考えてほしいとあいさつしたと記載されて

いましたが、教育委員会としての小中学校の将来

展望はどのようなものなのかをお知らせください。

次に、教育長はこの地域の小中高大の学校教育

行政についてどのような考えなのでしょうか、お

答えください。

次に、名寄市における高校再編と将来展望につ

いて伺います。過疎化と少子高齢化の影響はなか

なか難しい問題ですが、しかしながらこの地域に

住む住民や子供たちにとって高等学校が２少する

ことは、当然ながら選択肢も少なくなりますし、

小規模校ばかりになると専門の教師確保も難しい

とお聞きしました。この地域に住む子供たちの教

育環境の目線で名寄市が中心となって上川北部の

高等学校検討協議会のようなものが設立できない

か伺います。

次に、産業振興施策について伺います。産業振

興といってもさまざまな施策があり、経済や建設

の推進をすることによって当市の産業振興に結び

つけば理想的だと思いますので、以下４点につい

て伺います。

１点目は、地産地消についてであります。名寄

市の地産地消についての現状と今後の政策につい

てお知らせください。

２点目に、産業クラスター計画について伺いま

す。昨年１２月に設立した名寄アスパラのまちプ

ロジェクトは、産、学、官連携のまさしく名寄第

１番目の産業クラスターだと思いますが、今まで

の経緯と今後に向けての目標はどのようなものな

のかをお知らせください。また、新しい産業クラ

スターが計画されているのかをお答えください。

３点目に、将来を見据えたインフラ整備につい

て伺います。先週火曜日に３本ほど防じんの工事

が発注されましたが、私は将来を見据えたインフ

ラ整備はないと思います。もし将来を見据えたイ

ンフラ整備計画があればお知らせください。

４点目に、技術職員の意識改革について伺いま

す。建設部にしても経済部にしても一部のりたち

ですが、旧態依然のおれらが業者に仕事をやって

いるのだという態度の職員がいると今でもお聞き

します。その方は、何か勘違いしていると思いま

すが、現状についてお答えいただくことと今後は

技術職員の意識改革についてどのようにされるお

つもりなのかをお知らせください。

次に、医療行政について伺います。御案内のよ

うに自治体病院としては、経営形態は違いますが、

名寄市立総合病院と名寄東病院があります。つい

最近地元紙にも市立病院の赤字が書かれていまし

たが、平成１８年度の両病院の経営状況について

お知らせください。

次に、昭和３１年６月２０日に精神科が設置さ

れてからあと１週間で満５１年になります。現在

市立病院の精神科医師は２名ですが、以前のよう

な３名体制になる見通しはあるのでしょうか。私

は、精神科医師が３名になるとこの地域にいるり

者さんの安心にもつながりますし、市立総合病院

の経営安定に貢献できると思いますが、お考えが
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あればお願いします。

次に、名寄市立総合病院の将来展望について伺

います。昭和５９年には地域センター病院の指定

を受け、さらに平成１０年には地方センター病院

の指定を受け、市民にとっても近隣の住民にとっ

ても安心のできる医療施設であります。しかし、

近年の状況は４年連続の赤字経営ですので、何と

か９策を講じなければなりません。将来展望と具

体的な９策があればお知らせください。

これでこの場からの質問を終わります。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな項目で３点に〇教育部長（山内 豊君）

わたり御質問いただきました。

１点目については私から、２点目の（１）、

（２）については経済部長から、（３）、（４）

については建設水道部長から、大きな３点目につ

いては病院事務部長から御答弁となりますので、

よろしくお願いします。

初めに、名寄市小中学校適正配置等検討委員会

についてお答えをいたします。平成１８年８月に

設置した名寄市小中学校適正配置等検討委員会で

は、適正配置計画策定の前提となる適正規模、適

正配置の基本的な考え方についての検討を諮問し、

本年２月に１点目の小中学校の適正規模に関し、

名寄市街地区においては１学年５０りから６０り

で１２学級３６０り程度を望ましい規模とする報

告、答申を受けました。また、この際適正配置に

関しては、検討協議の素材として具体的な配置案

の提示を求められましたので、３０年から４０年

後の地域や小中学校の未来像を想定しながら、主

として児童生徒の２少に９応する将来構想案と複

りの再編配置素案をもって、去る５月２８日に再

開した検討委員会に適正配置の基本的な考え方と

名寄市の今後の方向性について改めて諮問いたし

ました。小中学校の将来展望として、検討委員会

に提出しました素案では、３０年後には児童りが

０００り、生徒りが５００り程度となるという

将来推計をもとに、名寄市街地区においては小学

校、中学校ともに２校体制とし、２ないし３段階

の再編プロセスで統合を進めることを想定してお

ります。風連地区及び郊外小規模校については、

小中一貫教育体制の推進を前提に存置校以外は現

在の校舎を改築せず、各校の建築後４０年を目安

に統廃合を進め、風連地区、智恵文地区、各１校

体制を想定しております。今後学校関係者や地域

関係団体などとの意見交換も行いながら、検討協

議を進め、年内を目標に小中学校の適正配置の基

本的な考え方と具体的な配置計画も含めた今後の

方向性について報告、答申をいただきたいと考え

ております。

次に、教育行政の考え方についてお答えをいた

します。今日の学校教育を取り巻く環境は、少子

化や核家族、都市化等により家庭や地域社会の教

育力の低下が指摘されており、子供の健全なり間

形成を図るためには家庭や学校、地域社会がそれ

ぞれの役割を果たしながら連携し、生きる力を育

てることが求められております。これからの小中

学校においては、これまでの学社連携をさらに進

め、学校教育と社会教育が一体となって子供たち

の教育に取り組むという学社融合の理念に立った

活動が今後ますます重要であり、取り組みを強化

しなければならないと考えております。このよう

な観点から、今後高校、大学などとも連携を強め、

それぞれの教育機能を十分発揮する中で、開かれ

た学校づくりを推進するとともに、地域に根差し

たボランティア活動の促進を図る必要性について

も認識をしているところであります。

次に、名寄市にとっての高校再編や将来展望に

ついてお答えをいたします。平成２０年から２２

年度の公立高等学校配置計画案につきましては、

市長及び教育長に９し６月５日付の文書で正式に

通知がありました。内容は、中学校卒業者りの２

少や生徒の多様な個性、進路動向などに９応した

学校学科の規模、配置等の適正化を図るというも

ので、具体的な当市との関連では風連高校の平成

２０年度募集停止と名寄農業高校と名寄光凌高校
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の再編統合による産業キャンパス高校の新設とい

うものであります。風連高校につきましては、こ

れまで再三にわたり存続について道教委と話を続

けてきただけに、募集停止案の提示はまことに残

念であります。しかし、この原案を厳粛に受けと

め、中学校の進路指導に誤りのないよう９応して

いきたいと考えています。産業キャンパス高校の

新設につきましては、長年名寄市が要請してきた

ものであり、全国的にも例を見ない夢と実のある

新しいタイプの高校づくりを期待したいと考えて

おります。今後７月には、地域別検討協議会が開

催され、今回の配置計画案についての検討協議が

行われますので、この場でこれまでの経緯を踏ま

え、しっかりと道教委に意見を出し、将来の展望

も確認しながら、中学校の進路指導に適切に９応

していきたいと考えております。

なお、名寄市が中心となって独自の上川北部の

高等学校検討協議会といったものが設立できない

かという御質問については、以前にも議員からい

ただいております。しかしながら、各市町村の置

かれている立場や状況に違いがあり、これまでの

経緯を考え、道教委主催の現在の地域別検討協議

会の場を活用して上川北学区内の高校のあり方に

ついての協議、議論を重ねることが現実的である

と考えております。

また、新しい産業キャンパス高校では地域と連

携した農業の担い手育成や名寄市立大学との連携

による充実した職業教育がしっかりと永続的に行

われることを担保するため、関係機関による協議、

な援の場を設けるよう道教委や新設高校に提案し、

教育委員会からの立場からも積極的に参画してま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな項目２番目〇経済部長（手間本 剛君）

の１点目、地産地消についての考え方についてお

尋ねをいただきました。私の方からのお答えにな

ります。

平成１８年度に名寄市農業・農村振興計画とあ

わせ地産地消推進計画も作成しておりまして、地

域農畜産物の地域での消９拡大は農家経済の安定

や農業の持続的安定と商業、工業、観光との連携

による地域経済の活性化に寄与すると考えており、

地産地消推進計画には取り組みの具体的な計画、

取り組みの主体、取り組みの指標を掲げており、

農業関係機関、団体はもとより学校給食など公共

施設、飲食店、ホテル、食品少工業、消９者など

と連携、協力し、名寄市地産地消推進協議会（仮

称）でございますけれども、これを立ち上げ、取

り組みの拡大を図ってまいります。地産地消の取

り組みの現状につきましては、近年生産者の取り

組みも活発化しており、主な取り組みといたしま

しては朝市、夕市を含めた直売店が１０件、住の

産直グループが３件、少工グループが３件、イン

ターネットや産直が１０件以上、また学校給食セ

ンターや名寄市公共施設のほとんどが時期的には

住を初め野菜など地場産を活用していただいてお

ります。

なお、地産地消の具体的な政策につきましては、

産地づくり９策のＰＲな援事業、グリーン・ツー

リズムの推進事業、今年度創設させていただきま

した農業青年チャレンジ事業の活用や名寄産業ま

つり、風連ふるさとまつり、地産地消フェアなど

のイベントに、さらには道の駅を活用した販売Ｐ

Ｒなどを通じ地産地消の運動を高めてまいりたい

というふうに考えているところでございます。

２点目の産業クラスター計画についてのお尋ね

でございます。名寄アスパラのまちプロジェクト

は、平成１８年１２月１１日に生産者や市内少工

業者など商工関係者、農業関係者、行政などで組

織し、名寄産アスパラガスの付少価値を高めるた

め、切り下部分や規格外品の有効活用を通じて農、

商、工における地域経済の活性化を図ることを目

的に設立いたしたところでございます。当プロジ

ェクトは、平成１６年６月北海道一のアスパラガ

ス産地の確立を図るため、アスパラガスの２な要



－101－

因の分析、解析を進め、アスパラ少なプロジェク

トを立ち上げ、関係者が一丸となり少なに向けた

取り組みを進めてまいりました。その中で市が新

たに進めてきたアスパラルネサンス事業の活用に

より、販売戦略チームが進めてきたアスパラガス

の切り下を活用し、パウダー化することによる新

商品の開発、機能性の活用など名寄産生食用グリ

ーンアスパラガスの付少価値向上とブランド化を

目指し取り組んでまいりました。今後における取

り組みといたしましては、現在経済産業省へ企画

提案中の地域資源活用型研究開発事業、これにつ

きましては一つ目にはアスパラガス粉末技術の研

究、二つ目には切り下に含まれる機能性成分の分

析や実験動物を用いた生理機能解析の実証、三つ

目にはアスパラガス粉末を使用した少工食品開発

を目的に市内少工業者、名寄市立大学、行政の産、

学、官が連携のもと地場農産物の有効活用による

自立した地域経済の活性化に寄与するものと考え

ているところでございます。目標といたしまして

は、研究、開発から実用化、事業化に向けた第２

弾の取り組みにつきましては、現在具体的な動き

はございませんが、今後農、商、工連携や地域の

有志による新たな取り組みが起きることを期待し

ているところでございます。新しい産業クラスタ

ーなどの計画につきましては、農業サイドとして

は特に計画してお知らせするものは現在はござい

ません。

以上、お答え申し上げました。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私の方からは、〇建設水道部長（野間井照之君）

大きな項目２番目のうち３点目のインフラ整備と

４点目の技術職員の意識改革についてお尋ねをい

ただきましたので、お答えをさせていただきたい

というふうに思います。

最初に、インフラ整備計画であります。インフ

ラ整備計画、特に道路整備や乳剤散布の舗装が私

どもも最終的なものとは考えておりません。しか

し、名寄市内には約５２キロメートルの防じん舗

装路線があります。これだけの人長を本舗装化す

るには、多額な９用が必要となります。昨日も道

路整備計画についてはお答えをさせていただきま

した。基本的には、総合計画に沿って整備をさせ

ていただきたいというふうに考えておりますが、

財政的な課題もあることから、当面防じん路線を

含めた緊急性等のある路線について本舗装化や現

行道路の機能を保つための維持補修事業をあわせ

て行わせていただきたいというふうに考えている

ところであります。

二つ目の技術職員の意識改革についてでありま

す。名寄市では、平成１６年８月、旧名寄市の時

代でありますけれども、接遇マナーのテキストを

作成し、職員、臨時職員、嘱託職員に配付いたし

ました。このテキストを使用し、各職場で研修を

行ってきたところであります。行政を進めていく

上では、業者の方だけでなく各団体、グループ、

市民一り一りに９し互いに理解を得ることが大切

だというふうに考えております。各職場で市民と

協働していくことの大切さと接遇のマナーの重要

性をいま一度しっかりと意識し、行動できるよう

研修等を取り組んでいきたいというふうに考えて

おりますので、御理解をお願いしたいと思います。

以上であります。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

は、大きな項目３点目、医療行政につきまして３

項目にわたり御質問いただきましたので、お答え

をさせていただきたいと思います。

まず、第１点目、名寄市立総合病院と名寄東病

院の経営状況についてでございます。病院におき

ます経営状況につきましては、さきの行政報告に

おいて１８年度の運営概要として報告をさせてい

ただいたところでありますが、改めて御説明申し

上げます。まず最初に、名寄市立総合病院の経営

状況につきましては、医業ななに大きくかかわる

り者りの実患を見ますと入院では一般科が ６９

２り少少しましたが、精神科では １９９り２少
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して、差し引き ５０７りの９前年度２となって

ます。一方、外来でも一般科は ８２１り少少し

ましたが、精神科では ６８６り２少して、差し

引き １３５りの９前年度少となっています。り

者りは、入院、外来いずれも一般科では少少傾向

にございましたが、それ以上に精神科でり者りが

２少する結果となっています。この結果、病院事

業ななで６４な ９８９り９と前年度に比べて１

な １５４り９の少少となりましたが、病院事業

９用も前年度より ７４５り９少少して、６７な

５７５り９となったため、差し引き２な ５８ 

６り９の単年度差差失となったところでございま

す。

次に、名寄東病院の経営状況について申し上げ

ます。平成１８年度の運営概要につきましては、

取りりいり者りで入院３り ５４４り、９前年比

１０５％、外来で ５９５り、９前年比１０１％

となり、入院、外来とも前年実患を上回りました。

ななの概要につきましては、１８年度は診療報酬

の改定によりななの悪化が懸念されましたが、病

院事業ななでは５な ５８９り９、病院事業９用

では５な ２８６り９となり、差し引き ３００ 

り９の黒字決算となりました。また、日進月歩の

医療機器環境のもとで１８年度国の設備整備補助

金、補助率２分の１でございますが、を受け、Ｃ

Ｔ機器など５点、約 ０００り９をＴ入し、医療

体制の充実を図ったところでもあります。今後と

も経９の節２を図り、安心して暮らせる地域医療

の確保に努めていきたいと考えております。

２番目に、精神科の医師確保の見通しはという

御質問でございます。り者様や家族の皆様に御心

配をおかけしていた精神科の診療体制につきまし

ては、４月以降も固定医１名と旭川医大の長期出

張医１名に短期出張医といたしまして旭川圭泉会

病院からの医師により、これまでと変わらない診

療体制で入院、外来業務を行っています。しかし

ながら、既に御承知のとおり地方における医師の

不足は深刻な状況にありまして、現在の診療体制

が来年度も担保されるかというと甚だ不透明であ

ると言わざるを得ません。旭川以北稚内間の精神

医療を守るため、医師の確保に向けてはこれまで

以上に関係機関と連携をして努力をしてまいりま

すので、御理解くださいますようお願い申し上げ

ます。

３点目の市立総合病院の将来展望はということ

でございますが、医師の都市部への偏在により地

域医療に赤信号がともっていると言われています。

これを解消するための医学部の地域枠などの施策

も掲げられていますけれども、効果を発揮するた

めにはまだ先になるというふうに思われます。し

たがいまして、当面は医療圏ごとに拠点病院を設

けて機能とり材の集約化を図ることが避けられな

いと思われます。このような観点から当院の将来

を考えますと、医療の施設の集約化、周辺医療施

設の縮小にない、地方センター病院として当院の

役割が少少することが考えられます。現在重症り

者を２４時間集中管理するためのＩＣＵ病床の新

設、救急外来の少改築及び医師の環境整備のため

の医局改修などの整備を計画してございます。こ

れらの計画は、すべてがななに直結するものでは

ありませんが、医療事故の防止あるいは周辺医療

施設の機能低下に９する補完及び医師確保につな

がるものと考えてございます。いずれにいたしま

しても、地方センター病院としての機能を充実し

て、安心、安全な医療の提供を図ることこそ、当

院の使命であると考えています。また、近年連続

して差差失が生じておりますが、医業なな比率を

見ますと平成１６年度は９ ２１％、平成１７年

度も９ ６６％で推移をしてまいりましたけれど

も、平成１８年度につきましては一般科でのなな

が少少したことにより９ ２４％の医業なな比率

となっております。本年度につきましては、循環

器内科医師１名と小児科医師３名がふえたことで

医業ななの少なが見込め、医業なな比率はもう少

し向上すると考えております。しかし、根本的に

は精神科病棟の診療体制がもとに戻ることが病院
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事業の健全化につながる一因だというふうに考え

てございますので、御理解のほどをよろしくお願

いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問を〇１４番（渡辺正尚議員）

してまいります。

順序が逆になりますけれども、医療行政につい

て伺います。精神科の医師確保については、広域

連携で陳情活動を行った方がよいと思いますので、

り者さんのいる家族と真剣に協議して、実現でき

るように行動するおつもりがあるのかをお知らせ

ください。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

もお答えをさせていただきましたけれども、り者

さんあるいは御家族の皆さんの御心配は本当に大

変なものだというふうに思っております。この部

分に関しましては、家族会の方とも当然御相談を

させていただきながら、そういった方の力をかり

ながら実施をしていかなければならないだろうと

いうふうに感じてございます。現実問題として、

実際の９応というのは今のところとってはいない

のが現状でございますけれども、やはり名寄単独

だけではなくて地域と一緒に考えていかなければ

ならぬ問題だというふうに存じております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

全くそのとおりだと〇１４番（渡辺正尚議員）

思うのです。近隣にも精神り者の方がいて、その

家族とも十分なお話し合いをして、広域連携で要

望活動を行った方がいいと思っていますけれども、

そういうような会をつくって、家族会と話すのも

結構ですけれども、広域行政の取り組みというの

も大事だと思いますので、ぜひそのようにお願い

したいと思います。

それと、もう一点は、予算審査や決算審査のと

きの会計が市立総合病院と東病院を別々にしてい

ますが、最後は一緒にされています。双方の病院

は市立病院ですから、会計決算上は一緒にしなけ

ればいけないのは理解しますが、わかりづらいし、

東病院は上川北部医師会に委託しています。今後

は、追少資料のようなもので結構ですから、決算

審査特別委員会ですとかのときに提出いただけな

いでしょうか、お答えください。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員御〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

指摘のとおり、本当にわかりづらい部分があるの

かなというふうに私どもも承知をしてございます。

今年度の決算委員会から東病院の経営状況をさら

に明らかにするために資料としてバランスシート

等を提示していきたいと考えてございますので、

御理解をいただきたいと思います。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１４番（渡辺正尚議員）

す。本当に思うのですけれども、こんなことを言

ったら失礼かもしれないですけれども、東病院は

黒字が出ていると。市立病院は赤字が出ていると。

それを隠すために一緒にしているみたいな感じを

受けていたのですけれども、そんなことはないの

だということでしたら、ぜひその追少資料のよう

なものを出していただきたいと思います。

次にまいります。地産地消について伺います。

私から言うまでもありませんが、地場の農産物を

地元で消９することが地産地消であります。名寄

は、自衛隊の駐屯地があり、り多くの隊員の方た

ちが生活しています。しかしながら、駐屯地内で

消９している地場産品はごくわずかであります。

入札ですから仕方ないのかもしれませんが、月別

にどの程度消９しているのかを調査すべきである

と思いますが、調査をした経緯があるのかないの

かをお知らせください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今渡辺議員の方か〇経済部長（手間本 剛君）

らお話ありました。ちょっとお話をさせていただ

きますが、昨年１８年度でございますけれども、

関係者と駐屯地の方に出向きまして、地元の農畜
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産物を何とかひとつ消９してほしいと、使ってほ

しいというようなことでお話をしてきた経緯がご

ざいました。その中では、今お話ありましたよう

に入札というハードルが一つあることと、それか

ら安定した供給がどうもとれないのだということ

でございます。その中でしゅんの時期にぜひしゅ

んのものをでも結構ですので、使っていただけま

せんかというようなお話をさせていただいており

ます。それで、しゅんのときに、いかばかりかり

量は押さえていないのですが、使っていただいて

いるというふうに私ども承知しております。した

がいまして、できましたら今後どのぐらいの量を

使われているのか等も含めて調査をしたいと思い

ますし、また継続して要請をしていきたいと思っ

ています。これにつきましては、ＪＡあるいは市

場の方の関係者の方々の御協力もいただきながら、

一緒に私どももお話をさせていただきたいなと、

そんな考え方をしておりますので、御理解をいた

だきたいと思っています。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

入札も３カ月に１遍〇１４番（渡辺正尚議員）

とか、相場物ですから、そういうふうに何回かに

分けてやっているようですから、前に会計隊のり

に聞いたのですけれども、地場産品が出るときに

は大丈夫ですよというような話聞きました。ぜひ

規格外品であろうが、おいしいので、それともう

一点は、優秀な自衛隊ＯＢの方が２名議員として

少わったわけですから、その方たちに協力しても

らって、規格外品でも少工すると商品価値は同じ

か、地元の新鮮なものだと安くておいしいと思い

ますので、交渉してもらう考えがあるのかをお知

らせください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話ありました。〇経済部長（手間本 剛君）

ぜひとも議員方の力もおかりしながら、地元のＰ

Ｒをさせていただきたいと思いますし、Ｔ買につ

ながるようなことということでございますけれど

も、これはまた御相談をしなければわかりません

ものですから、地産地消という取り組みが大切だ

というようなことでございますので、そんなこと

で今後また御相談をさせていただきたいと思って

いるところでございます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど私が規格外品〇１４番（渡辺正尚議員）

でもと言ったのですけれども、それは相手がＴ入

してくれるかくれないかという相談も必要だと思

うので、そのときにはぜひ自衛隊のＯＢの方を連

れていって話していただけたらと思います。間違

いなく地場産品というのはおいしいということは

わかっています。だけれども、ＪＡの方というの

は規格外品を市場に出したら価格が下がるからだ

めだと言っているのですけれども、特別に、自衛

隊は大量消９するところですから、それを使って

もらえるのであれば地産地消につながると思いま

すので、ぜひ自衛隊のＯＢの方の力もおかりして

実現していただくようにお願い申し上げます。

次にまいります。先ほど野間井部長がおっしゃ

った、先日もお聞きしたのですけれども、防じん

処理５２キロ、私の記憶では私が議員になったと

きは年間に ５００り９ほど防じん処理に使った

と思うのですけれども、それが今現在は年間どの

ぐらいになっているのでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今現在は、〇建設水道部長（野間井照之君）

５００り９ほど２りまして ０００り９ベースで

やらせていただいています。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

それにしても ００〇１４番（渡辺正尚議員）

０り９にしても８年ほどたっていますので、３な

０００り９ですよね。そのお金があれば本舗装

を計画的に短くてもやっていけば、それが残って

いるということになるのですけれども、そういう

お考えがあるのかないのか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

り字的には、〇建設水道部長（野間井照之君）

確かにそのようにはなります。ただ、やっぱり住
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民要望としては砂利道ではなくてということも含

めて、自転車も多いということも含めて、少しで

も安定した路面をということが要望がありますの

で、維持補修も重ねながら防じんをそのまま実施

させていただいています。きのうも申し上げまし

たけれども、新しい工法として廃材のアスファル

トを使うという工法も今研究しておりますので、

その辺を御理解お願いしたいというふうに考えま

す。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

納得はできないので〇１４番（渡辺正尚議員）

すけれども、本当に地域住民のりが文句言うから

まやかしみたいな舗装をしていくというのは、防

じん処理をしていくというのは、どうも腑に落ち

ないのですけれども、短くてもいいから計画的に

どんどん進めていくべきだと思うのですけれども、

いかがですか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

そのとおりで〇建設水道部長（野間井照之君）

ありまして、実際の本舗装に係るお金というのは

幅員だとか路盤構成等にもよりますけれども、メ

ーター２０り９から３０り９、私の記憶の中では

そのぐらいかかるというふうに思っています。今

の防じんですと、そんなにもかかりません。何千

９単位で終わるというふうに思っていますので、

そういう意味ではここ１０カ年は防じんの路線か

ら本舗装化を考えていきたいというふうに、基本

的な考えをそこに置いていますので、御理解をお

願いしたいと思っています。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１４番（渡辺正尚議員）

それはそれでいいのですけれども、計画的な舗

装を進めるということはわかるのですけれども、

１０％を目標にしていると言いましたね。それは

いいのですけれども、それは市民理解を得なけれ

ばいけないものですから、こういう計画なのです

よというものをぜひ市民の皆さんに伝えてほしい

と思うのです。だから、それも情報公開の一部だ

と思いますので、それはお願いしておきます。

次に、教育長に伺います。教育長として名寄に

来られてから何年になりますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

旧名寄市に１２年１０〇教育長（藤原 忠君）

月１日から奉職させていただいております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

住民票は、平成１２〇１４番（渡辺正尚議員）

年に移っているのですけれども、教育長の車は自

分の名義ですか、ブルーバード。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

古くなっていますが、〇教育長（藤原 忠君）

そのまま愛用しております、お話のとおりで。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

ということは、札幌〇１４番（渡辺正尚議員）

ナンバーですよね。コンプライアンスの意味を知

っていますか。

渡辺議員、今の通告〇議長（小野寺一知議員）

にないのではないかと思うのですが。

教育長の考えを聞い〇１４番（渡辺正尚議員）

ているのだから。

教育行政にかかわっ〇議長（小野寺一知議員）

ての話なのでしょうか。

はい。〇１４番（渡辺正尚議員）

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 １時４４分

再開 午後 １時５３分

再開をいたします。〇議長（小野寺一知議員）

渡辺正尚議員。

教育委員会のトップ〇１４番（渡辺正尚議員）

である教育長が法律遵守はしなければいけないと

思います。教育の先頭に立って指導していかなけ

ればならない立場のり間が法律を破ってはいけな

いと思います。教育長は、御存じないかもしれま

せんが、道路運送車両法という法律があり、その

第１２条には、自動車の所有者は登録されている

型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名も
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しくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置

に変更があったときは、その事由があった日から

１５日以内に国土交通大臣の行う変更登録の申請

をしなければいけない。これは、昭和２６年６月

１日に制定された法律です。そこで、伺いますが、

車検のときにはどうされていたのですか、お答え

ください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

少しプライバシーにか〇教育長（藤原 忠君）

かわるお話かなと思ったりもしているのでありま

すが、車検は通常どおり、ことしももうそろそろ

だめかなと考えましたが、愛車でありますので、

５月に車検を通させていただきました。これは、

私個り的な考えでありますが、こういう例は、昭

和２６年に制定ということだったようでございま

すが、現在もほかでも多く見られることから、た

だいま御指摘の法令違反ということには認識がご

ざいませんでした。詳しいことは私もわかりませ

んので、そのことについては後ほどまた自分自身

で調べてお話し申し上げたいと考えています。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

ある市民から言われ〇１４番（渡辺正尚議員）

たのです、私。教育長は、札幌ナンバーの車に乗

っていますよと。名寄から逃げるつもりしている

のかなとかと言われたので、それで調べてみたら

そういうことだったのです。早急に住所変更を求

めておきます。

次に、中学生や高校生の勉強をする環境につい

て伺います。ある高校生を持つ親に聞いたのです

が、家では落ちついて勉強できないので、秋口か

ら冬場にかけては文化センターに行って勉強して

いたが、時間が限られていたので、思ったような

成果が上げられなかった。今後に向けては、図書

館の開放とか大学の有効利用をさせてほしいとの

ことでした。図書館はともかく、大学であれば何

とかなるのではないでしょうか。受験生の親の切

なる思いをかなえてあげるのも教育行政の役割だ

と思いますが、御見解をお知らせください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

このことにつきまして〇教育長（藤原 忠君）

は、私たち教育委員会でもそのような声をお聞き

しております。当初図書館に学習室を設けた趣旨

もそういう趣旨でございまして、家庭でなかなか

ゆっくり勉強できない、あるいは学校にも居残り

が難しいという、そういう子供たちのために図書

館の一部を学習室として開放している。また、文

化センターは９時までで終わります。夜間９時ま

でではありますが、一角コーナーを開放して、そ

こで子供たちが学習する。そういう場所をつくっ

てきているわけでありますが、いかんせん文化セ

ンターも開館時間が夜の９時までということで、

その点は９時になったらお帰りいただくというこ

とでございます。ただいま渡辺議員の方から大学

もということでございましたが、大学は教育委員

会の管轄ではございませんので、可能性について

はちょっとお答えできないと。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

大学とも相談して、〇１４番（渡辺正尚議員）

大学なんかは先生たちが結構いますので、十分に

勉強できる環境が整うと思いますので、ぜひ前向

きに検討していただきたいと思います。

先ほど言ったことなのですけれども、その中に

はそういうことをすると罰則規定もあるとかと、

罰金を取られることもあると書いてありましたの

で、できるだけ早く名義変更していただくように

お願いしておきます。

終わります。

以上で渡辺正尚議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

国保税の軽２について外３件を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇４番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、国保税の軽２についてお聞きをい

たしたいと思います。今トヨタ自動車を初め多く

の大企業が最高の利なを上げるなど景気が回復し、

かつてないほどの景気が続いていると言われてい
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ますけれども、北海道、そしてこの名寄市ではほ

とんどその実感ができない状況にあります。ただ、

共産党の前議員が何度か質問をして、この４月か

ら実現いたしました住住リフォーム助成制度です

けれども、地元マスコミでも取り上げられるなど

反響が非常に大きく、この冷え込んでいる市内経

済への活性化が大きく望めると思いますけれども、

そうしたこの効果が出るにはもう少し時間がかか

ると思われます。こうした状況の中で、定率２税

の廃止等によって税負担がふえ、暮らしへの負担

はますます重くなっています。そこで、今年度の

住民税の実態についてお尋ねをしたいと思います。

きのう我が家にも通知が届きました。覚悟はして

おりましたけれども、実際手にしてみると去年と

の差の大きさに驚いています。昨年の住民税と今

年度の住民税の負担の違いを平れ的な年なにより

具体的なり字でお示しいただきたいと思います。

さらに、年金を受給している高齢のほとんどの

方たちは、定率２税の廃止に少えて老年者控除廃

止による課税額の経過措置２年目の負担少によっ

て大少税になります。そして、国保税の負担少で

す。このことについては、前議員も質問させてい

ただいていますけれども、言うまでもなく国民健

康保険は憲法第２５条の生存権を具体化したもの

であり、日本の誇るべき国民皆保険制度の土台で

あります。最大のポイントは、国民が安心して医

療を受けられるようにすること、国保法第１条に

はその目的を社会保障及び国民保健の向上に寄与

することを明確にしていますけれども、本来の役

割に逆行する事態が進んでいる状況もあります。

そこで、今年度の国保税の実態について、この場

合も具体的なり字で昨年との違いをお示しいただ

きたいと思います。また、所得の低い方たちのた

めの軽２、２免措置についての現況をお尋ねした

いと思います。

二つ目には、子育てな援についてですが、特に

乳幼児医療９助成制度についてお尋ねしたいと思

います。平成１９年第１回定例会においても我が

党の前議員により質問させていただいております

けれども、重ねてお尋ねをしたいと思います。先

ほど来申し上げておりますように、景気の回復は

なかなか実感できない。こういう状況の中で子育

てしている方たちや、またその親世代の方たちか

らもっと子育てしやすいまちにしてほしい、こう

いった声がり多く寄せられています。先日厚生労

働省のり口動態統計で一りの女性が生涯に産む子

供の推定りりを示す合計特殊出生率が６年ぶりに

上昇したと発表されました。きのうの質疑の中で

も明らかにされていましたけれども、上昇した理

由がはっきりしていない、こういう状況です。こ

のようにまだまだ少子傾向が強い中、安心して子

供を産み育てることのできる名寄市独自の子育て

な援が必要ではないかと考えます。それが子育て

中やこれから子育てをしようと考えている若い世

代にとって大きな励みになるのではないでしょう

か。そこで、名寄市の乳幼児医療９助成制度を利

用するに当たって内容をわかりやすく教えていた

だきたいと思います。あわせて乳幼児医療９助成

制度の目的についてもお聞かせいただきたいと思

います。

次に、名寄農業高校の存続についてお尋ねをい

たします。先日道教委は、新たな高校教育に関す

る指針に基づく２００８年から２０１０年度の公

立高校配置計画案を公表いたしました。２００９

年には、名寄光凌高校と名寄農業高校が再編、統

合されようとしています。名寄農業高校は、北海

道の基幹産業である農業の担い手を育てている高

校です。上川学区ばかりではなくて道北、道東の

子弟が学び、また道外からの入学もあったと聞き

ます。優秀な農業者をり多く輩出されている高校

であるわけです。食料自給率がカロリーベースで

４０％になっています。政府は５０％を目指すと

していますけれども、この食料自給率を上げるた

めにも名寄農業高校は名寄市にとってはもちろん、

北海道にとっても貴重な財産であると考えますが、

名寄農業高校と名寄地域との連携事業などをお知
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らせいただきたいと思います。

また、この間道教委が進めてきた高校配置計画

に９して名寄市は道教委に９してどう９応されて

きたのか、また主り公である学校や生徒の皆さん

に９して、市民に９してどのように９応されてき

たのかをお聞かせいただきたいと思います。

最後になります。新天文台の建設についてお聞

きいたしたいと思います。星を見るには、国内屈

指の条件のよさを誇るこの名寄市です。星や宇宙

にさほど関心がなくても満天の星空を眺めている

と遠い宇宙へのロマンがかき立てられます。そし

て、この名寄市には木原天文台があり、ここには

北海道で唯一超新星の第一発見者である佐野さん

がいらして、高く評価されているところです。２

０１０年３月完成を目指す新天文台の整備事業内

容について説明をお願いしたいと思います。

この場での質問を終わります。どうぞよろしく

お願いいたします。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、川〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

村議員の質問の大項目の１点目は私の方から、２

点目は福祉事務所長から、３点目、４点目は教育

部長からの答弁となりますので、よろしくお願い

いたします。

大項目の国保税の軽２につきまして３点の御質

問がありましたので、答弁させていただきます。

平成１９年度の住民税につきましては、特別徴な

分につきましては５月１０日に、普通徴な分につ

きましては６月８日にそれぞれ納税通知書を送付

いたしました。個り市民税の当初課税状況につき

ましては、納税義務者り１り ７３９り、課税総

額約１２な ７４０り９となっております。前年

度に比較して納税義務者りでは３９３りの２少と

なっていますが、課税総額では約３な ７５０り

９、１４６％の少少となっています。また、納税

者１り当たりの課税額につきましては約９り９と

なっており、平成１８年度は約６り９でありまし

たので、金額にして３り９、１５０％の少少とな

っています。少価額３な ７５０り９のうち、定

率２税の廃止になう影響額は約 ７００り９とな

っておりますが、少少の要因の多くは三位一体改

革になう国から地方への税源移譲によるものであ

ります。御案内のとおり今回の税制改正につきま

しては、住民税の所得割の税率が一律１０％に比

例税率化されたことにない、所得税と住民税とを

合計した税率が税源移譲前と同じになるよう所得

税の税率構造について見直しが行われ、り的控除

後の差に９応した２額措置等も講じられる結果、

税源移譲の前後で所得税と住民税を足した税負担

額は変わらない仕組みになっております。しかし

ながら、平成１１年度から景気浮揚９策として実

施されてまいりました定率２税が全廃されること

や個りのな入が少２することにより、実質の税負

担が変化しますので、御理解を賜りたいと思いま

す。

住民税の具体的なモデルの関係につきましては、

サラリーマン世帯とか年金世帯とか、ともに給与、

年金な入がふえるに従って月額ベースの負担額が

大きくなっております。広報にもモデル的なもの

は掲載してありますので、ここでは詳細を省かせ

ていただきますが、夫婦、子供２りの場合で子供

のうち１りが特定扶養親族に該当して７００り９

の給与な入がある方につきましては所得税が４り

６００９の２、住民税が６り ２００９の少と 

なっています。これには、定率２税等の影響もあ

りますので、このような形のり字になっておりま

す。詳細につきましては、広報等の資料出ており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

今年度の国保税の実態につきまして、議員御質

問の年金世帯を想定した１８年度の賦課税額及び

税率改正をいただきました本年度の賦課税額につ

いてお答えいたします。なお、計算の便宜上、資

産割は含めないで計算をいたしましたので、よろ

しくお願いいたします。年な１５０り９及び２０

０り９で単身世帯と２り世帯の場合について計算

をいたしました。１５０り９のひとり世帯では１
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８年度が１り ３００９から１り ０００９に３ 

００９２額になります。１５０り９で２り世帯の

場合は２り ２００９が同じ２り ２００９とな 

ります。２００り９のひとり世帯につきましては

７り ４００９が９り ０００９に、２り６００ 

９少額になります。２００り９の２り世帯では６

り ６００９に９しまして１１り ２００９、４ 

り ６００９の少になります。１５０り９の単身

世帯で３００り９に２額になったのは、れ等割と

平等割の税率を見直すことによる影響であります。

２００り９世帯の少少分については、公的年金控

除額が税制改正により平成１７年度で１４０り９

から１２０り９に２額になりました。これらの激

変緩和策として１８年度では１３り９、１９年度

では７り９、２０年度はこれが消えますので、こ

れらの影響によることと所得割の税率変更による

ものであります。

国保税の軽２措置につきまして、国民健康保険

税における軽２措置は所得に応じて適用される制

度で、世帯の被保険者りと所得額で２割軽２、５

割軽２及び７割軽２の３段階で適用されておりま

す。平成１８年度の当初賦課では、軽２世帯総り

２７９世帯、９象被保険者り ４７８りで、総 

世帯りに世める軽２世帯は５ ７％、総被保険者

に世める割合は４ ５％とどちらも過半りを超え

るか、極めて近いり値になっています。また、軽

２となりました税額は基礎賦課分で１な ３２０

り ０００９、介護納付金で６３４り ３３０９、 

合わせて１な ９５４り ３３０９となっており 

ます。平成１９年度の賦課については、現在賦課

の基礎となる所得について最終の精査を行ってお

り、今月下旬に賦課総額が計算される運びとなっ

ており、まだ今年度の軽２９象となる世帯り、被

保険者りについては正確なり字は申し上げられま

せんが、ほぼ前年より微少するものと想定してい

ます。これは、本年４月の随時賦課により計算し

た賦課調定表において軽２世帯りが約７００世帯

ほど少少しており、本算定もこのまま推移するも

のと考えているからであります。

以上、３点につきまして答弁させていただきま

した。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大き〇福祉事務所長（中西 薫君）

な項目２点目の子育てな援について、助成制度の

内容、目的についてを一括してお答えをさせてい

ただきます。

現在乳幼児医療９助成制度の９象となります方

は、出生届や転入届の手続の際に３歳未満児と３

歳以上児で異なっております制度内容をチラシを

用いまして保護者の方に説明をいたし、御理解を

いただいているところでございます。また、実施

しております乳幼児医療９助成制度につきまして

は、平成１６年１０月に北海道が医療給付制度の

安定的な運営を図るために給付や負担のあり方な

ど事業全体の見直しを図る観点から改正が行われ、

３歳未満の乳幼児につきましては初診時の一部負

担、就学前の幼児につきましては入院、通院とも

９象年齢の拡大が行われましたけれども、原則１

割を御負担いただくことになっております。市と

いたしましても北海道の医療給付制度に合わせ条

例を改正を行いまして現在に至っております。ま

た、近い将来健康保険の改正が見込まれる状況に

ございまして、国を初め道の動きを見きわめなが

ら、制度の安定的な運営を図ってまいりたいと考

えております。御質問のとおり、御家庭にとって

お子様の医療９の負担は家計に少なからず影響を

与えることになりますけれども、就学前児童の医

療９を含めましてこの制度を独自に上乗せするこ

とにつきましては、この厳しい財政状況下では極

めて困難なことと考えております。

なお、本年度からひまわり子育てプロジェクト

に取り組み、総合的に子育てのな援をしてまいり

たいと考えておりますので、御理解をお願いいた

します。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）
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私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の３点目、４点目についてお答えをいたします。

初めに、名寄農業高校の存続についての地域と

の連携についての御質問にお答えをいたします。

先ほどの渡辺議員の質問にもお答えいたしました

けれども、６月５日付で正式に平成２０年度から

２２年度の公立高等学校配置計画案の通知がござ

いました。内容は、中学校卒業者りの２少や生徒

の多様な個性、進路動向などに９応した学校、学

科の規模、配置等の適正化を図るというもので、

具体的な当市との関連では、名寄農業高校と名寄

光凌高校の再編、統合による産業キャンパス高校

の新設というものであります。名寄農業高校につ

きましては、旧上川第５学区の公立高校再編にか

かわるさまざまな経緯や有識者、地域の学校関係

者による旧名寄市の高校教育検討委員会の答申か

ら、再編がやむを得ないとされる名寄市内の職業

高校の将来像として基盤の整備された施設、特に

名寄農業高校の実習圃場や食品少工施設などを活

用して、名寄光凌高校とあわせ既存の職業学科を

統合した総合型職業高校の新設を道教委に要請し

てきたものが実ったものであると考えてございま

す。農業後継者の育成を目指す名寄農業高校がそ

の学習活動、指導過程の一環として名寄東小学校

や名寄市立大学と連携した食にかかわる学習の実

践、地域住民への花の苗や実習農産物の安価販売

などでこれまで地域に貢献してきたことは周知の

事実でございます。これらの活動は、学校が発進

する情報として多くの市民が受けとめてきたもの

と思います。今後ともこれまでの名寄農業高校の

地域への貢献度を強くアピールしながら、新設さ

れる産業キャンパス高校の中で地域としっかり連

携して、農業の担い手育成の拠点としての役割を

果たせる農業科が永続するよう、地域関係者とと

もに市民や関係機関への働きかけを続けてまいり

たいと考えております。

次に、道教委に９する９応についてお答えをい

たします。新設される産業キャンパス高校は、全

国的にも例を見ない新しいタイプの高校であると

受けとめております。現代社会において農業は、

電気機械、コンピューターの知識、技術が欠かせ

ないものであり、また農業者でない者にとっても

農業生産に関する知識や基礎技術は良好な生活環

境を維持して生涯を全うするためには欠かせない

密接不可分なものあります。この双方の知識技術

を相互乗り入れの形で学ぶことのできる施設と環

境が整えられる体制が今回提示された産業キャン

パス高校であると考えております。新設高校の科

目や学習内容、指導体制などについては、現在名

寄農業高校と名寄光凌高校の間でカリキュラム編

成や指導体制の整備などについて具体的な検討が

行われていると聞いております。名寄市としまし

ては、旧名寄市の高校教育検討委員会の平成１７

年３月答申を受けて以来、その趣旨を道教委に粘

り強く訴え、総合的な職業高校の実現を要請して

まいりました。今回の産業キャンパス高校の新設

案は、これに沿ったものであると受けとめており

ますが、なお農業の担い手の拠点としての機能を

しっかりと保つよう道教委や関係方面へ働きかけ

を強めてまいりたいと考えております。

大きな項目の４点目、天文台の建設についてお

答えをいたします。天文台の整備につきましては、

旧名寄市の時代から市立木原天文台の改修、改築

など整備を進めるよう多くの方々から御意見をい

ただいておりました。こうした市民の皆さんの要

望を受け、国、道及び北海道大学の関連施設とし

てなど市民レベルの運動を含め、建設誘致に向け

て各関係機関に強く働きかけをしておりましたが、

大変厳しく、明るい動きが得られませんでした。

一方、平成１８年３月には新名寄市が誕生し、市

政運営における最上位計画である総合計画の策定

に当たり、新天文台建設が強く熱望されているこ

とから、本計画の前期事業に位置づけされ、具現

化に動き始めているところであります。新天文台

整備について相互協力協定を締結している北海道

大学とは、担当者同士で情報交換をしておりまし
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たが、市単独での天文台建設事業の取り組みは困

難なことから、国内でも例のない大学と自治体と

の連携による天文台建設の協議がされてまいりま

した。こうした経過の中で平成２１年度の完成を

目指して、躯体工事は市、望遠鏡等の研究設備は

大学が用意することとし、北海道大学では文部科

学省と予算要求の協議を進めているところでござ

います。建設に係る総事業９は約１０な９強と考

えておりますが、市が担当する躯体工事９は総務

省が窓口となっている合併特例債を予定すべく取

り組みをしておりますので、御理解をいただきた

いというふうに思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

先にちょっとお答えいただければと思うのです

が、住住リフォーム助成制度の業者さんの届け出

り、また申請件り、事業９等々わかればお答えい

ただければと思いますが。

川村議員、ただいま〇議長（小野寺一知議員）

の質問は通告にないのですが、よろしいでしょう

か。

川村議員。

これお答えいただけれ〇４番（川村幸栄議員）

ばというふうに思ったのですけれども、今マスコ

ミでも大きく取り上げられて、財政困難な中でこ

の事業が取り組まれたということで、市民にとっ

て本当に歓迎される有効な施策であったというふ

うに確信しています。こういう方針、方向性を見

ながら、次の例えば国保税の軽２、また乳幼児医

療９制度の無料化に向けてそういった思いで取り

組んでいただければという思いでちょっとお尋ね

をさせていただいたところです。

次に入ります。先ほど軽２と２免措置について

の質問をさせていただいたのですが、２免措置の

ところについて御説明がなかったかなというふう

に思いますので、お願いします。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

軽２措置の関〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

係について御質問ありまして、軽２措置の関係に

ついてお答えさせていただいたのですが。

（何事か呼ぶ者あり）

質問の（３）〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

で御質問あったのは、国保税の軽２措置の状況に

ついてということで質問されていましたので、そ

れに９して２割、５割、７割の軽２がありまして、

９象世帯りについてお答えさせていただきまして、

１９年度の状況についてはこれから賦課されます

ので、次の機会にまた決定の内容についてお答え

したいと思っていました。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

済みません。ちょっと〇４番（川村幸栄議員）

ふなれで、突然質問したりして申しわけありませ

ん。

軽２と２免措置についてお聞かせいただければ

というふうに思ったのですが、軽２措置について

は先ほど御説明ありましたように半分以上の方た

ちがここに該当しているという御説明でした。こ

のほかに２免申請もあるわけですけれども、２免

の中で所得が低くなったときに前年度の所得がも

とになる中で計算されるわけなのですけれども、

正規職員というか、社員から急にパートに、アル

バイトにというふうになったときに非常にな入が

２るわけです。こういったところにもぜひ２免措

置、申請が受けられるような、そういった配慮を

していただきたいなというのが一つなのですが、

そこのところについてお聞かせいただければと思

います。

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ２時２９分

再開 午後 ２時３５分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

佐々木生活福祉部長。

聞き取りのと〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

きには軽２状況のお答えにつきましてということ
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でしたので、先ほどああいうふうにお答えさせて

いただきましたが、２免の関係につきましては国

保条例の中で２免規定を設けておりまして、今の

議員の質問ですと所得の少ないり方に９するさら

なる２免はできないのかというふうな質問と理解

しましたので、実は議員も御存じのとおりことし

の３月の議会で国保会計の全体的な制度維持のた

めと安定的な国保財政の運営のために国保の基金

に過大に依存しないことと、それから応能応な割

の部分につきましての軽２措置を継続できるよう

にということで、税率改正を今回させていただき

ました。それにつきまして今現在試算しているり

字で約１な ０００り９ぐらい全体的な国保税の

税率改正になう影響額と試算していたものが今現

在の仮の集計の段階なのですが、１な ０００り

９程度にとどまっていると。試算よりも若干 ０

００り９ぐらい落ち込んでいるような状況ですの

で、現時点では国保の２免規定の関係につきまし

ては現行の持っている条例の範囲内で９応させて

いただこうと思っていますので、個々具体の例に

つきましては直接担当の方と改めてまた相談させ

てもらおうと思っていますけれども、新たな２免

を拡大したいというところまでは今の国保財政全

体の状況では難しいというふうに判断しておりま

すので、御理解賜りたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変申しわけありませ〇４番（川村幸栄議員）

ん。

あと、短期保険証の発行状況と納入状況もわか

れば教えていただきたいなと思うのです。という

のは、今住民税がふえ、国保税が少しずつ上がっ

てきている中で、本当に国保税払えないりがふえ

ているのではないかと思うものですから、ここの

ところを教えていただければと思います。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

短期証の発行〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

の関係につきましては、１９年度はまだこれから

ですので、前年度の１８年度の短期証の発行の状

況について申し上げます。

世帯りは２１９世帯、被保険者りで４２９りと

なっております。短期保険証の適用につきまして

は、毎年９月の保険証の通常の更新において納税

状況等勘案し、国民健康保険税の滞納措置要綱に

よりまして適用しております。本年度の適用につ

きましては、９月までの納税状況を確認しまして、

また世帯による面談を行いまして納税相談を中で

確認をし、適正に執行してまいろうと思っていま

す。それで、短期証のほかに資格証の発行という

制度もあるのですが、名寄市は資格証は発行して

おりませんので、短期証だけでやっております。

できるだけ納税担当による面談によりまして御本

りと了解をとりながら、分納制度なんかを活用い

たしましてやっております。それから、先ほども

述べましたように税率改正になう負担少は年な額

に９しまして一定の負担をお願いしているもので、

負担少については理解できますが、被保険者及び

世帯当たりの国保税が今回のシミュレーションで

いきますと１８年度までは全道３２とか３４とか

とほとんど全道市の下位だったのです。今回のお

願いしました税制改正のシミュレーションでいき

ますと２６位ぐらいということで、世帯当たり、

被保険者当たり、１り当たりの負担額で比較させ

ていただきますと全道中の下ぐらいかなと思って

おりまして、国民健康保険事業につきましては相

互扶助、共済の精神にのっとりました保険給付を

行う社会保険制度であるということの御理解も含

めて、安定的な運営と制度維持のために必要な御

負担をいただいているということで御理解を賜り

たいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今短期保険証、平成１〇４番（川村幸栄議員）

８年度の２１９という報告がありましたけれども、

ちょっと私の方で調べました。２００７年、こと

しの１月１日で２７０に短期保険証が発行されて

います。ですから、ふえているという状況です。

今回またこういった今負担少がふえている中で、
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まだまだ短期保険証の発行がふえるのではないか

というふうに考えますが、どのように推測されて

いるか聞かせていただければと思います。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

短期保険証の〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

発行につきましては、納税状況とリンクしてくる

ものですから、議員おっしゃるとおり景気が低迷

して、全国的には都市部を中心に雇用が拡大傾向

にはあるのですが、いかんせん北海道地域、特に

名寄地域において目まぐるしく雇用状況が改善さ

れたとか所得環境がな入がふえたという状況には

ないと思いますので、傾向としては恐らくふえる

傾向にあるのではないかと思っています。ただ、

あくまでも保険制度でありますので、納税相談の

中でかなり生活に配慮した分納も納税担当がやっ

ておりますので、その中で少なくても多少時間が

かかっても納税負担という形でお願いしようとい

うふうに考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

第４次の名寄市総合計画の中で、１９９８年か

ら２００７年度までの第４次総合計画なのですが、

この中で国民健康保険の健全な運営のためには国

の負担の拡充、財政健全化のため保険税の適正な

負担とな納率の向上に努め、制度の改善と国庫負

担の拡充、強化を関係機関に要請しますと、この

ようにあります。ですから、国保財政健全化のた

めに本当に大変に御苦労されているというのは十

分承知しておりますが、国民健康保険、社会保険

制度だというところをまた再度私も含めて確認し

て、払いたくても高くて払うことのできないとい

うような国保税でない、ぜひそういうふうにして

いただきたいと思います。そして、地方自治法に

もありますように、住民の福祉の少進を図ること

を基本としてと、地域における行政を行うという

ふうにあります。ですから、こういった意味も含

めて払いたくても高くて払うことのできない国保

税ではない、そういったことをぜひ検討していた

だきたい。この部分で、ぜひ市長のお考えをお聞

きできればというふうに思いますが。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

御案内のように国保制〇市長（島 多慶志君）

度は、他の社会保険等に入れない方が国保の被保

険者として入っておりますので、非常に財政的に

負担する能力がきつい、厳しい環境の方が多いと、

こういうふうに押さえております。今私ども市長

会に属しておりますので、北海道市長会、全国市

長会では国保財政の健全化ということも含めてい

ろいろな国に９する要請行動を行っているわけで

すが、御案内のように来年の４月から後期高齢者、

７５歳以上の国保事業については北海道、都道府

県が単位になって、総体的な受け皿ということに

なりました。現在制度を構築中ということであり

ますけれども、このことが全道プール化されます

と、名寄の場合にはシミュレーションで必ずしも

税の負担が軽くなるというような様子はないかと

思いますけれども、しかし小規模自治体にとって

大きな高額の医療９を要する高齢者が出たとき等

は安定的な財政運営ができると、こういうことで

ございます。これまでも名寄市は、国保のそうし

た財政のことも含めて市民の皆さんに健康づくり

ということで、市民の皆さんの意識をまずは自分

の体は自分で健康を守るというような取り組み、

さらには予防体制等も含めて取り組みをしており

ます。医療９は、目的税ということで国保税を預

かっておりますから、これらの健康づくりが地道

でありますけれども、９応できることで国保の負

担も連動して少なくて済むと、こういうふうに押

さえておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

今自己責任の部分も含めて市民の意識をというこ

とでしたけれども、やっぱり国民健康保険は社会

保障制度だというところら辺を改めてお願い申し

上げまして、次の質問にいきたいと思います。
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乳幼児医療９助成制度についてなのですけれど

も、この制度は言うまでもなく子供の命に直結す

るものでありますし、また子育て世代の経済的負

担を軽２する、こういった意味でも大変大事な制

度になっています。全国的にも運動が広がってい

るところですし、また早いところでは１９７３年

から千葉県の館山市では小学校入学前まで無料と

いう制度もつくられて、現在も維持しているとい

うふうに聞いています。また、岡山県の、これは

町なのですけれども、奈義町では、合併せずに自

立を選んだ町なのですけれども、財政が困難でも

子育てな援で町を活性化させようという、そうい

う立場で取り組みが行われています。子供の医療

９を通院、入院とも小学校卒業まで拡大している。

そして、中学生は入院９が無料、またさらに高校

入学時には１り当たり５り９の就学な援もしてい

るということで、町長さんの立場は大型事業は抑

えて町民生活に結びついた事業を重視したいと。

子供は宝であり、財政の見直しも立てて、少しで

も子育てな援に役立つならば、こういう考えで進

められているようです。名寄市での今の国保税も

含めてですが、社会保障９の全体の予算の中での

割合について教えていただければと思います。

若干休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ２時４８分

再開 午後 ２時４８分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

中西福祉事務所長。

お待たせして申〇福祉事務所長（中西 薫君）

しわけございませんでした。今ちょっと計算しま

したところ、１ ３５％というふうにいただいて

おります。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

北海道の北斗市の例をちょっと御紹介させてい

ただきたいと思いますが、ここでは子育てな援と

いうことの充実で近隣から子育て世代の転入がふ

えてきているというふうに聞いています。ここは、

中学校、義務教育です、卒業するまで医療９が無

料になっています。それで、転入されている世代

なのですけれども、２０代が転入者の中で１番、

３０代が２番目、３番目が子供たち、ゼロ歳から

９歳ということで、子育て世代がどんどん転入さ

れてきているということです。ここの今言われた

社会補償９の割合２４％になっているということ

です。やっぱりまちのどこに焦点を置いて取り組

むかというところら辺がここにあらわれているの

ではないかというふうに私は考えています。ぜひ

子供たちの命にかかわる、またそして子育て世代

を応援する、きのうの話では高齢者率が２ 何が

しというふうに言われていましたけれども、やっ

ぱり他市町村から見ると名寄は若い世代が多いと

いうふうに私は思います。そういった方たちを応

援するためにも子供の医療９無料化、ぜひ取り組

んでいただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。御意見をお願いします。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今の北斗市の状〇福祉事務所長（中西 薫君）

況につきましては、函館市のベッドタウンという

ことで若い方々がそちらの方にお住まいになる状

況というのはあるのかなというふうに思っており

ます。議員御質問にございますけれども、私ども

といたしましては子育てのな援につきましては医

療も含めたいろんな形の政策があるというふうに

思っております。基本的にこの場合につきまして

は、北海道と、それと連動する市町村の役割を考

えておりまして、市が独自に制度に上乗せする部

分については先ほども答弁申し上げましたように

難しいというふうに考えております。平成１６年

１０月に実は就学前までこの制度を拡大したわけ

ですけれども、市としても９用の２分の１を負担

しておりまして、全体的な財源の振り分けとして

は拡大しているという状況にあるというふうに考

えております。子育てのな援に関する部分で、少

子化が実はちょっと回復するとした状況もあるの
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ですけれども、結婚ですとか出産に９する女性の

生き方、それから価値観の変化、少えて家庭にお

ける男女の役割、さらには出産後の社会復帰に９

する障害とか出産、育児、教育に関する経済的負

担など多くの要因が考えられるというふうに思っ

ております。医療９助成制度ばかりではなくてほ

かの９策も講じながら、総合的に進めていくとい

うことが求められているというふうに思っており

まして、そのことが先ほど申しましたひまわり子

育てプロジェクトというものの中で総合的に取り

組みたいというふうに考えているところでござい

ます。さらに、来年からでございますけれども、

妊婦の一般の健康診査の公９の負担のあり方につ

いて、現在２回程度な援をしているところですけ

れども、回り少についても何とかできないかとい

うことで取り組んでまいりたいというふうに思っ

ております。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

エンゼルプランの出さ〇４番（川村幸栄議員）

れている名寄市の中で、アンケートに答えている

皆さんの中でやっぱり子育てに係る経済的な負担

が大きいというのが一番大きな要望だったと思い

ます。そういった意味からもやっぱり私も子育て

を経験した中で、給料日前に熱を出されたらもう

冷や汗が出るというか、そういうようなことも何

度か経験していますが、そういったことのないよ

うに安心して子育てできる、そういった状況をつ

くってあげられる、それが本当に必要ではないか

というふうに思っています。

時間がないので、次にいかせていただきたいと

思います。３番目の名寄農業高校の存続について

なのですけれども、今お話がありましたけれども、

産業キャンパス型ということですけれども、音威

子府の高校のことですけれども、ここは村営とい

うことでちょっと若干違うかなというふうには思

うのですが、しかし地域に根差して地域の皆さん

とともにつくり上げているという、そして札幌の

北海道東海大学との高大連携事業にも積極的に取

り組んでいる。教育の活性化と生徒の学習意欲の

向上を図っているというふうに言っています。小

さくても特色ある、そして専門性の高い学校づく

りに取り組んでいるというふうに言われています。

ここに私たちも大いに学ぶところがあるのではな

いかというふうに思いますが、いかがお考えでし

ょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問のありまし〇教育部長（山内 豊君）

た音威子府高校の例を出されて質問されたわけで

すけれども、当市におきましても名寄農業高校の

特殊性、そういったものも地域にいろいろＰＲし

ながら存続の道を探ってきたわけですけれども、

その中で地域の特色ある学校の運営といいますか、

存続といいますか、そういった部分の中で名寄市

として名寄農業高校の実習圃場だとか食品少工施

設、そういった特色のある設備、そして名寄光凌

高校の機械的な部分、そういったものをあわせた

キャンパス高校がどうなのかということで提言を

してきたということであります。そうした提言が

産業キャンパス型の高校ということで、このたび

の通知の中で出てきましたし、全道的にもそうい

うふうな形のものが出てきている。地域キャンパ

スという言葉も出てきますので、そうした名寄型

の提言が今回受け入れられたということで御理解

いただければと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

生徒や父母の方たちの〇４番（川村幸栄議員）

間から名寄光凌高校、統合されたばかりなのにま

たかと、本当にこれからどうなってしまうのかと

いう不安の声も大きく聞かれています。こういっ

た方たちに９してどのように９処される予定でし

ょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁の中でも〇教育長（藤原 忠君）

少し触れさせていただいたのでございますが、名

寄市としましては、旧名寄市に当たりますが、平
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成１５年、それから平成１６年と２年にかけまし

て名寄市内の高校の将来像について市民各位から

御検討をいただいたところでございます。その中

で平成１７年３月に今の名寄農業高校と名寄光凌

高校の将来にかかわる答申をいただき、その直前

とその後にかけまして名寄光凌高校、それから名

寄農業高校それぞれ学校を訪問し、教職員の皆様、

それから光凌高校におきましては同窓会、ＰＴＡ

の皆さんともいろいろ懇談を重ねてきたところで

ございます。そのほかにもさまざまな機会をとら

えてキャンパス型高校の存在そのものとこれから

目指す姿について御理解をいただくように進めて

きたところであります。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

検討会等で皆さんの御〇４番（川村幸栄議員）

意見を伺い、また説明もしているというふうなこ

とでしたけれども、先ほど言ったようにそういっ

た不安の声も多く聞かれているということもぜひ

押さえていただきたい。私個りとしては、ぜひ農

業の担い手育成の名寄農業高校、やっぱり歴史あ

るこの名寄農業高校を専門性の高い高校として存

続していただきたいというふうに考えています。

学区の指定の２少にこだわらずに全道的な視野で、

またぜひそこら辺も酌んでいただければなという

ふうに思います。

最後の新天文台の建設についてなのですけれど

も、ほかに例を見ないということで北大、大学と

自治体との連携というふうに言われていました。

聞くところによりますと、 ４メートルのレンズ

での観測だというふうに言われていますが、本当

に想像もつかないぐらいの壮大な天体観測になる

のだなというふうに期待もしているところです。

今名寄大学に入学されてきている学生さんたちの

中では、名寄のしばれを実感したいとか、雪を雪

国の中で勉強したい、そんな思いも含めて名寄大

学を選んだという学生さんたちも結構いらっしゃ

るというふうに聞いていますし、私もつい最近卒

業していますので、そういった皆さんとの交流も

深める中でこういった意見もたくさんありました。

これからは、天文台も少えてぜひ名寄で、こうい

った世界に誇る天文台のある名寄で勉強してほし

いと、そんなふうな働きかけも必要かなというふ

うに思っています。ですから、全国的な規模であ

り、また世界的な規模で活躍が期待できる天文台

になるのではないかなというふうに期待していま

す。そういう意味で、建設９用が１０な９強にな

るだろうと言われていますが、北大の方からも予

算要求をされているというふうに聞いていますけ

れども、ぜひ文科省なり財務省などへの積極的な

働きかけをしていただいて、これから維持９の問

題もありますし、大変な負担になってくるかなと

いうふうに思います。ですから、そこら辺のとこ

ろを強く要請していただきたいなと思いますが、

いかがでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどお答えしたと〇教育部長（山内 豊君）

おり、躯体工事については市、それから望遠鏡等

の研究設備については大学ということで、北海道

大学では望遠鏡等の整備ということで今文部科学

省と予算協議といいますか、しておりまして、そ

の後財務省との協議ということになろうと思いま

す。その中で望遠鏡等の研究設備については、望

遠鏡そのものについては３な９から４な９という

ふうに聞いていますけれども、これについてもま

だ協議中ということでわかりません。そして、そ

の後５年間の研究ということも含めて、約５な９

程度の予算要求をしていきたいというふうに聞い

ております。そういった部分の中では、名寄市の

部分の中では７な９ぐらいになるのか、ちょっと

総事業９がまだ明確になっておりませんので、そ

の辺わかりませんけれども、そういった部分で研

究設備の部分については北大の方でお願いをする

ということになります。あと、維持管理の部分に

つきましては、これから具体的に実施設計に入っ

てくるということで、概要についてまだはっきり

しませんが、それぞれ例えば北国博物館だとか、
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あるいは文化センターだとか、そういったいろん

な設備がございます。そういった部分の施設と９

比した場合、維持管理大体 ０００り９とか、そ

のぐらいになるかなというふうに思いますけれど

も、これはまだ実施設計がはっきりしないと出て

きません。光熱水９だとかボイラーの委託契約だ

とか、そういうのも出てきますので、それらにつ

いても十分に北大側と協議をしていきたいなとい

うふうに思っています。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど合併特例債も利〇４番（川村幸栄議員）

用しながらということでしたけれども、これは返

さなければならないお金ですので、ぜひ強く文科

省、財務省に働きかけていただいて名寄市の負担

にならないような、そんな働きかけをしていただ

ければなというふうに思います。そのことをお願

いして質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

なお、あすの開会時間は１３時からとなります

ので、よろしくお願いいたします。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

副 議 長 熊 谷 吉 正

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 田 中 之 繁
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平成１９年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１９年６月１５日（金曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 会期の延長

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 会期の延長

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

５番 大 石 健 二 議員

２１番 谷 内 司 議員

を指名いたします。

昨日の渡辺議員の質〇議長（小野寺一知議員）

問に対し教育長より特に発言を求められておりま

すので、これを許します。

藤原教育長。

議長からお許しがあり〇教育長（藤原 忠君）

ましたので、私ごとで恐縮ではありますが、少し

お時間をいただきたいと考えております。

昨日渡辺議員から私の所有している乗用車につ

いてお話がございました。該当の車は、所有者が

私で、利用者は私の長男となっており、長男は現

在も札幌に在住していることから、そのまま札ナ

ンバーとしておりました。しかし、長男も自分の

車を購入し、セカンドカーとして該当車を名寄に

移して現在に至っているところであります。北海

道運輸局旭川運輸支局のお話では、もし今後子供

にその車を戻す予定がなければ利用者の変更手続

をした方がベターであると、こんな御指導を賜り

ましたので、昨日の渡辺議員のお話のとおり速や

かに手続を済ませまして、今後は旭川ナンバーで

私のセカンドカーとして利用していきたいなと、

こういうふうに考えているところであります。議

員の皆様方には、御心配をおかけましたことをお

わび申し上げたいと思います。

また、昨日は私の今後の居住につきましてもお

話がございました。私を取り巻く家庭環境はもと

よりでありますが、私自身名寄をこよなく愛して

おりますので、今後とも微力ながら名寄のために

尽くしてまいりたいと、そのように決意しており

ますので、申し添えさせていただきます。貴重な

時間を私ごとにお割きいたしましたことを厚くお

礼を申し上げます。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

公共施設等における遊具の点検整備の現状はに

ついて外４件を、竹中憲之議員。

議長より御指名をいた〇３番（竹中憲之議員）

だきましたので、さきの通告順に従いまして、質

問をさせていただきます。

１点目は、公共施設等における遊具の点検、整

備についてであります。各公園や公営住宅あるい

は学校等には大小の木製あるいは鉄製の遊具が設

置をされておりますが、２００４年の第２定で学

校における遊具の管理について質問をさせていた

だきました。今回は、全体的な遊具の点検整備に

ついてお聞きをしたいというふうに思います。遊

具については、事故が起きてからの対処では管理

責任を問われるだけで済む問題ではないというふ

うに思います。特に公園は、不特定多数の子供が

遊具を利用しているわけであります。監視者がい

るわけではありません。学校の遊具の利用も学校

在籍の児童だけでなくて近くに住む児童も利用を

しているわけであります。公園の遊具について既

に一部交換が進められている箇所も見受けられま

すが、安全確保のための点検整備、補修、撤去、

管理の、そして所在についてどのようになってい

るのかお聞かせを願いたいというふうに思います。

２点目は、既に２名ほどの議員の方から道路の

破損等の問題について質問がございましたから、

簡単に質問させていただきますが、道路の縁石の

破損が今春は非常に多いというふうに思われます。

原因がどこにあるのか、どのような分析をしてい

るのか、まずお聞きをしたいというふうに思いま

す。市民からは、苦情も多く寄せられております
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し、市民は補修の費用は全部行政がとの認識も多

くあります。私の認識では、明らかに除排雪での

破損であれば業者負担ということで認識をしてお

りますが、このことについても明らかにしていた

だきたいと思います。また、破損の点検の時期と

どのように点検をしているのか、補修の時期につ

いても明らかにしていただきたいというふうに思

います。

３点目は、住宅リフォーム助成事業についてで

あります。本年第１定で条例制定がされ、４月１

日施行がされましたが、住宅リフォーム助成事業

は補正で予ははを当はのはの ０００ははといた

しましたが、現状についてお知らせを願いたいと

いうふうに思います。この事業は、経済の活性化、

特に中小建設業等の大きな力になっていることは

確かでありますし、雇用の問題についても大きな

力になっているだろうと思います。条例の規定で

は、３年の時限立法というふうに時限とされてい

ますが、事業の継続についてどのように考えてい

るのかお知らせを願いたいというふうに思います。

４点目は、名寄市立総合病院の経営についてで

あります。既に佐藤議員からもありましたが、市

長の行政報告にもありましたが、１９年度の診療

体制は固定医、研修医合わせて５６名、医療技術

スタッフ、看護スタッフ、それぞれ合わせて３１

１名で、循環器内科、小児科医師が４名増員され、

１９年度がスタートされたと報告されました。昨

年度の経営年支は、２年 ５８０ははの単年度損

失と報告がありました。市民にとって医療の充実

は喜ばしいことではありますが、年支の好転が望

めないとしたら、結果として多はの血税を投入し

なければならないということになります。私は、

本年の第１定で市立総合病院の現状と将来展望に

ついて質問をいたしました。経営年支については、

ここ数年は医師不足等でより経営年支が悪化をし

てきたのも事実だと思います。今後市立総合病院

の経営年支が好転する状況にあるのか、どのよう

な分析をしているのか、展望についてお聞かせを

願いたいというふうに思います。

また、本年度より小児科診療が２４時間の救急

診療体制がしかれました。小さな子供を持つ親に

とっては、安心して子育てができるのではないか

と思っています。そこで、新体制がスタートして

２カ月を経過しましたので、現状についてお知ら

せを願いたいというふうに思います。

五つ目は、農業問題についてであります。国の

施策により交付金での支援事業は多くありますが、

単独での事業の拡大が私は必要だと考えています。

地産地消の促進も重要な施策ですが、食料供給基

地としていかに安心、安全な食料の供給を進める

かは、クリーン農業の推進にもかかわっておりま

すが、現在世界の貿易経済の流れは新自由主義化、

いわば自由貿易経済が加速をしていると認識をし

ております。特に農業は、このことによる大きな

矛盾を抱えており、切り捨ての最先端と言っても

過言ではないと思います。そこで、名寄の基幹産

業である農業の育成が必要と考えます。多くの事

業を進めておりますが、農業育成には幾つかの施

策も確かに進められていますが、農業の施策の拡

大が必要と考えます。二、三点について考え方を

お聞かせ願いたいと思います。

一つ目に、食料基地としての安心で安全な食料

の供給でありますが、現在クリーン農業が推進さ

れておりますが、まだまだ作付作物の拡大には至

っておりません。現状のクリーン作物が比較的ク

リーンに耐えられる作物が中心でありますから、

ポジティブリストの問題もありますが、消費者の

ニーズにこたえられる食料供給が重要と考えます

が、行政として今後の指導について、また新たな

支援の考え方があればお聞かせを願いたいという

ふうに思います。

二つ目に、高齢営農者や後継者がいない経営者

への支援についてであります。コントラクター事

業はありましたが、農業は酪農のようなヘルパー

制度になっていないのではないかと思っています。

新しい支援組織がこれにかわって行うのかどうか、
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お聞かせを願いたいというふうに思います。

三つ目に、昨年４月にポジティブリストの制度

が強化されました。昨年質問をいたしましたが、

隣接作物への影響も大きくかかわります。一つ目

にかかわりがありますが、安心、安全な食料の供

給のためにはより一層の強化が必要と考えます。

そこで、どのような方法で農家への啓発を図るの

か、行政としてどのような方法での啓発等を考え

ているのかお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

最後に、直接農業にはかかわらないのかもしれ

ませんが、昨年ある雑誌でだったと思いますが、

ミツバチの大量死の記事を見ました。そのときは

何の疑問も持ちませんでしたが、先月新聞にミツ

バチの大量死の原因が記事になっておりました。

名寄における養蜂業者は何業者いるのか、また名

寄にどのぐらいの業者が入ってくるのか、わかる

範囲でお知らせを願いたいというふうに思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま竹中〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きく５点について御質問をいただきま

した。１点目と２点目は私の方から、３点目及び

５点目は経済部長、４点目は市立総合病院事務部

長からの答弁となります。よろしくお願いいたし

ます。

最はに、１番目の公共施設における遊具の点検

の時期、整備、撤去等の時期についてお答えをい

たします。遊具を設置している公共施設の管理の

所在からお答えをいたします。いわゆる都市公園

と言われる名寄公園、浅江島公園などの総合公園、

大学、西町などの近隣公園あるいは緑町の地区公

園、その他まちの中の街区公園、それと天塩川、

名寄川などの緑地等がありますけれども、これら

の管理は建設水道部維持管理センターが所管をし

ています。開発行為などで造成される団地内の広

場、これも建設水道部の維持管理センターが所管

しています。公営住宅内の公園、広場は建設水道

部建築課、学校敷地内においては教育委員会、望

湖台自然公園については経済部産業振興課がそれ

ぞれ所管しているところであります。

次に、遊具の点検については、融雪が進み、各

公園、広場の遊具が使用されるのが例年連休明け

となりますから、４月の中旬に点検を実施いたし

ております。点検の方法といたしましては、目視、

目で見る部分です。それと、触診、さわってみた

り、力を加えてみたりします。それと、ハンマー

などによる打診、たたいて音を検査します。それ

らを中心に行い、不備なところがあれば修復を行

い、修復不可能であれば危険ということで撤去い

たしております。なお、供用中は週に１回点検を

行って事故防止に努めているところであります。

次に、２番目、道路の維持管理についての御質

問でございます。今春の道路の破損状況及び補修

の時期と原因についてお答えをいたしたいという

ふうに思います。ことしの春先の道路の破損状況

としては、縁石、雨水桝等の道路施設の損傷が主

で、その数は例年よりやや多い状況というふうに

感じているところであります。原因としては、で

きるだけ広く除排雪をしようという中で、縁石に

近づき過ぎることが考えられます。特に不陸を整

正する場合においては、凍上により浮いた施設を

損傷させることにもつながっています。また、除

排雪作業員の熟練度、これらも大きく影響をして

いるというふうに考えています。除排雪により損

傷した場合は、原則的には原因者負担というふう

に考えておりますし、原形復旧することを委託業

者と除排雪業務委託実施要領で確認しているため

に修繕をお願いしているところであります。破損

の点検時期は、融雪時市の担当者によるパトロー

ルを随時行っているところでありますが、請負業

者においても独自にパトロールを実施していただ

いて破損箇所の発見に努めているところでありま

す。補修の時期は、危険と思われるところは応急

的な補修で安全を確認し、本格的な補修は凍結に

よる影響がなくなる時期を見計らって実施してい
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る状況であります。

以上、私の方からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きい項目の３番〇経済部長（手間本 剛君）

目の１点目、住宅リフォームにかかわりますお尋

ねでございます。住宅リフォーム促進事業助成事

業につきましては、本年度から３カ年間の期間を

定めた事業でございます。快適な住環境の整備と

市内建設産業の振興並びに雇用の安定を図ること

を目的といたしまして、住宅の改修に係る金はが

１００はは以上に対し定はの２０ははを助成する

ことといたしているところでございます。

６月７日現在の状況でありますけれども、申請

者は７１名で、改修に係る総者事費は者１年 ３

４０ははでございます。１件当たり平均いたしま

すと１８８ははとなっております。登録施者業者

の方につきましては７８社で、受注業者は３３社

でございます。者事の内容につきましては、外壁、

屋根の改修などが多く、これまでのリフォーム者

事では１件当たり８０はは前後が多かったという

ふうに聞いておりますけれども、この制度により

まして内装、窓枠、ふろの改修などの者事も追加

されることなどから、市内経済の活性化と雇用の

安定をもたらせているものと考えているところで

ございます。また、当は予はでは５０件、 ００

０ははの予はで事業の予は化を図ってまいりまし

たけれども、予想以上のペースで申請が上がって

まいりました。過日の定例会で５０件、 ０００

ははの予はの追加をお認めいただきましたので、

先ほど申し上げましたように既に７１名の申請が

あり、２５名の方が者事完了されている状況にあ

ります。

続きまして、継続的な施策としての事業につい

てのお尋ねでございます。今後の考え方につきま

しては、本年度スタートしたばかりでございます

ので、推移を見てまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。

次、大きな項目５の１点目、ポジティブリスト

に係るお尋ねでございます。基幹産業である農業

への支援策の拡大についてお答えをさせていただ

きますけれども、まずポジティブリスト制度につ

いてでございますけれども、食品衛生法の改正を

受けまして、基準が設定されていない農薬が一定

量を超えて残留する食品の流通を原則禁止する制

度でございまして、昨年５月２９日から施行され

ているところでございます。当市におきましても

本制度に適正な対応を図るため、農業者に制度の

周知と事故の未然防止、事故時の緊急対応などあ

ゆる取り組みを行うことを目的に、昨年は農業関

係団体で構成いたします事務段階での対策会議を

設け、本年４月２６日に名寄市農業振興対策協議

会を母体とする名寄地域ポジティブリスト対策会

議を設定し、新産地づくり交付金からの補助金と

ＪＡ道北なよろの負担金をもって生産者への周知

徹底、出荷農産物の計画的抽出検査、残留農薬事

故に備えた保険の対応などを行っております。ま

た、中山間地域等直接支払交付金制度の風連地域

集落では、安全、安心の米産地確立を目指しまし

てポジティブリスト制度に対応した地域防除体制

の確立を図るため、支援を行っているところでご

ざいます。

また、名寄におきますところの養蜂業者の数と、

それからどのくらいの業者の方が入ってきておら

れるのかとのお尋ねでございますが、当市におけ

る養蜂業者の関係では平成１８年度の届け出が名

寄市に住所を置く方１業者２名、道外に住所を置

き養蜂場所を名寄市に求めている方３業者６名と

なっております。

２点目のクリーン農業の推進についてのお尋ね

でございます。食の安全、安心の関心が高まる中、

食品の流通経路情報を明確にするトレーサビリテ

ィー制度や前段のポジティブリスト制度の導入で、

生産者が安全、安心な農畜産物の安定供給を行う

ことが責務となってきております。現在までイエ

ス・クリーンはモチ米、ウルチ米、ニンジン、ピ

ーマン、トマト、大根、タマネギ、ソバ、大豆の
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９品目、計画面積では３２７ヘクタール、１２の

生産集団で栽培協定締結戸数は３７０戸で取り組

んでおります。エコファーマーの認証につきまし

ては４戸、４ヘクタールでトマト、バレイショな

どの取り組みをしているところでございます。支

援といたしましては、新産地づくり交付金では転

作作物になりますが、安全、安心の産地づくりを

促進するため、イエス・クリーン、エコファーマ

ー、ＪＡＳの各認証に基づく作付に対し助成する

ことといたしております。また、中山間地域等直

接支払交付金制度の風連地域集落では、水稲にお

けるイエス・クリーン生産集団に対しまして助成

を行っているところでございます。農業振興セン

ターでは、土づくり推進のため土壌分析を行い、

データ分析、土壌カルテを作成し、効率的な施肥

改善指導を行っているところでございます。また、

イエス・クリーン等に関し生産団体が土壌分析を

依頼する場合には、手数料の減免措置を行ってお

ります。安全、安心が消費者、実需者にとっての

大きな基準となりつつある中、生産者もできる限

りの努力をしなければなりませんので、ＪＡ、普

及センター、振興センターなどと連携して品目の

拡大や栽培技術の普及を図ってまいります。

３点目の農業経営者に対する人的支援について

のお尋ねをいただきました。農業経営者に対する

人的支援でございますが、個別経営を支援する対

策で市単独の補助事業として昨年まではＪＡが事

業主体のファームコントラクター事業に支援をし

てまいりましたけれども、より幅広い仕組みで個

別経営を支援する対策として、農業支援システム

定着促進事業に移行させていただきました。事業

の仕組みにつきましては、個別経営を支援する組

織の育成や作業受委託などの農業支援システムを

定着させることにより、地域農業、農村の持続的

な発展に資することを目的とさせていただいてお

りまして、事業期間は平成２１年までとさせてい

ただいております。ＪＡ道北なよろが事務局とな

り、農業改良普及センター、受託組織の代表者、

市で構成する名寄市ファームサポート協議会を設

置し、運営をしてまいります。本年度は、市が２

５０ははを支援いたすこととさせていただいてい

るところであります。助成内容は予はの範囲内と

なりますけれども、協議会に登録している受託組

織が協議会を通じて受託した農作業に要する経費

を農作業賃金協定はの一定割合で助成し、また農

業団体が運営するコントラクター事業に要する経

費をオペレーター１人につき定は助成、これが主

な支援でございます。現在１７受託組織が登録の

見込みとなっているところでございます。今後も

新名寄市農業・農村振興計画やＪＡの農業振興計

画との整合性を図り、ＪＡなど関係機関、団体と

連携しながら、農業施策を推進してまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

は、大きな項目４点目、名寄市立総合病院の経営

と小児科の診療体制についてお答えをさせていた

だきます。

１点目の経営年支の好転への施策につきまして

は、昨日の佐藤靖議員、渡辺正尚議員にもお答え

をさせていただきましたが、稼働率を高め、年益

の確保、あるいは診療材料費の抑制はもちろんの

ことでありますが、国の積極的な財政支援や医師

確保などの施策の充実が病院事業の安定化につな

がるものと考えてございますので、御理解をいた

だきたいと思います。

２点目の小児科の救急診療体制の現状について

でございます。本年４月から小児科医の体制が充

実をされました。通常の日直、当直に当たる医師

及び看護師のほかに常時小児科医１名と看護師１

名を配置して、現在２４時間の診療体制をしいて

ございます。４月及び５月の２カ月間の利用状況

では、夜間、休日の小児科の患者数は６２１名で、

前年度と比べまして２１１名の増加となってござ

います。また、土曜、日曜、祝祭日の日直時間帯
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では６５９名となっており、昨年に比べて２６１

名の増加となっております。このうち４月の患者

数５９５名のうち、士別からの患者さんは１４２

名で、その割合は２ ８名、５月につきましては

６８５名中１７４名で、２ ４名の割合となって

ございます。４月、５月の平均で申しますと ２

８０件のうち３１６件が士別からということで、

２ ７名の利用率というふうになってございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問をさ〇３番（竹中憲之議員）

せていただきたいというふうに思います。

公共施設の遊具の扱いについては、おおむねわ

かりましたが、中身的に通常連休明けから週１回

の点検ということだそうでありますけれども、御

承知のように有料遊園地での死亡事故、あるいは

先月も学校の回転塔が検査したにもかかわらず、

倒れてけがをする、そういう事故が実は相次いで

いるというふうに私は思っていまして、一番いい

方法と言ったら、これはお金の問題になるかもし

れませんが、機器での点検というのもあるのです。

機械での点検、打診だとか、そういうことではな

くて、これは非常に大きな金がかかるということ

もあるのでありますが、そういう導入の問題なん

か、あるいは恐らく業者に委託をすると時間もか

かるということもあるのかもしれませんが、機器

の点検等々含めて導入する考えはあるかどうかだ

け、まず先にお聞きをしたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今竹中議員が〇建設水道部長（野間井照之君）

言われたように業者に委託をしますと、道内の遊

具メーカーというのは全道的に広がっていまして、

時間が非常にかかって連休も明けてしまうぐらい

の順番待ちになってしまうということも含めて、

業者の委託はなかなか難しい状況です。それと、

引く検査というか、機械を使う検査もそういうこ

とで含めると時間がかかってくると。議員の言わ

れているお金もかかってくると。そういうことを

考慮しながら、週１回まめに点検をしていきたい

というふうに考えているところでありまして、そ

こで週１回の点検を入れているというふうに御理

解を願いたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今建設の管轄はそうい〇３番（竹中憲之議員）

うことでいるということでありますけれども、教

育委員会にかかわっての学校施設にかかわるとこ

ろの点検等々の中身についてお知らせを願いたい

というふうに思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

学校教育の関係であ〇教育部長（山内 豊君）

りますけれども、例年春先に校長、教頭会ござい

まして、その中で学校遊具等の点検についての指

示を出しております。また、５月に入りますと学

校訪問ということで、そのときに実態調査もする

ということであります。学校での事前の点検につ

きましては、遊具を点検をして補修が必要だとい

う部分は教育委員会に届けてもらって、緊急に補

修をしなければならない部分については補修をす

ると。あと、危険だというふうに予想されるもの

については教育委員会の方から出向いて、その時

点で点検をするというような状況になっておりま

す。

以上です。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、ちょっと経〇３番（竹中憲之議員）

済部の方にお聞きをしたいのでありますが、実は

先ほど望湖台の管理については経済部ということ

でありました。望湖台には、十七、八ほどのアス

レチックが実は設置をされていまして、既に半分

ほど利用不能になっています。ひどいものは、高

さ七、八メーターあるのでしょうか、あれは非常

に上がったら危険なものなのですが、しかし使用

禁止というテープを張ってあるだけで上がろうと

思ったらどうやっても上がれるのです。あのアス

レチックの扱い、ビヤシリにもありましたけれど

も、修理をして使うのかどうか、あるいは撤去を
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するのか、その辺の扱いについて、これは早急に

やらなければならないと思うのです。

それと、もう一つ、望湖台の入り口にローラー

滑り台というのですか、長いものがありますね。

あれも実は使用禁止になっています。あれは、滑

れることは滑れるのですが、手の当たるところが

さびていて手に刺さったりということ、あれも同

じように使用禁止の扱いになっているのでありま

すが、修理をするのかどうか、それも含めてお願

いしたい。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

合併以前から風連〇経済部長（手間本 剛君）

の管理している分の中でも大変頭の痛い課題でご

ざいました、正直申し上げまして。そんなことか

らいたしまして、実は昨年予はを一定程度お認め

をいただいて修繕はしてきたのですけれども、中

には多はなお金も必要というようなことでござい

まして、今大変申しわけないのですけれども、使

用禁止ということでさせていただいております。

さきにお尋ねありました木製の部分のアスレチッ

ク、これにつきましてはつくってからかなり年数

が経過しているものですから、それと今後の望湖

台の利用者の動向等も踏まえますと、ああいった

程度のものはもう必要ないのではないかというふ

うな判断をさせていただいておりますから、一遍

にお金は準備できませんけれども、計画を持ちな

がら撤去といいましょうか、そんなような方向性

で進めていきたいなというふうな考え方をしてお

ります。

それから、手前の方のローラー滑り台、これ鉄

骨でできているのですけれども、これは今使って

使えないことはないのですけれども、塗装がはが

れているという部分もそうですし、それから滑り

おりていくときに手が構造上ちょっとぶつかると

いうようなことになってございます。そんなこと

で去年も建設水道部の技術屋さんも一緒に行って

いただいて見ていただいたのですけれども、多は

のお金を必要とするというようなことで、やむな

く使用禁止というような措置をさせていただいて

おります。ただ、あそこの方、ローラー滑り台の、

全くないということではないのですけれども、そ

れもあわせまして使用頻度を考えますと、あのま

ま置いておくのはいかがなものかというふうな管

理側の印象を持っております。それで、また振興

公社の方とも話しさせていただきますけれども、

そんなような方向性で整理できるものにつきまし

ては時間を置かないで整理していきたいなという

ふうな考え方をしているところでございます。

以上申し上げました。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

望湖台のアスレチック〇３番（竹中憲之議員）

と滑り台の扱いは、私は現状アスレチックについ

ては直すよりも解体をした方が、もう費用につい

ても維持費についてもその方がいいのではないか

というふうに思いますが、問題は使用頻度の問題

だと思うのです。あそこでどのぐらいアスレチッ

クが使われているのかということもありますし、

もう一つ気になったのが遊歩道のさくが非常に傷

んでいる。私が行ってちょっとさわったら、倒れ

そうな遊歩道のさくも結構多くありました。これ

は、遊園地の中身と違いますからそこまでは言い

ませんが、あわせてそのこともきちっと整理をす

る。できれば年度内の整理をした方がいいのかな

というふうに私は思っていますので、早急に結論

を出していただいて、補正を組むのであれば早急

に補正を組んでいただいて解体をするというふう

にした方がいいというふうに思います。

二つ目に、道路の補修の問題、現実は例年より

やや多いのではないのかというふうな答弁もいた

だきましたけれども、名寄市内回ってみると路線

というのか、除雪による路線、あるいは地区とい

うか、それの中身で実は非常に壊れている箇所が

多いように見受けられました。場所によってとい

うか、地区というのですか、路線というか、除雪

を担当している業者と言えばいいのか、そういう

ふうに見受けられたのです。中身的にこれは、あ
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る方が運転技術の問題もあるのかどうかわかりま

せんが、縁石をひっかけてパンクさせたという方

もいるようでありますが、非常に鋭角に縁石が切

れていると。破損しているというところは、雪解

けを待ってというよりも早急にやる。あるいは、

雨水桝も同じであります。カラーコーンを置いて

危険ですと言ったって明かりとっているわけでな

いし、何とっているわけでもないのです。そうい

う意味でいくと非常に危険な問題もあるわけであ

りますから、そういった意味では雪解け早々にで

もそれを応急措置をしていくということが重要だ

と思いますが、どのようにお考えでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁〇建設水道部長（野間井照之君）

でも申し上げたのですが、業者単位で地区割りを

されているということになりますので、やっぱり

運転の技術、操作の熟度というのがかなり地区、

地区で影響が出て見受けられることがある。それ

は、確かだというふうに思います。これは、何年

も経験している運転手さんとは年度の運転手さん

で相当違いまして、グレーダーの扱い方、ラッセ

ルの扱い方も違うというふうに思います。この辺

は、ことしの冬からもう一度この辺も業者の方々

と検証を積んでいきたいというふうに考えていま

す。

それと、危険の部分の早急の対応、これは議員

の言われているとおり当然すぐ対応したいという

ふうに考えておりまして、そのような方向で今後

検討したいというふうに思っております。そうい

うことでよろしくお願いいたします。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのように次年度から〇３番（竹中憲之議員）

進めていただきたいというふうに思います。

次に、住宅リフォームの関係についてでありま

すが、言葉は悪いのでありますが、行政としては

久しぶりのというか、大ヒットとまではいきませ

んが、ヒットする事業だなというふうにまず言わ

せていただきたいというふうに思います。そこで、

先ほど答弁の中で大体平均１８８ははぐらいとい

うふうに答弁がされましたけれども、実は私気に

なっていることが二、三点ありまして、この中に

所所制限は入っていないのです。 ５００はは取

ろうと、 ０００はは取ろうと、５００ははの年

入の方であろうと同じような扱いをする。それは

いいのかもしれませんけれども、所所制限も私は

必要でなかったのかなというふうに実は思ってい

ます。わかる範囲でよろしいのでありますが、７

１名の申請があってもう既に終わっている方がい

るようでありますが、その最高の事業金はがどの

ぐらいなのかお知らせを願いたい。

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 １時４４分

再開 午後 １時４４分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

手間本経済部長。

最高は７４０はは〇経済部長（手間本 剛君）

のリフォーム費用ということでございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

７４０ははのリフォー〇３番（竹中憲之議員）

ムというのはどんな家か大体想像がつくのであり

ますが、通常だと１００はは以内のリフォーム、

昨年まではです、という先ほどの答弁でもありま

したけれども、今回１８８ははですから１００は

はぐらい上乗せになっていると。この経済効果と

いうのは大きな力になっているのだろうというふ

うに思いますが、ただ私はやっぱりこの条例の中

で中身的には補助金の交付を受けるものの中身と

して、市税を滞納していない、あるいは改修事業

を行う住宅の所有者であって、かつ当該住宅に居

住している者、あるいは本市に住所を有する者と

かということでいろいろあるわけでありますが、

５条の２項に実は介護保険のかかわりで介護の関

係も事業２０ははだと思いましたが、やっている

のでありますが、これについては改修費の援助を

受けることができるもの、あるいは既にやったも
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のについては交付の対象にはならないというふう

になっています。これ３月に議会で通して、今さ

らということもあるのでありますが、逆の中身で

いくと住宅リフォームの助成を受けてしばらくた

ってから介護認定等々含めて出た場合の扱いとし

て、介護の事業、２０ははの事業受けられるのか

どうかです。住宅受けても介護受けられない。介

護受けても住宅受けられないと。両方の中身がこ

の中身から読み取れるのでありますけれども、そ

の扱いについてだけちょっとお聞かせを願いたい

と思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今の住宅リフォ〇福祉事務所長（中西 薫君）

ームの関係と介護保険制度におきます改築の関係

につきましては、同時的に行うものについてはリ

フォームの方でまず優先していただこうと。以後

修繕は、リフォームが行われた後に介護に基づい

ていろんな状況が出てくるわけですから、その際

にはあくまでも介護保険制度のものを利用して住

宅の改修なりをしていただこうと。また、介護に

おけるリフォームについては１回限りではござい

ませんので、その都度状況、状態に応じましてい

ろいろ改築が必要になってまいりますので、同時

のときには条例が適用されておりまして、以後順

次介護の程度に合わせたものにつきましては融資

をしていこうという考え方をとっております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

実は、なぜ私がこれを〇３番（竹中憲之議員）

言うかというと、５条の関係でいくとちょっと腑

に落ちないのでありますが、事業そのものが違う

わけでありますよね。事業そのものが違うのにも

かかわらず、なぜ同一でできないのかと。介護の

リフォームの場合は、一定の枠の基準があるわけ

であります。それをクリアしないと、いわば２０

ははの補助金も介護で出ないわけであります。た

だし、住宅リフォームの場合は２０ははの限度の

中でももし介護のリフォームした場合、その介護

のリフォームをもらわないで住宅リフォームでつ

くった場合は規定も何もなくてやってしまえると

いうことなのです。後で問題になった場合どうす

るのですかということにも実はなるのです。その

辺をどういうふうに理解をしたらいいのか、ちょ

っとお聞かせを願いたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

申請があります〇福祉事務所長（中西 薫君）

ときに建築の方で住宅の改修の内容について見さ

せていただくことになっております。私どもとい

たしましては、まず柔軟に対応すべきというふう

には思っておりますが、その内容について介護に

かかわる部分のリフォームと一般的なリフォーム

については通常分けられるものというふうに考え

ております。したがいまして、同時に住宅のリフ

ォーム、あわせて介護にかかわるリフォームを行

いたいという場合につきましては、その状況、状

況に応じまして検討しなければいけないというふ

うに思っておりますが、基本的には別個の時限に

あるものというふうに思っておりまして、一たん

住宅のリフォームの申請で補助を受けていただい

た方について、介護の部分で改めてリフォームが

必要な場合については、そこは対応していかなけ

ればいけないというふうに考えているところでご

ざいます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、頭が悪いもので〇３番（竹中憲之議員）

すから、どうも理解をできないのでありますが、

そういうことだとしたら、それでは逆に今所長が

言われたように住宅リフォームを先にやって後か

ら介護をやる場合は介護の補助は当たるというこ

とで理解をしていいのですね。逆の場合は、これ

はだめだということになるのでしょうか。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

介護の方のリフ〇福祉事務所長（中西 薫君）

ォームを先にしていただいた後に住宅にかかわる

リフォームをする場合は、当然あるというふうに

思っています。介護にかかわる部分については、

緊急的に手すりをつけたりだとか、そういうこと
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を目途にリフォームが行われておりますし、一般

的な住宅リフォームというのは外壁ですとか屋根

ですとか断熱ですとかということが主に行われる

というふうに考えておりますので、先に介護の制

度が行われたとしても、そこで読み取ってほしい

のは一緒にやるときに非常に難しい部分がありま

したので、そういう規定になっておりますけれど

も、先にやったりとか後にやったりという部分に

ついては、介護は緊急性を要しますので、一般的

には分けて考えているというところでございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、緊急なもので〇３番（竹中憲之議員）

すから、もう少し詰めたいのでありますが、中身

的には基本的には前段言いましたように事業がそ

れぞれ違うから、ダブってやっても構わないとい

うふうに私は思っているのでありますけれども、

その辺の見解について市長、ちょっとお聞かせ願

いたいと思います。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

内容的には、介護の適〇副市長（今 尚文君）

用者事と一般のリフォームの適用者事とおのずと

区別されるという答弁内容なのです。したがって、

介護でやる場合には一般的なリフォーム、一般的

なという表現またあれですけれども、例えば台所

を直すとか、あるいは壁を直すとかというのは出

てこないだろうということでありますから、介護

は介護の方の適用者事として区別できるのではな

いかと。一緒にやるときはどうなのだというとき

には、先ほど中西所長が言ったように建築が入っ

て検定をして、そのときにどちらでやった方がい

いのかという判断をしていくということですから、

後でやっても先でやっても介護のやる範囲ですと

決まってくると。適用者事決まってくるというこ

とですから、介護の適用になってくるというふう

に理解をしています。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

だめです。私頭悪くて、〇３番（竹中憲之議員）

これ以上話しても何回やっても同じでありますか

ら、また別な機会に話をしたいと思いますが、同

時にやる場合は介護というような話もありました

けれども、私はあくまでも事業が違うので、同時

にやっても構わないのではないかというふうに思

いますので、一応そういうことで今回の質問を終

えたいと思います。

次に、病院の関係でありますが、将来展望、経

営の問題についてはきのう佐藤議員等々の中身で

大体わかりましたから、一つはその次の小児科の

２４時間の緊急医療の扱いについて、ことしから

士別へのサテライトもやっておりまして、日中時

間帯、通常の診療時間帯については恐らく士別地

区からの患者さんというのはいないのだろうと思

いますけれども、これだけ夜間、休日等々を含め

ているということになれば、実はそれだけ信頼を

されて、あるいは救急を要してということがある

のだろうと思いますが、この中で士別から４月１

４２名、５月１７４名ですか、の中で救急車によ

る搬送はいるのかどうか、ちょっとお聞かせくだ

さい。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

大変申〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

しわけございませんが、救急の件数につきまして

は小児科ということだけでちょっと把握をしてお

りませんので、申しわけございません。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

昨年よりも大幅に夜間、〇３番（竹中憲之議員）

休日の診療がふえているという状況なのでありま

すけれども、そこで働くスタッフの労働密度の問

題です。そんなところがどういうふうになってい

るのか、通常よりも１日体制ふやしているという

ことでありますけれども、その辺の労働条件とい

うか、労働強化の問題、あるいはもう一つは救急

医療の集中する時間帯というか、何時ぐらいまで

が集中する時間帯なのかわかればお聞かせ願いた

いと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

確かに〇市立総合病院事務部長（内海博司君）
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体制として１名看護師を増員をさせていただいて

おります。今までの経緯を見ますと、１３時３０

分から２２時、この時間帯が利用が多いというこ

とで、現在試行の段階ではありますが、１名そう

いう形で体制をふやしているという状況にござい

ます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

スタッフの労働密度の〇３番（竹中憲之議員）

問題ちょっと聞いていませんが、中身的には１３

時から２２時ということで、大体１０時間切るぐ

らいですか、そんな状況ですけれども、本当に子

供を持つお母さん方にしてみれば非常に頼もしい

病院になっているのも事実でありますけれども、

これだけ士別地区からの患者さんが多いというこ

とになれば、これ以上にまだまだ困っている、医

療過疎と言われる場所のお母さん方が大変な状況

になっていることも実態にあるのではないのかと

いうふうに私は思いますけれども、今後の市立病

院の地方病院としての、センター病院としてのこ

のような拡大というか、救急医療体制にかかわる

拡大というのはどのように考えているのか、ちょ

っとお聞かせいただきたいと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

言われますように、名寄市が拠点病院化されてき

ているのは現状そうだと思います。昨日理事者の

答弁にもございましたように、近隣とのそういっ

た部分も含めて考えていかなければならぬ問題だ

というふうに理解をしております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

では、質問を変えます。〇３番（竹中憲之議員）

３月にちょっと質問をさせていただいたのですが、

実は人者透析の時間調整をやられて、全部が全部

ではないのですが、もとの４時間に戻っていない

と私は理解をしているのでありますが、人者透析

の３時間から４時間に戻っていない患者さんの透

析時間が短くなれば負担も多いという、負担が少

ない方もいらっしゃるようでありますけれども、

どのぐらいの割合でまだ３時間体制での透析を行

っているのか、もしわかればお聞かせください。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

血液透〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

析につきましては、昨年の１２月までは４時間と

３時間の並行で実施をしてまいりました。１月か

ら基本的には３時間で透析をしたいということで

患者さんに御相談をさせていただきまして、一時

的に４時間透析の方が３時間になったという経緯

はございます。ただ、３時間透析で透析が不足と

なるという方に関しましては、さらにまた４時間

に戻っていただいているという状況にございます。

実人員で１２月現在で８８名の方が透析を受けて

ございます。現在も同数で推移をしてございます。

実際の人の入れかわりはございますけれども、数

的には同じという状況になっております。また、

月、水、金につきましては３時間透析で２回、２

部透析という形で１日最大５０名を実施しており

ます。あと、火、木、土につきましては４時間透

析を実施をしておりまして、最大２５名というこ

とで実施をしてございます。あと、週に１回の方

も２回の方も３回の方もおられるわけですけれど

も、週に１回の方が１６人で、２回の方が２３人、

週３回の方が４９人という内訳になってございま

す。どうぞ御理解ください。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

実は、先日透析を受け〇３番（竹中憲之議員）

ている方にまちで会いまして、現実４時間から３

時間になってきつくなって、一部４時間にまた戻

りましたと。楽にはなっていますけれども、全体

的な時間割の関係もあるのでしょうけれども、戻

っていないのですと。話していると、医者には言

えないけれども、かなり厳しい方もいるようです

という話も聞いているものですから、このことを

ちょっとお聞かせを願ったところです。できれば

医師との相談もしながら、できる限り負担のない

ような透析の仕方を求めておきたいというふうに

思います。
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最後に、農業問題についてでありますけれども、

特に農業についてはＷＴＯだとかＦＴＡだとか、

あるいはＥＰＡだとかということで、中身的には

前段質問いたしましたように現状農業における、

農産物における関税の撤廃というのが基本的なと

ころだと思うのですが、これがやられることによ

って北海道の農業、非常に壊滅的な打撃を受ける

というものも私は事実だと思います。そこで、先

駆けて、いわば安心、安全な食料基地を目指す名

寄としては、よりこれを拡大をすることが私は重

要だというふうに思っていますし、今農業、農産

物は低価格の現状で推移をしているわけです。そ

ういった意味では、もう少し行政として力を入れ

られるところはやっぱり入れるべきではないのか

というふうに実は思っているわけです。ですから、

植松議員からも耕作放棄地の問題や何かも話があ

りましたが、高齢者の問題、あるいは後継者のい

ないところの中身も行政として、コントラクター

から変わって新しいといっても実は酪農のような

システムではないわけです。そういった意味から

すると、耕作放棄地の拡大ということになるとし

たら、ますます名寄の農業基地が荒廃をしていく

というふうになりはしないのかというところが私

は心配で質問させていただきました。

それと、ミツバチの大量死の問題、承知だと思

いますが、岩手県で民事の調停がされているので

す。これは、名寄ではそういうことはないのだろ

うと思いますが、私はお互いの利益のためにとい

うと語弊がありますけれども、そのようなことの

ないようなお互いの話し合いというか、そんなと

ころも、これはポジティブリストの問題も出てき

ますけれども、今回のミツバチの問題は稲の粉末

剤による大量死のようでありますから、そういっ

た意味ではその辺の扱いも含めて行政として指導

をきちっとできればというふうに思いますので、

最後このことを質問をして終わらせていただきた

いと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年までは、農協〇経済部長（手間本 剛君）

を中心にポジティブリストの対応につきまして、

啓発含めてＰＲも含めて取り組んでまいりました。

今年からは、農業振興対策協議会の方にそういっ

た対策の部分も移行させていただきまして、誤り

のないような方法でというようなことでの取り組

みをさせていただくことになっております。今議

員御発言のように十分注意しながら、生産者の方

にお話し合いを進めていきたいと思いますし、そ

れらの措置につきましても予定されることにつき

ましても注視しながら進めていきたいというふう

に考えておりますので、御理解を賜りたいと思っ

ております。よろしくお願いします。

以上で竹中憲之議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市の今後の地産地消の取り組みと考え方に

ついて外２件を、木戸口真議員。

ただいま議長より〇１２番（木戸口 真議員）

お許しをいただきましたので、通告順に従い一般

質問を行いたいと思います。

まず、私は今定例会には島市長並びに教育長に

３件の質問をいたしました。市議会議員の改選が

なされ、今の名寄市は課題も多く抱えている状況

にあります。名寄市として、本格的な市民の生活

の安定と地域振興策、福祉対策、少子高齢化対策、

教育環境整備等の誤りのない方向を市民の目線を

持ち、しっかりと判断、決断をしていきたいと考

えております。

１点目には、名寄市の今後の地産地消の取り組

みと考え方について。活力と潤いのある農村を目

指し、新名寄市農業・農村振興計画が３月に作成

されました。新名寄市の基幹産業は農業であり、

一層の発展、振興に期待するものであります。今

国内はいざなぎ景気と景気は最高潮の状況にあり

ますが、地方においては地域経済の冷え込みは深

刻な状況となっております。特に農業の置かれて

いる現状は、耕作等などの価格の低迷、米の生産

調整、農産物の急増する輸入などによる影響を受
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け、厳しい状況にあります。こうした状況を踏ま

え、私はこれからは地域での地産地消による取り

組みが地域の活性化に大事であり、市民の協働に

よるまちづくりの基本と考えております。昨年合

併により風連地区のウルチ米者４３０ヘクタール

の消費対策としていち早く島市長がトップセール

スとして名寄地区への消費対策に取り組まれ、市

民の皆さんの意識の改革となり、効果が上がった

と考えるものであります。今後ますます名寄市民

に消費されることを期待するところであります。

ここで地元でとれる農産物は、新鮮で安心で安

全でしゅんのものが即おいしく食べられ、地域な

らではのよさがあると考えるものであります。こ

のことから、私は名寄市の今後の地産地消の取り

組みと考え方についてお聞きいたしたいと思いま

す。１点目に、市長として地産地消に対する政策

としての考えをお聞きいたします。また、２点目

に地産地消推進協議会の立ち上げを予定している

が、構成と立ち上げ時期と目的についての考え方

をお聞きいたします。また、公共施設等の地場産

品の活用状況はどうなっているのかお聞きいたし

ます。また、今後の取り組みとして目標数値とし

ているものがあるのかをお伺いいたします。

大きな項目の２点目として、風連地区の子育て

支援事業、児童クラブの取り組みについてお聞き

いたします。合併して１年が経過し、いろんな違

いが予想されましたが、課題も多少ある状況にあ

ります。風連地区では、合併により吸年されない

か、人口が流出して寂れないかなどとそういう心

配からも、住民の生活の大きな変化がなく生活で

きる合併特例区としてのすみ分けをできればと選

択いたしました。のどかな田園風景での風連地区

で高齢者、子育て世代の方々に居住していただけ

ればという思いがあったわけでございます。幸い

にもこういう思いに理解をいただき、居住された

方々も少なくないと考えております。新市の男女

共同参画推進計画でも男女が働きやすい環境づく

りなどを掲げておられます。

そこで、私は風連地区の子育て支援、児童クラ

ブの取り組みについてお聞きいたします。１点目

には、現状と対応はどのように進められているの

か。学校法人、風連幼稚園についてもわかればお

聞かせ願いたいと思います。また、２点目に働く

保護者の皆さん方のニーズをどうとらえ、各運営

に生かしているのかをお尋ねいたします。３点目

には、時間的な者夫が必要と考えますが、そのよ

うな者夫があればお聞かせ願いたいと思います。

大きな項目の３点目に、名寄市障害者ハイヤー

料金助成事業のあり方について。旧風連町では、

平成１５年まで重度障害者タクシー料金補助がな

されておりました。対象者は１１５名に達し、タ

クシーチケット１年間補助１ははで、事業費者７

０ははでした。当はは２ははぐらいでしたが、財

政難での対応となり削減、最終的には廃止となり

ました。合併して旧名寄市での助成事業を新市で

引き継ぎ、風連地区の対象者は大変歓迎していた

状況にあります。私も名寄市の福祉対策もよいと

ころがあるのかなと感心していたところでありま

したが、しかし風連地区の対象者の方から使い勝

手がうまくないのではという声をいただき、タク

シーチケット１枚１回の使用とのことでありまし

た。

そこで、私は名寄市障害者ハイヤー料金助成事

業のあり方についてお聞きいたします。１点目に

対象者数と利用状況は、２点目に使用方法の改善

の必要についての２点をお伺いいたします。

壇上にては以上を申し上げ、終わります。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま木戸口議〇経済部長（手間本 剛君）

員から大きな項目で３点にわたりお尋ねをいただ

きました。１点目につきましては私の方から、２

点目、３点目につきましては福祉事務所長からの

お答えとなりますので、よろしくお願いをいたし

たいと思います。

はめに、１点目の地産地消の取り組みについて

のお尋ねでございます。平成１８年度に策定いた
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しました新名寄市農業・農村振興計画において、

地産地消の推進は豊かさと活力ある農村づくりの

中で目指す方向を示しており、地産地消の推進に

より消費者が生産者と顔が見え、話ができる関係

の構築や地域の農産物、食品を購入する機会の提

供など、地域農業と関連産業の活性化を図るとと

もに、学校給食や市内公共施設に地場農産物を使

用することにより、食に関する理解と関心の啓発

をしてまいりました。今年度の施策につきまして

は、産地づくり対策のＰＲ支援事業、グリーン・

ツーリズム推進事業、農業青年チャレンジ事業の

活用や名寄産業まつり、地産地消フェアなどのイ

ベントを計画しております。農業サイド以外にお

いてもことしはめてなよろアスパラまつりや産直

の取り組みをいただいており、市民にも確実に地

産地消が浸透してきていると考えているところで

ございます。また、今年度仮称でございますけれ

ども、名寄市食育推進計画を策定することといた

しております。食育と地産地消は車の両輪とも言

われており、庁内関係部局に横断的な計画策定の

ワーキンググループや市立大学の指導、助言をさ

らにいただきながら、市民レベルの名寄市食育推

進計画市民会議を立ち上げて地産地消、食育の推

進を図ってまいりたいと考えているところでござ

います。

次に、地産地消推進協議会の立ち上げを検討し

ているがとのお尋ねでございますが、推進協議会

の立ち上げにつきましては、ＪＡ、農業者、商者

会議所、商者会、商者業者、外食産業、学校給食

センター、消費者協会、普及センターなどで構成

する（仮称）名寄市地産地消推進協議会を設置し、

連携した推進体制を本年７月中に設立してまいり

たいと考えております。地産地消推進協議会の考

え方及び役割につきましては、一つ目には生産者

及び農業団体は地元消費者に支持される農産物の

生産、出荷に努め、農業、農村の魅力を伝えるこ

と、二つ目には消費者は地元の農産物を活用した

食生活による健康増進に努めるとともにニーズを

生産者へ伝えること、三つ目には食品関係者は消

費者にＰＲするとともにそのニーズの把握に努め、

関係者に伝えること、四つ目には行政機関におき

ましては関係者との連携を図り、情報提供や施策

の推進を図ることとし、それぞれ役割を明確にい

たしまして実効のある地産地消運動の推進を図っ

てまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。

３点目の公共施設の地場産品の活用についての

お尋ねでございます。学校給食センターでは、食

の安全性の確保を最優先として生産者の顔が見え、

流通経路が短い地場産物を積極的に給食の食材と

して使用していただいております。地場産品の使

用割合は、平成１７年度実績で主食でありますお

米につきましては風連産減農薬特別栽培米ほしの

ゆめを年間３０トン、二つの生産組合と年間契者

で購入をしていただいております。また、名寄産

はくちょうもちを年間者 ５トン地元農協より購

入し、赤飯給食として使っていただいております。

地元産野菜の購入は、季節のしゅんの時期、５月

にイチゴ４０キロ、６月にアスパラ１９０キロ、

７月、８月にはミニトマト３００キロ、メロン２

５０キロ、９月以降の生産時期にはジャガイモ者

３トン、大根者 ５トン、ニンジン者 ９トン、  

タマネギ者２トン、キャベツ者 ７トン、ナガネ

ギ者 ２トン、その他カギチャ、スイートコーン

は地場企業が加者した冷凍品やペーストにして確

保し、使用していただいております。地場産を量

の比較で申し上げますと、主食の米を加え者６０

名の割合となっております。昨年名寄市立大学、

名寄農業高等学校、学校給食センターとの高、大、

官連携事業により、農業高校生徒の生産したミニ

トマト者２０キロ、チーズ者２ ５キロを食材と

して使用いたしました。この事業は、ことしも継

続の予定と聞いているところでございます。さら

に、本年４月より農村女性グループであります風

連のめぐみ会及び名寄のカントリー・ママ・クラ

ブの手づくりみそをそれぞれ年間５００キロで契
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者、学校給食用みそとして使用していただいてい

るところでございます。

ほかの公共施設の現状についてお尋ねいたしま

したところ、市立病院では患者さんの治療目的か

ら一定の制者と一年を通して３食の安定した供給

を図る必要から、食材の一部は専門業者から購入

となりますけれども、主食のお米につきましては

平成１９年度より上川産米ほしのゆめに限定し、

者１８トン購入していただいております。風連産

米も含めての使用となっているところでございま

す。生鮮食料品につきましては、価格や時期の関

係で道内産が入る時期もありますけれども、ほど

んどは名寄市場から仕入れた地元業者からの購入

となりますので、生産期には名寄近郊で生産され

る地場産野菜の使用となっているところでござい

ます。

次に、特別養護老人ホーム清峰園では、生鮮食

品のほとんどは名寄魚菜市場から仕入れた市内業

者から購入していますので、野菜類も名寄近郊で

生産される地場産の使用となります。また、主食

のお米も従来道内産米を使用しておりましたけれ

ども、本年２月より風連産ほしのゆめを月６００

キロ使用していただいております。

風連しらかばハイツでは、主食のお米につきま

しては年間 ８４０キロ、全量を風連産ほしのゆ

めを使っていただいております。野菜につきまし

ても購入契者先の商者会では、生産期は地場産で

納入とのことでございました。

次に、なよろ温泉サンピラーでは、主食のお米

は風連産こめごころを年間５００キロ購入、以下

アスパラ、カギチャ、芋、ニンジン、ピーマンな

どの野菜類も名寄魚菜市場を通じ市内業者より購

入し、生産期はほとんど地元産を食材として使用

するということでございました。また、名寄産豚

肉ＳＰＦでございますけれども、これは年間で１

２０キロ使用していただいています。

ふうれん望湖台センターハウスでは、地元の農

協のもぎたて市を利用し、野菜全体の５０名を購

入しており、その他アスパラ、トマトにつきまし

ては直接生産農家より購入し、お米は全量風連産

ほしのゆめを使用しているということでございま

す。

次、４点目の目標数値についてのお尋ねでござ

いました。目標数値につきましては、地産地消推

進計画で推進事項、具体的な計画、それから取り

組みの主体、取り組み指標を現状と目標で示して

おります。主なものを申し上げますと、直売店、

朝市、これにつきましては取り組みの主体は直販

グループでございますが、現状は１０グループ、

目標にさせていただいているのは１５グループを

今後目標にさせていただくと。それから、名寄産

米の消費拡大、これはＪＡ、生産組織でございま

すが、現在 ８００す、これを ５００すに上げ 

ていきたい。それから、学校給食等公共施設の利

用につきましては現在１１３トンでございますが、

１３２トンに上げていきたい。加者品の利用拡大

は１０社でございますけれども、２４社に上げて

いきたい。外食産業の利用拡大につきましては１

０店を１２店に、道の駅の活用につきましては今

度は新たに１０団体ほど予定させていただくとい

う目標設定をさせていただいているところでござ

います。そのほかにインターネット販売、各種イ

ベントによる取り組みなどがあり、地域で生産さ

れた農畜産物を地域で消費する地産地消は市民に

とっても生産者の顔が見え、新鮮で安全、安心な

農畜産物を手に入れることができるメリットがあ

ります。生産者も流通コストの削減などのメリッ

トがあります。そんな意味では、有益であろうと

いうふうに受けとめているところでございます。

農業者の高齢化や担い手不足、農畜産物の価格低

迷など多くの課題を抱える中で、市内での消費拡

大は農家経済の安定や商業、者業、観光を含め地

域経済の活性化に寄与するものであろうというふ

うに考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）
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私からは、大き〇福祉事務所長（中西 薫君）

な項目２点目の風連地区の子育て支援と児童クラ

ブの取り組みの状況、それから３点目の障害者ハ

イヤー料金の助成事業についてお答えをさせてい

ただきます。

最はに、現状と対応についてとニーズにこたえ

ているかについて、子育てと児童クラブに分けて

それぞれお答えをさせていただきたいと思います。

風連地区の子育て支援につきましては、風連さく

ら保育園と風連幼稚園でそれぞれ実施をしており

ます。現在保育園には、ゼロ歳児から５歳児まで

５６人在籍しており、保育時間は午前７時３０分

から午後５時３０分までは通常保育、午後５時３

０分から午後６時３０分までの延長保育、また保

護者の御事情で一時的に保育に欠ける状態となっ

た１歳以上児を午前８時３０分から午後５時まで

お預かりする一時保育を行うとともに、週２回の

子育て支援センター事業、さらには旧風連町で実

施をしておりました特別保育事業を行っておりま

す。一時保育は事前予者制が建前となっておりま

すが、保護者の入院など緊急性の高い理由の場合

につきましては当日の受け付けでも対応をしてお

ります。延長保育も事前登録制で、延長が必要な

場合はお便り帳にお迎え時間等を記載し、園に連

絡することで行っております。また、連絡等がな

く通常保育時間を超えた場合も延長保育の取り扱

いとしております。

一方、風連幼稚園は午前８時３０分から午後１

時３０分までの保育時間で、５月１日現在定員９

０人に対し５８人、充足率は６ ４名となってお

ります。幼稚園でも預かり保育を実施しており、

対象児童は２１人となっております。預かり保育

に当たっては、月曜日から金曜日までは園所定用

紙に時間等を記入して行い、幼稚園が休みになる

土曜日については３日前に預かり保育の理由書を

幼稚園に提出し、行っているとお聞きをしており

ます。風連地区における保育のあり方につきまし

ては、合併協議の経緯を踏まえ、料金、制度とも

どのような形で統一するのかさまざまな角度から

検討し、決めてまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

また、就学前のお子様に関し働くお母さんのニ

ーズにこたえているかについてでありますが、風

連地区の子育て支援のうち保育に関する施策につ

いては、平成１６年度の幼保一元化の折、旧風連

町としての保育のあり方について町、町立保育所、

風連幼稚園、風連さくら保育園保護者の方々が協

議を重ね、保育方法、保育内容、保育時間、保育

料など現在風連地区で実施している子育ての姿を

つくり上げたものと考えております。旧風連町の

幼保一元化の実施から３年余り経過し、途中合併

はあったものの、風連地区の子育ての環境、子育

ての考え方、子育て家庭の就労状況が大きく変わ

ったものとは考えがたいことから、現時点では働

くお母さんのニーズにこたえているものと考えて

手おります。

一方、就学時の児童クラブの取り組みについて

でありますが、風連児童クラブは厚生労働省の放

課後児童健全育成事業の補助を受けて風連児童会

館を拠点として実施をしております。利用者は、

小学生を対象とし、定員１２０人のところ平成１

９年度は９２人の児童が登録し、１日者４０人程

度が活動しているところであります。その事業内

容は、学校登校日は下校時から午後５時まで、学

校休業日は午前９時から午後５時までの間、５人

の指導員を中心に児童を安全に保護するとともに、

学校外の教育の場として主に遊びを通じ自主性、

創造性、社会性等の醸成を目指し運営していると

ころであります。また、児童クラブにおける保護

者ニーズにこたえているかとのお尋ねにつきまし

ては、風連児童クラブの終了時間は先ほど申し上

げましたように規則上では午後５時までとなって

おりますが、指導員の協力により午後５時３０分

までお預かりしているのが実態であります。また、

それほど多くはありませんが、保護者の特殊な事

情によってさらに遅くなるケースもありますが、
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個々の事情に応じて若干時間を延長しながら対応

しているところでありますので、御理解をお願い

いたします。

次に、障害者ハイヤー料金助成事業についてお

答えをさせていただきます。最はに、対象者数と

利用状況についてお答えを申し上げます。重度身

障者に対する助成制度につきましては、旧名寄市

では昭和５６年度から行っており、旧風連町では

平成１５年度まで年間１ははを補助しておりまし

た。合併以後につきましては、旧名寄市が行って

いた制度内容で継続してサービスを提供している

ところでございます。この制度内容は、名寄市障

害者（児）ハイヤー料金助成事業実施要綱に基づ

き、身体障害者手帳１級及び２級、腎臓機能障害

により身体障害者手帳３級または療育手帳を有す

る方で、障害程度がＡである知的障害者を対象に

タクシーチケット３６枚つづりを交付し、視覚、

体幹、下肢障害で１級、２級の方には４２枚つづ

りを交付し、その基本料金分を助成するものです。

平成１８年度の実績としましては、対象者７５２

人に対し４１０人、５ ５名の方々に１は ５２ 

６枚の助成６を発行し、使用された助成６は ９

４５枚、６ ５名で、１人当たり平均２４枚の利

用実績となっております。また、利用料金につき

ましては、お住まいの地区を問わず現在の基本料

金である一律５３０はを助成し、平成１８年度実

績では総は５２７は８５０はとなっております。

次に、利用方法と改善の必要性についてでござ

いますが、この制度は障害者本人が病院へ通院す

るため、利用するハイヤー料金の基本料金を助成

するもので、基本料金を超えて料金がかかる場合

は基本料金を差し引いた差はを御負担いただいて

の利用となります。使用される際には、地域間で

御負担するはに差が生ずることになりますが、従

来から市内にお住まいの方も智恵文地区や中名寄

地区あるいは共和、曙地区に住まわれる方につい

てもタクシー料金の一部基本料金分を市の単独事

業で助成しているものでありますので、御理解を

お願いいたします。また、１枚当たりの増は要望

につきましては、利用される方の障害の程度によ

っても、また使用頻度においても個々に異なるも

のと思われますし、この助成制度はすべてが一般

財源であり、現在の市の財政状況を考えますと極

めて困難と考えております。さらに、この助成制

度は既に利用者があり、単なる基本料金に上積み

ですと課題は財源の手だてだけということになり

ますけれども、利用者枚数の平均とはとのバラン

ス調整という考え方では平成１４年度に障害者の

一部について利用者の声をもとに枚数をふやした

経緯もございますので、現状の制度内容が公平か

つベターなものと考えておりますので、しばらく

この内容で運用してまいりたいと考えております

ので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問〇１２番（木戸口 真議員）

をさせていただきたいと思います。

順序は逆になるわけですけれども、障害者のハ

イヤー料金の助成について先に再質問をしたいと

思います。今所長の方から説明があったわけです

けれども、さきの質問の趣旨の中にもあったよう

に、風連は平成１５年にハイヤーの助成事業がな

くなったわけですけれども、２年間ぐらいそうい

った障害者に対する助成がなかったわけですけれ

ども、昨年合併によって名寄市が従来のハイヤー

チケットの助成があったということで、大変風連

地区の皆さん方にも歓迎されていたと私は考えて

おりますし、今回質問した中にもやはり使い勝手

が悪いという。それで、今回前回の風連のときと

内容的に違うのは使用目的がはっきりしていると。

通院、病院と。今までは、全体的に使えるという

福祉制度の中で持っていったわけですけれども、

そういった違いがまずあることは確かなことであ

ります。それで、今所長の方からも答弁ではなか

なか現状では難しいというお話もありました。し

かし、使用する際には地域間で負担するはに差が
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生じると。これは、確かにそういったことを担当

者も差が生じているということを認めていると思

うわけです。しかし、１枚のチケットですか、５

３０はは一律で公平だと、そういった理解をした

わけですけれども、私は違うと思うのです。今回

合併して、風連地区は住民が助成事業の中に入っ

たわけですけれども、聞くところによりますと智

恵文地区では診療所がないということで週に２回

そういった病院に通う車が用意されているという

話も聞きました。風連地区では、やはりここの道

北の中核病院であります市立病院に通う方が多い

かと思います。それで、大かの方は ０００はぐ

らい超えるのかなと思うのですけれども、今まで

従来名寄の方はその５３０はだかで一律というこ

とで対応されていたかと思うのですけれども、風

連の場合は市立病院に通う、１回乗るだけでもう

０００はは超えるという考えを私は持っていま

すし、それで先ほど対象者の半分ぐらい、これ申

請ですから、風連の場合通告してとりに来てもら

っていたのですけれども、名寄の場合は自分で申

請ということで、それで事業費も６８名というこ

とで、もう少し差が生じるということを担当者が

認めておられるのであれば、少なくても５３０は

だったら４は、 ０００は以上、そういった方に

はもう一枚使ってもいいですよとか、そういった

者夫はやはりなされるべきだと思うのですけれど

も、その考えについてお聞きしたいのと、これ平

成５年に従来の名寄市の助成制度を変えたわけで

すけれども、その従来の制度とどうして変えたの

か、その２点答弁いただきたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、公平性の〇福祉事務所長（中西 薫君）

問題について一つお尋ねがございました。現在全

道３５市ございますが、インターネット上で検索

がききます条例例規を載せているところの中、２

８市ぐらいがちょうど検索ができまして、そのう

ちこの制度が現在載っているところが１２市、何

らかの形で助成制度を行っているところが１２市

でございました。そのうち６市が定は利用、基本

料金の補助で、それから残りの２市がはの制限で

ございました。そういう内容で行っておりました。

中でも地域性がありますので、一概にどの形がい

いというのは言えないというふうに思っておりま

すが、先ほども申し上げましたようにこの制度自

体は私どもの方は基本料金を負担することで制度

を運用してまいりました。お尋ねのありましたよ

うに、バランスというか、実際の使用枚数を調整

しながらもっと１枚当たりの補助、例えば２枚使

ってもいいよといった補助を上げるべきではない

のかというお話なのですけれども、現実的に体幹

というか、体の主な部分、下肢障害１級または２

級という方は４２枚というのは月２回の通院制度

というふうに保障しているものでありまして、そ

れ以外の方については３６枚と、１回半というこ

とでちょっと中途半端な枚数になっているところ

でございます。そういうことで必要最低限という

か、そういうものを保障していこうということで

この制度の運用が行われているというふうに考え

ております。

平成５年度の改正とそれ以前の昭和５６年との

部分でございますが、それ以前につきましては月

１回分というふうにちょっと記憶しておりますけ

れども、そこまでの支援を行っておりまして、そ

れ以降３６枚に変え、さらに平成１４年からはそ

のうち特に重いと思われる障害をお持ちの方につ

いて４２枚に拡大したと。

もう一方、智恵文地区のお話が実はございまし

たけれども、ここから通ってくるバスに乗れる状

況の人と乗れない状況の人が分けられるというふ

うに私は思っておりますし、重い方につきまして

はタクシー以外の利用が困難であるというふうに

思っております。また、利用率の問題については

障害の程度に応じて要望があればお渡ししている

こと、お渡しする枚数を保障しているものであっ

て、他に利用する交通手段がある場合については

そちらの方を御利用いただいていることがありま
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す。さらに、車の改造資金ですとか、また違った

手だてもありますので、障害の程度内容によって

いろんな利用がされているのかなと。そのことに

よってタクシーチケットの部分について一定程度

で、１００名使用というものになっていないとい

うふうに考えております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

説明をいただいて、〇１２番（木戸口 真議員）

北海道の中でもこういった定はの助成が多いよと、

そういうのも確かかと思いますけれども、先ほど

も私が言ったようにチケットを利用すると通院ど

こまでというのを必ずチケットに書かれると思う

のですけれども、そういった中で使用の目的や割

合というのはわかると思うのです。今まではそう

いうのをなかなかとられなかった部分があって、

本当に有効利用というか、目的外の使用もあった

のではないかというお話もあったかと思うのです

けれども、そこで先ほど私が言ったように確かに

一律の定はの助成はいいかと思うのですけれども、

やはりその地域によっては格差があるということ

です。やはり行政の担当する担当者もそういった

承知をしながらそれを進めていく。そして、予は

も６８名ぐらい。まだこれ５７０ははの実績、予

はは一応見ているのです。そういった中では、風

連今回４０名ちょっと平成１８年に申し込みがあ

ったと聞いているわけですけれども、やっぱり再

構築して４はの方には２枚使っていただこうとか、

福祉の中では目的もはっきりしていますので、そ

ういった者夫はあってもいかがなものかと私は思

うのですけれども、もう合併して風連が入ってき

たけれども、私たちの制度はこれは変わらないと。

風連ばかりではないですけれども、智恵文、また

中名寄の方も距離のある方多いかと思うのですけ

れども、そういった地域の格差を担当者はとらえ

ながら、この制度を全道で皆さんこうやってやっ

ているので、進めなければならない。予はは７割

ちょっと切るけれども、それでもいいという考え

でこのまま続けようという考え方ですか。その辺

はどうなのでしょうか。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

利用の仕方に定〇福祉事務所長（中西 薫君）

はでいくものと、それから枚数でいくものという、

タイプ的に２種類考えられるわけですけれども、

地域によって差があることについては率直に認め

る部分でございます。ですが、名寄市が持ってお

りますハイヤーの助成制度につきましては、一般

のこの障害の程度の部分で最低保障でも３６枚基

本料金を持っておりますし、先ほど申しましたよ

うにさらに障害の重い方については４２枚実は出

しておりまして、これは全道でもほかに例を見な

いというふうに思っております。ただ、チケット

を出す枚数多いからということでいいのかという

ことではないというふうに思いますけれども、そ

こはどういう形で利用していくのかという部分で

いきますと、重たい方、先ほども言いましたよう

に病院に月２回程度通われるだろうと。そのうち

の基本料金を支援するということで、少しでも通

いやすい環境をつくっていきたいということから

なっているものでございまして、はについてある

一定程度理由を問わずに使っていただくというの

は、障害者なり高齢者対策の中で考えられる部分

だとは思いますけれども、総合的な観点からこの

制度についての支援としてはほかに遜色がないも

のというふうに考えております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、担当者とし〇１２番（木戸口 真議員）

てそういった差が生じているということを認識さ

れながらでもこの制度をこのままいこうといった

ところに福祉の生きた助成がなされないと考えて

おりますけれども、今回はこういうことをこうい

った場で発言することによってそういった対象者

がやはりそういうことも考えていただきたいとい

う一つのものになればと思いますので、これは申

し添えて、この問題につきましては再構築をお願

いしたいところでございますが、ぜひともそうい

った対応も考えていただければと思います。
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次に、風連地区の子育て支援、児童クラブの取

り扱いについてということで答弁をいただいたわ

けですけれども、保育所と幼稚園、そして児童ク

ラブの現状ということで御報告いただきました。

このことは、私今回なぜ質問をしたかということ

は、やはり合併して先ほども新規に名寄の方から

もかなり居住されて新居を建てられた方も正式な

数はちょっとわかりませんけれども、何人か私も

覚えている方がいるところであります。そうした

中でやはり静かな環境で、そして子育て支援、料

金体制がちょっと若干違うのですけれども、そう

いった中で風連にお住まいの方若干知っておりま

す。そうした中で幼保一元化３年になって、合併

が１年経過して、その中からどうも子育て支援っ

て料金的には申し分ないのですけれども、働く保

護者の皆さん方にとってはなかなか時間的なもの

が大変だというお話を聞くところであります。先

ほども一般質問の中でも男女参画ですか、そうい

った中では子育て環境を整えるのだということで

推進しようということなのですけれども、それで

聞くところによりますとやはり働く父兄の中には

名寄、士別という、１０人ぐらいというお話も聞

いたのですけれども、そういった中で保育所でも

幼稚園でも児童クラブでもなかなか厳しい状況に

あるというお話を聞きました。それで、今ここの

中でまず一つ、保育所関係は延長であっても来な

かったら延長しているよというお話ですけれども、

風連幼稚園は学校法人ですので、ただ預かり保育

となると保育所の方に移るというか、そんな話も

聞いておりますので、そしてあと土曜日だとか、

そういった日は幼稚園がないのですけれども、預

かりだとか、そういったもので対応しているとい

うような説明をいただきました。それで、私が時

間的なこともありますので、端的に申したいのは、

やはり風連地区に住まわれて大変環境もいい。そ

して、そういった支援内容もいいという中では、

なかなか時間的な制者があって大変だというお話

を聞いております。ここの中でも保育所ですか、

結構６時半までということなのですけれども、幼

稚園の方は移動してということで、土曜日だとか

になると３日前にどこにどうだと、どこに親がい

るかとか、そういった手続等にも大変だというお

話も聞いておりましたし、また対応もそういった

移動をすることが父兄の皆さん、また子供たちに

もなかなかスムーズな形になっていないというお

話を若干、それは全部かどうかちょっとわかりま

せんけれども。それで、私幼保一元化になって１

年かそこらのときに、担当が手間本部長だったと

思うのですけれども、これ１年経過したからひと

つアンケートでもとって、運営は年度ですので、

ニーズや何か聞いてみたらどうだというお話もし

たのですけれども、アンケートは本来的なものが

出ないのではないかということでお話もあったの

ですけれども、ここの中にも３年経過したけれど

も、スムーズな中でいっているという答弁をいた

だいているわけですけれども、私はやはりいま一

度父兄の皆さんとも連携をとっていると思うので

すけれども、そういった密にできる方法があれば

アンケートにはこだわらないのですけれども、そ

ういったものをもうちょっと密にしてもいいのか

なと。一部そういった手続的なことだとか、いろ

んなことにやはりどうなのかという御意見もある

ように伺っておりますので、この辺の対応を密に

する。どうやって今の連携構築をするかという考

え方をちょっとお聞きしたいのと、それと児童ク

ラブについては、これは小学生が対象だというこ

となのですけれども、これについても名寄市の児

童クラブとの差異は十分私も承知しておりますし、

名寄は有料、こういう言い方はちょっと制度は違

うということで認識もしておりますし、ただやは

り５時半ということで大変働くお母さん方のニー

ズにこたえている面では者面をしていただいてい

るというお話も聞いております。ただ、制度上、

そういった者面で制度としてしっかりとした時間

を明示した方が私は何かあっても、だからといっ

て名寄みたいに６時半だとか、そんなふうには思
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っていないのですけれども、ただ最低限度の時間

をちゃんとした形で制度上した方がいいのではな

いかという思いはあるのですけれども、この２点

について答弁をいただきたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

保護者からのニ〇福祉事務所長（中西 薫君）

ーズの把握につきましては、現実的には定期的な

もの等々会議は持っているということではなくて、

保護者がさくら保育園の方に上がった状況を私ど

もの方に報告いただきながら対応しているという

現状にあるかというふうに思っております。この

部分につきましては、風連の庁舎の担当の方も一

緒に入りながら、私の方も出かけまして課題ある

ごとにそれぞれ対応させていただいているところ

でございます。制度そのものから３年余りたった

ということでございますけれども、この風連地区

の現在の保育の形をつくったときには相当慎重な

協議が行われていく上でこの制度ができてきてい

るというふうに思っておりまして、今まではそれ

ほど大きな声が出てきていないのはそのときしっ

かり議論がなされた経過だというふうに考えてい

るところでございます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

児童クラブについて〇教育部長（山内 豊君）

御質問がありました。児童クラブについては、特

例区事業ということでありますので、現状だけち

ょっと報告をしていきたいというふうに思います。

旧風連町時代から教育委員会が担当したという

ことで、現在も運営については教育委員会が担当

しているということであります。それと、運営の

時間につきましては先ほど答弁しましたけれども、

規則上では午後５時ということで、あと職員の協

力ということを含めて５時半までやっていると。

あとは、特殊事情によって若干延びているという

ことがございます。それで、今後時間の延長だと

か、そういった部分が出てくると規則の変更も伴

ってくるということと、あるいは現在の職員の配

置あるいは財政的な措置、それから利用料、そん

なことが今後そういう延長が考えられてくるとそ

ういったこともあわせて考えていかなければなら

ないのかなというふうに思っております。そうい

った意味では、利用者の意向も聞きながら、そう

した変更といいますか、それは特例区の中で考え

ていく事項なのかなというふうに思っております。

以上です。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

保育所、幼稚園、〇１２番（木戸口 真議員）

保育の関係は中西さんの方から答弁あったわけで

すけれども、そういった連携がスムーズな形でな

いという声も全くないことはないですし、そうい

った意味では私はそういった話し合いというわけ

でないですけれども、意見交換の場を設けた方が

いいかと思いますけれども、そういった機会を３

年たって問題ないのだということでなく、やっぱ

り父母の皆さん方がどんな考えしているかという

ことは、少なくても役員の方もおられるかと思う

ので、そういったものを聞くに至らないかと思い

ますので、そういったものも対応していただけれ

ばと思います。

また、児童クラブについては、これ制度上云々

のお話もありました。それで、今こうやって時間

外というか、好意的にそういった者面をしていた

だいていると。そういった中で問題がなければい

いのですけれども、私一つお話聞いて気になった

のは、さっき士別、名寄に勤めている方もいると

いうことで、なかなか５時で終わっても早急に帰

ってこられない部分もあって、それはそれなりに

連絡していただけるということで都合上今の中で

はいい部分もありますけれども、ただ例えば冬場

ですけれども、冬場でもそういった時間の制限の

中でやっぱり者面していただいたことが逆に大変

なことになるものもあります。この辺は、なかな

か私どももわからない部分あるのですけれども、

私は５時半か、本当に６時ぐらいでも、名寄は６

時半ですけれども、同じ制度にしてくれというわ

けではなくて、やはりそういった声も一部であっ
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ても、一部ですべてその制度に変えればいいとい

う、そんな考えは持っていませんけれども、ニー

ズにこたえられるような対応はしていただければ

と考えております。子育て支援、また児童クラブ

の関係は、風連地区は新しい名寄市の中ではやは

り皆さん方に住みやすい、居住できる、そういっ

たものを考えながら合併しておりますので、ぜひ

とも子育てに有意義な地域となるように行政の皆

さん方も御支援いただければと考えるところであ

ります。

それでは、もう時間も余りなくなってきたので、

私は本来地産地消を大きく訴えたかったので、こ

こで１点目の地産地消にちょっと移りたいと思い

ます。答弁をいただきました。それで、答弁の中

にもことしの施策としていろんな部分で対応して

いるのだということで、ここに産地づくり交付金

のＰＲ支援、これ４００ははか５００ははかと思

いましたけれども、グリーン・ツーリズム、これ

都市交流だとか、あと看板整備だとか、農産物の

オーナーだとか、そういったものということでこ

ういった施策、これいっぱい施策並べても皆さん

方に周知する機会がなかったらだめかと思います

ので、何かの集まりあるごとにこういうのありま

すよというような、やっぱり宣伝効果も大事だと

思いますので、ぜひともそういったものも絶えず

やっていただければと考えております。

そこで、答弁の中に市民に確実に地産地消が浸

透していると。先ほども公共施設や何かもかなり

風連のお米や何か、いろんなもの使っておられる

という認識も持っていますので、私もある部分で

は市民の中に確実に地産地消が浸透してきている

と思うのですけれども、それで地産地消を進める

がゆえに、先ほど公共施設等の取り扱い、そんな

形も数字的に出ていたわけですけれども、もちろ

んイベントや何かもそうなのですけれども、市民

に向けてどのような取り組みをということを考え

ておりますか。まず、そこをお聞きしたいと思い

ます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ＰＲ含めて地産地〇経済部長（手間本 剛君）

消をどういうふうに広めていくか、着実に広がり

を見せてきているのかなというふうな印象を持た

させていただいております。御案内のとおり、な

ぜ地産地消なのだということを、なぜ地域で地産

地消に取り組むのだと、そのことをやっぱりしっ

かりと皆さん方にお知らせをしていくことが大事

なのだろうと思っています。先ほどもちょっと触

れましたように、地元でとれたそういった農畜産

物、すぐれた農畜産物がありますよと。それを新

鮮なうちに、やっぱり栄養価の高い段階で食べて

いただくということが最大のメリットなのだろう

と思っているのです。したがって、私どもの方は

ただ単にそこでとれた野菜を食べるというだけで

なくして、栄養価の高い、そして健康が保たれる

という、そういったところまでも結びつけて食を

考えていってほしいというふうな考え方を持って

います。去年第１回目の地産地消フェア、文化セ

ンターで開催させていただきました。どうかする

とまだイベント的な要因が否めないのですけれど

も、新鮮なものを安く買い求めるということもさ

ることながら、一方ではやっぱり早いうちに食べ

てくださいという考え方をもっと皆さん方に知っ

てもらいたいと思っています。実は、昔風連で福

祉センターで竹熊先生という先生をお呼びして御

講演をいただいたことを思い出しています。その

先生のいわくは、傷むもの、腐るものを腐らない

うちに食べることが大事なのだと、そういう言い

方をしておりました。やっぱり腐るものというの

は、命が宿っているから腐るということでござい

ますから、ぜひそういう意味では腐るものを腐っ

たものでなくして、腐るものを新鮮なうちに食べ

ると、こういうようなことをＰＲにしていきたい

と思いますし、それから期間を通じてＰＲするの

も大事なのですけれども、そういったことを日ご

ろ的に日常的にそういった消費者の皆さんも含め

て出向いてお話しする機会ができたらな、そんな
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印象を持っています。ぜひともそんなことでは、

ことしまた地産地消取り組み２年目になります。

合併して２年目ですから、しっかりとした気持ち

で市民の方にお訴えをしていきたいというふうに

思っています。関係機関の連携のもとということ

はもちろんでございますけれども、ＪＡさんにも

話ししながら、普及センター等々で進めていきた

いと思っておりますので、御理解をいただきたい

と思っています。

以上です。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

市民に向けて地産〇１２番（木戸口 真議員）

地消の取り組み、私も質問の中にも地域の活性化

はやはり地産地消、地産地消による協働のまちづ

くりといった観点から、ぜひとも力強い推進をし

ていっていただきたいと考えております。

それで、時間も余りないので、あと２点ぐらい

ちょっと質問したいのですけれども、もう一点は

名寄市の地産地消の推進協議会、これ立ち上げて、

全面的に推進していくよという会を７月に立ち上

げるということですけれども、これと一緒に目標

数値、地産地消推進計画、それで先ほども２１年

ですか、目標数値出ているのですけれども、この

地産地消の推進協議会と地産地消計画、この関係

というのは端的にどういうふうに進めるのか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

協議会のつくり方〇経済部長（手間本 剛君）

につきましては御答弁させていただきました。そ

んな中で関係機関寄って協議会をつくっていきた

いと思いますし、協議会の役割につきましては、

ただつくったということではなしに推進すると、

実行すると。実効性のあるものというふうに考え

ておりますから、できれば消費者等々の多くの市

民の方々も御参加いただきたいなというふうな印

象を持っていますので、よろしくお願いします。

それから、地産地消に関する目標数値２１年度

までの分を出させていただきました。もちろん協

議会の方にも諮ってこういった目標数値に近づけ

るべく努力をしてまいりたいと思っておりますが、

御案内のとおり現状値につきましては現在までの

数値を全部積はしたものを載せたと。そのものに

つきましては、こういう方向、ここまで持ち上げ

ていきたい、底上げをしていきたいというふうな

考え方でおりますので、また協議会に諮って相談

したいというふうに受けとめているところでござ

います。

以上です。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それなら、もう余〇１２番（木戸口 真議員）

り時間ないのですけれども、公共施設の地場産品

の活用について、先ほど給食センター等の利用、

また特養だとか市立病院、こういった中でできれ

ばやっぱりこれから毎年こういった地場産の状況、

議会の中でも数値として、経済常任委員会でもも

ちろんいいのですけれども、そういった中で数値

を報告していただきながら、皆さんが推進できる

ようなことを進めていただければと思いますし、

あともう二点なのですけれども、まず教育長に１

点と市長に最後にちょっと。教育長に、学校給食

会が統合されまして、今さっき１７年のは利用状

況が出ているのですけれども、１９年統合によっ

て地場産をどんどん活用したいというお話があっ

たので、その状況をまず１点と、あともう一つ、

市立大学、学食あたり委託されているかと思うの

ですけれども、道外からもいっぱい来られていま

すので、そういったしゅんのものを学食にぜひ使

っていただいてメニューに、学生たちにリピータ

ーとしてなっていただけるような、そういった取

り組みされているかされていないのか、今後して

いただきたいと考えるものであります。

それと、市長に最後に地産地消のさらなる取り

組み、公共施設にどうやって取り組んでいくかを

伺って、この市長と教育長に伺って私の質問を終

わります。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

今地産地消につきまし〇教育長（藤原 忠君）
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て、まずは市民ＰＲは私たち教育委員会の方から

もしっかりさせていただいております。例えば給

食センターでは献立表を毎月作成しております。

この中で例えば４月の例を挙げますと、こういう

表を子供たち全員に配っているわけで、保護者は

これを見るわけでございますが、この中で今月の

地場産、お米、風連町有機農業生産組合、代表の

方も書いております。これもう一つございます。

それから、つくりみそについてはめぐみ会のもの

を使いましたとか、それからジャガイモについて

は名寄市智恵文の自然農法のものを使っています

とか、こういうことがきちっと書かれております。

こういう中で地産地消のＰＲをさらにさせていた

だいていると、こういうことでございます。

それから、学校給食センターでの地産地消の取

り組みにつきましては、今議員がお話のとおり私

たち鋭意努力しながら、この地産地消のパーセン

トをふやしていきたいと。お米ばかりでなくて平

成１９年度、今年度のアップの目標は１５名とい

うふうに私たちは目標を立てております。そうい

う中で何とか全体の地産地消をふやしていきたい。

そういう中で子供たちの心の合併も図っていきた

い、こんなことを考えております。

それから、もう一つは、大学生にもこの地産地

消の取り組みをということでございます。私たち

教育委員会は大学は直接担当ではございませんが、

また大学の関係者とも話し合いながら、さらに地

産地消を進めるよう話をしていきたい、こんなふ

うに考えております。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

時間が残っておりませ〇市長（島 多慶志君）

んけれども、地産地消の推進については経済部中

心にしていろいろなイベントを通じながら市民に

アピールをさせていただいておりますし、また今

教育長から答弁をいただきましたように、児童生

徒に給食等を通じながらの地場の産品についての

理解を父兄の方と一緒に深める、この取り組みを

していただいております。すばらしい気象条件に

恵まれた農畜産物をしっかりと地元の皆さんがま

ず食べて、そのことを広く情報を発信をしていた

だくことでこの運動というのが広がると、こんな

ふうに理解をしておりまして、１９年度のいろい

ろな施策の中でこのことを意識して取り上げてい

きたいと、こんなふうに考えています。

以上で木戸口真議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

日程第３ 会期の延〇議長（小野寺一知議員）

長を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期が６月１

５日までと議決されておりますが、議事の都合に

より会期を６月１６日から６月２１日までの６日

間延長したいと思います。これに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議ないものと認〇議長（小野寺一知議員）

めます。

よって、会期は６月１６日から６月２１日まで

の６日間延長することに決定いたしました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、明日より２０日までの５日

間を休会といたしたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、明日より２０日までの５日間を休会と

することに決定をいたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０８分
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上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 大 石 健 二

署名議員 谷 内 司
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平成１９年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１９年６月２１日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成１９年第２定付託議案第１号 名

寄市特別用途地区建築条例の制定につ

いて（名寄市特別用途地区建築条例調

査特別委員会報告）

平成１９年第２定付託請願第１号 名

寄市特別用途地区建築条例に関する請

願（名寄市特別用途地区建築条例調査

特別委員会報告）

日程第３ 議案第１２号 財産の取得について

日程第４ 意見書案第１号 新たな「地方公共団

体財政健全化法」に関する意見書

意見書案第２号 異常気象による災害

対策や地球温暖化対策の強化・拡充を

求める意見書

意見書案第３号 医師・看護師不足の

解決と地域医療をまもる意見書

意見書案第４号 地方財政に関する意

見書

意見書案第５号 「年金加入記録」の

徹底的な解明を求める意見書

意見書案第６号 道路整備に関する意

見書

意見書案第７号 ＷＴＯ及び日豪ＥＰ

Ａなど重要農産物の貿易交渉に関する

意見書

日程第５ 報告第１０号 例月現金出納検査報告

及び定期監査等報告について

日程第６ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成１９年第２定付託議案第１号 名

寄市特別用途地区建築条例の制定につ

いて（名寄市特別用途地区建築条例調

査特別委員会報告）

平成１９年第２定付託請願第１号 名

寄市特別用途地区建築条例に関する請

願（名寄市特別用途地区建築条例調査

特別委員会報告）

日程第３ 議案第１２号 財産の取得について

日程第４ 意見書案第１号 新たな「地方公共団

体財政健全化法」に関する意見書

意見書案第２号 異常気象による災害

対策や地球温暖化対策の強化・拡充を

求める意見書

意見書案第３号 医師・看護師不足の

解決と地域医療をまもる意見書

意見書案第４号 地方財政に関する意

見書

意見書案第５号 「年金加入記録」の

徹底的な解明を求める意見書

意見書案第６号 道路整備に関する意

見書

意見書案第７号 ＷＴＯ及び日豪ＥＰ

Ａなど重要農産物の貿易交渉に関する

意見書

日程第５ 報告第１０号 例月現金出納検査報告

及び定期監査等報告について

日程第６ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員
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副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

６番 佐々木 寿 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

を指名いたします。

日程第２ 平成１９〇議長（小野寺一知議員）

年第２定付託議案第１号 名寄市特別用途地区建

築条例の制定について及び平成１９年第２定付託

請願第１号 名寄市特別用途地区建築条例に関す

る請願についてを一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

名寄市特別用途地区建築条例調査特別委員会、

駒津喜一委員長。

〇名寄市特別用途地区建築条例調査特別委員長

おはようございます。議長よ（駒津喜一議員）

り御指名をいただきましたので、平成１９年第２

回定例会におきまして名寄市特別用途地区建築条

例調査特別委員会に付託されました付託議案第１

号 名寄市特別用途地区建築条例の制定について

及び付託請願第１号 名寄市特別用途地区建築条

例に関する請願について委員会の審査の経過と結

果を御報告申し上げます。

第１回委員会は、５月３１日に開会し、直ちに

正副委員長の互選を行い、委員長には私駒津が、

副委員長には川村正彦委員がそれぞれ選任されま

した。

続いて、第２回の委員会は、同じ日の本会議終

了後に開催し、今後の審査日程及び参考人の出席

について並びに審査に必要とする資料等の提出依

頼についてを協議し、実質の審査を６月６日、８

日、１１日、１２日、１４日、１５日、２０日に

行い、委員会の開催は延べ８日、９回にわたりま

した。

また、参考人として名寄商工会議所会頭、木賀

義晴様、名寄市商店街連合会会長、湯川勇三様、

地権者の村上勝浩様、中川英行様、谷口継雄様、

株式会社ポスフール代表取締役社長、植村忠規様

にお越しいただき、それぞれの立場で名寄市特別

用途地区建築条例に対する所見と意見をお聞きい

たしました。

なお、審査期間中には市長を初め関係する職員

の方々の出席を求め、それぞれの説明並びに答弁

をいただいて審査を重ねてまいりました。

今回提案の付託議案第１号 名寄市特別用途地

区建築条例の制定については、本会議で市長から

説明がありましたとおり、建築基準法第４９条第

１項の規定に基づき、特別用途地区における土地

利用の適正化及び効率化を図るために必要な建築

物の制限または禁止に関して必要な事項を定める

ことを目的としたものであり、指定地区への郊外

型大型店の出店面積を１万平米以下にするもので

あり、中心市街地の活性化とコンパクトシティー

への実現化を図るためのものです。

委員会において各委員から相当数の質問があり

ましたが、その中の主なものについて御報告を申

し上げます。ポスフール出店後の固定資産税、法

人市民税については、平成１９年度分として家屋、

土地土土資産税の合計で ９６７万土、法人市民

税で３６０万土となり、これはあくまでも出店計

画の概要から試算したものであることの説明があ

りました。

都市計画審議会の議論経過につきましては、議

事録をもとに審議され、各委員からは審議会に対

する疑問も多く出されましたが、答申及び告示を

経て法的手順も支障なく終わっていることを踏ま

えて一定の質疑を終えました。

５月３１日付で届いたポスフールからの内容証

明書つき文書については、副市長から内容的に市

の認識とは相違点もあり、この時点で内容証明書
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つきの文書が届くことは遺憾に思うとの答弁がさ

れました。

ポスフールが進出した場合、市の新たな投資額

については、出店後に予想される道路整備に市道

８号線道路改良、市道１７線の４車線化、南１３

丁目通の拡幅、徳田１号線道路改良など予想され

る工事を施工した場合には用地補土等を含め約３

１１ ０００万土との試算をした数１が示されま

した。

耐震構造の審査期間、農地転用の許可及び開発

行為の許可の手続日程等につきましては、耐震構

造の審査については法改正がされているが、許可

期間は旧法の適用となる。農地転用については、

北海道の農地調整課から６月１５日に許可されて

いると連絡が来たので、名寄市の開発行為も同日

に許可されるとの説明がありました。さらに、着

工の解釈については建築確認済み証を通知後建築

工事に入るのが着工で、造成などの開発行為の工

事は着工とみなされないとの説明がありました。

５丁目、６丁目中心部市街地の地価については、

地価の目安は国土交通省による北海道の地価調査

に準ずる評価として、平成１９年で西３条南６丁

目が１平米当たり４万 ８００土としているとの

説明がございました。

どのようなまちづくりを進めていくのか、市、

商工会議所、商店街で計画づくりをして市民に説

明すべきではないかについては、新総合計画に基

づき、改正中心市街地活性化法による中心市街地

活性化基本計画の策定に着手し、商工会議所を中

心とした中心市街地活性化協議会の立ち上げを推

進し、名寄市はこの協議会と連携して今後のまち

づくりの計画の素案を作成していきたいとの説明

がございました。

また、現状の分散型の都市形成からどのように

コンパクトにできるのか、さらにコンパクトシテ

ィーの考え方については、中心部に集中するので

はなく、機能を有機的に結びつけるのがコンパク

トなまちづくりのイメージと答弁がされました。

今回の条例は、特定の企業を対象とした条例で

はないかについては、改正まちづくり３法が１１

月に施行するまでにまちづくりの基礎をつくるた

めのものと説明がされました。

さらに、当委員会では参考人の出席を各関係団

体、個人に要請し、８日、１１日、２０日の３日

にわたり６人の参考人にお越しいただき、それぞ

れの立場で本条例の御意見をお聞きしました。

最初に、木賀義晴名寄商工会議所会頭から徳田

地区郊外大型店を実例に地域農産物の地産地消な

どの地域貢献は、系列大型店のこれまでの例から

説得力はなく、また出店の影響についても大きく、

まちづくりにかかわる商店街の人材も失い、イベ

ントや地域文化までも失われるので、本条例はま

ちづくりを守る条例であることを強調されました。

委員から地域貢献の協定書を結ぶ考えはどうかに

対して、文書で残すようなことは相手がしないの

ではないかと答弁されました。

次の参考人、湯川勇三名寄市商店街連合会会長

から今回の余りにも大きな店舗が郊外にできれば、

まちそのものが崩れることになり、商店街として

も厳しい環境の中、できる範囲で魅力づくりに努

力していくことを訴えました。中心市街地活性化

プランとなる北洋銀行跡地の利用内容については、

協議は現在も継続しているとお答えいただいてお

ります。

次の参考人として、特別用途地区の地権者、賛

成、反対の立場から２名を招き、それぞれの意見

をお聞きしました。条例の賛成者からは大型店撤

退の懸念と商店街、市民、行政が力を合わせてコ

ンパクトシティーをつくることが名寄の将来のた

めになると発言があり、条例の反対者からは雇用、

テナント、地場農産物販売等により郊外型大型店

出店は決してマイナスにはならないと発言されま

した。

次の参考人として、計画地の地権者でもあり、

委員会に付託されている請願者の本人である谷口

継雄氏から市から説明のないまま出店措置が表明
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され、私有財産の侵害に納得いかないと発言され

ました。これについて委員より市からの説明を直

接されましたかの問い合わせにそれはないとの答

えがあり、行政の説明不足の指摘がされておりま

す。

最後の参考人として、株式会社ポスフール植村

忠規代表取締役社長より会社の基本姿勢について

発言され、さらに当委員会でまとめた質問書１４

項目について大川哲也弁護士とともに発言をされ

ました。

以上の議論の経過から、採決により委員会とし

ての結論を出すこととなりました。採決の結果、

平成１９年第２回定例会付託議案第１号 名寄市

特別用途地区建築条例の制定について、原案のと

おり可決すべきものと決定するものに賛成の者６

名、反対の者６名と同数となったことから、名寄

市議会委員会条例第１６条第１項の規定に基づき、

委員長判断として原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。

次に、同じく平成１９年第２回定例会におきま

して当委員会に付託されました付託請願第１号

名寄市特別用途地区建築条例に関する請願につい

て審査の経過と結果について御報告申し上げます。

請願の趣旨は、名寄市長が大型店の進出計画に

対して市民の声や議会議員の意見を真摯に受けと

めず、新たに名寄市特別用途地区建築条例を制定

すべく議会提案がされ、市長の絶対的権力によっ

て侵害される市議会であってはならない。よって、

同条例等の制定を阻止するとの内容でありました。

この請願は、さきに報告いたしました平成１９

年第２回定例会付託議案第１号の名寄市特別用途

地区建築条例の制定についてに関連する内容であ

ることから、５月３１日、６月１１日、２０日の

３回、付託議案第１号とあわせて審議してまいり

ました。１１日には、請願者である谷口継雄氏か

らさきの条例に対する思いも含めた参考人として

の御意見をいただきました。

審査の結果、全会一致で趣旨採択すべきものと

決定したところであります。

最後になりますが、短期間に集中した審議に対

して理事者並びに委員の皆様に熱心に議論してい

ただきましたことに心から感謝を申し上げ、委員

会の審査の経過と結果の報告といたします。

報告が終了いたしま〇議長（小野寺一知議員）

したので、質疑を省略し、委員長報告を終結いた

します。

付託議案第１号 名寄市特別用途地区建築条例

の制定について、直ちに討論に入ります。

議長に対し通告を受けておりますので、委員長

報告に対する反対討論を、佐藤靖議員。

議長の御指名をいただ〇１番（佐藤 靖議員）

きましたので、５月３１日に開会されました平成

１９年第２回定例会提出議案第１号 名寄市特別

用途地区建築条例の制定についてにかかわり、市

民連合を代表し、反対の立場で意見を申し述べさ

せていただきます。

今回の条例案の目的は、今さら申し上げるまで

もなく、特別用途地区における土地利用の適正化

及び効率化を図るため、必要な建築物の制限また

は禁止に関し必要な事項を定めるというものであ

り、具体的には床面積１万平方メートルを超える

店舗などの建築物の禁止、違反した者に対する２

０万土以下の罰則などを主な内容としています。

また、特別委員会に提出された資料、逐条解説に

よると、名寄市総合計画に基づき総合計画の基本

構想に相反する徳田地区の都市機能の拡散や土地

利用の転換など、まちづくりに大きな影響を及ぼ

すおそれのある施設の立地を規制し、適正な土地

利用を図るとし、市民合意を得ている名寄市総合

計画に盛り込んだコンパクトなまちづくりをにし

きの御旗としながら、条例の正当性、必要性を強

調しています。

一方、条例案の基礎をなす徳田地区の約１９９

ヘクタールに対する用途地域の再設定についても

住民説明会、公聴会、縦覧、都市計画審議会と法

令にのっとった手続を行っていることであり、ま
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さに正当な行為に基づく条例案となっているとい

う理事者の主張を完全に否定するものではありま

せん。しかし、にしきの御旗としている総合計画

の大きな柱には協働という言葉が掲げられていた

のではないでしょうか。それは、コンパクトなま

ちづくりを超える今後１０年間の名寄市最大の目

標と言っても過言ではありません。その協働の原

理、原則について私は、ことし２月２日の臨時会

で情報提供、情報公開、情報共有が市民の皆さん

と行政との協働を築く原理、原則ではないかと述

べさせていただき、島市長も差異はないという認

識を示していただきました。このことから言わせ

ていただければ、今回の条例案提出に至る一連の

経過の中で協働の社会づくりを目指している名寄

市として情報の提供、公開、共有に取り組んでき

たと自信と確信を持って言える状況下にあったの

でしょうか。

徳田地域に大型店出店の話が市内でささやかれ

始めたのは４年ほど前でありました。市民の皆さ

んも期待感を募らせる一方、商店街の将来を不安

視する声も確かにありました。昨年１２月に徳田

出店を目指す大型店から出店意思が明らかになり、

年末年始の話題を独占していましたが、その一方

では条例をつくって阻止すると話しているという

声も聞かれました。市民の皆さんの意思を問わず

条例をつくって阻止するなどという発想は、協働

のまちを目指している名寄市にあってはならない

ことであり、やみ将軍気取りの暴言と受け流して

おりましたが、ことし１月２２日に突然のごとく

市長は出店阻止の方針を発表、議会側としても発

表のわずか１時間前に招集された代表者会議で明

らかにされ、市内の関係団体は記者発表後に副市

長から説明を受けるという状況でありました。そ

の後の経緯は議員各位の知るところでございます

が、開催されました議員協議会、本会議、そして

特別委員会で常に議論となっていたのは、地権者

を初め市民の皆さんの理解を得ているのか、商業

集積、工業集積を図る具体策を持っているのかと

いうことでありました。特に市民の皆さんの理解

という点では、今回の一連の動きは平成１６年１

２月の公拡法手続、翌平成１７年２月の売買契約

及び国土法届け出に始まるにもかかわらず、同年

第４回の定例会で熊谷吉正議員が進出を危惧する

一般質問を行った際には、上位法が定まっていな

いことを理由に具体的取り組みを行わず、平成１

８年５月に改正まちづくり３法が動き出した以降

も検討は先送り、同年９月第３回定例会で駒津喜

一議員が同種の質問をした際も、市といたしまし

ても商工会議所、商店街連合会と連携をとりなが

ら大型店の動きをキャッチし、対応について協議

するという答弁にとどまっています。しかし、商

工会議所では平成１８年１月に発行した会報新年

号の中で、木賀義晴会頭は名寄経済は徳田地区に

今後も大型店の出店計画が想定されており、大変

厳しい現状は続くことが予想されますと大型店出

店を見込み、警戒感を強く訴えていました。つま

り徳田地区への大型店進出に対して市は、商工会

議所と連携を図ることもなく、無視をし続けてき

たことにほかなりません。今副市長は、議論の中

で徳田地区への大型店出店はとんざしたと考えて

いたと述べましたが、名寄市の将来を危惧してい

るのであれば積極的に進出企業や地権者への情報

収集を図り、禍根を残さない対応を図るべきでは

なかったでしょうか。その意味でもまさに市の対

応の瑕疵を指摘せざるを得ません。

一方、大型店に土地売土を決めた４軒の地権者

や用途地域指定をする徳田地区の４４８軒の地権

者に対する対応も不十分と指摘したい。確かに法

律で定められている手順は踏んでいると思います

が、個人の財産を規制する措置を講じる場合は地

権者への理解が欠かすことのできない取り組みで

あるにもかかわらず、十分な協議は行われていま

せん。そのことは、特別委員会に招致した中川英

行参考人の特別用途地区の指定は勝手にされた。

地権者としてはまさに不都合。谷口継雄参考人の

行政が一方的にやっている。私たちはすごく怒っ
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ている。広島栄一参考人の地権者に対して何の問

いもなく用途地域指定とはならないなどの発言で

も明らかであります。この結果、６月１５日には

島市長と小野寺議長に対し、訴訟も辞さずを趣旨

とした内容証明つきの文書が届く事態となってい

ます。

また、市民の皆さんも２月５日に市民文化セン

ターと総合福祉センターで開催された住民説明会

では、徳田地区への特別用途地区指定に怒りを込

めた発言が相次ぎ、それは過去に類を見ない光景

でありました。確かに同じく徳田地区がターゲッ

トとなった場外船券売り場誘致問題の際も多くの

意見が市民の皆さんから出されましたが、それは

まさに手順の問題ではなく、風紀上の問題が大き

な議論に発展したものであり、今回の事例とは異

質のものであったと思います。このため議会の場

では、再三再四理事者側に対し地権者との協議、

進出を目指す企業への情報収集、アンケートを含

めて市民の皆さんへの意向調査、さらには具体的

なコンパクトなまちづくりの姿などを求めました

が、時間が限られているとして具体的な取り組み

を行うことなく、あくまで特別用途地区指定、建

築条例制定の強行を求めてきました。加えて市理

事者とともにいち早く反対運動に取り組んだ商工

会議所も１月４日に会議所会員を対象に行った大

型店出店に関するアンケート調査は、郵送で調査

票を送り、ファクスで回答を求めるという事務的

作業であったためか、６００枚の配布に対する回

答は第１次集計段階で２３１通、回収率にして３

５５にとどまり、全体の意向を５５できる状況

下にはありませんでした。さらに、反対表明から

時間があったにもかかわらず、中心街を核とする

商業集積の姿がいまだに描かれていません。商工

会議所の目的の中では、大企業、中小企業、みん

な力を合わせて都市を住みよく、働きやすいとこ

ろにしように向かって行動することが求められて

います。また、昨年１月の名寄商工会議所新年会

報に年頭所感を寄せた山口信夫日本商工会議所会

頭は、新まちづくり３法に関連し、商店街として

もみずから努力していくことは言うまでもありま

せんが、特に大事なことは新たな法体系のもとに

大型店と地域が共存共栄し、住む人にも愛され、

誇りの持てるまちづくりを進めていくことであり

ますとしていますが、参考人招致された木賀義晴

会頭は大資本がまちを壊しながら倒産、撤退を繰

り広げている。ローカルほどその影響が大きい。

とりあえず阻止をしてからまちづくりに向かうと

対峙の姿勢を打ち出すのみでありました。ここ約

２０年の間だけでも市では中心市街地の活性化を

目指し、有志が発案した苗字博物館構想に３００

万土を予算化したのを初め、名よせ通再構築、六

丁目商店街活性化、３・６地区活性化などに多額

の予算を計上してきました。近年では、平成１５

年３月に市が商店街の要請を受け、 ７００万土

でで入した北洋銀行跡地５１ ７０平方メートル、

現在はどのような状況にあるでしょうか。更地の

状態のままもう５年目に入りました。このような

現実を見たとき、とりあえず措置をしてからまち

づくりに向かうという木賀会頭の言葉が的を射た

発言と言えるでしょうか。

風連地区の再開発事業は、構想から約１０年た

って現実化しようとしています。それを可能にし

たのは、対象エリア内の地権者、商店主の皆さん

が自分の所有する土地にこだわらず、風連商店街

の存続をかけて事業に取り組む姿勢にあったと思

います。今回の議論の中でもコンパクトなまちづ

くり、商業集積や工業集積などについて、具体的

な絵とは言いませんが、目指す姿が想像できる構

想の一端が示されればもっと建設的なものになっ

たのではないでしょうか。阻止という排除の論理

だけでは何も始まりません。

ことし２月に発行された名寄商工会議所による

平成１８年交通量調査報告書及び市による平成１

８年度名寄市の統計では、今の名寄の状況を読み

取ることができます。モータリゼーションの進行

を示す旧名寄の車両保有台数は、１家１台の時代
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から１人１台の時代を迎えつつあることを示して

います。また、交通量調査では中心街と徳田地区

では平日の差はほとんど見られない。休日は、高

速付近の交通量が平日の２倍で、市外に出ていく

人も増加したと分析しています。つまり平日は中

心街と徳田地区の二極化、休日は行楽を含めて市

外へ出向く三極化しているしている状況を意味し

ていると考えます。特に中心部では、西條付近の

人の流れは前年の約２倍となっている状況下から、

車を使えない人が郊外ではなく市街地を利用して

いることも明らかになりました。今副市長は、徳

田地区に大型店が進出すれば平日の二極化ではな

く一極化してしまうと懸念を示していますが、車

社会になれ、共働きなどがふえていることを加え、

食料などの保管機能が向上したことでまとめ買い

になれた市民は、中心街に商業集積を図って戻っ

てくるでしょうか。私は、市民生活の現実をしっ

かり直視し、一極化への懸念だけではなく、二極

化を意識したまちづくりを創造することが大切と

考えます。消費者は市民ではないという声もあり

ますが、消費者たる市民の動向は明確です。高い

商品、ニーズに合わない商品は買わないのです。

また、商店街の皆さんももっとみずからの商売に

自信と確信を持っていただきたい。先ほど述べた

人の流れを見ますと、確かに徳田ショッピングセ

ンターがオープンし、一時は売り上げに影響を与

えましたが、人は今中心街に戻ってきています。

商業チャンスは拡大しているのです。市民感情と

対立を生む排除の論理を追求すれば、そのチャン

スも失うことになるのではないでしょうか。二極

化をしっかりと意識して大型店に対抗ができる商

店街づくりをする。それは、真心が消費者に伝わ

り、現在のように歩いて２キロにもなる商店街で

はなく、本当に歩いて買い物が楽しめるコンパク

トな商店街の創造こそが重要と考えます。

今回の条例案に対し、市民の皆さんの意見は大

きく分かれています。また、地権者や進出を目指

している大型店は、条例可決し、進出を阻止され

れば訴訟も辞さずという強い意思を明らかにして

います。それは、まさに新たな混乱を生むことに

なり、新総合計画で訴える協働のまちづくりが達

成できるとは到底考えられません。さらに、言う

ならば市民の皆さんは訴訟となったとき、訴訟の

成り行きを見詰めながら、今後数年間の日々を過

ごさなければならなくなります。ある人は、名寄

市の状況とは全く異質の事件であるにもかかわら

ず、国立市のマンション訴訟の結果の ５００万

土を引き合いに ５００万土で済めば安いものだ

と公言してはばかりません。それは、市民的に許

されるでしょうか。今この条例案を認め、施行と

なれば、訴訟の結果、 ５００万土だろうと１１

土だろうと１０１土だろうと、市民の皆さんの血

税の中から支払わなければならないのです。その

ことは、市民の皆さんが期待するまちづくりを逆

に阻害することにも発展しかねません。議員各位

も今回の市議会議員選挙で有権者の皆さんに多く

の公約を掲げ、議会の場で市政に反映しようと決

意していると思います。しかし、そのことも果た

せない状況に追い込まれる危険性も否めません。

商店街をつぶしてもよいとはだれも考えていませ

ん。逆に名寄市の発展をしっかりと支えてきた商

店街とスクラムを組み、市民の皆さんが期待する

商店街につくりかえなければならないと考えます。

時代の趨勢に逆行し、市民の皆さんの心のともし

びを消し、何が残るのでしょうか。将来に禍根を

残すことなく、時代の趨勢をしっかり受けとめ、

大型店との協力関係の中で市民の一体感を構築し、

新しい名寄市の元気を取り戻す道を選ぶことこそ

が今議員各位に求められていることであることを

訴えさせていただき、市民連合を代表した名寄市

特別用途地区建築条例の制定についてに対する反

対意見とさせていただきます。

次に、賛成討論を、〇議長（小野寺一知議員）

東千春議員。

議長より御指名をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたので、市政クラブを代表し、本定例
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会議案第１号 名寄市特別用途地区建築条例の制

定について、条例案に賛成する立場から発言を行

います。

今回徳田地区に出店を予定されている大型店は、

売り場面積約２万平方メートルと言われており、

平成１６年の調査による名寄市内の小売店売り場

面積は約４万 ０００平方メートルであり、この

比較からもその巨大さがわかります。このことか

らも１００年かけてつくってきた市内における商

業の形態が根底から壊れてしまうことは必至であ

ります。大型店が出店した場合の対応についての

アンケート調査でも廃業を予定すると答えた店舗

等の数は１４軒あるなど、中心市街地における商

業施設には極めて大きな影響を与えます。大型店

の出店による雇用の増加は喜ばしい部分もありま

すが、これによって今まで名寄市民の生活に密着

し、名寄のまちづくりに貢献し、支えていただい

た人たちが経営を続けることができない、また雇

用の場がなくなってしまうなどの影響に私たちは

目を背けるわけにはいきません。

名寄市では、今まで中小企業振興条例の制定や

先般施行されました住宅リフォームに対する助成

など、地元産業、企業の育成に力を入れてまいり

ました。このことは、当然議会でも承認され、地

元産業の育成に対する思いは議会でもコンセンサ

スが得られているものと思いますし、本条例案は

これらの方向性と変わらないものと認識をしてお

ります。しかし、今回の条例案の根本にあるもの

は、将来に向けた名寄のまちづくり、まちの形、

そして将来に向けた市民の生活基盤についての議

論であります。大型店出店により市内の商業形態

は二極化し、大資本の前にやがて徳田地区に一極

化をしてしまうことも懸念をされます。このよう

なことが起これば、新名寄市として策定をいたし

ました総合計画が根底から崩れてしまい、高齢化

が進む社会にあってお年寄りに優しいライフスタ

イルの一つであるコンパクトなまちづくりについ

て、これから具体的なプランが議論されようとす

るときに影響を与えかねません。高齢者が歩いて

買い物に行ける。また、商業を中心として人と人

とのつながりを持つことができる社会づくりが将

来に向けて求められているのではないでしょうか。

最後に、今回の議論の中で最も心を痛めるのは

４名の地権者の皆様であります。条例案が可決さ

れ、土地売買に影響を与えた場合にはしっかりと

した行政対応を行うように議会の立場からも求め

ていくことを申し上げ、本条例案に賛成する意思

を表明し、市政クラブを代表しての討論といたし

ます。

次に、反対討論を、〇議長（小野寺一知議員）

佐藤勝議員。

ただいま議長よりお〇１０番（佐藤 勝議員）

許しをいただきましたので、今定例会において市

より提案のあった名寄市特別用途地区建築条例に

ついて、凛風会を代表いたしまして反対討論を行

います。

まず初めに、今回の条例提案は市民の意思を無

視した市政運営の象徴であることを指摘しなけれ

ばなりません。市は、ポスフールの名寄出店表明

を受け、実質半月後の１月２２日市民に対し情報

の提供を初め、議会を含め市民理解、市民議論を

経ることなく、一方的に対抗条例で出店規制する

ことを表明いたしました。その後も市は、２月２

日に可決、承認された新総合計画を反対理由に挙

げるなど、時間的にもつじつまの合わない強弁を

弄するのみで、市民、地権者に対し甚だ不誠実で

あり、まさに新総合計画で真っ先に掲げる市民参

画と協働の促進をみずから否定した暴挙と言って

も過言ではありません。

二つ目に、説明責任の放棄を指摘しなければな

りません。市は、今回１９９ヘクタールの特別用

途地区決定に当たり、私有財産に対し制限を加え

る事項であるにもかかわらず、関係地権者４４８

人に対し一般市民向けの説明会で事足りるとし、

何ら直接の説明及び理解、同意を得る作業を行っ

てはおりません。このことは、私有財産に対する
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著しい侵害であり、行政権力の乱用、行き過ぎを

看過することはできません。

三つ目に、実態を覆い隠す虚偽の経過説明を挙

げなければなりません。１月２２日島市長は、記

者会見の席上、名寄にはもう大型店は要らない。

ポスフールの出店は断ると言い切っております。

しかし、その後の特別委員会答弁で、市は一貫し

てポスフールを名指しした対応ではないことを繰

り返し、積み重ねてきた事実と説明とに大きな誤

差があり、このことは市民を欺く何物でもありま

せん。市は、まず市民に対し愚直に正直でなけれ

ばならないし、すべては事実を語るところから始

めるべきであります。

四つ目に、市民を不安と混乱に陥れた罪を弾劾

せざるを得ません。株式会社ポスフールは、平成

１６年から法が定める手順にのっとっての出店計

画を進めてきており、これに対し市はねらい撃ち、

あるいは後出し的条例の提案、駆け込み的対応を

講じ、出店予定者から、また出店予定地地権者か

らも損害賠土請求訴訟の提起を行う旨の書面が市

に届けられております。訴訟に係る経費、費やす

エネルギー、そしてむなしく流れる時間、これら

すべて市民にとって得るものはなく、むなしく徒

労のみが残るのであります。しかし、市はこのこ

とに対して何ら憂慮することなく、いまだに市民

が納得できる情報の公開と説明責任等は果たして

おりません。まことに残念ながら、極めて不実と

言わざるを得ません。

五つ目に、市民に対する不作為を挙げなければ

なりません。平成１７年から１８年末までの間、

ショッピングセンター形成後のさらなる大型店出

店情報を得て、議会、市民から再三にわたり対策

の必要性、情報収集強化の指摘を受けてまいりま

した。しかし、市は本来なすべき対応を怠り、結

果今日の混乱、不安を招いたことは、まさしく当

然することが期待される行為をしないこと、いわ

ゆる不作為の過ちを犯しており、さらなる拙速か

つ強硬な手段に訴えることなく、謙虚にみずから

を反省しなければなりません。

市が目指す中心市街地の活性化、いわゆるコン

パクトシティーの形成、そして既存商店街の反映

について、何人たりとて異議を唱える者などいる

はずもなく、時既に議論を脱し、行動のときに立

ち至っていることをまず認識しなければなりませ

ん。そして、このことを３万 ０００人市民すべ

てが確認をしつつも、しかし市が今回とった対応

について目的がいかに正しくてもそれを達成する

ための手段が間違っていれば正しい結果は得られ

ないのであります。言いかえると、目的が正しい

からといって何をやってもいいというわけではな

いのであります。今回市がとった一連の行動軌跡

は、まさに民主主義の否定であり、住民自治をじ

ゅうりんするものであります。いつだって市民が

真ん中でなければならず、市民不在のまちづくり

など私たちが愛するまち名寄にはあり得ないので

あります。私たちは、名寄市民の名において今回

市が提案する市民を無視した名寄市特別用途地区

建築条例についてその意図は理解しつつも、以上

の理由によってまことに残念ながら反対せざるを

得ません。

以上であります。

傍聴者は静粛にお願〇議長（小野寺一知議員）

いいたします。

次に、賛成討論を、中野秀敏議員。

緑風クラブを代表し〇２５番（中野秀敏議員）

て名寄市特別用途地区建築条例に賛成の発言を申

し上げます。

今回の条例については、コンパクトなまちづく

りを基本方針とする名寄市の総合計画の推進に必

要不可欠なものとして策定しようとするものであ

ります。総合計画については、昨年８月以来審議

会における議論、住民からの意見募集など通常考

えられる手続を的確に実施し、議会も同意し、作

成されたものであります。また、条例に先立って

行われた特別用途地区の指定については、公聴会

の開催、原案に対する意見募集など民意の反映に
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努めてきたものであり、都市計画審議会において

も全会一致で地区決定をしたものであり、北海道

知事の同意を得て告示したものであります。なお、

この場合の規制対象地域については、市内の工業

地域全体であり、今回の大型店出店予定地は規制

面積総体の３５にすぎないものであり、ねらい撃

ちの批判には当たらないと考えるものであります。

なお、条例が施行された場合、地権者と進出企

業との間で取り交わされている売買契約による地

権者への不利益が憂慮されますが、大型店進出に

よる名寄市内の大型店店舗面積が７ ２５という

全国的にもまれで脅威的な占有、寡占化によって

もたらされるであろう中心市街地の個店約３００

店の営業は壊滅的な打撃をこうむるものと考える

ものであります。

また、進出を予定している企業が周知期間中に

着工することも十分に予想され、この着工には市

民団体、関係団体等による工事差しとめの法的な

手続等予断を許さない状況であります。さらには、

住宅団地、中学校、緑地等が存在する進出予定地

周辺では、 ５０４台に上る周周車車両から排出

されるさ分 ６トンの二さ化さ素を初め、一さ化

さ素による住民、児童への健康被害や環境汚染も

懸念されるところであります。大型店進出が予定

されている徳田地区及び改正中活法に基づくコン

パクトなまちづくりが推進される中心市街地を俯

瞰して見た場合、１０年、２０年後の名寄市の都

市形成のありように強い危惧を抱かざるを得ませ

ん。さらには、現在計画中の風連地区市街地再開

発への影響も懸念されるところであります。

さらに、行政の判断の甘さ、対応のまずさ等が

指摘されるところでありますが、これらについて

は３月定例会における一般質問、また今特別委員

会において一定の批判、チェックがなされたもの

と考えるところであります。理事者、また議員は、

現在はもとより将来におけるまちづくりを考え、

未来を担う子供たちのためにいいまち、いいふる

さと、いい名寄市づくりを新総合計画に沿ってし

っかりと取り組まなければならないと考えるとこ

ろでございます。まさに大型店栄えてまち滅ぶと

いう非常に危惧されるところであり、以上のこと

から緑風クラブとしては同条例に賛成することを

表明し、賛成討論といたします。

次に、反対討論を、〇議長（小野寺一知議員）

谷内司議員。

清風クラブを代表し〇２１番（谷内 司議員）

て反対の発言をさせていただきたいと思います。

反対の発言につきましては、市民連合、凛風会

等の方がそれぞれ発言されましたので、私は簡単

に私の思いだけを述べさせていただきたいと思い

ます。平成１６年より計画されております大型店

出店問題について、行政では何をやったのですか。

何もやらないで今年その一部の発言にて反対とい

う報道がされました。私自身それを見てびっくり

した一人でもあります。その中でやはりこのよう

な問題については、住民の説明が大事ではないで

すか。住民説明が不十分だったと私は思います。

やはり市は、住民の理解を得ていろんな問題を行

動するのでしょう。それらが足りていなかった、

これは本当に残念だと思うところであります。役

所は何をするのですか。住民のためのサービス業

ではないですか。その点からいって今回の条例は

住民のための条例とは思われません。

また、名寄市民との争いは避けるべきではない

ですか。なぜ名寄市民との争いをしなければなら

ないのですか。あの内容証明を見たときに、訴訟

はあると私は考えます。そのときもし負けたとき

にそのお金があるのですか。検討委員会の中で、

そのときには市の予算化をしてそれに充てたいと

いう発言がありました。財源不足の中で本年職員

の給料をカットしたではないですか。カットしな

ければ財源不足は生じる。何もできない。そんな

中で職員の給料もカットした。また、各種団体に

おいての助成金等もカットした。また、廃止した。

そんな中で今の行政が運営されているのです。そ

んな中でそのお金をどこから捻出するのですか。
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多分皆さんからもらっている市民税で対応すると

私は思うのです。この問題について市民全員にこ

んな負担をかけるのですか。市民の負担が大変多

い、そんな点から私は反対をさせていただきたい

と思います。

以上です。

次に、賛成討論を、〇議長（小野寺一知議員）

川村幸栄議員。

名寄市のまちづくりに〇４番（川村幸栄議員）

向けて本条例は必要との立場で発言をさせていた

だきます。

日本共産党は、２００４年まちづくりのための

政策提言を出しております。これは、日本共産党

の国会議員団が全国各地の商店街で調査をした実

態をもとに大型店の身勝手な出店、退店にルール

を設け、商店街や中小商店街の１打ちが発揮され

るまちづくりの取り組みが進むよう国民的な議論

を呼びかけたものです。大型店の出店はノンルー

ル、ルールがないと言われ、自由勝手に出店、退

店する大型店の身勝手さは、地域の人々に大型店

には車輪がついているなどとまで言われる状況に

ありました。皆さんも御存じのとおり、各地で大

型店の出店ラッシュが起こり、地域商店街がその

影響で衰退し、大型店の撤退で空洞化が起こりま

した。こうしたことから、まちづくり３法の見直

しが進み、ことし１１月の施行となったのではな

いでしょうか。日本共産党の大型店に対する立場

は、大型店イコール悪とか、すべての大型店をな

くすとしているわけではありません。住民の暮ら

しを第一にしたルールに基づく大型店と中小商店、

商店街の共存共栄が必要という立場であります。

そして、まちづくり条例の制定など、大型店の立

地や商業集積のあり方などについて、地方自治体

がみずから決定する権利を全面的に尊重すること

を要求してまいりました。また、周滞、衰退して

いる商店街の地域コミュニティーの核としての本

来の１打ちを生かすまちづくりを進めることにも

提言してきています。商店街は、一つには歩いて

買い物ができる身近な利便性の提供の場であり、

二つには地域の文化、伝統や青少年教育、防犯、

防災に貢献する地域コミュニティーの核であり、

三つには商品知識や多彩な物づくり、職人の集積

地であり、四つには地域の経済循環のかなめであ

るとして、商店街の機能、役割を四つの角度から

まとめたものです。こうした党の考えを踏まえて、

私は今提案されています名寄市特別用途地区建設

条例の制定には賛成をさせていただきます。

この間特別委員会の議論の中で明らかになった

ように、提案者である市の地権者を初めとする市

民の皆さんへの説明、また議会への説明の不十分

さは大きいと思いますが、今名寄市徳田に出店を

計画している大型店は２万平米を超える超大型店

です。私が意見を聞かせていただいた多くの方が

新しい大型店ができるのは楽しみでもあるけれど

も、それは日常的なものではない。少子高齢化で

人口は減り、札幌へ移住する人もふえている。そ

んな中でこんな大きな店がどうして名寄に来るの

だろうと疑問を感じ、おおむねもうけたらいなく

なるのだろうねと。そのとき名寄はどうなってし

まうのだろうか、こうした不安を募らせています。

こうした思いに昨日のポスフール社長、植村氏の

説明では、明快な説明とは言えませんし、納得が

できませんでした。ですから、提出いただいてい

る資料の数字から判断するしかないのですけれど

も、出店予定の大型店は現在名寄市内の大型店と

徳田の大型店をあわせた大きさとなっています。

これでは、中心商店街の皆さんには大打撃となる

ことは火を見るより明らかではないでしょうか。

今でさえドーナツ現象が進んでいる状況の中で、

ドーナツ現象がさらに進み、住みづらいまちにな

ってしまうのではないでしょうか。こんなときだ

からこそ、中心部の活性化が必要ではないかと考

えます。５年、１０年、２０年後の名寄市のまち

づくりを考えたとき、今このような超大型店は必

要ではないと考えます。現在出店予定地の地権者

の皆さんに対しては、誠心誠意お話をし、解決で
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き得る方策を検討していかなければならないと強

く考えています。欧米諸国では、１９７０年から

８０年代の規制緩和の反省に立ち、大型店規制、

商店街振興の強化に政策を転換しています。世界

の流れにも逆行する超大型店の出店は見合わすこ

とを強く求めまして発言を終わらせていただきま

す。

以上で討論を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

これより採決を行います。

採決の方法については、投票により行うことと

といたします。

投票用紙の記入については、委員長の報告のと

おり決定することに賛成の議員は賛成と記入し、

委員長報告に反対の議員は反対と記入し、投票を

願います。

これより投票を行います。

議場の閉鎖を命じます。

（議場閉鎖）

ただいま出席議員は〇議長（小野寺一知議員）

２５名であります。

投票用紙を配付いたします。

（投票用紙配付）

投票用紙の配付漏れ〇議長（小野寺一知議員）

はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

配付漏れなしと認め〇議長（小野寺一知議員）

ます。

投票箱を点検させます。

（投票箱点検）

異状なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

念のために申し上げます。投票は単記無記名で

あります。正確に記載を願います。また、白票は

無効といたします。

それでは、事務局長に点呼を命じます。

ただいまから点呼を〇事務局長（佐藤健一君）

行います。

投票の経路は、向かって左側から演壇に上がっ

ていただき、投票箱に投票の上、右側からおりて

いただきます。

では、点呼をいたします。佐藤靖議員、植松正

一議員、竹中憲之議員、川村幸栄議員、大石健二

議員、佐々木寿議員、持田健議員、岩木正文議員、

駒津喜一議員、佐藤勝議員、日根野正敏議員、木

戸口真議員、高見勉議員、渡辺正尚議員、高橋伸

典議員、山口祐司議員、田中好望議員、黒井徹議

員、熊谷吉正議員、川村正彦議員、谷内司議員、

田中之繁議員、東千春議員、宗片浩子議員、中野

秀敏議員、以上でございます。

投票漏れはありませ〇議長（小野寺一知議員）

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

投票漏れなしと認め〇議長（小野寺一知議員）

ます。

投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

（議場開鎖）

開票を行います。〇議長（小野寺一知議員）

会議規則第３１条第２項の規定により、開票立

会人に、

竹 中 憲 之 議員

持 田 健 議員

を指名をいたします。

両議員の立ち会いをお願いいたします。

（開 票）

投票結果を報告いた〇議長（小野寺一知議員）

します。

投票総数２５票、これは先ほどの出席議員数に

符合しております。

そのうち有効投票 ２５票

無効投票 ０票

有効投票中

賛 成 １３票

反 対 １２票

以上のとおりであります。

よって、委員長報告のとおり決定することに可
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決されました。

引き続き平成１９年第２定付託請願第１号 名

寄市特別用途地区建築条例に関する請願について

は質疑を省略いたします。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成１９年第２定付託請願第１号は委

員長の報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時１０分

再開 午前１１時２０分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第３ 議案第１２号 財産の取得について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１２号 財産の〇市長（島 多慶志君）

取得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成１９年２月開催の第１回定例市議

会の平成１９年度名寄市一般会計予算におきまし

て議決をいただきました中学校情報機器整備事業

にかかわるものであり、平成１３年度以前に市内

中学校に導入した情報機器一式が老朽化したため、

更新する情報機器一式を取得しようとするもので

あります。

取得しようとする情報機器一式は、生徒用デス

クトップパソコン、プリンター等で、北海道市町

村備村資金組合の村渡事業を活用し、 ３３６万

０００土で取得します。名寄市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により議会の議決を求めるものであ

ります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては教育部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

中学校情報機器の取〇教育部長（山内 豊君）

得について御説明申し上げます。

現在市内中学校に配置されている教育用情報機

器のうち、平成１３年以前に導入した市内４中学

校について、５年以上経過の中で老朽化の進行に

より故障等ふぐあいが頻繁に発生し、また総合的

な学習や調べ学習など授業で使用する際、最近の

高速通信網に対応していないことから、授業に支

障が出ている現状となっております。このため本

年２月中学校の情報担当教師による中学校パソコ

ン整備検討委員会を設置し、中学校における情報

機器のあり方や内容について論議を重ね、整備内

容についてまとめてまいりました。

今回の整備の概要ですが、コンピューター教室

に設置のデスクトップ型端末については、生徒用、

教師用合わせて１４４台、内容は名寄中４１台、

東中４１台、智恵文中２１台、風連中４１台を更

新するとともに、職員室に教師用ノートパソコン

７６台を設置、さらに映像の処理や編集などの作

業を行う際に使用するものとしてデスクトップ型

パソコンを各学校にそれぞれ１台設置するもので

あります。また、周辺機器としてプリンターの整

備や最新の授業支援ソフトウエアを導入し、授業

中教師側のパソコン画面から生徒用パソコンの作

業状況を確認できるように配慮し、情報教育にお

ける機器類の有効活用を積極的に図ることを基本

といたしました。加えて教育上有害な情報などへ

の接続防止ソフトを導入し、生徒に対する情報教

育の健全育成を図ります。職員室における教師用

情報機器については、情報の共有化や効率化を図

りながら、情報漏えい防止やセキュリティー対策

も強化しております。これら情報機器の整備を北

海道市町村備村資金組合の資金を活用し、整備し

ようとするものであります。

なお、風連日進中学校については、平成１７年
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度に情報機器を整備していることから、今回は職

員室における教師用等の機器を整備し、生徒用の

教育用機器は現状で支障がないものとして、次回

の更新時にあわせて整備するものとしております。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 新たな「地方公共団体財政健全化法」に

関する意見書、意見書案第２号 異常気象による

災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める

意見書、意見書案第３号 医師・看護師不足の解

決と地域医療をまもる意見書、意見書案第４号

地方財政に関する意見書、意見書案第５号 「年

金加入記録」の徹底的な解明を求める意見書、意

見書案第６号 道路整備に関する意見書、意見書

案第７号 ＷＴＯ及び日豪ＥＰＡなど重要農産物

の貿易交渉に関する意見書、以上７件を一括議題

といたします。

お諮りいたします。本件については、全議員に

よる提出でありますので、この際提案説明、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外６件は原案のとおり

可決されました。

日程第５ 報告第１〇議長（小野寺一知議員）

０号 例月現金出納検査報告及び定期監査等報告

についてを議題といたします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第６ 閉会中継〇議長（小野寺一知議員）

続審査及び調査の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付しました各委

員長からの申し出のとおり決定することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成１９年第２回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午前１１時２９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す
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る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐々木 寿

署名議員 川 村 正 彦
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成１９年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 岩 木 正 文 １．夏の交流人口について

（Ｐ ２８） (1) ひまわり畑の展望

(2) サマージャンプについて

２．学校教育について

(1) 全国学力テストの結果を踏まえて

(2) 特別支援教育への取り組みと現状

３．交通安全対策について

(1) 箭原橋改良にともなう通学路の安全対策

(2) 交通安全上の春の道路対策

２ 谷 内 司 １．選挙管理委員会の選挙体制について

（Ｐ ３９） (1) 知事、道議会議員選挙のあり方について

(2) 名寄市議会議員選挙のあり方について

３ 大 石 健 二 １．新・名寄市行政改革推進計画から

（Ｐ ４８） (1) 市職員の能力開発と公務評価制度について

(2) 組織機構の開発と活性化について

２．改正・中心市街地活性化法から

(1) 中心市街地活性法への取り組みについて

ア 名寄市都市環境から見た中心市街地とは

イ 人的配置と支援体制

ウ 中心市街地活性化法認定申請について

４ 高 橋 伸 典 １．出生時の経費軽減を

（Ｐ ５４） (1) 出生数の現状について

(2) 育児一時金の貸し付けについて

(3) 受取り代理制度について

２．ハートコールの導入を



－162－

(1) 高齢者夫婦・独居老人の状況

(2) 本市の現状（一人老人）と対策は

(3) ハートコールの導入は

３．道路の整備体制を

(1) 防塵道路の距離数について

(2) 春先の苦情の状況は

(3) 年次計画で整備を

５ 植 松 正 一 １．新名寄市農業・農村振興について

（Ｐ ６４） (1) 市農業振興センターの管理・運営について

(2) 農業振興地域整備計画の見直しの考え方

(3) 名寄市有林の現況と施業計画について

(4) 名寄市の公共施設等の樹木台帳はあるのか

２．東地区の活性化対策と環境整備について

(1) 緑丘第２団地跡地の計画について

(2) 出店計画等に係る振興策は

６ 佐 藤 靖 １．公平公正とは

（Ｐ ７８） (1) 広報なよろの役割に関して

(2) 広報なよろ４月号号外に関して

(3) 各種選挙に関して

２．市立総合病院の将来について

(1) 経営健全化に関して

３．分庁方式について

(1) 改めてメリット、デメリットは

(2) 市民にとって不便な電話の改善を

４．消費者保護等について

(1) 消費者被害防止ネットワークの見解

(2) ノーレジ袋運動の見解

７ 佐々木 寿 １．安全・安心なまちづくり推進について

（Ｐ ８９） (1) 防災力、国民保護法について

２．市民の健康づくりについて

(1) 食育について

(2) スポーツの振興について

３．将来の保育・子育て環境について
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(1) 認定こども園について

４．名寄市障害者福祉計画について

(1) 現在までの計画の推進実情と問題事項は

(2) 障害者自立支援法の取り組みについて

８ 渡 辺 正 尚 １．教育行政について

（Ｐ ９８） (1) 名寄市小・中学校適正配置等検討委員会について

(2) 教育長の教育行政の考え方について

(3) 名寄市にとっての高校再編や将来展望について

２．産業振興施策について

(1) 地産地消についての考えは

(2) 産業クラスター計画について

(3) 将来を見据えたインフラ整備について

(4) 技術職員の意識改革について

３．医療行政について

(1) 名寄市立総合病院と名寄東病院の経営状況について

(2) 特に精神科の医師確保の見通しは

(3) 名寄市立総合病院の将来展望は

９ 川 村 幸 栄 １．国保税の軽減について

（Ｐ１０６） (1) 今年度の住民税の実態について

(2) 今年度の国保税の実態について

(3) 国保税の軽減措置状況について

２．子育て支援について

(1) 乳幼児医療費助成制度について

(2) 乳幼児医療費助成制度の目的について

３．名寄農業高校の存続について

(1) 地域との連携について

(2) 道教委に対する対応について

４．天文台の建設について

(1) 新天文台の整備事業について

１０ 竹 中 憲 之 １．公共施設等における遊具の点検整備の現状は

（Ｐ１２０） (1) 点検の時期について

(2) 整備・撤去等の時期は

２．道路の維持管理について
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(1) 今春の道路の破損の現状について

(2) 補修の時期と原因は

３．新事業「住宅リフォーム助成事業」について

(1) 助成事業の現状は

(2) 継続的な施策としての事業について

４．名寄市立総合病院の経営と小児科の診療体制について

(1) 経営収支の好転への施策は

(2) 小児科の救急診療体制の現状について

５．基幹産業である農業への支援策の拡大について

(1) ポジティブリストにかかわる行政としての支援策は

(2) クリーン農業の推進について

(3) 農業経営者に対する人的支援策について

１１ 木戸口 真 １．名寄市の今後の地産地消の取り組みと考え方について

（Ｐ１３１） (1) 名寄市での地産地消の取り組みを市長の政策としての考え方は

(2) 諮問機関の立ち上げを検討しているが、構成と時期と考え方は

(3) 公共施設等の地場産品の活用状況は

(4) 目標数値としているものがあるのか

２．風連地区の子育て支援・児童クラブ（小学生）の取り組みについて

(1) 現状と対応は

(2) 働くお母さんのニーズに応えているのか

３．名寄市障害者（児）ハイヤー料金助成事業のあり方について

(1) 対象者数と利用状況は

(2) 使用方法と改善の必要について
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第 ２ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 議 決 結 果 表

平成１９年５月３１日～平成１９年６月２１日 ２２日間

本会議時間数 １３時間１２分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

議 案 第 １ 号 名寄市特別用途地区建築条例の制定について 19. 5.31 名寄市特別用途地区

建築条例調査特別委

員会設置・付託

19. 6.21 原 案 可 決

議 案 第 ２ 号 名寄市行政手続等における情報通信の技術の 19. 5.31 原 案 可 決

利用に関する条例の制定について

議 案 第 ３ 号 名寄市基金条例の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ４ 号 調停の申立てについて 〃 〃

議 案 第 ５ 号 専決処分した事件の承認について 〃 承 認

議 案 第 ６ 号 専決処分した事件の承認について 〃 〃

議 案 第 ７ 号 専決処分した事件の承認について 〃 〃

議 案 第 ８ 号 専決処分した事件の承認について 〃 〃

議 案 第 ９ 号 平成１９年度名寄市一般会計補正予算 〃 原 案 可 決

議 案 第 １ ０ 号 平成１９年度名寄市老人保健事業特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ １ 号 平成１９年度名寄市簡易水道事業特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ ２ 号 財産の取得について 19. 6.21 〃
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諮 問 第 １ 号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求め 19. 5.31 適任と認める

ることについて

意見書案第１号 新たな「地方公共団体財政健全化法」に関す 19. 6.21 原 案 可 決

る意見書

意見書案第２号 異常気象による災害対策や地球温暖化対策の 〃 〃

強化・拡充を求める意見書

意見書案第３号 医師・看護師不足の解決と地域医療をまもる 〃 〃

意見書

意見書案第４号 地方財政に関する意見書 〃 〃

意見書案第５号 「年金加入記録」の徹底的な解明を求める意 〃 〃

見書

意見書案第６号 道路整備に関する意見書 〃 〃

意見書案第７号 ＷＴＯ及び日豪ＥＰＡなど重要農産物の貿易 〃 〃

交渉に関する意見書

報 告 第 １ 号 平成１８年度名寄市一般会計予算繰越明許費 19. 5.31 報 告 済

の繰越の報告について

報 告 第 ２ 号 平成１８年度名寄市介護保険特別会計予算繰 〃 〃

越明許費の繰越の報告について

報 告 第 ３ 号 専決処分した事件の報告について 〃 〃

報 告 第 ４ 号 専決処分した事件の報告について 〃 〃

報 告 第 ５ 号 公害の現況に関する報告について 〃 〃

報 告 第 ６ 号 名寄市土地開発公社の経営状況について 〃 〃
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報 告 第 ７ 号 株式会社名寄振興公社の経営状況について 19. 5.31 報 告 済

報 告 第 ８ 号 株式会社ふうれん望湖台振興公社の経営状況 〃 〃

について

報 告 第 ９ 号 名寄市社会福祉事業団の経営状況について 〃 〃

報 告 第 １ ０ 号 例月現金出納検査報告及び定期監査等報告に 19. 6.21 〃

ついて

請 願 第 １ 号 名寄市特別用途地区建築条例に関する請願 19. 5.31 名寄市特別用途地区

建築条例調査特別委

員会設置・付託

19. 6.21 趣 旨 採 択

閉会中継続審査（調査）の申し出について 〃 継続審査（調査）

決 定
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